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第１編 風水害等災害対策の計画的な推進 
 

第１章 計画の目的及び性格 
 

１ 計画の目的 

三浦市地域防災計画「風水害等災害対策計画編」（以下「本計画」という。）は、市内の地震災害を除く、

風水害等の災害全般（以下「災害」という。）に関して、総合的な対策を定めたものであり、本計画に基づ

き事前の対策を推進して災害に強い安全なまちづくりを進めるとともに、災害が発生した際の応急活動対

策や、復旧・復興対策を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする

ものです。 

 

２ 計画の性格 

⑴ 本計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づく三浦市地域防災計画の

うち風水害等災害対策に関する計画として三浦市防災会議が定めたものです。 

⑵ 本計画は、国の防災基本計画及び神奈川県の地域防災計画との整合性、関連性を有する連携した地域

計画であり、本市の総合計画と連携した分野別の計画としても推進され、市内の風水害全般に関して、

総合的な指針となるものです。 

⑶ 本計画は、別に定める地震災害対策計画編とともに三浦市地域防災計画を構成し、本市の防災対策の

根幹をなすものです。 

⑷ 平成 29 年４月１日から横須賀市との事務委託方式による消防広域化（消防団及び消防水利事務を除

く。）を実施し、三浦市域における消防事務（消防団事務及び消防水利事務を除く。）については横須賀

市消防局が担うため、本計画においてもそれを反映しています。 
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第２章 本市の特質 
 

第１節 自然的条件 

 

１ 位置及び面積 

本市は、北は横須賀市に接し、西は相模湾に、東は東京湾、南は太平洋に面しています。 

面積は 31.44㎞２であり、東西の距離は 6.8㎞、南北は 9.4㎞です。 

 

２ 気象 

本市は、三方を海で囲まれ、暖流黒潮により温暖でおだやかな気候であり、年間の平均気温は、、16.3℃

平均風速は、3.5ｍ/ｓ、平均降水量は、1,593ｍｍとなっています※１。 

 
※１ 気象データは過去 10年間の平均値 

 

３ 地形 

本市は、その主要部分が三浦半島の宮田台地・三浦海食台地からなり、これらの台地の間を縫うように低

地が併走しています。 

海岸線は総延長 49.682km余りで、屈曲に富み、いたるところにリアス式海岸が発達しています。 

 

４ 地盤 

本市の地盤は、三浦半島として丹沢層群とほぼ同じくして堆積した葉山層群と、これを不整合に覆う中

新世後期から鮮新世にかけて堆積した三浦層群が分布しています。葉山層群・三浦層群ともに凝灰質の泥

岩及び砂岩を主とする層で、丹沢層群に多くみられるような火山砕屑岩類の分布は少なくなっています。

海岸線の低地は、第四紀完新世で堆積した沖積層により構成されており、沖積層の地盤の中には砂層の分

布もみられるため、地盤の液状化を起こす可能性があります。 
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第２節 社会的条件 

 

１ 人口 

本市の人口は、令和２年８月 1日現在、41,836人（男 20,063人、女 

21,773人）です。 

人口密度は、１k㎡当たり約 1,331人※ です。 

地区別の人口分布状況は、三崎地区 16,803人（ 40.2％）、南下浦地区 14、953人（ 35.7％）、初声地区 

10,080人（24.1％）となっています。 

 

 ※  人口密度は、令和２年８月１日現在の人口 41,836人を都市計画区域面積 31.44㎞２で除して得た数値 

 

２ 土地利用 

⑴   人口及び人口分布 

本市の人口は、令和２年４月 1日現在、42,036人（男 20,163人、女 21,873人）であり、人口密度は

1キロ平方メートル当たり 1,337人となっています。 

地域別人口分布状況（総人口に占める割合）は次のとおりである。 

地  区  名 地 区 別 人 口 総人口に占める割合 

三 崎 地 区 16,945人 40.3％ 

南 下 浦 町 14,985人 35.6％ 

初 声 町 10,107人 24.0％ 

 

また、平成 27年国勢調査の結果では、昼間人口は 38,200人、常住人口は 45,289人となっており、昼

夜間人口比率は 84.3パーセントです。 

   さらに、市外を従業地・通学地として本市から流出している人口（15 歳以上）は 11,308 人（うち通

勤 9,796人、通学 1,512人）、本市を従業地、通学地として市外から流入している人口は 4,297人（う

ち通勤 3,920人、通学 377人）となっています。 

⑵ 土地利用 

本市は、三方が海に囲まれた中で、漁業と農業を基幹産業として自然発生的に市街地形成が進んでき

ました。 

都市計画区域は、本市全域が指定されており、総面積 3,144 ヘクタールのうち、市街化区域は 729 ヘ

クタール、市街化調整区域は 2,415ヘクタールが指定され、市街化区域は、市域の約 1/4を占めます。 

⑶ 交 通 

ア 道 路 

本市は、半島先端部に位置することから、市北側から市中心地点（引橋交差点)にかけて、隣接する

横須賀市と繋がっている一般国道 134 号（市内総延長距離 8,136 メートル）が、市の中心地点(引橋

交差点)から南側及び東側の海岸線に沿う形で主要地方道 26号(横須賀三崎線)が通り、これも隣接の

横須賀市に繋がっています。 

また、市西側には一般県道 216 号(油壺線)が延び主要地方道及び県道の総延長距離は 21,088 メー

トルとなっています。 

また、市道(総延長距離 498,579メートル)が国県道等に連絡する形で通っています。 

イ 鉄 道 

鉄道は、私鉄（京浜急行線）１路線があり、市域内延長 3.3キロメートル、駅数２駅であり、平成

29年度における一日の平均乗車人員は、三崎口駅 17,854人、三浦海岸駅 11,681人、合計 29,535人

となっています。 

ウ 漁 港 

本市には、船舶の寄港が可能な港として、県が漁港管理者となっている三崎漁港区域を中心として、

周囲海岸域市営漁港区域 5区域、6地区があります。 

     また、緊急物資や避難者の輸送のため、三崎漁港の一部を耐震岸壁として整備しています。 

⑷ 都市構造 
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本市は、古くから漁港を中心に事業所や住宅が自然発生的に市街地を形成してきたため既成市街地の

多くに木造家屋の密集や住工の混在がみられます。 

住宅地は、既成市街地である三崎漁港を中心とした三崎下町地区や幹線道路沿線及び、都市部のベッ

ドタウンとして整備されてきた上宮田、初声地区の京浜急行沿線に集中し、中でも上宮田地区には中高

層建物が多く建設されています。 

 ⑸  観光客 

本市は、首都圏から近く、三方を海に囲まれた風光明媚な地域であり、年間を通じ温暖な気候と、自然

を身近に感じられる地域として、毎年多くの観光客が訪れています。 

平成 29年中に市内の主要な観光地点（三浦海岸、城ヶ島、三崎港、油壷等）に訪れた観光客は 6,311,000

人に上り、特に海水浴シーズンの７月、８月が多くなっています。 

 ⑹ 危険物施設 

平成 31年４月１日現在における本市の屋外タンク貯蔵所、各所に点在する給油取扱所、一般取扱所等

の危険物施設は 97施設があります。 
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第３章 計画の推進主体とその役割 
 

第１節 計画の進め方 

 

１ 防災関係機関の主体的な取組及び連携 

⑴ 市の防災力を向上させるためには、市民、事業所、市、県、その他防災関係機関が自らの責任を果たす

と同時に、相互に協調した取組を進めることが基本です。 

また、国及び県の支援も重要です。 

⑵ 市は、長期的には災害に強い安全なまちづくりを進めながら都市の防災力の向上を図ること、災害の

発生に備えた事前準備を進めること、想定される被害の様相に対応した防災計画を定め、その実効性を

確保するための訓練等に努めること、更に災害復旧・復興を考慮し、総合的に展開することが求められ

ます。 

⑶ これらの展開に当たっては、市民、事業所等の主体的な取組と地域住民に最も密着した市の役割が大

きくなります。 

⑷ 特に災害時には、市民、地域の主体的な取組と、市の防災力が一体となって対応を図ることが、被害を

軽減させることになります。 

そのため、市民の一人ひとりが「自らの身は、自ら守るという『自助』、皆のまちは、皆で守ると 

いう『共助』」が大切であるとの認識を持ち、平常時には食料、飲料水等のローリングストックや防災訓

練への参加など事前の準備を行うことが重要です。 

また、災害発生時には自らの安全を守る行動、初期消火活動、近隣の負傷者、要配慮者※ 等の救助、

避難所における自発的行動など、地域の自主防災組織、地域防災委員、消防団等と連携した防災に関す

る活動を実施することが重要です。 

⑸ 市は、地域防災計画に沿って消防力等を最大限に発揮するため、市民、自主防災組織、消防団等と連携

をより密にして応援体制を活用し、大規模災害の場合は県や他の市町村及び関係機関の支援を求めます。 

⑹ このように本計画は、どのような状況下においても、関係者の主体的な取組と連携が大切です。 

そこで平常時においては、三浦市防災会議において、各種対策の実施状況を把握し、計画の進捗の調整

を図ります。また、災害発生時には、市、県等の災害対策本部間で応急対策活動の調整を行います。 

※  要配慮者：高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者 

  

２ 市民運動の展開 

  ⑴ 災害による人的被害・経済被害を軽減し、安全・安心を確保するためには、行政の「公助」による活動

には限界があります。 

⑵ このことから、個々人の自覚に根ざした「自助」、身近な地域コミュニティ等による「共助」が重要で

あり、個人や家族、地域、事業所、ボランティア団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のため

の行動とそれを実践する市民運動の展開が必要となります。 

 

３ 男女共同参画等の推進 

 ⑴ 本計画は、多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、男女双方の 

視点等に配慮して進めることが重要です。 

⑵ 市、県等の防災関係機関は、被災時における男女の視点の違い等に十分配慮し、避難所において被災  

者の良好な生活環境が保たれるよう努めるとともに、防災に関する政策・方針決定過程、避難所運営な  

ど応急活動対策に係る意思決定に女性の視点を取り入れられるよう、男女共同参画をはじめとした多 

様な視点を意識した計画の推進に努めます。  
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第２節 防災関係機関の実施責任 

 

災害応急活動を推進するに当たって、市、県、その他の関係機関の果たすべき責任は、次のとおりです※。 

 

１ 市 

市は、防災の第一義的責任を有する基礎的な自治体として、市域並びに市民の生命、身体及び財産を災害

から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得

て防災活動を実施します。 

 

２ 県 

県は、市町村を包括する広域的な自治体として、県土並びに県民の生命、身体及び財産を災害から保護す

るため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の公共団体の協力を得て防災活動を実

施するとともに、市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を支援し、か

つ、その総合調整を行います。 

 

※ 市及び県施設については、指定管理者制度やＰＦＩ等により民間事業者等が管理している場合もあるため、

市及び県は、施設管理者が対応可能な範囲について留意しつつ、これらの施設における平常時や災害時の施

設管理者の対応をあらかじめ明確にしておく必要があります。 

 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機関及び他の指定地

方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、市の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助

言等の措置を行います。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活動を実施

するとともに、市及び県の活動が円滑に行われるようその業務に協力します。 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備を図るとともに、災害時

には、災害応急措置を実施します。 

また、市その他の防災関係機関の防災活動に協力します。 
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第３節 市民等の役割 

 

１ 市 民 

⑴ 「自らの身は、自ら守る。」という自主防災の観点から、最低３日分、推奨１週間分の食料・飲料水等の

備蓄や家具の転倒等防止対策の実施等の予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動についてのルールづ

くりなど、市民自らが防災対策を行います。 

⑵ 「皆のまちは、皆で守る。」ため、自主防災組織の結成及びその活動への積極的な参画に努めます。 

⑶ 防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加し、習得した防災に関する知識、技能等を災害発生時に

発揮できるよう努めます。 

⑷ 災害が発生した場合には、地域において相互に協力し、情報の入手、出火の防止、初期消火、救出 

救助、応急手当等に努めるとともに、避難するに当たっては冷静かつ積極的に行動するように努めます。 

⑸ 隣近所が助け合い、要配慮者の救助・救援活動に努めます。 

⑹ 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）について、あらかじめ決めておきま

す。 

⑺ 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、自ら災害教訓の伝承に努

めます。 

 

２ 事業所 

⑴ 日ごろから、食料、飲料水等の備蓄、消火、救出救助等のための資機材の整備、また、従業員の防災訓

練や防災に関する研修等の積極的な実施に努めます。 

⑵  災害対策の責任者を定め、災害が発生した場合の従業員のとるべき行動を明確にし、地域住民及び自

主防災組織と連携して、地域における防災活動に参加するための体制を整備するよう努めます。 

⑶ 災害が発生した場合には、地域住民及び自主防災組織と連携して、情報の収集及び伝達、消火、救出救

助、応急手当、避難誘導等を積極的に行うよう努めます。 

 

３ 災害ボランティア 

⑴ 災害ボランティアは、日頃から、地域・行政・関係機関が開催する防災に関する研修会や訓練等に協力

し、災害ボランティア自らが関係者との連携を深めるよう努めます。 

⑵ 災害ボランティアは、災害時の活動の際には、食料、飲料水の携行など、自己完結型の活動に努めると

ともに、被災者の状況を把握し、被災者の心情を勘案して活動します。また、ボランティア団体相互の連

絡を取り合い、効果的な活動に努めます。 

⑶ 市、社会福祉協議会及び関係機関は、災害時にボランティア活動が円滑に行われるよう、研修会や養成

講座の開催、活動拠点の確保等、環境整備に努めます。 
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第４節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１ 三浦市 

⑴ 防災組織の整備及び育成指導 

⑵ 防災知識の普及及び教育 

⑶ 災害教訓の伝承に関する啓発 

⑷  防災訓練の実施 

⑸  防災施設の整備 

⑹  防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

⑺  消防活動その他の応急措置 

⑻  避難対策 

⑼  災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

⑽  被災者に対する救助及び救護の実施 

⑾  保健衛生 

⑿  文教対策 

⒀  被災施設の復旧 

⒁  自衛隊及び各種応援協定等に基づく要請 

⒂  その他の災害応急対策 

⒃  その他災害発生の防御及び拡大防止のための措置 

 

２ 県 

⑴  防災組織の整備 

⑵  市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

⑶  防災知識の普及及び教育 

⑷  災害教訓の伝承に関する啓発 

⑸  防災訓練の実施 

⑹  防災施設の整備 

⑺  防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

⑻  災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

⑼  緊急輸送の確保 

⑽  交通規制、その他社会秩序の維持 

⑾  保健衛生 

⑿  文教対策 

⒀  市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

⒁  災害救助法に基づく被災者の救助（救助実施市域を除く）及び資源配分の連絡調整 

⒂  被災施設の復旧 

⒃  その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

 

３ 県出先機関 

⑴  横須賀三浦地域県政総合センター 

ア 災害時における管内の県機関に係る応急対策の実施に必要な総合調整 

イ 災害時における情報の収集伝達等 

⑵  横須賀土木事務所 

ア 災害時における市内の県管理道路・橋りょう及び土木施設等の応急対策 

イ 市内の県管理道路・橋りょう及び土木施設等の被害調査及び災害復旧 

⑶  鎌倉保健福祉事務所三崎センター 

ア 災害時における医療救護及び保健衛生対策 

イ 災害時における医療・保健活動の総合調整 
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⑷  東部漁港事務所 

ア 災害時における漁港施設の応急対策 

イ 漁港施設等の被害調査及び災害復旧 

⑸  水産技術センター 

ア 災害時における漁業者等の情報の収集伝達等 

イ 非常無線通信訓練の計画と実施 

ウ 非常無線通信の実施 

 

４ 指定地方行政機関 

⑴  関東財務局（横浜財務事務所） 

ア 災害時における金融機関等に対する金融上の措置の要請 

イ 主務省の要請による災害復旧事業費の査定の立会い 

ウ 地方公共団体に対する財政融資資金地方資金の貸付 

(横須賀出張所) 

エ 応急措置に活用可能な未利用地及び庁舎等の国有財産情報の提供 

オ 災害発生時における地方公共団体等に対する国有財産の無償貸付等 

⑵  関東農政局神奈川県拠点 

ア 農業関係の被害状況の情報収集及び報告に関すること 

イ  応急用食料等の支援に関すること 

ウ  食品の需給・価格動向や食品安全等に関すること 

⑻  第三管区海上保安本部（出先機関 横須賀海上保安部） 

ア 大規模災害対策訓練等の実施 

イ 関係者及び国民に対する海上防災講習会等による防災思想の啓発 

ウ 港湾の状況等の調査研究 

エ 船艇、航空機等による警報等の伝達 

オ 船艇、航空機等を活用した情報収集 

カ 活動体制の確立 

キ 船艇、航空機等による海難救助等 

ク 船艇、航空機等による傷病者、医師等及び救援物資の緊急輸送 

ケ 被災者に対する物資の無償貸与又は譲与 

コ 要請に基づく、関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

サ 排出油等の防除等 

シ 避難勧告、入港制限、移動命令等船舶交通の整理、指導による海上交通安全の確保 

ス 警戒区域の設定並びに船舶等の区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示 

セ 海上における治安の維持 

ソ 危険物積載船舶に対する移動命令、航行制限又は禁止及び荷役の中止等危険物の保安に関する措置 

タ 海洋環境への汚染の未然防止又は拡大防止のための適切な措置 

チ 災害復旧・復興に係る工事に関する海上交通安全の確保 

⑼ 東京管区気象台（横浜地方気象台） 

ア 気象・洪水・高潮・波浪に関する注意報、警報及び情報の関係機関への伝達 

イ 注意報、警報等の伝達体制の整備 

ウ 気象災害の発生に関する調査の実施 

エ 気象観測の実施及び観測施設の維持管理 

オ 気象災害に関する広報活動、知識の普及及び関係機関の計画等への助言 

カ 風水害に係わる防災訓練の実施及び関係機関との協力 

キ 発災後の各種情報提供、専門職員の派遣及び照会対応 

ク 噴火警報等の伝達及び火山災害の防止に関する調査の実施 

⑽  関東総合通信局 

ア 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

イ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出し 
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ウ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変更及び無線

設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施 

エ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

⑾ 神奈川労働局 

工場事業場における労働災害の防止 

⑿ 関東信越厚生局 

ア 管内の被害情報の収集及び伝達に関すること 

イ 関係機関との連絡調整に関すること 

⒀ 国土地理院（関東地方測量部） 

ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供 

イ 復旧・復興のための公共測量に関する指導・助言 

⒁ 関東地方整備局 

ア 防災上必要な教育及び訓練 

イ 水防に関する施設及び設備の整備 

ウ 災害危険区域の選定 

エ 災害に関する予報並びに警報の発表及び伝達 

オ 災害に関する情報の収集及び広報 

カ 水防活動の助言 

キ 災害時における交通確保 

ク 災害時における応急工事及び緊急対応事業の実施 

ケ 災害復旧工事の施工 

コ 再度災害防止工事の施工 

サ 港湾施設及び海岸保全施設等の整備 

シ 港湾施設、海岸保全施設等に関わる応急対策及び復旧対策の指導、協力 

ス 港湾施設、海岸保全施設の災害応急対策及び復旧対策 

⒂ 南関東防衛局 

ア 所管財産の使用に関する連絡調整 

イ 災害時における防衛省本省及び自衛隊等との連絡調整 

ウ 在日米軍が災害対策措置を行う場合の連絡調整支援 

⒃ 関東地方環境事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 

ウ 放射性物質による汚染状況の情報収集及び提供並びに汚染等の除去への支援 

エ 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護活動の状況等に関する情報収集、提供等 

 

５ 指定公共機関 

⑴   東日本電信電話㈱（神奈川事業部）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱、㈱エヌ・ティ・

ティ・ドコモ神奈川支店 

ア 電気通信施設の整備及び点検 

イ 電気通信の特別取扱い  

ウ 電気通信施設の被害調査及び災害復旧 

⑵ 日本赤十字社（神奈川県支部） 

ア 医療救護 

イ こころのケア 

ウ 救援物資の備蓄及び配分 

エ 血液製剤の供給 

オ 義援金の受付及び配分 

カ その他応急対応に必要な業務 

⑶ ＫＤＤＩ㈱ 

ア 電気通信施設の整備及び保全 
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イ 災害時における電気通信の疎通⑷  東京電力パワーグリッド㈱藤沢支社 

ア 電力供給施設の整備及び点検 

イ 災害時における電力供給の確保 

ウ 被災施設の被害調査及び復旧 

⑸  東京ガス㈱（神奈川導管事業部） 

ア ガス施設の安全対策 

イ ガス施設の応急復旧対策 

ウ ガス施設の応急復旧活動 

⑹  日本郵便株式会社（三浦市内郵便局、久里浜郵便局） 

ア 災害時における郵便物の送達の確保 

イ 救助物資を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い用の現金書留郵便物の料金免除 

ウ 被災者に対する郵便はがき等の無償交付及び被災者が差し出す郵便物の料金免除 

エ 被災者の救援を目的とする寄附金送金のための郵便振替の料金免除 

オ 為替貯金及び簡易保険業務の非常取扱い 

カ 被災地域地方公共団体に対する簡易保険積立金による災害応急融資 

 

６ 指定地方公共機関 

⑴  京浜急行電鉄㈱ 

ア 鉄道、軌道施設の整備、保全 

イ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

ウ 災害時の応急輸送対策 

エ 鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

⑵  自動車運送機関（京浜急行バス㈱、一般社団法人神奈川県トラック協会） 

ア 被災地の人員輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送対策 

ウ 災害対策用物資の輸送確保 

⑶  （一社）三浦市医師会、（一社）横須賀市歯科医師会、三浦市薬剤師会 

ア 医療助産等救護活動の実施 

イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

⑷ 放送機関（㈱アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱、㈱ジェイコム 

湘南・神奈川、湘南ケーブルネットワーク㈱） 

ア 気象予報、警報等の放送の周知 

イ 災害状況及び災害対策に関する放送 

ウ 放送施設の保安 

⑸ 新聞社（㈱神奈川新聞社） 

災害状況及び災害対策に関する報道 

 ⑹ （公社）神奈川県ＬＰガス協会横須賀三浦支部 

ア ガス施設の安全対策 

イ ガス施設の応急復旧対策 

ウ ガス施設の応急復旧活動 

 

７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

⑴  三浦市農業協同組合 

ア 市が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

イ 農作物災害応急対策の指導 

ウ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっ旋 

エ 被災農家に対する融資のあっ旋 

⑵  みうら漁業協同組合及び三和漁業協同組合 

ア 市が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

イ 被災組合員に対する融資のあっ旋 
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ウ 漁船、協同施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

⑶  三浦商工会議所 

ア 市が行う商工業関係被害調査及び応急対策への協力 

イ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

⑷ 金融機関 

被災事業者等に対する資金融資 

⑸  病院等医療施設の管理者 

ア 避難施設（注）の整備、避難確保計画の作成及び、避難訓練の実施 

イ 災害時における入院患者等の保護及び誘導 

ウ 災害時における病人等の受入れ及び保護 

エ 災害時における被災負傷者の治療及び助産 

⑹  社会福祉施設の管理者 

ア 避難施設の整備、避難確保計画や非常災害対策計画の作成及び避難訓練の実施 

イ 災害時における入所者の保護及び誘導 

⑺  市立学校 

ア 避難施設の整備、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

イ 災害時における応急教育対策計画の確立と実施 

⑻  危険物施設及び高圧ガス施設の管理者 

ア 安全管理の徹底 

イ 防護施設の整備 

（注) 利用者等が安全に避難するための廊下、階段、出入口等 

 

８ 三崎警察署 

災害時における警備・救助対策及び交通対策 

 

９ 自衛隊 

⑴  防災関係資料の基礎調査 

⑵  自衛隊災害派遣計画の作成 

⑶  神奈川県地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

⑷  人命又は財産の保護のために行う必要のある応急救護又は応急復旧 

⑸  災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸与及び譲与 

 

10 自主防災組織、地域防災委員及び自治会等 

⑴  地域における災害予防に関すること。 

⑵  避難時における地域活動に関すること。 

⑶  災害時における地域の初期防災活動に関すること。 

⑷  避難所運営に関すること。  
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第５節 防災組織 

 

 市及び防災関係機関は、総合的な防災体制を確立するため、防災会議等の防災上重要な組織を整備すると

ともに、相互の連携強化を図ります。 

 

１ 市の防災組織 

⑴ 三浦市防災会議 

ア 設置の根拠 

災害対策基本法第 16条第１項 

イ 所掌事務 

(ｱ) 三浦市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。 

(ｲ) 市長の諮問に応じて、地域の防災に関する重要事項を審議すること。 

(ｳ) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(ｴ) その他、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

ウ 組織 

指定地方行政機関の職員 

県知事部局内の職員 

三崎警察署長 

横須賀市三浦消防署長 

市長部局内の職員 

教育長 

三浦市消防団長 

指定（地方）公共機関の職員 

学識経験者又は自主防災組織構成者 

市長が防災上必要と認める者 

⑵  三浦市災害対策本部  

ア 設置の根拠 

災害対策基本法第 23条の２第１項 

イ 所掌事務 

地域防災計画の定めによる市域の災害予防及び災害応急対策の実施 

ウ 組織 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  員 

（市長） 

会  長 

職務代理 

本部長 

（市長） 

副本部長 

（副市長） 

 

災
対
本
部
運
営
部 

災
対
市
民
部 

災
対
教
育
部 

災
対
経
済
部 

災
対
保
健
福
祉
部 

災
対
病
院
部 

災
対
都
市
環
境
部 

災
対
上
下
水
道
部 

 

【災対本部運営部の構成】・

情報統括担当部長 

・防災担当部長 

・総務部長 

・調整班 

・物資車両班 

・庶務班 

・避難所支援班 

・避難所班 

・情報システム管理班 

・情報整理班 
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⑶  三浦市の水防組織 

ア 所掌事務 

市内各河川、海岸の洪水又は高潮による水災を警戒、防御及びこれによる被害の軽減 

イ 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防災関係機関の防災組織 

市内にある防災関係機関は、災害対策基本法第 47条に基づき、防災業務計画等の円滑な実施のため、防

災組織の充実を図ります。 

 

３ 自主防災組織 

⑴ 設置の目的 

災害対策基本法第５条に基づき、市民が自ら防災活動の推進を図るため、区等（町内会、自治会等）を

単位として設置します。 

⑵ 組織構成 

自主防災組織の編成は、それぞれの規約で定めるところによりますが、例示をすると次のとおりです。

また、具体的編成及び活動基準は第２編 第２章 第 13 節「市民の自主防災活動の拡充」のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

４ その他の防災組織 

不特定多数の者を収容する施設、危険物施設等の施設の管理者は、消防法（昭和 23年法律第 186号）等

の規定に基づき、その施設の用途規模に応じた自衛防災組織の整備、充実を図ります。 

  

（防災担当部長） 

三浦市消防団 

（横須賀市消防局） 

（市 長） 本部長 

指揮監 副本部長 （副市長） 

（総務・指令） 

 

 

（指導・対策） 

 
（指導・対策） 

（商工・農村等） 

 

（対策応援） 

総務部班 

応援班 

経済部班 

都市環境部班 

指導・情報班 

初 期 消 火 班 

避 難 誘 導 班 

救護・給食班 

隊  長 
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第２編 風水害対策編 
 

序 章 神奈川県水防災戦略 
 

１ 趣旨 

近年、毎年のように台風や前線の影響による豪雨や暴風により、大規模な水害や土砂災害が発生してい

ます。特に、平成 30年には、平成最悪の豪雨災害と言われる「平成 30年７月豪雨」が発生し、情報の受伝

達や住民の避難の在り方などに教訓が得られ、国を挙げて改善策を講じてきました。 

そうした中、令和元年に発生した台風第 15 号及び台風第 19 号は、いずれも首都圏を直撃し、東日本の

広範囲に記録的な豪雨や暴風により甚大な被害をもたらす事態となり、本市においても重軽傷者が発生し、

住家等の建物被害や停電、土砂崩れの被害が発生しました。 

世界に目を向けても、熱波、洪水、海面上昇などによる多くの被害が発生しており、その要因は地球温暖  

化など気候変動の影響ともいわれています。今後もこうした異常気象の発生と被害リスクの増大が懸念さ

れるなか、県では、気候が非常事態にあるという「危機感」を県下各市町村、企業、団体、県民などと共有

するため、令和２年２月に「かながわ気候非常事態宣言」を行いました。 

  このような状況を踏まえると、水害等の災害は、忘れたころに発生するのではなく、いつ起きてもおかし 

 くないものと認識を改め、最大限可能な対策に取り組む必要があります。 

そこで、県は台風被害からの復旧復興に取り組むことに併せ、水害への対応力強化のための対策として、

「神奈川県水防災戦略」を定め、戦略的、計画的に対策を進め、水害や土砂災害による被害の最小化を目指

しています。 

 

２ 対象とする災害 

台風や豪雨による災害、土砂崩れ、高潮、暴風等に係る災害とします。 

 

３ 戦略の目標 

住民による適切な避難行動を促進するとともに、水害や土砂災害による被害の最小化を目指し、次の目

標を定めます。 

「水害からの逃げ遅れゼロ」 

「市民の命を守り、財産・生活等の被害を軽減」 

 

４ 戦略の対象とする対策 

令和元年台風第 15 号及び第 19 号における被害等を踏まえ、今後、頻繁に発生することが危惧される水

害の発生を防止し、遅らせ、その影響を最小限に留めるためのハード対策及び市民の避難を中心としたソ

フト対策の強化により目標の達成を目指します。 

⑴ 緊急に実施することで被害を最小化するハード対策 ～ すぐ調べ、すぐ対応 ～ 

今後の出水期に向け、早急な対応が必要な箇所、迅速な整備が必要な箇所等に対して、令和２年度か

ら４年度の３か年内に緊急に実施し、危険箇所の解消を図る事業（その後も定期的にパトロールや点検

など適切な維持管理を実施） 

⑵ 中長期的な視点で取組を加速させるハード対策 ～ 加速し、強化する ～ 

中長期的な視点で取り組む事業のうち、減災、強靭化の効果が早期に期待できる事業について、充実

強化、事業の前倒し等を図る事業 

⑶ 災害対応力の充実強化に向けたソフト対策 ～ しっかり備える ～ 

市町村が行う避難対策、減災対策への支援、住民による適切な避難行動につなげるための迅速・的確な   

情報受伝達機能の強化、県の災害対応体制の強化等を図る事業  
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第１章 都市の安全性の向上 
 

○ 本市は、半島の先端にあって三方が海に囲まれているという地形的条件や道路交通体系の弱さなどの

社会的条件から、災害時における孤立性などが指摘されており、南北に連なる都市軸の形成を基本にし

て、開発すべき地域と、自然を保全、活用すべき地域とに分け、計画的な市街地整備を図りながら、各地

域の特性を生かした都市づくりを進めてきました。 

○ 「安全な都市づくり」は、市民社会を支える基礎的な条件です。本市としては、市政全般にわたって、

常に「安全なまちづくり」という視点を重視し、各種の取組みの蓄積によって実現して行くものとして、

長期的、総合的な視点に立って、積極的に取り組んでいきます。 

○ 将来の気候変動の影響等外部環境の変化や地域特性に配慮しつつ、風水害に強いまちづくりに取り組

んでいきます。 
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第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

 

[現状] 

○ 本市は、漁業と農業を基幹産業として市街地が形成されて来ました。恵まれた地域資源である海と大

地を生活や産業の基盤として、また「人・まち・自然の鼓動を感じる都市」を三浦の都市づくりの目標

として、自然環境の保全を図りつつ、地域の特性や農・漁業等経済的、社会的、文化的条件に配慮した、

安全で住み良い市街地の整備を図るため、適正な土地利用の誘導に努めています。 

 

[課題] 

○ 市民の生活、生産活動の前提は、都市の安全性が基本です。主に農地と市街地による三浦の都市の安

全性を高めるため、「人・まち・自然の鼓動を感じる都市」を重視し、「創造的な環境」と「自然的な

環境」をバランス良く配置し、都市の質の向上を図ることが必要です。 

○ 市の丘陵部は農地の拡大が進んでいますが、農用地からの流出土砂が中小河川の川床に溜まったり、

市街地にも流入しているため、農用地の管理が重視されます。 

○ 災害に強い都市づくりとして、地震、土砂災害、洪水等の災害情報を踏まえて都市計画を行うことが

必要です。 

〇 市は、都市防災を考慮して住民主体のまちづくりを推進していく必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、市域の地域特性を踏まえた長期的な土地利用計画を確立し、それに基づく市街地整備や都市基

盤整備に当たって、災害に強いまちづくりを推進します。 

○ 市は、県が推進する、自然災害による被害発生の危険性を回避した土地利用を進めるため、風水害等

の発生が予測される区域など、災害に関する情報を市民に提供し、土地利用の規制・誘導、市街地の面

的整備等、都市全体の視点から、常時と災害時の計画の一本化を図り、災害に強いまちづくりを推進し

ていきます。 

○ 市は、低地地域における安全性の向上のため、冠水等の被害が発生する地域では、排水・遊水・貯水

機能向上を促進するとともに、適正な土地利用の誘導を図り、総合的な治水対策の推進に努めます。 

○ 農用地からの流出土砂を抑制するために管理者への啓発に努めます。 

○ 宅地開発を行う場合、切り開いた山地等の適切な危険防止行為を啓発します。 

○ 密集市街地においては、建て替えが困難な建築物が多いため、これらに対応した延焼防止策や建て替

えが容易になる独自のルール等の検討をしていきます。 

 

[主な事業] 

１ 計画的な土地利用の推進 

⑴  市は、市域の安全性を高めるため、防災に配慮した、総合的かつ計画的な土地利用を推進します。 

⑵  市は、河川の整備や低地地域の安全性の向上のため、治水機能の向上を図ります。 

⑶  市は、街区内に、公園やコミュニティ防災拠点の整備を図り、街区内のオープンスペースの確保を図

ります。 

⑷  農地の適切な管理を徹底し、流出土砂の抑制を図ります。 

 

２ 市街地の整備 

市は、既成の市街地については、市街地開発事業、住環境整備事業、地区計画の適用等により、良好な市

街地の形成を促進します。 
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第２節 治山・造林 

 

[現状] 

○ 本市の山林は、地形が急峻で複雑なうえ、地質が脆弱であるため、集中豪雨、地震等で荒廃しやすい

状況にあります。 

○ 本市の山地災害危険地区は山腹崩壊危険地区 16箇所のうち、9箇所において県の治山事業が既成とな

っておりますが、7箇所では未着手となっています（平成 30年 10月末現在）。 

 

[課題] 

○ 私有林においては、樹木の適切な管理が行われていないために倒木の危険性が生じている場合がある

ことから、所有者に対して管理の徹底するよう啓発する必要があります。 

○ 法面の低木の管理が不十分なことから、斜面土が流出する箇所もみられており、管理の徹底が必要で

す。 

 

[取組の方向] 

○ 山腹崩壊危険地区の整備を促進するとともに、私有林における適切な管理等について啓発を図ります。 

○ 健全な森林を維持することは本市の保全機能を十分に発揮させることになるため、適切な管理が行わ

れるよう努めます。 

[主な事業] 

１ 県が設定した「山地災害危険地区」の情報について、地域住民への周知や山地災害に関する防災知

識の普及等、県と連携したソフト対策の取り組みに努めます。また、緊急性の高い箇所については、

県と情報共有を図り、必要に応じて治山事業を要望していきます。 

２ 私有林において、樹木の適切な管理を行われるよう、所有者に対する啓発を行います。 
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第３節 治水対策 

 

[現状] 

○ 本市の特徴は、起伏に富んだ地形であり、台地畑と海との勾配がきつく雨水が海に流れ込む勢いが強

いため、その軽減策として沈砂池を設置し対応に努めています。 

○ 近年は１時間当たり 100㎜を超える集中豪雨が発生しています。河川改修計画では経済効果も考慮し

総合的に時間 50mm(10 年確率)に対応できる改修を実施していますが、今後は計画の再検討をする必要

があります。 

 

[課題] 

○ 農地よりの土砂流入に伴い、河川及び水路の川底の浚渫を強化実施するとともに、土砂流入を抑制す

る流域の適正な農地整備等総合的な治水対策の検討が急がれます。 

○ 地形的な特徴をも考慮した改修整備を、早急に実施できるよう検討が必要です。 

○ 集中豪雨に備え、河川及び水路の整備を検討しておりますが、用地問題や経済情勢等により整備が遅

れているのが現状です。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、河川及び水路の川底の浚渫等の管理を計画するとともに、流域の適正な農地整備等総合的な治

水対策を検討します。 

○ 本市の低地地区については、引き続き地下雨水貯留施設の管理を実施していきます。 

 

[主な事業] 

１ 治水施設等の整備 

本市の低地地区については、引き続き地下雨水貯留施設の管理を実施していきます。 
 

２ 安全性に配慮した行政指導の実施 

⑴  市は、開発事業等において、地域の状況に合わせ、調整池の設置による流出抑制を事業者に指導しま

す。 

⑵  市は、農地造成事業や土地区画整理事業においても、沈砂池・遊水地の促進による流出抑制や盛土の

抑制など、地域の特性を考慮した抑制対策を実施するよう、事業者を指導します。 

⑶ 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条の規定により三浦市地域防災計画資料編に名称及び所在地

を定めた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難

の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関す

る事項等の計画を作成するとともに、当該計画に基づく自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成し

た計画及び自衛水防組織の構成員等について市に報告します。また、当該計画に基づき、避難誘導等の訓

練を実施します。 

⑷ 市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に確認す

るよう努めます。 
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第４節 河川改修 

 

[現状] 

○ 近年、河川及び水路流域の土地改良事業の進捗は著しいものがあり、従来保有していた保水・遊水機

能の減少に伴い、河川への直接土砂流入量が増大しています。また、従来の降雨量をはるかに上回る集

中豪雨の発生が多くなる傾向にあります。 

○ 改修規模の目標設定に当たっては、河川及び水路の危険減少度を重視するとともに既往浸水による被

害の実態、経済効果等を総合的に考慮して決定することにしています。 

○ 市内の主要な河川及び水路の位置づけとしては、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）の規定による準

用河川１、河川法の規定によらない普通河川 26、計 27河川があり、維持管理等も危険回避度を重視し

て進めていますが、経済情勢等により遅れがちです。 

○ これらの治水対策としては、河道拡幅等の改修が基本ではありますが、用地問題や財政効果等を考慮

した計画では、地下調整池、遊水池などの雨水貯留方式等も検討し、早急に改修できるよう進めていき

ます。 

 

[課題] 

○ 近年の河川及び水路流域の農地造成の進捗に伴い、土砂流入による河川及び水路の川底の浚渫を強化

実施するとともに、土砂流入を抑制する流域の適正な農地整備等総合的な治水対策の検討が急がれます。 

○ 近年は、従来の降雨量をはるかに上回る集中豪雨の発生が多くなる傾向にあり、改修計画を見直すこ

とも検討する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市が管理する河川については、総合的な治水対策を考慮した改修計画を作成し、維持管理を進めてい

きます。 

 

[主な事業] 

○ 近年、地下調整池、遊水地、沈砂池等の施設改修の進捗により、通常時の降雨による浸水被害は概ね

解消しつつありますが、今後も台風や集中豪雨による浸水被害を軽減するため、引き続き河川及び水路

の維持管理及び開発時の指導を推進し、水害防止に努めます。 
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第５節 公共下水道整備 

 

[現状] 

○ 公共下水道は「都市の健全な発達」としての浸水防除、「公衆衛生の向上」としての害虫防除、及び

「公共用水域の水質保全に資する」ことを目的としており、平成３年度から東部処理区の整備に着手し

ました。 

○ 東部処理区の事業計画面積は約 235ha で、令和元年度末の汚水排水整備面積は約 215ha、水洗化率は

90.2％、雨水排水整備面積は約 155ha、整備率は 66.0％となっています。 

○ 市全体の普及率は、令和元年度末で 34.8％となっています。 

 

[課題] 

○ 東部処理区では、雨水排除施設の整備が必要である一方、供用開始から 20 年を経過し、汚水排除施

設の老朽化に対応するため施設の改築も必要となってきています。 

○ 西部処理区・南部処理区では、効率的な排水処理計画の策定が課題です。 

 

[取組の方向] 

○ 西部処理区・南部処理区では、効率的な排水処理計画の検討を継続していきます。 

○ 東部処理区では、汚水排除施設の改築とバランスのとれた雨水排除施設等の整備を検討していきます。 

 

[主な事業] 

⑴ 東部処理区の事業計画区域約 235haについて、整備及びストックマネジメント計画に  

基づいた汚水排除施設の改築を優先して、順次実施します。 

⑵ 西部処理区・南部処理区の効率的な排水処理計画について、具体的な検討を実 

施します。  
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第６節 高潮対策 

 

[現状] 

○ 本市の三方を囲む海岸線は、リアス式海岸や砂浜海岸などで全長 49.682km あり、沿岸部には市街地

が広がっており、相模湾側と東京湾側の海水浴場は毎年合わせて数十万人が利用しています。ま た、

マリンスポーツの拠点として、季節を問わず大勢の人が利用しています。 

○ 県の高潮対策事業で、昭和 40 年代から三浦海岸をはじめとする海岸保全区域で防潮堤等を整備して

います。 

○ 市は、市が管理する漁港区域内の海岸における防潮扉について、みうら漁業協同組合及び三和漁業協

同組合に門扉の開閉及び維持補修に係る業務を委託しています。 

○ 県は、県が管理する三浦海岸保全区域内の防潮扉について、市と管理委託協定を締結し、門扉の管理

を行っています。 

○ 横浜地方気象台は、予報区内を代表する横浜港(横浜･川崎)、油壺港(三浦半島)等の高潮に注意･警戒

が必要な時間帯を可能な限り日時を明示して提供するとともに、高潮の程度を表現する際には、従来か

らの県内における東京湾平均海面上の予想だけでなく、過去の観測記録を示すなど、きめ細かい高潮の

予測情報を提供しています。 

○ 県は、平成 31 年４月に東京湾沿岸（神奈川区間）において、高潮浸水想定区域の指定並びに高潮特

別警戒水位を設定しました。 

 

[課題] 

○ 海岸高潮対策として、県において計画的に三浦海岸をはじめとする海岸保全区域で防潮堤等の整備を

していますが、今後も引き続き危険箇所に対する措置等を、それぞれの関係機関と連携して積極的に推

進する必要があります。 

○ 県が高潮浸水想定区域を指定したときは、市民に高潮浸水想定区域の周知徹底を図る必要があります。 

 

[主な事業] 

⑴ 市内に設置されている防潮扉について、台風等異常気象により高潮、波浪又は津波の気象警報が発表

されたときは、次表に掲げる区分に応じて門扉を閉鎖します。 

防潮扉の区分 管理者 門扉閉鎖の基準 門扉の開閉を行う者 

間口漁港（江奈地区）の防潮扉 市 高潮及び波浪警報又は津波の注意報若しくは警

報が発表されたとき 

みうら漁業協同組合 

北下浦漁港（上宮田地区）の防潮

扉 

市 高潮及び波浪警報又は津波の注意報若しくは警

報が発表されたとき 

三和漁業協同組合 

三浦海岸保全区域内の防潮扉 県 高潮及び波浪警報が発表されたとき又は津波注

意報若しくは警報が発表されたとき 

三浦市 

波浪警報が発表されたとき 県横須賀土木事務所 

⑵ 市は、海浜利用者等に対し、防災行政無線等を利用して周知を図り、安全な避難誘導を行います。 

⑶ 高潮対策として、危険箇所を検討し、県に要望していきます。 

⑷ 防潮扉の管理や危機管理体制を徹底し、機能確保を図ります。 

⑸ 市は、県が市内に高潮浸水想定区域を指定したときは、市民への周知を図ります。 
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第７節 水害予防施設の維持補修 

 

[現状] 

○ 流域の開発により風水害のおそれがあるため、点検と安全対策を実施して水路の機能が有効にはたら

くようにしています。 

○ 農地周辺の宅地化が進むにつれ、土砂崩れ等の災害による人家等への二次災害のおそれがあるため、

点検と安全対策を定期的に実施しています。 

○ 農道、漁港、海岸の各施設について管理点検と維持補修を定期的かつ計画的に実施しています。 

○ 市が管理する主要な河川は 27 河川ありますが、その他に雨水調整池や沈砂池があり、各施設につい

て、浚渫、管理、点検を行っています。 

 

[課題] 

○ 農地の崩壊、土砂崩れ、湛水等による周辺住宅地等への二次災害を防止するため、農業用施設の安全

性により一層の向上が必要となっています。 

○ 農道、漁港、海岸の各施設に対するきめ細やかな点検管理のパトロール体制を強化する必要がありま

す。 

○ 河川改修の推進に伴い、河川施設の整備が図られていますが、時間の経過とともに河川管理施設の老

朽化が進み、風水害が発生した場合における被害の拡大を防ぐため、維持管理を強化する必要がありま

す。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、農地・農業施設及び周辺地域に被害を与えるおそれのある箇所の改修、補強工事を計画的に推

進し、地域の安全性を確保します。 

○ 市は、パトロールなどで明らかになった工作物の小破損等について速やかに維持補修を行い、施設の

機能を保ちます。 

○ 市は、既存の所管施設の風水害に対する安全性を確保するため、点検要領等により計画的・重点的に

風水害対策を実施するものとします。また、基準に適合しない占用工作物等は管理者に必要な措置を勧

告します。 

 

[主な事業] 

⑴  市は脆弱化した水路等の機能を維持するため、農業用施設の改修工事を計画的に推進します。 

⑵ 市は、流域の宅地化等により、農業用水路の能力を超える雨水の流入を生ずる地域において、排水整備

工事を計画的に実施します。 

⑶ 市は、河川内の農業用工作物の構造が不十分な施設について整備補強工事を計画的に実施します。 

⑷ 市は、急傾斜地帯の農地において、降雨による浸食等の被害防止のため、排水路、農道等の農地保全施

設の整備工事を計画的に実施します。 

⑸  市は、農道、漁港、海岸の各施設について機能の保持又は向上のための維持補修を行います。 
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第８節 がけ崩れ対策等の推進 

 

[現状] 

○ 本市は、三方の海岸線となだらかな丘陵地の畑地と斜面の自然緑地からなり、地震や風水害による崩

壊の危険のある崖が多くあります。市は、県と連携し急傾斜地崩壊危険区域における対策工事を促進す

るとともに、防災パトロール等を定期的に実施し、急傾斜地崩壊危険区域の土地の維持管理及び保全に

ついて土地所有者を指導しています。 

○ 県は、平成 24年 1月、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年

法律第 57号。以下「土砂災害防止法」という。）に基づき、三浦市において急傾斜地の崩壊による災害

への注意が必要となる土砂災害警戒区域を指定しました。 

 

[課題] 

○ 市内の急傾斜地崩壊危険区域は 42区域あり、地震や大雨によるがけ崩れ、地すべり、土石流等の土砂

災害に備えるため、土砂災害危険箇所の整備を推進するとともに、市は、急傾斜地崩壊危険区域及び急

傾斜地崩壊危険箇所、避難場所等の周知徹底と、災害発生時における警戒・避難体制の確立など防災体

制を整備していく必要があります。 

○ 市内の土砂災害警戒区域は 178 区域あり、地震や大雨によるがけ崩れ、地すべり、土石流等の土砂災

害に備えるため、指定された箇所を市民に周知徹底を図り、啓発に努めるとともに、災害発生時におけ

る警戒・避難体制の確立など防災体制を整備していく必要があります。 

○ 急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域に指定された箇所以外にも、本市の地域的特性により山

地を削って宅地を開発するケースが多く、宅地の後背地が崖になっている箇所が多数あります。 

また、古くに宅地化された法面は未整備のままになっている箇所が目立っています。 

 

[取組の方向] 

○ 土砂災害ハザードマップの公表、市民への避難情報の発令時にとるべき避難行動の事前周知、避難情

報の伝達手段の多様化等により、警戒・避難体制の整備を図ります。 

○ 急傾斜地崩壊危険区域の未整備箇所については、引き続き県へ整備の要望をしていきます。 

○ がけ地の所有者に対して、がけ崩れ防止工事等法面の整備等を啓発していきます。 

 

[主な事業] 

⑴  土砂災害防止法第８条の規定により三浦市地域防災計画資料編に名称及び所在地を定められた要配慮

者利用施設の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るた

めの施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な措置に関する事項等を定めた計画を作成するとともに、当該計画に基づく自衛水防組織の

設置に努めるものとし、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について市に報告します。また、当該

計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施します。 

⑵  県に対して、急傾斜地崩壊危険区域の未整備箇所の整備要望をしていきます。 

⑶  土砂災害警戒区域又は急傾斜地崩壊危険区域における警戒・避難対策として、地震後の降雨による土

砂災害にも備えるため、土砂災害警戒情報等を用いた避難勧告等の発令基準及び発令対象区域を設定す

るとともに、避難地区の指定、避難経路の設定、避難所の指定を進めます。また、警戒区域に居住する地

域住民や観光旅館、要配慮者利用施設の関係者等に対してそれらの周知に努めます。 

⑷  市では土砂災害警戒区域の周知と円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知するため作

成した、市民用避難マニュアル及び土砂災害ハザードマップによる啓発を行います。 

⑸  市は、土砂災害のおそれがある箇所の把握に努め、県と連携し、必要に応じて点検・パトロール等を行

います。 

  



25 

 

 

第９節 農用地対策 

 

[現状] 

○ 本市は三浦大根をはじめ、農産物のブランド化を促進しています。夏作（3月～７月）は、かぼちゃ・

すいか・メロン等が中心で、冬作（9月～3月）は、大根・キャベツ等を作付けしています。 

 

[課題] 

○ 近年の農業は、耕作用農業機械の大型化により、畑の法面を削ってしまい、降雨時に畑の土砂が道路や

河川、海、住宅地に流入することが目立っています。 

○ また、作付けの時期（9 月、畑によっては 6～7 月）や端境期（畑が空いている時期）に台風や大雨に

より土や種が流出する事故が増加しています。 

○ 本市の特徴として、山地を開拓して畑地を開墾することが多く、畑の管理を適切に行わないと法面ご

と崩落するケースもあります。 

 

[取組の方向] 

○ 降雨時の、河川等、道路、住宅地への農用地の流出土砂を抑制するため、土地所有者、耕作者、県農業

技術センターその他関係機関と連携して課題の解決に努めます。 

 

[主な事業] 

⑴  土地所有者及び耕作者に農用地からの土砂の流出防止の意識を啓発することにより、畑の適切な管理

を促し、河川や住宅地、道路等への影響の軽減を図ります。 

⑵  台風等の降雨時に、市による巡回パトロールの強化を図るとともに、農協等の農業関係機関と連携し、

情報提供と注意喚起を積極的に行います。 
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第 10節 道路・橋りょう、漁港等の安全対策 

[現状] 

○ 本市では、国道 134号、県道 26号が南北の主要幹線であり、これが途絶すると孤立化する可能性があ

ります。また、沿岸部も県道 215号が途絶すると主要な幹線がなくなります。 

○ 災害時の緊急物資の輸送、救助・救急、消火活動等の緊急活動の迅速、円滑な実施を図る道路ネットワ

ークを整備するため、市内における「連携の交通ネットワーク」を促進しています。 

○ 道路整備事業による防災空間の確保や、防災性を重視した都市基盤の整備に取り組んでいます。 

○ 自然災害に対する安全度を高めるため、市が管理する橋りょうの耐震補強や、道路の法面の防災工事

の実施に努めています。 

○ 県が管理する漁港施設については、災害時における海上輸送路の確保を図ることにも留意しながら整

備が進められています。 

 

[課題] 

○ 道路利用者を災害から守るためには、橋りょうの耐震補強や道路法面の防災工事などのハード対策と

ともに、気象や災害発生などの情報を提供し、注意を促すソフト対策が必要です。 

○ 特に、道路利用者等に対して、災害時の情報をいち早く提供できるよう努める必要があります。 

○ 道路、橋りょう、漁港、鉄道の被災、更には電柱類の倒壊などは、発災時の住民の避難、救助・救急、

消火活動や医療活動等の初動体制の確保、各種の応急対策活動を著しく阻害します。 

○ 漁港や鉄道の被災は、主要幹線が少ない本市においては物資等の輸送の途が閉ざされることになり、

市の機能を不全にし、応急活動はもとより、迅速な復旧・復興対策にも影響を及ぼす可能性があります。 

○ そこで、防災都市づくりの骨格として、都市の構造物の安全性の一層の向上を図るとともに、多重性を

高めることが大きな課題となっています。 

 

[取組の方向] 

○ 道路、橋りょう、漁港等の整備や補強・補修に当たっては、地形、地質等に留意し、安全性の向上に一

層努めます。 

○ 主要な鉄道、道路、漁港等の基幹的な交通施設等の整備に当たっては、それぞれの実施主体が各施設等

の耐震設計やミッシングリンク※ の解消等によるネットワークの充実、施設・機能の代替性の確保、各

交通施設の間の連携の強化などにより、災害対応力の一層の充実を図ります。 

○ 災害から道路利用者の命を守るため、災害発生時に一刻も早く安全な場所に避難を促すための情報発

信を行います。 

○ 鉄道事業者は施設の安全性の向上に配慮していきます。 

 
※  主要都市間等を連絡する幹線道路等のうち、未整備の部分 

 

[主な事業] 

１ 道路の整備 

⑴  市は、災害時の緊急物資の輸送、救助・救急、消火活動等の緊急活動を迅速かつ円滑に実施するた

め、国道 134号、県道 26号、県道 215号並びに未整備である三浦縦貫道路Ⅱ期区間（南側区間）及び

都市計画道路西海岸線の整備を国・県に対し要望します。 

⑵  市は、緊急輸送路への結節となる防災上重要な市道の整備を進めます。 

⑶  市は、集落の孤立化を防ぐため、県と連携して、緊急避難路や迂回路にもなる管理道路等の安全確

保に努めます。 

 

２ 橋りょうの整備 

市が管理する道路橋について、国等が定める耐震基準等に基づき、県と連携して新設、架替、既存道路

橋の耐震補強工事を行います。 
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３ 漁港の整備 

漁港施設については、緊急物資や避難者の輸送のため三崎漁港の一部に耐震岸壁が整備されました。更

に今後、主要な陸揚げ岸壁についても耐震強化対策・液状化対策の検討が行われます。また、市営漁港にお

いては、道路が寸断された場合に市内の輸送を確保するために海路を利用した輸送ルートの検討に努めま

す。 
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第 11節 観光客対策 

 

[現状] 

○ 本市の沿岸部には、三浦海岸海水浴場等の海水浴場があり、海水浴客やマリンレジャー等の観光客を

ピーク時には１日数万人と数多く迎え入れています。しかし、これらの観光客は、各種気象予報や警報

が発表された際に、避難経路などの地理的情報及びその場の被害想定などの災害情報が市民よりも不足

していると考えられるため、観光客の安全対策を重視した体制を構築し、推進しています。 

 

[課題] 

○ 本市では、観光客に対する情報提供体制は整っているものの、観光事業者との連携や帰宅困難になっ

た観光客への対応や避難誘導体制の構築が必要となっています。 

 

[取組の方向] 

○ 観光は本市の主要産業の１つであるため、観光地としての安全対策と避難対策の向上を図ります。 

○ 本市の避難地や避難経路に関する情報について、観光客の周遊ルートに避難地案内板や標高シールの

掲示すること等により、観光客への周知を図ります。 

 

[主な事業] 

１ 防災行政無線や市の広報車及び観光協会や観光事業者の協力を得て、気象予報・警報等の情報を提供

します。 

２  高潮警報が発表された場合、被害の発生のおそれのある地区に対して避難を呼びかけます。 

また、沿岸部以外の観光客には、各種気象予報・警報の発表時に観光の中止や早期の帰宅を呼びかけま

す。 

３  沿岸部にいる観光客の避難を迅速に行うために、避難地案内板や、沿岸地域の標高 30ｍ以下のカーブ

ミラー等に設置した標高シールの活用について啓発を図ります。 

４  観光協会等の団体と連携し、パンフレット等を活用して、観光事業者に対する災害予防や災害時の応

急対策等の啓発に取り組みます。 

５ 市内の民間施設について避難所として利用する協定を締結すること等により、帰宅困難者となった観

光客の避難先を確保します。 
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第 12節 孤立化対策 

 

[現状] 

○ 近年の地震及び台風等の災害を考慮すると、孤立化を前提にした対策が必要になります。 

 

[課題] 

○ 平成 16年に発災した中越地震では、旧山古志村等の山間部町村で、道路寸断による孤立状態が発生し

ました。本市においても主要幹線の寸断により、市域内の沿岸部等急峻な山地を背負った地区などが孤

立化する可能性があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市内で道路が寸断された場合等、孤立化が想定される地域を検討し、この地域に対して急傾斜対策や

道路等の保全事業を促進していきます。 

 

[主な事業] 

１ 孤立化予防対策 

⑴  孤立化が想定される地区への道路の整備 

道路の寸断により孤立化する地域に対して、県と連携して整備を図ります。また、市道についても計画

的な整備に努めます。 

⑵  急傾斜地崩壊危険区域等における対策 

主要幹線沿いの急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊危険箇所について、県と連携して対策工事の

推進に努めます。 

 

２ 孤立化対策 

⑴  市及び県は、連携して、孤立化する可能性のある地域の状況を検証し、対策を検討します。 

⑵  市は、孤立化対策の検討結果等を踏まえ、対策の推進に努めます。  

⑶  防災倉庫等の整備 

孤立化が予想される地域には、必要な資機材を格納した防災倉庫の整備を図ります。 

⑷  住民の備蓄の促進 

市の備蓄計画とともに自主防災組織が主体となって備蓄を促進します。 

⑸  臨時ヘリポート等の計画 

学校のグラウンドや公園等、離着陸が可能な空き地等をあらかじめ検討します。 

⑹  漁業協同組合との連携 

市内漁業協同組合と災害時における支援協定等の締結を促進します。 
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第 13節 建物等の安全対策 

 

[現状] 

○ 本市は自然的な条件から風が強い地域です。過去の台風では、住宅の瓦や看板等が飛散する被害が多

数発生しました。 

 

[課題] 

○ 過去の台風により被害を受けた住宅等には、老朽化した空き家も多く含まれており、所有者の適切な

管理が必要となっています。 

○ また、屋外広告物も飛散の可能性があるため、空き家と同様に適切な管理が必要となります。 

  ○ 近年、1時間当たり 100mmを超すような局地的集中豪雨の発生回数が増加傾向にあります。 

 

[取組の方向] 

○ 市内で少しでも被害を減少させるため、屋外広告物や老朽化した空き家の所有者に対して、適切な管

理や改善を指導します。 

 ○ 市は、大雨等に備え、建築物等への浸水予防に周知を図ります。 

 

[主な事業] 

⑴ 各関係課と連携して、老朽化した空き家や屋外広告物の把握に努めます。 

⑵ 老朽化した空き家の所有者に対して、文書等で通知し、適切な管理や改善に向けた周知を図ります。 

⑶ 市は、駅等の不特定多数が利用する施設、学校、行政関係施設、医療機関等の応急対策上重要な施設、

要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等については、風水害に対する安全性の確保に関する対策を

進めるよう努めます。 
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第 14節 ライフラインの安全対策 

 

[現状] 

○ 上水道については、主要水道施設の耐震化、老朽水道管から地震に強い耐震管への布設替え等を進め

てきました。現在は、布設 40年以上を経過した配水管を順次更新しています。 

また、水道管等が地震により破損した場合に備え、主要配水池に緊急遮断弁の設置等の整備を進めて

きました。 

○ 下水道については、令和元年度末で 33.9 34.8%の普及となり、耐震性を考慮した施設づくりなどを進

めています。 

○ 電話・通信については、東日本電信電話㈱（神奈川事業部）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ(株)、エヌ・ティ・ティ・ドコモ神奈川支店において、通信設備ビル等の耐震化、通信ケーブル地

中化の推進、伝送路の多ルート化・ループ化及び災害対策機器類の事前配備を行っています。 

また、災害発生直後は、電話が輻輳し被災地との安否確認等が困難になる場合が考えられるため、

災害用伝言ダイヤル「１７１」等を運用し、携帯電話事業者等の電気通信事業者は災害用伝言板を提

供します。 

なお、提供条件等については、新聞社、放送局、通信社等の報道機関（以下「報道機関」という。）

を通じてお知らせします。 

○ 都市ガスについては、東京ガス㈱が、主要施設への緊急遮断装置の設置、マイコンメーターの各戸へ

の設置などの対策を進めています。 

○ ＬＰガス（液化石油ガス）については、（公社）神奈川県ＬＰガス協会横須賀三浦支部において、容

器の転倒防止を徹底するとともに、ガス放出防止器及びＳ型メーター等防災機器の設置推進などの安全

対策を進めています。 

○ 電気については、東京電力パワーグリッド㈱が、災害に強い電力設備づくりとして、送電系統の二重

三重のネットワーク化や設備の耐震化を進めています。 

 

[課題] 

○ 電気、ガス、電話、通信についても、より一層の安定した供給が求められています。 

 

[取組の方向] 

○ 電気、ガス、水道、通信サービス等のライフラインは市民生活に欠かすことができない施設であり、

災害時においてもライフライン機能を維持できるよう、各事業者は、施設の継続稼働を図ります。 

○ 電気、ガス、通信サービスについては、それぞれの事業者において、浸水防止対策等、安全強化対策

をさらに推進するよう要請していきます。 

 

[主な事業] 

１ 上水道施設 

市は、水道配水池における応急給水用飲料水の確保、非常用発電装置等の整備等を行っています。 

また、災害時等に重要となるデータの集積のためマッピングシステムの整備を進めるとともに、関係事

業者間の連携、応援協力体制の整備などを進めます。 

 

２ 下水道施設 

  市は、事業計画区域の整備、老朽化した下水道施設の更新にあたり、耐震性に配慮した工法を用いて安全

性の向上を進めます。 

 

 

３ 電気、ガス、電話・通信 
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市は、電気、ガス、通信サービス事業者に対して、より一層の安定した供給を実現するため、被災 

時における施設の継続稼働について方策を講じるよう要請します。また、浸水防止対策等、安全強化対策に   

推進するよう要請します。 
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第２章 災害時応急活動事前対策の充実 
 

 

○ 風水害については、発災直前・直後応急対策活動を適切に実施することが、二次災害などによる被害

の拡大を軽減、防止するための鍵といえます。国、県、市、その他の防災関係機関は、災害発生の兆候、

あるいは災害の発生を想定した応急対策を構築し、各種訓練を実施してきました。 

○ こうした体制を有効に機能させるためには、より一層の事前準備と、具体的で、実践的な行動マニュ

アルの策定、多様な場面を想定した訓練、さらには広域応援体制の充実を図る必要があります。 

○ 引き続き、市は、県の支援のもと応急活動の事前準備について、広域的処理の必要な緊急輸送道路の

確保、広域的支援体制の運用等の強化充実を図るとともに、帰宅困難者対策、災害廃棄物等の処理対策、

災害救援ボランティアの充実強化を図ります。 
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第１節 災害時情報の収集・提供体制の拡充 

 

[現状] 

○ 災害発生時に、その被害を最小限に止め、迅速・的確な災害対策活動を行うためには、被害状況を素早

くかつ正確に収集、伝達することが重要です。 

○ 市は、情報収集・伝達手段として、県機関、県内市町村及び防災関係機関を結ぶ「県防災行政通信網」

を県と共同で整備し、運用しています。県は、被害状況等の収集・共有用に「県災害情報管理システム」

を整備するとともに、市との情報収集・伝達を密にし、さらに連携・協力体制を強固にするため、被災市

町村に連絡員を派遣することとしています。また、市ではこれらの通信手段を補完するため衛星携帯電

話を導入しています。 

○ 市は、情報収集・伝達手段として市防災行政無線を整備するとともに、防災情報メール、市ホームペー

ジ、ツイッター（以下「防災情報メール等」という。）及び広報車による情報伝達に努めています。 

○ 市は、観光客等沿岸にいる滞留者向けには、海岸域に防災行政無線の屋外子局を整備するとともに、聴

覚障害者にはＦＡＸにより情報を提供しています。 

○ 県は、災害の状況等により、必要と判断される場合は、災害時応援協定に基づき、協定締結先に無人航

空機（ドローン）の派出を要請し、情報収集に努めています。 

○ 県は、民間気象会社と共同で、誰でも自由にパソコンや携帯電話を利用して、災害時の被害情報を投

稿し、閲覧できるウェブサイト「かながわ減災プロジェクト」を開設し、県民自らが災害を回避し、被

害を軽減する取組を進めています。 

○ 市は、県と協力し、市が発信する避難情報、避難所開設情報などの緊急情報を、テレビやラジオ、ウェ  

ブサイトなどを通じて迅速に伝達するＬアラート（災害情報共有システム※ ）を導入し、運用していま 

す。 
※  市町村が避難勧告などの情報を登録するとそれが放送事業者、通信事業者等に通知され、テレビやラ

ジオ、ウェブサイトなどを通じて住民に迅速に伝達されるシステム。総務省が全国普及を進めています。 

 

[課題] 

○ 迅速な初動体制の確保や被災者の支援のために必要となる被害状況などの情報を集約し、関係機関で

共有する必要があります。 

 市災害対策本部と避難所や病院、診療所など救護活動拠点との情報伝達体制の確立が求められます。 

○ 災害時に情報の収集・提供を円滑に行うためには、システムや体制の整備だけでなく、常にそれらを適

切に運用できるように訓練を行う必要があります。 

○ 要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、避難所以外で避難生活を送る避難者、応急

仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者、帰宅困難者等の情報が

入手困難な被災者に対しても、情報提供を行う必要があります。 

○情報通信技術の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳなど、ＩＣＴ

の防災施策への積極的な活用を図る必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、衛星携帯電話、衛星通信、インターネット、防災行政無線等の通信手段の整備などにより、事業

所、報道機関、市民等からの災害関連情報等の収集・提供体制の確保に努めます。 

○ 市は、市民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等について、不特定多数の人が情報を得やすいイン

ターネット等の活用を図ります。 

○ 市は、要配慮者に対する情報提供の手法について、代替手段を事前に検討し、訓練を行います。 

○ 市は，Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情報等の多様化に努めるとともに、

情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めます。 

 

 

[主な事業] 
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１ 災害情報受伝達体制の充実 

 市は、住民等への確実な情報伝達のため、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）及び

Ｌアラート（災害情報共有システム）の適切な運用に努めます。 

 

２ 被災者支援に関する情報システムの構築等 

⑴  市は、罹災証明書の交付、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、被災者の住所や家

屋等の情報を効率的に処理する被災者台帳システムの導入や体制の整備に努めます。 

⑵  市は、市民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等に当たり、インターネット等各種通信手段の活用

を図ります。 

 

３ 報道機関との協力体制の確立 

⑴ 市は、報道機関の協力のもと発災時における災害報道の拡充を図ることで、被災者に対して必要な情

報を提供できるような体制の確立を図ります。 

⑵  市は、東日本電信電話（株）等の電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方

法等の周知に努めます。 

⑶ 市は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報を周知できるよう、被災者の所在地

等の情報を避難元と避難先の地方自治体が共有する仕組みの整備に努めます。また、ライフラインの復

旧に係る情報や、応急仮設住宅、災害見舞金、市税の減免に係る申請手続など、被災後の生活情報を伝達

できるよう、体制の整備に努めます。 

 

４ 災害時の情報受伝達に関する協力体制の確保 

⑴ 市は、防災関係団体と連携して、災害時の情報受伝達に関する協力体制の確保に努めます。 

⑵ 市は、住民と連携し、土砂災害に関する異常な自然現象を察知した場合には、その情報を相互に伝達す

る体制の整備に努めます。 

 

５ システムの適切な管理及び操作の習熟 

市は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシステムや資機材を適切に管理 

するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟

に努めます。 
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第２節 災害対策本部等組織体制の拡充 

  

[現状]    

○ 市は、県及び気象台から気象情報を受信した場合に速やかに初動体制がとれる体制をとります。 

○ 市長等幹部職員との連絡体制、防災関係幹部職員との連絡手段を確立し、即時参集を図ります。 

○ 市内に、大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪警報及び高潮警報のいずれかが発表された場合などは、災害

事前体制をとります。さらに大規模な災害が発生した場合などは、防災担当部門で被害状況を把握した上

で、市長を本部長とする「災害対策本部」を設置します。 

 

○ 災害対策本部は、県及び防災関係機関と相互に協力して災害応急対策を実施します。 

○ 市は、災害等が発生した際に、災害応急業務に全力で取り組むとともに、市民の生活に重大な影響を

与える通常業務についても中断することなく継続して遂行するため、「業務継続計画（ＢＣＰ）」を策

定しています。 

 

[課題] 

○ 大規模な風水害の場合、災害対策本部要員の安全確保を図るとともに、災害対策本部室等が被災する

ことを想定した体制の整備や業務継続性の確保が必要です。○ 刻々変化する被害状況に即応できる災

害対策本部機能、県等との連携、連絡体制の拡充が求められます。 

○ 発災時に災害対策本部機能が十分発揮できるよう、あらゆる事態を想定した訓練を定期的に実施する

ことが必要です。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、災害対策本部機能を確保するため、適切な職員数の配備体制を整えるとともに、災害や職員の参

集状況に応じた組織体制をとります。 

○ また、発災時において迅速・的確な災害対策本部活動を実施するため、「職員初動時行動マニュアル」

等に基づいた、より実践的な訓練を実施します。 

○ 市は、災害対策本部室が被災した場合に備えて、災害対策本部の代替機能の確保を図ります。 

○ 市は、県及び隣接市町や防災関係機関との連絡体制を確立します。 

○ 市は、実効性のある業務継続体制を確保するため、必要な人員や資機材の継続的な確保、定期的な教

育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じ、業務継続計画の改定など

を行います。 

 

[主な事業] 

１ 災害対策本部の組織体制の充実等 

⑴  市は、災害対策本部組織や業務マニュアル等を必要に応じて見直します。 

⑵  市は、様々な場面を想定した災害対策本部の運営訓練、職員の緊急参集訓練や図上訓練を重ね、非常時

に臨機応変な対応がとれるよう努めます。 

 

２ 災害対策本部の代行機能の整備 

市は、災害対策本部室が被災した場合を想定して、代替の庁舎等に通信機器等を整備するほか、移動手段

の確保など、災害対策本部の代替機能の充実を図ります。 

 

３ 業務継続体制の確保 

  ⑴ 市及び防災関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対

する安全性の確保に努めるとともに、自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるよ

うな燃料の備蓄等に努めます。また、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備などの非常用通信手段の

確保に努めます。 

⑵  市は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者の活用等による人材確保に努めます。 
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第３節 救助・救急、消火活動体制の充実 

 

[現状] 

○ 救助・救急、消火活動は、本部長の指揮のもとに、消防機関が中核となり、状況によっては、消防、警

察の広域応援や自衛隊、海上保安庁の協力を得ながら実施することとなっています。 

○ 平成 29年４月１日から、市と横須賀市は消防体制の強化と消防部隊の効率的な運用を図るため、事務

委託方式による消防広域化の運用を開始しました。 

○ 市の消防水利は、令和２年４月１日現在、消火栓、防火水槽、その他水利を合わせて 709 基を整備し

ています。 

 

[課題]  

○ 大規模な被災に対応できる消防力を強化するため、施設、設備の整備の充実と資機材・食料・燃料等の

確保、消防職員及び消防団員の教育、訓練の充実、消防水利の耐震性の向上、消防水利が被災した場合

の代替機能の確保が課題となっています。 

○ 大規模災害により孤立化地域が発生した場合に備えて、県と連携して孤立化対策に取り組む必要があ

ります。 

○ 大規模災害発生時には、広域応援体制により、他の地方公共団体からの支援が速やかに行われる仕組

みが必要となっています。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、災害時に十分な応急活動が行えるよう、資機材・食料・燃料等の確保を進めます。 

○ 市は、救助・救急、消火活動などにおいて、相互に広域的、機動的活動を支援するため、応援部隊の受

入施設の整備、応援のための訓練、情報交換などを推進します。 

○ 市は、被災時における火災防止に係る知識の普及に努めます。 

○ 市は、県と連携し、県警察、自衛隊、海上保安庁との協調、医療機関との連携等の強化を進めます。 

 

[主な事業] 

１ ヘリコプターの活用 

市は、災害時の要員や物資の輸送、救助、重傷者の搬送等、応急対策における機動性を高めるため、。県

に対してヘリコプターを要請し、活用します。 

 

２ 救助用重機の確保 

 市は、倒壊建築物からの人命救助に建設用大型重機が必要となるため、災害時における協定を締結して

いる市内の事業者等から、これら大型重機の確保に努めます。 

 

３ 救急救命体制の強化 

市は、｢神奈川県救急医療情報システム｣※ を県や医師会など関係機関と協同して運営します。また、横須

賀市消防局と協同して救急救命体制の強化を図ります。 

 

４ 消防力の強化 

市は、横須賀市消防局と協同し、初期消火設備の設置・普及等の指導の徹底、消防力の整備強化及び消防

水利設施設の整備を図ります。 

 

５ 孤立化対策の推進 

⑴  市及び県は、連携して、孤立化する可能性のある地域の状況を検証し、対策を検討します。また、県は

アクセス道路となる県管理道路の防災工事を重点的に行うとともに、緊急避難路や迂回路の安全確保に

努めます。 
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⑵  市は、孤立化対策の検討結果を踏まえ、県の支援を得ながら対策の推進に努めます。 

 

６ 資機材・装備の強化 

⑴  市は、災害時の活動に必要な防災資機材の整備や備蓄無線機の増強等、装備の充実を図ります。 

⑵   

       市は、自主防災組織等に対する消火栓利用型消火資機材及びホースの貸与等により、防災機器の整備

を充実させるとともに自主防災組織の育成を図ります。 
 

※  ｢神奈川県救急医療情報システム｣とは、被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報をリアルタイムに

収集、交換することにより、効果的な医療救護活動を確保できる全国を結ぶシステムです。 
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第４節 警備、救助対策 

 

[現状] 

○ 三崎警察署は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、早期に警備体制を確立し、三

崎警察署の総力を挙げて、人命の安全を第一とする各種応急対策を迅速、的確に実施し、市民の生命、

身体、財産の保護、混乱の早期収拾を図るなど、市民の社会生活の安定に努めています。 

○ 海上においては、横須賀海上保安部が、災害が発生した場合における人命の救助・救急活動、消火活

動、排出油等の防除活動、海上交通の安全確保、避難対策、救援物資の輸送活動、社会秩序の維持、船舶

等への情報提供、二次災害の防止等に当たることとなっています。 

○ 各種災害訓練には、三崎警察署、横須賀海上保安部が積極的に参加し、防災機関との連携の強化に努め

ています。 

 

[課題] 

○ 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合における避難措置、救出救助活動等を迅速・的確

に実施するために、情報収集用資機材、救出・救助用資機材等をさらに一層充実させていく必要があり

ます。 

 

[取組の方向] 

○ 三崎警察署は、各種の応急対策に必要な装備資機材の整備、災害警備訓練の強化、防災関係機関との定

期的な災害警備訓練を行うなどして連携強化を図り、警備体制を強化します。 

○ 横須賀海上保安部は、気象情報の伝達、災害情報の収集、広報、避難の勧告等を実施するとともに、海

上における救助、救援活動を実施します。 

 

[主な事業] 

救出救助用資機材の整備 

三崎警察署は、災害発生時における迅速、的確な人命救助を実施するため、情報収集用資機材、救出救助用

資機材等必要な装備資機材の整備を進めるとともに、警備部隊の非常用食料、飲料水、燃料、電池、その他の

災害警備用物資等の備蓄及び調達体制の整備を図ります。 
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第５節 避難対策 

 

[現状]  

○ 災害対策基本法の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 54 号）により、市は、災害から迅速に避難

するための指定緊急避難場所、避難者が一時的に滞在するための指定避難所を指定し、住民に周知する

ことが義務付けられています。 

○ 市は、風水害時の指定避難所及び指定緊急避難地として、公共施設を中心に指定を行っています。 

○ 市は、災害時に安全かつ迅速な避難誘導を行えるよう市民用避難マニュアル等を策定しています。 

○ 市は、要配慮者のうち、避難行動要支援者※ の避難の支援、安否の確認、避難支援等を実施するため

の基礎とする名簿を作成しています。 

○ 平成 30年７月豪雨では、様々な防災情報や避難情報が避難に活かされなかった事例が指摘されていま

す。この教訓を踏まえ、住民が「自らの命は自らが守る」意識をもって自らの判断で避難行動をとり、行

政はそれを全力で支援するという、住民主体の取り組みを強化する方向で、平成 31年３月に、避難勧告

等に関するガイドライン（内閣府）が改定され、住民が主体的に避難行動をとれるよう、５段階の警戒レ

ベルによる分かりやすい防災情報を提供し、避難行動等を支援することなどが示されました。 

 
※  災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難であり、その円滑かつ

迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方 

[課題] 

○ 市は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、避難行動要支援者※ の把握に努める

必要があります。 

○ 近年、各地で発生している風水害等において、避難情報が適切なタイミングで適当な対象区域に発令

されていないことや、住民への迅速･的確な伝達が難しいこと、あるいは避難情報が伝わっても住民が避

難しないことが課題となっています。 

○ 市は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢者等の避難行動要支援者の避難支援対策

を充実・強化する必要があります。 

○ 大規模な災害時には、想定を上回る大量の被災者の発生や、避難生活が長期にわたる場合が想定され、

避難所の不足、ごみ・し尿の滞積、災害対策本部との情報の途絶、食料や生活必需物資の管理の問題や、

配布の遅れなどが生ずるおそれがあります。 

○ 避難所での生活環境を常に良好なものとするため、要配慮者や性的マイノリティへのケア、避難者の

プライバシー確保、ペット同行避難のルールの作成、男女のニーズの違いや要配慮者等の多様な要求へ

の可能な範囲での反映をするなど、避難所の運営には十分な配慮をする必要があります。 

○ さらに、駅等の不特定多数が利用する施設において、施設内外における混乱を防止し、的確な避難誘導

を行うためには、各施設の管理者は、情報伝達体制の確保、従業員への防災教育、防災訓練の実施、平常

時からの利用者への広報等の安全確保対策を市と連携して効果的に行う必要があります。 

○ 応急仮設住宅を迅速・的確に設置するためには、被災者のニーズに考慮した建設地や資材の確保が必

要になります。さらには、応急仮設住宅における要配慮者への生活支援のあり方も課題となっています。 

○ 大規模災害により飼主が不明になったり、負傷したり、避難所において飼育が困難になった犬、猫等の

ペットを保護、収容する等の対策も必要となります。 

[取組の方向] 

○ 市は、躊躇なく避難情報を発令できるよう、平常時から災害時における優先すべき業務を絞り込むと 

ともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を挙げた体制の構築に努めます。 

○ 市は、指定した指定緊急避難場所及び指定避難所について、地域住民への周知を行う必要があります。 

また、随時に指定の見直しを行い、地域住民の安全な避難先の確保に努めます。 

○ 住民等は、「自らの命は自ら守る」という意識を持ち、避難勧告等が発令された場合はもちろんのこと、

発令される前であっても行政等が出す警戒レベル相当情報等に十分留意し、災害が発生する前に、自ら

の判断で自発的に避難を行うことが必要です。そのため、市は県の支援を得ながら、平時における防災意

識の普及、災害時には避難行動を支援する情報の提供を行います。 
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○ 市は、ごみ、し尿処理の体制の整備を図ります。 

○ 市は、高齢者、障害者等の要配慮者に対する支援及び男女双方の視点等に配慮した避難対策を充実し

ます。また「三浦市避難行動要支援者支援マニュアル」等を参考に避難行動要支援者に対する支援につい

て、関係機関や自主防災組織を中心とする地域住民等との連携強化対策を推進します。 

○ 市及び県は、居住地以外の市町村に避難する被災者が必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に 

受け取ることのできる体制の整備を図ります。 

○ 市は、応急仮設住宅の迅速な供給や設置運営を円滑に実施するため、事前対策を進めます。 

○ 市は、県の協力を得ながら、避難場所の指定拡大を図ります。 

○ 駅等の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、各施設における風水害時の安全性の確保対策、風 

水害時の応急体制の整備を進めます。 

○ 県及び関係団体と連携し、被災した犬猫等のペットの救護に努めます。 

 

 [主な事業] 

１ 避難情報の三類型での状況と行動 

⑴ 市は、「避難勧告等の発令基準」に基づき、災害時の適時適切な避難情報の発令や伝達について、地域 

の実情に応じ、防災行政無線や消防団、自主防災組織など、効果的かつ複合的に活用し、避難対象区域住 

民に迅速かつ的確に伝達するよう努めます。 

⑵ 市は、避難行動要支援者の迅速な避難のために、｢三浦市避難行動要支援者支援マニュアル」及び「市 

民用避難マニュアル（災害に備えて）｣の周知に努めます。 

避難勧告等により立ち退き避難が必要な居住者等に求める行動等 

（「避難勧告等に関するガイドライン」内閣府（平成 30年３月）を基に作成） 

 

  警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて居住者等がとるべき行動と当該行動を居住者等に

促す情報とを関連づけるものです。 

 

警戒レベル等 居住者等に求める（居住者がとるべき）行動 

【警戒レベル１】 

早期注意情報（警報級の可能

性）において、大雨に関して明

日までの期間に［高］または

［中］が予想されている場合 

・防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高め

る。 

【警戒レベル２】 

大雨・洪水・高潮注意報※（気象

庁が発表） 

※高潮注意報は、高潮警報に切

り替える可能性に言及されてい

ない場合はレベル２であり、高

潮警報に切り替える可能性が高

い旨に言及されている場合は警

戒レベル３に相当する。 

・ハザードマップ等により災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタ

イミング等の確認、避難情報の把握手段の確認・注意など、避難に備え

自らの避難行動を確認する。 

【警戒レベル３】 

避難準備・高齢者等避難開始（市

が発令） 

高齢者等避難 

・避難に時間を要する要配慮者とその支援者は立退き避難する。 

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情

報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始することが望まし

い。 

・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激

な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、当該

災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望ま

れる。 
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【警戒レベル４】 

避難勧告、避難指示（緊急）※

（市が発令） 

※避難指示（緊急）は、地域の状

況に応じて緊急的または重ねて

避難を促す場合等に発令 

 

全員避難 

○指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。 

（・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避

難する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしか

ねないと自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」※１への避難

や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確

保」※２を行う。） 

 

＜市から避難指示（緊急）が発令された場合＞ 

○災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっており、緊急に避

難する。 

（・指定緊急避難場所への立退き避難に限らず、「近隣の安全な場所」

※１への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、

「屋内安全確保」※２を行う。 

 ・避難指示（緊急）は、地域の状況に応じて緊急的または重ねて避

難を促す場合などに発令されるものであり、必ず発令されるもので

はないことに留意する。） 

【警戒レベル５】 

災害発生情報※ 

（市が発令） 

 

※災害が実際に発生しているこ

とを把握した場合に、可能な範

囲で発令 

災害発生 

・既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をと

る。 

・市が災害発生を確実に把握できるものではないため、災害が発生した

場合に、必ず発令されるものではないことに留意する。 

 ※１ 近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣の、より安全な場所・建物等 

 ※２ 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 

 注：突発的な災害の場合、避難勧告等の発令が間に合わないこともあるため、自ら警戒レベル相当情報等を

確認し避難の必要性を判断するとともに、身の危険を感じたら躊躇なく自発的に避難する。 

 

住民に避難を促す情報と警戒レベル相当情報の表 

警戒レベル 

（避難情報） 

警戒レベル相当情報 

洪水に関する情報 土砂災害に関する情報 高潮に関する情報 

警戒レベル３ 

（避難準備・高齢者等

避難開始） 

・氾濫警戒情報 

・洪水情報 

・洪水警報の危険度分布

（警戒） 

・大雨警報（土砂災害） 

・大雨警報（土砂災害）

の危険度分布（土砂災

害警戒判定メッシュ

情報）（警戒） 

・高潮注意報（高潮警報

に切り替える可能性

が高い旨に言及され

ている場合） 

警戒レベル４ 

（避難勧告・避難指示

（緊急）） 

・氾濫危険情報 

・洪水警報の危険度分布

（非常に危険） 

・土砂災害警戒情報 

・大雨警報（土砂災害警

戒判定メッシュ情報）

（非常に危険・極めて危

険） 

・高潮警報 

・高潮特別警報 

警戒レベル５ 

（災害発生情報） 

・氾濫発生情報 

・大雨特別警報（浸水害） 

・大雨特別警報（土砂災

害） 
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２ 避難勧告等の伝達 

○ 市は、避難勧告等の伝達に際して、対応する警戒レベルや発令の対象者を明確にし、対象者ごとに警戒  

レベルに対応した、とるべき避難行動が分かるようにするとともに、災害の状況及び地域の実情に応じ

て、防災行政無線や消防団、自主防災組織をはじめとした効果的、かつ確実な手段を複合的に活用し、避

難対象地域の住民に迅速かつ的確に伝達できるよう周知します。 

○ 市は、住民の迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、気象警報、避難指示等の伝達内容等について、

あらかじめ検討し、周知します。 

 

３ 指定緊急避難場所及び指定避難所の確保及び整備 

⑴ 市は、災害種別に応じた指定緊急避難場所及び指定避難所（福祉避難所を含む。）を指定し、日頃から

住民等への周知徹底に努めます。 

⑵ 市は、県有施設や民間施設等を指定緊急避難場所及び指定避難所として指定する場合は、協定等の締

結により、施設管理者との役割分担の明確化を図ります。 

⑶ 市は、現在避難所等に４基の 100トン型飲料水兼用耐震性貯水槽を整備していますが、今後も避難    

 所機能を向上させるため、避難所として備えるべき備蓄品等の整備に努めます。 

⑷ 市は、大規模風水害時において、市単独では避難場所の確保が困難となった場合や二次災害発生の危

険がある場合における市町村域を超えた広域的な避難について、県や関係市町村と共同して体制の整備

を図ります。 

⑸ 市は、要配慮者の二次的避難のため、市内の福祉施設等と連携して避難場所の確保を図ります。 

⑹ 市は、観光客、通勤、通学者等の帰宅困難者の避難所を確保するため、ホテル等の宿泊施設の一部を借

り上げるなどの連携を図ります。 

⑺ 市は、し尿等については、仮設トイレの備蓄以外に市内事業者等が保有する仮設トイレを活用できる

ように連携して確保を図ります。 

 ⑻ 市は、避難所に指定されている公共施設のバリアフリー化に努めます。 

 

４ 避難計画等の策定  

⑴ 市は、災害時に安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、次の項目についてあらかじめ避難計画を策定

します。 

ア 避難の勧告又は指示を行う基準 

イ 避難の勧告又は指示の伝達方法 

ウ 避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

エ 避難所への経路及び誘導方法 

オ 避難所等の整備に関する事項 

(ｱ) 収容施設 

(ｲ) 情報伝達施設 

カ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

⑵ 市は、県の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考に、避難支援等関係者と連携

した、避難行動要支援者に対する具体的な避難方法等についての個別計画の策定に努めます。 

⑶ 社会福祉施設及び学校・幼稚園・保育園等（以下「社会福祉施設等」という。）は、それぞれの施設の

設置目的を踏まえた施設ごとの規定（介護保険法等）や災害に対応するための災害ごとの規定（水防法

等）に基づき、利用者の避難確保計画を含む非常災害対策計画等の作成や避難訓練を実施し、県及び市町

村はその支援に努めます。 

⑷ 施設管理者等は、気象庁等から発信される防災気象情報を把握し、早めの避難措置を講じます。 

また、市や消防団、地域社会とも連携し、避難時に地域の支援が得られるよう工夫に努めます。 

⑸ 市は、県から浸水想定区域の指定があったときは、地域防災計画において、当該浸水想定区域ごとに、

避難場所その他円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めます。 

⑹ 市は、災害発生情報、避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始等について、水防管

理者、国（気象庁等）の協力を得つつ、豪雨、洪水、土砂災害、高潮等の災害事象の特性、収集できる情

報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルの作成に努めます。特に、土
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砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難する訓練を行うなど、実践的な避難

訓練の実施等による住民の意識啓発に努めます。 

⑺ 市は、気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、

その伝達内容等についてあらかじめ検討しておくものとします。 

 

５ 避難所の運営 

⑴ 市は、「三浦市避難所運営マニュアル」に基づき、自主防災組織等地域住民の代表、施設管理者及び市  

職員で構成する避難所運営委員会を設置し、避難所での生活環境を常に良好なものとするための各課題

について十分配慮した避難所の円滑な運営を行います。 

⑵ 市は、被災者が安心して避難所で避難生活が送れるよう、適切な指定避難所の指定の促進と周知の徹

底、避難所の生活環境の整備など、必要な対策に努めます。 

６ 避難所外避難者への対策 

⑴市は、関係省庁と連携し、県避難所マニュアル策定指針などを参考に、在宅での避難や車中泊など、様々

な事情から避難所以外で避難生活を送る被災者の把握方法や、物資等の供給、健康確保などの方策につ

いて、地域の実情に応じて検討に努めます。 

 

 ７ 住民への周知 

⑴市は、災害時に安全かつ迅速に避難できるよう、地域内の避難所、避難経路、及び避難指示方法につい  

て、あらかじめ住民に周知します。 

⑵市は、洪水等により浸水が想定される区域の洪水予報の伝達方法、避難所その他円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため、必要な事項を住民に周知するよう努めます。 

⑶県は、市町村と連携して、住民や施設管理者等が、自ら避難情報や警戒レベル相当情報などから判断し、

適切に避難行動がとれるよう、想定される災害毎に、避難場所や確認すべき防災情報などを記載した「災

害・避難カード」や「マイ・タイムライン」などの作成の促進に努めます。 

 ８ 避難場所の選定等 

⑴  避難所の選定基準 

ア  避難民１人当たり概ね２㎡以上が確保できる施設とします。 

イ  要避難地区の全ての住民を収容できるよう配置します。 

ウ 大規模ながけ崩れや浸水などの危険がないところとします。 

エ  安全な経路が確保できる場所に設置します。 

⑵  避難地区分けの実施 

    避難地区分けの境界線は、区単位を原則とし、学区、主要道路等を境界の目安とします。 

⑶ エコノミークラス症候群への対応 

本市では、避難は定められた避難地への避難を基本としていますが、平成 16年に発生した中越地震等

でみられた、狭い車中での避難生活によるエコノミークラス症候群の発生を最小限に抑えるため、市民

に対して車中での避難生活の注意事項を周知します。 

 ９ 避難訓練 

市は、避難場所への避難訓練を実施し、災害時における混乱防止を図ります。 

 

 10 応急仮設住宅等 

⑴市は、県が迅速に応急仮設住宅を供給するために必要な建設可能地調査等の事務に協力します。 

⑵市は、従来のプレハブ型の応急仮設住宅のほかに、地元の工務店を活用した新たな工法や供給体制につ

いても検討します。 

⑶市は、災害時における被災者の住居として利用可能な公営住宅や民間賃貸住宅などの空室情報の把握に

努め、災害時に迅速に斡旋できるよう、あらかじめ体制を整備します。 

⑷ 市は、住家被害調査や罹災証明書交付の担当部局と応急危険度判定の担当部局とが非常時の情報共有

体制についてあらかじめ検討し、発災後、早期に応急危険度判定の判定実施計画や判定結果を活用した
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住家被害の調査・判定を実施できるよう努めます。 

 11 ペット対策 

  市は、避難所におけるペットの扱いについては、鳴き声、臭い、アレルギー対策、衛生面に関する課題な

どから、生活スペースから離れた場所等で飼育するなどの注意事項を可能な限り避難所ごとにペットの飼

育ルールを策定します。 

 

 12 土砂災害警戒区域等の対応 

 土砂災害防止法に基づき指定された「土砂災害警戒区域」等の避難対策は、同法に基づき区域毎に警戒

避難体制の整備を進めます。 

 

13 駅等の対策 

市は、施設の管理者に対して、施設利用者の避難対策等の安全確保対策について適切な指導等を行うと

ともに、定期的に訓練を行うなど、日頃からの連携に努めます。 
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第６節 帰宅困難者対策 

 

[現状] 

○ 大規模災害により公共交通機関等の運行が停止した場合、多くの帰宅困難者が発生すると予想され 

ます。 

○ 外出先から人々が一斉に徒歩で帰宅行動を開始した場合、徒歩帰宅者や都心部等の滞留者によって、

飲料水やトイレ、休憩場所等の不足も想定されます。 

○ 帰宅困難者対策については、東日本大震災で大量の帰宅困難者が発生した教訓を踏まえ、風水害等 

の災害も含めた帰宅困難者対策を行政、防災関係機関、民間などあらゆる主体が協力して、一層具体 

化していく必要性があります。 

 

[課題] 

○ 帰宅困難者対策は、一斉帰宅の抑制、安全な徒歩帰宅のための支援など多岐にわたりますが、膨大な数

の帰宅困難者等への対応は、災害による多数の死傷者・避難者が想定される中にあって行政による「公

助」だけでは限界があり、｢自助｣や「共助」も含めた総合的な対応が必要です。 

○ 本市においても、災害時には多くの観光客、通勤、通学者等の帰宅困難者の発生が予想され、帰宅困難

者に対する情報の提供や家族の安否確認に対する支援、避難場所の提供や応急収容、代替交通の確保な

ど、多岐にわたる対策が必要となります。 

 

[取組の方向] 

○ 帰宅困難者対策をさらに推進するためには、国、地方公共団体、企業等(団体を含む。以下同じ。）が

それぞれ実施するだけでなく、連携して取組を進めるよう理解を得る必要があります。 

○ 市は、帰宅困難者の発生の抑制を図るため、県とも連携しつつ、事業所・市民等に対し、一斉帰宅抑制

の周知に努めます。 

○ 市が開設する、一時滞在施設の不足に備えて、県は駅周辺の県有施設を一時滞在施設として提供する

こととし、そのための整備に取り組みます。 

○ 市は、帰宅困難者のための一時滞在施設運営のための飲料水等の物資について、県の支援を得て整備

します。 

○ 一斉帰宅を抑制するとともに、従業員等の安全を確保するためには、災害が発生し交通機関が当分の

間復旧の見通しが立たない場合に、企業等は、事業所建物や事業所周辺の被災状況を確認のうえ、従業

員等を一定期間事業所内に留めておくよう、理解を得る必要があります。 

 

 [主な事業] 

１ 一斉帰宅抑制の周知 

 ⑴  市は、大規模災害発生直後においては、救助・救急、消火及び緊急輸送などの応急活動を迅速かつ優先

に行う必要があることから、帰宅困難者の発生による傷病者等の抑制を図るため、市民、事業所、学校、

関係団体などに対し、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知を図り、一斉帰宅抑制の徹底

を促します。 

 ⑵ 市は、帰宅困難者とその家族間において安否確認が取り合えるように、災害用の携帯電話伝言板や災

害用伝言ダイヤル「１７１」等の複数の安否確認手段や、家族間にあらかじめ確認手段を決めておく必要

性について周知します。 

 

２ 事業所等の取組の促進 

⑴ 市は、事業所等が従業員などを一定期間事業所等内に留めることで必要となる水、食料、物資等の備蓄

や、大型の什器・備品の固定の促進を図るための啓発を行います。 

⑵ 企業のための帰宅困難者チェックシートの活用など、帰宅時、通勤時の対応も含めた事業所等の帰宅

困難者対策の促進を図ります。 
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３ 避難対策 

⑴  市及び県は、連携して帰宅困難者用の一時滞在施設の確保に努めるとともに、開設基準や運営マニュ

アルの作成及び一時滞在施設における飲料水等の計画的な備蓄を進めます。 

⑵ 市は、帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や災害時の施設への円滑な誘導等の対応を図るため、

平常時から鉄道事業者等との連携を強化します。また、鉄道事業者との情報伝達体制を確保するととも

に、帰宅困難者に対して携帯電話やインターネット等を活用した正確な情報提供ができるよう、対策の

検討を行います。 

 

４ 訓練の実施 

市は、関係機関の協力を得て、帰宅困難者用の一時滞在施設の開設、開設状況の広報、運営管理のための

訓練を実施します。 
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第７節 要配慮者に対する対策 

 

[現状] 

○ 社会福祉の管理者は、定期的な防災訓練教育の実施や、災害時に適切な行動がとれるよう利用者及び

施設の実態に応じた防災訓練を実施しています。 

○ また、本市は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人が災害発生時に迅速・的確な行動ができるよ

う、避難場所、避難標識等の災害に関する情報の多言語化や外国語ボランティアの登録による支援体制

の確立に努めています。 

○ 市は、要配慮者のうち、避難について特に支援が必要な住民である「避難行動要支援者」の把握に努

め、生命又は身体を災害から守るために行う措置の基礎となる「避難行動要支援者名簿」を作成してい

ます。 

 

[課題]  

○ 市は、効果的に避難誘導を実施するため、本計画で定める避難支援に携わる関係者である消防機関、警

察、民生委員・児童委員、区長会、自主防災組織、社会福祉協議会その他の避難支援等の実施に携わる関

係者（以下この節において「避難支援等関係者」という。）に対し、避難行動要支援者の同意を得た上

で、あらかじめ避難行動要支援者名簿の情報共有を行う必要があります。 

○ 市及び県は、要配慮者への支援のため、緊密な連絡体制の確保と医療、保健福祉情報等の情報提供シス

テムの整備、更には社会福祉施設、病院、診療所等の機能の強化を図る必要があります。 

○ 災害時には、多くの帰宅困難者が発生し、保育園児等の保護者の所在の確認に多くの時間を要するこ

とが予測されるため、保育所における乳幼児の保護等について、対応を図る必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、災害時に避難誘導、救助等について、各種マニュアルの見直し等により、要配慮者の状況に配慮

した適切な対応を行います。 

○ 市は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の協力

を得ながら、平常時から避難行動要支援者に関する情報の把握・共有、避難誘導体制の整備を図ります。 

○ 市は、災害時の在宅の高齢者、障害者、妊産婦、難病患者、人工透析患者、児童、乳幼児等の一時的保

護及びケアを行うため、所在確認を行います。 

○ 市は、高齢者、障害者等の生活を確保するため、社会福祉施設や県立特別支援学校等の活用、福祉避難

所の指定、病院、診療所、保健所等における高齢者、障害者等の支援システムの整備、更には応急仮設住

宅への優先入居に努めます。 

○ 市は、災害時における外国人への広報や相談など支援体制を検討します。 

 

[主な事業] 

１ 所在情報の把握 

⑴ 市は、保育園や放課後児童クラブにおける児童の安全確保等のため、県や施設管理者と連携し情報交

換を深めながら、災害時の対応や保護者との情報共有の取組を促進します。 

⑵  保育施設の管理者は、災害時における保護者との連絡方法を定め、日常的に訓練を行うなどして、双方

の協力により、保護者及び乳幼児等の安否情報・所在情報を確実に把握できるように努めます。 

 

２ 避難誘導、搬送等 

⑴ 市及び施設の管理者は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送等について、自主防災組織、近隣居住

者、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等の協力を得て、

迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

⑵ 市は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安否確認を行うため、情報伝達体制の整備、避難支

援計画の策定、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施に努めます。 

⑶ 市は、小学校就学前の子どもたちの安全で着実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育所・認   

定こども園等の施設と市間、施設間の連絡・連携体制の構築に努めます。 
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３ 避難対策 

⑴  市は、避難所において高齢者、障害者等が安心して生活ができるよう支援体制の整備に努めます。 

⑵  市は、高齢者・障害者等が必要な生活支援を受けられるなど安心した生活ができる体制を整備した避

難所(福祉避難所)の指定に努めます。 

⑶  市は、設備・体制が整った高齢者福祉施設等を活用するため、あらかじめ施設管理者と災害時の対応

について協定の締結を図ります。 

⑷  市は、高齢者、障害者等に配慮した構造、設備を整えた応急仮設住宅(福祉仮設住宅を含む)の設置に

努めるとともに、高齢者、障害者等が早期に入居し、安心して生活が送れるよう配慮します。 

 

４ 社会福祉施設等の対策 

⑴  社会福祉施設等の管理者又は所有者は、災害時に迅速・的確な対応を行うため、市の地域防災計画な

どを参考に、施設における避難計画を作成するとともに、防災組織を強化し、市との緊急連絡体制の確

保や地域住民、自主防災組織等との連携に努めます。 

⑵  社会福祉施設等の管理者又は所有者は、施設の職員や利用者に対して、災害に関する基礎的知識や災

害対応について、理解や関心を深めるため、防災教育や避難教育を推進します。 

⑶  入所施設はもとより、保育所等の通所施設においても、保護者等による引き取りまでの間の通所児童

等の保護のために、市や県との連携のもと、災害発生時に必要となる水、食料、物資等の備蓄や電源の

確保等に努めます。 

⑷  県は、施設団体や職能団体等の関係団体と協働して、要配慮者を広域的に支援するため、かながわ災

害福祉広域支援ネットワークを設置し、平常時から連携強化を図ります。 

 

５ 医療体制の整備 

市は、在宅の人工透析患者等の要配慮者に対する必要な医療体制の確保など、災害時における支援体制

の整備に努めます。 

 

６ 外国人への対応 

⑴ 市は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人を要配慮者として位置付け、災害発生時に迅速、的確

な行動ができるよう、防災対策及び防災意識の向上を図ります。 

⑵ 市は、指定緊急避難場所及び指定避難所等の標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別に

対応した避難場所であることを明示し、標識の見方について、あらかじめ周知に努めます。 

 

７ 避難行動要支援者への対応 

⑴ 避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者との情報共有 

ア 市は、避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成します。 

イ 市は、効果的に避難誘導を実施するため、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者の同意を得た

上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿の情報共有を行います。 

⑵ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

  避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、次のとおりとします。 

 ア １級又は２級の身体障害者手帳を所持している者 

イ Ａ判定の療育手帳を所持している者 

ウ １級の精神障害者保健福祉手帳を所持している者 

エ 要介護３級以上の認定を受けている者 

オ その他の支援を必要としている者で市長が認める者 

⑶ 避難行動要支援者名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

ア 避難行動要支援者名簿には、氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難

支援等を必要とする理由、その他避難支援等の実施に関し必要な事項を記載します。 

 イ 市は災害対策基本法第 49条の 10第１項、第３項、第４項及び三浦市個人情報保護条例第９条第２号
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に基づき、市の関係部局及び県知事その他の者が保有する個人情報を収集し、集約します。 

⑷ 避難行動要支援者名簿の更新 

  市は、避難行動要支援者の支援に支障をきたさないよう、名簿の更新作業を定期的に行います。 

⑸ 避難行動要支援者名簿の提供に際し情報漏えいを防止するために市が求める措置及び市が講ずる措置 

 ア 市は、避難支援等関係者に対して、提供した避難行動要支援者名簿に登録している情報について、避

難行動要支援者の支援関係者以外に漏らすことのないよう求めることとします。また、支援する役割を

離れた後も同様とします。 

イ 市は、提供された全ての個人情報について、適切かつ厳重に管理し、避難行動要支援の目的のみで使

用します。 

ウ 市は、避難行動要支援者名簿の提供に際しては、避難支援等関係者が適正な情報管理を図れるよう、

避難支援等関係者に対して必要な説明及び指導を行います。 

⑹ 避難行動要支援者に対する避難支援 

  市は、避難行動要支援者の避難支援について、「三浦市避難行動要支援者支援マニュアル」に基づき、

避難支援等関係者及び地域住民等との連携強化に努めます。 

⑺ マニュアルの整備及び修正 

市は、避難行動要支援者の避難支援について、「三浦市避難行動要支援者支援マニュアル」を定めると

ともに、適宜見直しを行い、支援体制等の整備に努めます。 
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第８節 飲料水、食料及び生活必需物資等の供給対策 

 

[現状] 

○ 災害時には水道施設が大きな被害を受けることが考えられます。そのため、市は、4 基の 100t 型飲料

水兼用耐震性貯水槽を整備するとともに、市内主要配水池には緊急遮断弁を設け飲料水を確保していま

す。 

○ 災害時の被災者用の非常食を備蓄しています。また、生活関連物資として、応急医療セット、毛布、紙

オムツ等の備蓄も行っています。 

○ 市は、生活物資の流通在庫を利用した調達、輸送のため神奈川県トラック協会等と協定を結んでいま

す。 

○ さらに市は、地元業者や各種組合と生活物資の流通在庫を利用した調達の協定を結んでいます。 

 

[課題] 

○ 市全般として備蓄は進んでいるものの、備蓄物資を更新していく必要もあり、大量の被災者が集中し

た場合や孤立化した地域等への供給量及び輸送方法等に課題が残ります。 

 ○ 平成 30年 7月豪雨では、国からのプッシュ型支援が実施されました。市は発災後速やかに実施される

大量の支援物資の受援体制を整える必要があります。 

 ○ 改正災害救助法を踏まえ策定した資源配分計画に基づき、迅速かつ公平に物資等を市町村に配分、 

供給する体制を確保する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市民一人ひとりに、災害が起きた時のために、最低３日分、推奨１週間分の飲料水や食料と非常持出品

（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の確保に努めるよう周知・要請します。 

○ 市民のニーズや地域性を考慮し、計画的な飲料水の確保や避難場所用資機材、応急食料の備蓄を進め

ます。 

○ 市は、民間事業者との間で協定の締結や、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把

握しておくなど協力体制を構築します。 

 ○ 大規模災害時に市が被災した場合は、物資受入拠点（地域内輸送拠点）を、県は広域物資拠点を速やか

に開設し、避難所までの輸送体制を確保するものとします。 

○ 市及び県は、民間事業者との協定の締結や、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を 

把握しておくなど協力体制を構築します。 

 

[主な事業] 

１ 飲料水、食料及び生活必需品物資等の確保 

⑴  市は、飲料水や生活用水について、計画的な確保を図ります。また、避難所として指定した施設等に

は、避難所設置用資機材や水、食料、生活関連物資を備蓄します。 

⑵  市は、市内の流通事業者との協定の拡大に努め、流通在庫の活用を可能にできるよう努めます。 

 

２ 要配慮者への配慮及び孤立化地域への支援 

市は、食料、生活関連物資等の備蓄に際して、要配慮者や季節性に配慮した備蓄品目の検討を行い、整備

を進めます。 

 

３ 物資の供給体制の整備 

市と県は、広域物資拠点、地域内輸送拠点の設置等により、円滑な物資の受入体制の確保に努めます。 
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第９節 医療・救護・防疫対策 

 

[現状] 

○ 市は、災害が発生した場合に、迅速かつ的確に医療救護活動を行うため、市が地域救護病院（災害発生

時に治療を行う病院）として想定する市立病院を、災害時にも病院機能を持続して維持できるよう、自

家発電機の整備を行い、ライフライン系統の不測の事態に備え、水及び電力等の確保に努めています。 

○ 市立病院では、医療品及び非常食を概ね１～３日分程度備蓄し、水は受水槽等に３日分程度が確保さ

れています。しかし、医薬分業化から病院での薬品在庫は以前より少なくなっています。 

○ 市は、三浦市医師会と災害時における医療救護活動に関する協定及び横須賀市歯科医師会と災害時に

おける歯科の医療救護活動に関する協定を結んでいます。 

○ 市は、救護所※1として、南下浦・初声市民センターを指定します。また、三浦市医師会及び横須賀市歯

科医師会の協力を得て、診療所（災害時に機能する診療所）等が機能する状況等を考慮した上で、診療

所を救護所として指定します。 

○ 鎌倉保健福祉事務所三崎センターは、職員派遣や衛生指導を中心に、保健や食品衛生、防疫等の公衆衛

生活動等を行います。また、地域における医療コーディネートについては、「横須賀・三浦地域災害医療

対策会議」が県保健医療調整本部と連携して三浦市を含めた二次保健医療圏内の保健医療活動の総合調

整を行います。 

○ 市は、救護所に必要な医薬品等を供給するため、三浦市薬剤師会と医薬品等の調達協定を結んでいま

す。また、三浦市医師会に医薬品等の備蓄及び救護所への搬入に関する業務を委託しています。 

○ 神奈川県自治体病院開設者協議会を組織する県及び県内９市は、「県自治体病院災害時相互応援に関

する申合せ」を行い、相互応援体制を確立しています。 

○ 国は、医療機関の被害状況など、医療救護活動に必要な情報を医療機関や行政機関等で把握すること

ができる「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）※２」を整備しています。 

○ 県は、災害の急性期（概ね災害発生後 48時間以内）に活動できる機動性を持ち専門的なトレーニング

を受けた、医療チーム（神奈川ＤＭＡＴ）を編成する「神奈川ＤＭＡＴ指定病院」を指定し、派遣基準に

基づいて派遣することとなっています。また、県内で発生した災害に対応するための専門的なトレーニ

ングを受けた医療チーム（神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ）を編成する「神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院」を指定し

ています。 

 
※１ 救護所とは、傷病者の応急手当のため、又は医療機関に搬送する前、臨時収容するため、災害現場

付近に設置するもので、主にトリアージや応急手当を優先に行います。 
※２ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）とは、被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報

をリアルタイムに収集、交換することにより、効果的な医療救護活動を確保できる全国を結ぶシステ

ムのことです。
 

 

[課題] 

○ 発災時には、医療機関への連絡が取りにくくなり、また、交通渋滞などにより重傷者の後方医療機関へ

の搬送が困難になる可能性が高く、連絡体制、搬送手段など後方支援体制の検討が必要です。 

○ 三浦市立病院には、災害時に多数の傷病者が集中することから、建物、医療用機器等の施設・設備の整

備のほか、医薬品、食料の備蓄等の災害医療機能の充実が必要です。 

  さらに、三浦市立病院の機能を強化するため、要員の訓練・研修が重要です。 

○ 発災時に速やかに「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」※2を通じて、各医療機関との情報

受伝達を行うため、災害時運用体制の確立が必要です。 

○ 民間病院等が災害時に十分に機能を果たせるよう、日頃からの防災対策の促進が必要です。 

○ 医療救護の内容は、大災害の発生時は外科系の処置が主であり、時間の経過とともに感染症などの疾患

が増加すると言われています。また、避難等により慣れない集団生活の中でのストレスや精神的ダメージ

を訴える被災者が目立つ傾向にあり、精神科系の医療や環境の悪化に起因する疾患や持病の悪化などの

慢性期の医療が必要とされています。 

  このことから、救護班の派遣や医薬品の供給などにも被災者のニーズに合わせた医療救護活動体制が
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重要になります。 

また、被災地における医療機関の機能の保全と速やかな復旧のための準備が必要です。 

○ 災害時においては、感染症が発生しないよう、予防のための消毒などを実施する体制づくりが必要で

す。また、感染症患者の発生に備えて、平常時と同様の情報の収集・提供に努めるとともに、入院が必

要な患者に対しては、感染症指定医療機関等において入院治療が受けられるよう連絡体制、移送体制、

医療体制を確保することも必要です。 

○ 大規模災害時には、遺体の検案、安置、火葬、埋葬等が課題となります。 

 
※2 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）とは、被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報

をリアルタイムに収集、交換することにより、効果的な医療救護活動を確保できる全国を結ぶシステ

ムのことです。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、防疫対策として日常からの感染症の発生予防及びまん延防止のため、県と連携して患者への適

切な療養の指導、消毒等の予防措置を迅速・的確に講じます。 

○ 市が行う感染症の発生防止等の対応に当たっては、鎌倉保健福祉事務所三崎センターの指導、協力を得

ながら防疫活動に取り組みます。 

○ 市は、災害時の電話回線の不通、輻輳等に備え、三浦市立病院、医療救護関係機関の間の通信手段の多

重化を推進します。 

○ 市は、重篤患者等の被災地外への広域医療搬送が円滑に行えるよう、ヘリコプター臨時離着陸場の確

保、同乗医師の確保、搬送機関等の連携など具体的な対応方策や、近隣の災害拠点病院をはじめとする市

外の医療機関への協力依頼等の連携について検討します。 

○ 市は、災害時医療救護活動の拠点となる三浦市立病院の環境整備に対し、必要な支援を行います。 

○ 水、電気、燃料、通信、医薬品、医療材料及びその他の資機材の確保、収容可能人数の想定、提供すべ

き医療の範囲など、三浦市立病院が行う災害時医療救護活動に必要な事項は、市と協議の上、三浦市立病

院において別に定めます。 

○ 市は、救護所を設置した際における医師等の派遣や医薬品等の搬入に関する必要な事項を、別に定めま

す。 

  

[主な事業] 

１ 三浦市立病院等の機能強化 

⑴  三浦市立病院は、三浦市立病院が行う災害時医療救護活動に必要な事項を定め、これに従い必要な医

薬品や資機材等の整備を計画的に行います。 

⑵  三浦市立病院が行う災害時医療救護活動に必要な救急医療に要する経費（診療用具等の備蓄に要する

経費を含む。）に相当する額は、各年度の「地方公営企業繰出金について（通知）」に基づき定める各年

度の予算の範囲において、市が負担します。 

⑶  三浦市立病院は、災害時救護活動が円滑に行われるよう、計画に従い定期的に防災訓練等を行います。 

 

２ 医療機関相互の連携強化 

⑴  市は、広域災害・救急医療情報システムの円滑な運営に努めます。 

⑵  市は、災害時における医師会等との医療・救護・防疫に関する情報の共有化に努めます。  

⑶  市は、県が実施する医療従事者を対象としたトリアージに関する研修会等に積極的な参加を呼びかけ、

災害時医療の知識の習得や負傷者等の対応の習熟を図ります。 

 

３ 「神奈川ＤＭＡＴ」派遣要請 

市は、必要に応じて「神奈川ＤＭＡＴ派遣基準」に基づく局地的な災害の発生時、市の対策本部から県知

事に派遣を要請します。また、突発的な災害時に的確に対応するため消防機関から直接指定病院に対して

「神奈川ＤＭＡＴ」の派遣を要請することができるので、横須賀市消防局と連携を密にし、その旨、速やか

に県知事に報告し指示を仰ぐものとします。 
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４ 保健福祉事務所機能との連携 

鎌倉保健福祉事務所三崎センターは、職員派遣や衛生指導を中心に、保健や食品衛生、防疫等の公衆衛生

活動等を行います。具体的には、市が設置運営する避難所等における公衆衛生活動等を支援します。 

また、「横須賀・三浦地域災害医療対策会議」は、三浦市を含めた二次保健医療圏内の保健医療活動の総

合調整を行います。具体的には三浦市を含めた二次保健医療圏内の医療機関の被災状況や医療ニーズ等を

適切に把握・分析し、県保健医療調整本部に保健医療活動チーム等の派遣を要請するとともに、その受入

れ・派遣調整、傷病者の搬送調整等の地域への医療資源の分配の調整を行います。 

 

５ 災害用医薬品等の確保対策の推進 

    市は、災害時用の医薬品の備蓄について、県の支援を受け医薬品等の確保を図るとともに、三浦市薬剤師

会と連携し、医薬品等需要情報の的確な収集、医薬品等の適正な供給体制の整備を進めます。 

 

６ 広域火葬体制の強化 

市は、災害時における遺体対策を進めるため、神奈川県広域火葬計画に基づき、棺の調達、遺体の搬送、

火葬、埋葬等の手配を行い、県は、広域的な協力体制をとります。 
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第 10節 文教対策 

 

[現状] 

○ 令和２年５月１日現在、市内には小学校で 1,483 人、中学校で 865 人、高等学校合わせて約 3,000 人

の児童・生徒等が通学していますが、災害時における児童・生徒等の生命・身体の安全確保や緊急事態に

備え、迅速・的確な保護対策を実施するための学校防災計画を定め、災害時等への対応を図ることとして

います。 

○ また、台風や大雨等により、児童・生徒の登下校等に影響があると予測される場合には、休校又は授業

の打切り等により、児童・生徒の安全確保を図っていますが、災害発生時には、校長等は対策本部を設置

し、情報の把握、児童生徒等の帰宅、保護に関して的確な対策を講ずることとしています。 

○ この他、防災教育や防災訓練、通学路の安全点検を通じて、日常的に児童・生徒等の防災意識の向上を

図っています。 

 

[課題] 

○ 災害に対する日頃からの心構えの大切さと、防災に関する知識などについて学ぶ防災教育や、家庭や

地域と連携した防災訓練の実施を通じた啓発が必要です。 

○ 東日本大震災では、多くの児童・生徒等が犠牲になりました。そのため、学校における防災教育の一層

の充実を図る必要があります。 

○ 児童・生徒が在校時に災害が発生する場合を想定した学校等の施設、設備の安全性の確保が必要です。

また、児童・生徒等の保護や帰宅に関し、通学路の安全性等の情報の把握並びにこれに基づく的確な判

断及び指導が求められます。 

○ 避難場所としての機能と学校教育の場としての調整を図る必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市教育委員会は、避難情報の発令基準を周知するとともに、避難情報発令時の対応を学校防災計画に

盛り込みます。 

○ 小・中学校は、防災教育の充実や、家庭・地域と連携した防災訓練を推進します。 

○ 小・中学校は、学校施設、設備の整備等を図るとともに、通学路の安全点検を推進します。 

○ 小・中学校は、学校における防災体制の充実を図るため、学校防災計画等の見直しを行います。 

○ 市教育委員会は、学校の避難所としての果たすべき役割や学校教育活動との関係を明確にするととも

に、教育施設の被災に対応する防災資機材等の整備を行います。 

 

[主な事業] 

１ 学校等における防災体制の整備 

⑴  小・中学校は、防災教育及び家庭・地域と連携した防災訓練を実施します。 

⑵  小・中学校は、児童・生徒の通学路の安全性の点検を行います。 

⑶  小・中学校は、災害時における児童・生徒等の安全確保を図るため、学校防災計画等の見直しを行い、

実効性のある避難実施計画を定めます。 

⑷ 市教育委員会は、 障害がある児童・生徒等の避難については、障害の状態をよく把握し、迅速に対応

できる体制を整えます。 

⑸ 市教育委員会は、教育施設の被災に対応する防災資機材等の整備を行います。 

⑹  市教育委員会は、小・中学校の施設・設備の安全点検を実施します。 

 

 

２ 防災教育の充実 

市教育委員会は、学校において、各教科等を通して、災害の原因、危険性、安全な行動の仕方等を児童・

生徒等に理解させるため、防災教育指導資料の作成や教職員に対する研修会を開催するなど防災教育の充
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実を図ります。 

３ 学校における避難所の開設 

⑴ 各学校が災害時において避難所として有効に機能するため、各学校と市との役割分担や避難場所開設

の方法等について、防災訓練等を通じて確認するなど、連携の強化を図ります。 

⑵  指定避難所を円滑に開設し、運営するため、｢三浦市避難所運営マニュアル｣等を参考に学校及び教職

員の果たす具体的な役割分担を明確にします 

 

４ 文化財の保護 

 市教育委員会は、文化財を保護するため、地域における文化財の所在情報の充実、整理を行い、防災関係

機関等と情報を共有化するとともに、具体的な文化財保護のための対策を連携して進めます。 
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第 11節 緊急交通路及び緊急輸送道路等の確保対策 

 

[現状] 

○ 発災時における災害応急活動に必要な物資、資機材、要員等の広域的緊急輸送を円滑に行うためには、

幹線道路、物資受入れ港及びヘリポートの３つの確保が極めて重要です。 

○ 県においては、発災後の復旧活動をはじめとする緊急輸送の拡大に対応するため、県現地対策本部、広

域防災活動拠点、市災害対策本部等を有機的に連絡するため、国道や主要な県道等を緊急輸送道路とし

て事前に指定しています。 

本市内では、次のとおり指定されています。 

第１次路線：国道 134号の全線、県道 26号(横須賀三崎)の全線、県道 215号(上宮田金田三崎港)・県

道 26号([横須賀三崎]終点～城ヶ島取付道路支線交点)、三崎漁港道路（城ヶ島大橋取付道路及び支

線並びに歌舞島新港輸送道路） 

第２次路線：県道 215 号(上宮田金田三崎港)・（城ヶ島取付道路支線交点～国道 134 号交点[三浦海

岸]) 

○ 県警察においては、救出救助、物資輸送等の災害応急対策の円滑な実施を図るため、防災拠点及び都市

間を結ぶ国道、主要な県道のうち 57路線を緊急交通路指定想定路線として選定しています。災害発生時

及び警戒宣言発令時には、被災状況を勘案の上、緊急通行車両の円滑な通行の確保に努めます。 

○ 海上からの緊急輸送として、本市では、「三崎漁港」が物資の受入れ港として指定されており、海上か

らの緊急輸送が可能になるように備えています。 

○ ヘリコプターの持つ機動性は、緊急時に特に威力を発揮します。市は、大規模災害発生時に利用可能な

ヘリコプターの臨時離着陸場として、各市立中学校運動場を指定しています。 

○ さらに、三浦市立病院に緊急時臨時離着陸場を整備しています。 

○ 国は、平成 30 年３月の道路法改正において、物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として 

指定し、国際海上コンテナ車（40ft 背高）の特殊車両通行許可を不要とする措置の導入や災害時 

の道路啓開・災害復旧を国が代行する制度を創設しました。三浦半島地域においては、横浜横須賀道路及

び国道 16号線等が指定されています。 

 

[課題] 

○ 大規模災害発生時には、道路の不通箇所が多数発生することが予想されます。このため、緊急通行車両

の通行や緊急輸送の確保に向けた幹線道路の事前の防災対策が必要となります。 

○ 現在の緊急交通路指定想定路線や緊急輸送道路は、県が、県外からの支援体制、広域防災活動拠点や市

災害対策本部等との連携を考慮して指定していますが、今後は、路線の多重化や代替性を考慮しながら

総合的に整備していく必要があります。 

○ 船舶による海上からの大量輸送は重要になりますが、更なる耐震岸壁の確保など漁港施設の十分な耐

震性の確保が課題にとなります。 

○ ヘリコプターの緊急輸送は、発災時初期において、その機動力で大きな威力を発揮しますが、そのため

のヘリコプター臨時離着陸場の整備、拡充が必要となっています。 

  特に、大型ヘリコプターによる緊急輸送の場合、かなりの広いスペースが必要であり、市街化の著しい

地域ではその確保が難しく、確保できた場合でもそこに多くの避難者がいる状況も考えておく必要があ

ります。 

  また、市及び県は、地域の実情を踏まえ、消防ヘリ、警察ヘリ、ドクターヘリなど、災害時のヘリコプ

ターの運用等について、あらかじめ協議しておく必要があります。 

○ 本市は、沿岸部に観光客が多く、また、市内の幹線道路が寸断された場合は、孤立化する地区もあるた

め、漁船等を利用した物資等の輸送を検討する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市及び県は、緊急輸送道路の機能確保に向けて、さらなる整備を進めます。 

○ 市及び県は、緊急輸送を早期かつ確実に確保するため、主要な市街地と高速道路のアクセス強化等ネ
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ットワーク機能の向上、道路の防災対策、各関係機関との情報連絡体制の強化等を通じて、安全性、信

頼性の高い道路網の整備を図ります。 

○ 市及び県は、災害時に、漁港、ヘリコプター臨時離着陸場の機能が十分発揮され、緊急輸送の代替性が

確保できるよう、施設の利用計画について管理者と事前調整を図るとともに、平常時から施設整備や円

滑な航行の確保に努めます。 

〇 市及び県は、災害時のヘリコプターの運用等について、あらかじめ関係機関と協議し、図上訓練等によ

り、運用方法等を検証します。 

○ 三崎警察署は、災害時において道路及び交通の状況を早期に把握するとともに、的確な交通情報の提

供、迅速な交通規制などを行い緊急交通路、避難路等の確保に努めます。 

○ 三崎警察署は、緊急時交通路を迅速に確保できるように、交通規制及び検問用資機材の整備に努めま

す。 

○ 市は、漁業協同組合や民間の事業者と連携して、物資等の輸送ができるよう努めます。 

 

[主な事業] 

１ 緊急交通路等の耐震化及び復旧体制の整備 

市及び県は、一般道や鉄道の立体交差地点、トンネル等の重要構造物の安全点検を進めていますが、あわ

せて、被災した場合を想定し、応急復旧のための資機材について事前の備蓄や整備を行います。また、災

害時における建設業者等との協力体制の充実・強化を図るとともに、道路管理者相互の連携強化に努めま

す。 

 

２ 緊急交通路等の機能確保のための設備整備 

三崎警察署は、道路管理者等関係機関・団体との連携を図り、道路上の問題点等の把握に努めるととも

に、交通規制を行うため、装備資機材の整備及び信号機への発電機の設置に努めます。 

 

３ 緊急通行(輸送)車両の事前届出 

⑴  市は、公用車の緊急交通路における緊急通行(輸送)車両の事前届出手続の推進を図ります。 

⑵  三崎警察署は、緊急通行車両が災害時に円滑に通行できるよう、平常時における県公安委員会（警察本

部）への緊急通行車両事前届出周知を図ります。 

 

４ ヘリポート等の整備 

市は、大型ヘリコプターの離着陸が可能なオープンスペースの確保を積極的に進めていきます。また、 

緊急医療を要する被災者の受入病院とアクセスできるよう、ヘリコプター臨時離着陸場の確保にも努めて

いきます。 

 

５  輸送活動に関する関係機関相互の情報共有化 

  市、県及び三崎警察署は、緊急性の高い輸送対象道路の啓開に努め、関係者間で情報の共有化を図り 

ます。 

また、緊急輸送道路の道路機能の確保に向けて整備を図るほか、三崎警察署、消防機関、自衛隊等と 

の連携を進めます。 

 

６ 船舶を利用した輸送体制 

市営漁港については、市内で主要道路が寸断され、孤立する地区に対応するために、市内の漁業協同 

組合や民間の事業者に対して、応急時の物資等の輸送について連携ができる体制の整備に努めます。 

 

７ 漁港の応急復旧等 

漁港管理者は、その管理する漁港施設について、早急に被害状況を把握し、市管理漁港は市災害対策 

本部へ、県管理漁港は県災害対策本部等に対して被害状況を報告するとともに、必要に応じ応急復旧等を

行います。  
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第 12節 ライフラインの応急復旧対策 

 

[現状] 

○ 市は、災害が発生した場合に、市民生活に欠かすことができない水道、電気、ガスなどのライフライン

を早期に回復するため、各施設の安全強化対策と併せて、防災関係機関とともに、災害時の応急復旧体制

の整備などの対策を進めてきました。 

○ 上水道については、台風等により電力の供給が停止した場合に備え、配水池等に非常用発電装置等の

設備や応急復旧資機材の整備に努めています。 

さらに、各水道事業者間の相互応援や工事業者との協力に関する協定の締結などを進めてきました。 

○ 下水道については、停電のため、ポンプ場及び処理場においてポンプ機能が停止した場合に備え、自家

用発電設備を配置し、機能停止による排水不能事態が起こらないよう努めます。また、管渠の破損等で排

水機能が低下又は、不能になった時の応急措置として使用する可搬式ポンプ及び土木資材、作業用具等

の備蓄を進めています。 

○ 電気については、東京電力パワーグリッド(株)において他電力会社との相互応援体制、各地の資材セ

ンター等への復旧用資機材の備蓄と輸送用車両、ヘリコプター、船舶や応急復旧用の発電機車、移動用変

圧器車などの確保、非常災害対策要員の確保などの対策を進めています。なお、同社は、ヘリコプター、

船舶について、非常時緊急出動用として社外と委託契約を締結しています。 

○ 都市ガスについては、東京ガス(株)においてガス供給のため、系統の多重化、拠点の分散、臨時供給の

ための移動式ガス設備などの整備、日本ガス協会及び他ガス事業者等と協調し、要員・資機材等の相互融

通等災害時における相互応援体制の整備に努めています。 

ＬＰガス（液化石油ガス）についても（公社）神奈川県ＬＰガス協会が中心となって被災地への応急復

旧体制の整備を進めています。なお、県と同協会との間で締結した協定に基づき、避難所等へのＬＰガ

ス（液化石油ガス）応急供給体制の確保などの対策を進めています。 

○ 通信サービスの停電時の備えについて、ＮＴＴ東日本では非常用発電機と蓄電池を配備するととも

に、移動電源車、移動無線車等の配備を行います。 

○ ＮＴＴコミュニケーションズにおいては、非常用発電機と蓄電池を配備するとともに、移動電源車等

の配備を行います。 

○ ＮＴＴドコモにおいては、非常用発電機と蓄電池を配備するとともに移動電源車、可搬型無線基地局

装置を配備ます。 

○ ＫＤＤＩにおいては、非常用発電機とバッテリーを配備するとともに、移動電源車を配備します。 

○ 通信サービス事業各社ともに通信サービスの輻輳時（電話や通信の繋がりにくい状態）における優先

通信の確保と一般電話の利用制限の設定など応急活動のための対策を進めています。 

また、災害発生直後は電話回線が輻輳し、被災地との安否確認等が困難になる場合が考えられる 

ため、ＮＴＴ東日本では災害用伝言ダイヤル「171」等を、携帯電話事業者等の電気通信事業者で 

は災害用伝言板の運用を開始します。 

なお、提供条件等は、報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じて周知します。 

[課題] 

○ 大規模災害時には、広範囲にわたって電気、ガス、水道などのライフライン施設に被害が発生し、復旧

に時間を要することが予想されるため、各事業においては復旧用資機材の備蓄強化など応急復旧が迅速

に行えるよう対策を進める必要があります。 

○ ライフライン事業者が個々に進める対策とは別に、｢県・ライフライン事業者・交通事業者地震・防災

対策推進協議会｣において、応急復旧活動拠点の確保等についての検討が必要です。 

 

[取組の方向] 

○ ライフライン施設は、住民生活に欠かすことのできない施設です。市及びライフライン事業者は、その

安全性の向上に努めていますが、災害が発生した場合には、被害を生ずることも想定して、できるだけ早

期に、かつ、安全に復旧できるよう、応急復旧用の資機材の備蓄強化や応急活動体制の整備を進めるとと

もに、関係事業者間の連携、他市町村あるいは県を通じて他都道府県との応援協力体制の整備などの応



61 

 

 

急復旧対策を進めていきます。 

 ○ 県及びライフライン事業者は、ビッグレスキューなどライフラインの応急復旧のための実働訓練を実

施し、応急復旧体制の充実に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 上水道対策 

市は、上水道について、近隣市町などとの相互応援協定の締結の拡大と、既に締結されている協定も新た

に見直すとともに、実践的な対応が可能となるような応援受入れや、復旧活動のマニュアルを作成します。 

また、復旧用資機材の備蓄強化を進め、災害時には医療機関や社会福祉施設、避難所など防災上重要な建

築物が配置されている地域から、早期に復旧するよう対策を進めます。 

 

２ 下水道対策 

市は、下水道について、具体的な復旧活動のマニュアル整備や近隣市町などとの広域的な支援体制の充

実、復旧用資機材の備蓄強化を進め、災害時には早期に復旧するよう対策をさらに進めます。 

 

３ 電気及びガス対策 

電気及びガス事業者は、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、各事業者において、被災地域の市

民に復旧状況や安全確認についての広報を徹底するとともに、各事業者間や市災害対策本部などとの相互

の情報連絡体制を整備し、連携を図りながら復旧するよう対策を進めます。 

 

４ 通信サービス対策 

ＮＴＴ東日本は、避難場所に、被災者が利用する災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置に努めま

す。また、ＮＴＴドコモは、避難場所、現地災害対策本部機関等への携帯電話の貸し出しに努めます。 

通信設備を収容するＮＴＴ東日本、ＮＴＴコミュニケーションズ及びＮＴＴドコモのビルは、通信ネッ

トワークの信頼性向上のため、伝送路のループ化・多ルート化、交換機の複数分散設置、有線伝送路のと

う道への収容等の対策を行っています。また、停電時には予備の蓄電池が作動し、その後非常用発電機や

移動電源車によりバックアップを行います。 

災害時には、防災関係機関等の重要通信を優先的に確保するため、一般加入電話については利用制限等

を行います。 

被災地へ向かう安否確認のための通話等が増加し、被災地へ向けての通話がつながりにくい状況（輻

輳）になった場合、安否確認等の情報を円滑に伝達できるよう、ＮＴＴ東日本では災害用伝言ダイヤル

「171」等を、携帯電話事業者等の電気通信事業者は災害用伝言板の運用を開始します。 

なお、提供条件等は報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じて周知します。  
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第 13節 災害廃棄物等の処理対策 

 

[現状] 

○ 県は、災害により発生する廃棄物、被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物及びし尿の処理に関

し、平成 29年に「神奈川県災害廃棄物処理計画」及び「神奈川県災害廃棄物処理業務マニュアル」をそ

れぞれ策定し、災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の推進を図ってきました。市においても、災害廃棄物

等処理計画の策定など、対策に努めます。 

○ 市は、横須賀市、鎌倉市、逗子市及び葉山町と３市１町により、一般廃棄物の処理に関する災害時等相

互援助協定を締結しています。 

○ 市は、令和元年９月２日に（公社)神奈川県産業資源循環協会と「地震等大規模災害時における災害廃

棄物の処理等に関する協定書」による協定を締結しています。 

○ 市は、令和２年４月１日に三浦市一般廃棄物協同組合と「地震等大規模災害時における災害廃棄物の

処理等に関する協定書」による協定を締結しています。 

 

[課題] 

○ 災害廃棄物等は一般廃棄物であるため、原則として市が処理を行うため、その基本となる災害廃棄物

等処理計画を策定する必要があります。 

○ 大規模災害発生時など、市単独での対応が困難な場合を想定し、市域を超えた広域的な災害廃棄物の

処理体制を構築する必要があります。 

〇 がれきなど、産業廃棄物と同様の性状を有する災害廃棄物が多く発生することが想定され、産業廃棄

物処理事業者など民間事業者との連携体制を構築する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、災害廃棄物等の処理に係る基本方針や実施体制を定めた災害廃棄物処理計画を策定することな

どにより、発災時に災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための体制整備に努めます。 

 

[主な事業]  

１ 協力体制の構築 

市及び県は、市における相互援助体制や民間事業者団体等との連携体制の検討・見直しを行います。 

 

２ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 

 市は、災害廃棄物処理計画の策定・見直しを行うとともに、仮置場候補地の確保に努めます。 

 

３ 一般廃棄物処理施設の浸水対策 

 市は、一般廃棄物処理施設の浸水対策等を図るとともに、施設を稼働するために必要な備蓄資機材の確

保・充実を図ります。 
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第 14節 広域応援体制等の拡充 

 

[現状] 

○ 市は、発災時における人的、物的資源を確保するため、日頃から自衛隊、海上保安庁との連携、近隣自

治体との相互応援に関する協定の締結及び訓練の実施、民間関係機関との業務協定の締結、緊急通行車

両の事前届出、医薬品、食料、生活必需物資等の調達に関する関係機関との協定締結等を実施していま

す。 

また、姉妹都市の長野県須坂市と災害時の相互応援に関する協定を締結しています。 

○ 県及び市は、大規模な災害が発生し、被災市町村単独では十分な応急対策や復旧対策が実施できない

場合に備え、「災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定」を締結し、地域県政総合

センター単位の地域ブロック内の市町村間及び地域ブロック相互間の協力体制を強化し、県と連携した

被災地域への応援体制を整備しています。 

○ 県では、厚木市内に整備した県総合防災センターを災害活動中央基地として、救援物資、協定物資の受

入れ、配分等を行うとともに、応援機関要員の待機場所として活用することとしており、その分散、補

完施設として、広域防災活動備蓄拠点を小田原市の小田原合同庁舎、茅ヶ崎市の衛生研究所、横須賀市

の鎌倉三浦地域児童相談所に設置しています。 

また、地域の救援等の前線基地として、県内８箇所に応急活動用資機材等を整備した広域防災活動拠

点が設置されています。 

○ 市は、自衛隊、警察及び消防等の応援部隊の広域応援活動拠点として、県立三浦初声高等学校を確保す

るなど、多様な被災場面を想定した広域応援体制の拡充に努めています。 

○ 国では、全国の地方公共団体の人的資源を活用して被災市区町村を支援するための応援職員派遣 

の仕組みとして、被災市区町村応援職員確保システムを整備しています。 

 

[課題] 

○ 災害時における広域的な応援は、救援・救護、応急・復興対策に多大に貢献するものと期待されていま

す。しかし、広域応援が効率的に機能するためには、応援に来る機関職員の受入体制が重要な要素とな

ります。 

○ 大規模災害時には、各関係機関による「救助・救急・消火」、「医療・救護」、「支援物資」等の多岐

にわたる支援が長期間実施されます。関係機関の応援は、発災直後から実施され、被災自治体は混乱の

中で、応援機関・部隊との調整等が必要となるため、県と市町村が連携した被災地域への応援体制の充

実を図るとともに、迅速かつ円滑に他機関からの応援を受けられる、受援体制を整備する必要がありま

す。 

  また、長期にわたる応援が実施された場合に備えて、その活動を支えるための後方支援を充実させる

必要があります。 

○ 自衛隊、海上保安庁等が円滑に応援活動を実施できるように平常時から訓練等による連携を図ってお

くことが必要です。 

○ 広域応援活動が円滑に進むためには、応援の拠点となる施設について、その役割に応じた機能の充実

が必要であるとともに、あらかじめ、発災時における連携方策を構築しておく必要があります。 

○ 防災対策の推進に当たっては、防災関係機関との一層の連携強化が必要であるとともに、より幅広い

連携が必要となっています。 

○ 国によるプッシュ型支援や、平成 30 年 3 月に制度化された国の被災市区町村応援職員確保システム

が定着しています。こうした支援を円滑に受け入れるためには、県が市町村のニーズの把握や関係機関

との調整など、総合調整機能を発揮し、迅速に対応する必要があります。 

○ 改正災害救助法を踏まえ、県は、資源配分計画に基づき、県域全体で公平に物資等の供給が実施できる

よう、広域的な観点から調整を行う必要があります。そのため、災害対策本部における資源配分調整体

制、現地災害対策本部を通じた情報収集体制など、総合調整機能を高める体制整備を進める必要があり

ます。 
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[取組の方向] 

○ 災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、市は、応急活動及び復旧活動に関し、各

関係機関において相互応援の協定を締結するなど、平常時から連携強化に努めます。なお、相互応援協

定の締結に当たっては、近隣の自治体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠

方に所在する自治体との間の協定締結も考慮します。 

○ 市は、応援機関とともに訓練を実施し、計画の検証を行っていきます。 

○ 市は、応援機関が必要とする機材、器具等の整備を進めます。また、他県等への支援の経験を活かして

本市の広域的応援の円滑な受入れのための受援体制のさらなる充実を図ります。 

〇 市は、平時から、防災関係機関との「顔の見える関係」の構築を図ります。 

 

[主な事業] 

１ 広域応援の受入体制等の強化 

⑴  市は、ヘリコプター等により上空から重要拠点や被災場所を把握できるよう、主な施設の屋上への施

設名の表示に努めます。 

⑵  市は、県及び防災関係機関とともに、情報の共有、広域応援部隊や応急活動用備蓄資機材の被災市町

村への配分方法や部隊の効率的運用方法等について検討していきます。 

⑶  市は、広域応援活動拠点への広域応援部隊の円滑な受入れのための設備の整備を進めます。 

 

２ 応援機関との連携の強化 

⑴  市は、自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう、連絡体制の充実と具体的な要請内容を想定した訓

練を実施します。 

⑵ 市は、平時から、防災対策の検討などを通じて、「顔の見える関係」を構築するとともに、連携した訓

練などにより、持続的な連携体制の強化を図ります。 

  

３ 市町村との応援体制の強化 

⑴  市及び県は、大規模な災害が発生し、被災市町村単独では十分な応急対策や復旧対策が実施できない

場合に、地域県政総合センター単位の地域ブロック内の市町村間及び地域ブロック間で相互に連携し、

迅速かつ的確な対応ができるよう、一層の連携強化を図るとともに、訓練等の実施を通じ、体制の検証を

行います。 

⑵ 市は、他の市町村を迅速に応援できるよう応援体制を整備します。 
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第 15節 市民の自主防災活動の拡充 

 

[現状] 

○ 本市では、 令和２年４月１日現在、消防団が１本団、12 分団（定員 225 名）により組織され、また、

自治会などの自主防災組織が 54 組織あり、消防機関と協力して各種防災活動を積極的に展開していま

す。 

○ 平成 25年の災害対策基本法の一部改正により、市町村内の一定の地区内の住民や事業者が、地区にお

ける防災力の向上を図るため、訓練や物資などの自発的な防災活動に関する計画を、地区防災計画の素

案として、市防災会議に提案することができるようになりました。 

 

[課題] 

○ 大規模災害発生時においては、公助による応急活動に限界があり、「自助」・「共助」による対応が重

要となることから、地域の防災力の向上を図る必要があります。 

○ 災害時においては、火災予防活動、消火、被災者に対する救援活動などに市民、消防団、自主防災組織、

地域防災委員が大きな役割を果たし、その重要性が再認識されていますが、本市の場合、自主防災隊員

及び消防団員の高齢化、あるいは被雇用者が多いことなど、消防団員の確保が困難で活動力の低下が懸

念される地域があります。 

○ 東日本大震災においては、地域の人々の呼びかけにより津波からの避難を行っており、多くの尊い命

が救われました。このことから地域の防災リーダー等の育成が再認識されています。一方で、住民の避

難誘導を行っていた消防団員が津波に巻き込まれ、犠牲となったケースが多発し、活動時における安全

確保が課題となっています。 

 

[取組の方向] 

○ 市民の一人ひとりが「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る」という「自助」[共助]の考え方

を持つことが大切であるため、市は県とともに、こうした自主防災意識の向上及び自主防災活動の条件

整備の向上に努めます。 

○ 市は、自主防災組織の育成・強化を図り、消防団とこれらの組織との連携等を通じて地域コミュニティ

の防災体制の充実を図るものとします。また、研修の実施などによる防災リーダーの育成、多様な世代

が参加できるような環境整備などにより、これらの組織の日常的な活動や訓練の実施を促します。その

際には、女性の視点が取り入れられるよう、女性参画の促進に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 市民等への周知等 

⑴ 市は、県や防災関係機関と協力して、市民自らが実施する防災対策として、最低３日分、推奨１週間分

の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品(救急箱、常備薬、懐中電灯、

ラジオ、乾電池等)の準備、消火器、風呂への水の確保等火災予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動

についてのルールづくり、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等、家庭での予防・安全対策・災

害時行動について周知徹底を図ります。 

⑵  市及び自主防災組織等は、大規模災害を想定した広域防災訓練、市総合防災訓練、地域コミュニティ

レベルで多様な場面を想定した防災訓練を実施し、平常時から地域での防災意識や連帯意識の高揚を図

り、災害発生時に市民の役割が明確になるよう努めます。あわせて、防災資機材の利用方法などの習熟に

努めます。 

 

２ 自主防災組織の育成 

⑴ 市は、自主防災組織の育成、強化を図るため、県の支援を得たリーダー研修等に努めるとともに、必要

な防災資機材等の整備に努めます。 

⑵ 市は、自主防災組織の育成にあたっては、女性の視点が取り入れられるよう、組織への女性参画の促進

に努めます。 
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⑶ 一定の地区内の自発的な防災活動に関する地区防災計画について、住民等から素案の提案があった場

合で、必要と認められるときは、市地域防災計画の中に位置付けます。 

 

３ 消防団の機能強化 

⑴  市は、消防団への入団を勧めるため、県と協力し、市民や事業者に対し、地域防災や消防団活動の重要

性に関する普及啓発に努めます。 

⑵  市は、消防団員の確保及び防災資機材等の整備を進め、消防団の充実強化に努めます。 

 

４ 事業所等の防災体制の確立等 

⑴  事業所は、災害時の事業所の果たす役割(生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生)を十分に認識し、各事業所において災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）を策定・運用するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐浪

化、予測被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足

への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの防災活

動の推進に努めます。 

⑵  市は、災害時における来客、従業員に対する安全確保、地域防災活動への協力、さらには経済活動の維

持等を目標とした事業所ごとの防災マニュアルや業務継続計画（ＢＣＰ）の作成、施設及び設備の耐震化

や機能の分散化、防災資機材や食料等の備蓄など防災体制の確立、各種訓練の実施を地域の経済団体と協

力して周知・徹底します。 

⑶ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法（平成９年法律第 123 号）等の関係法令等に基

づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成します。その際、状況により、施設

利用者の家族等に対して必要な事項の周知を図ります。 

⑷ 社会福祉施設等の管理者または所有者は、介護保険法等の事業法等に基づき、自然災害からの避難を

含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとします。また、入所者のケアなど災害時でも業務を

中断することができないことから、業務継続計画（ＢＣＰ）の作成に努めます。 

  

５ 自主防災組織の編成基準 

⑴  自主防災組織の編成 

ア 区の実情に合った部隊編成 

イ 隣組３～10組で１部隊（指導・情報班、初期消火班、避難誘導班、救護・給食班）の編成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災委員長 

第 分隊長 
防災委員会 

第 分隊長 防災隊長 

（防災委員会） 

１ １ブロック（３隣組単位、50 世帯程度）毎に防災委員会を互選により置く。 

２ 防災委員会の委員は、区役員又は消防団員としての経験者が望ましい。 

３ 防災委員の任務 

⑴ 風水災害発生時の救助指導（要配慮者支援・初期消火・救出など） 

⑵ 防災組織の動員 

⑶ 風水災害情報の収集（デマに惑わされず市民に知らせる。） 

⑷ 風水災害の組織について市民への周知 

⑸ 訓練（年２回程度の風水害訓練実施の推進） 

⑹ 各家庭に避難袋などを準備するよう呼び掛ける。 

⑺ 防災資機材などの設置推進 

⑻ がけ崩れ等危険個所の把握 
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⑵ 自主防災組織の部隊編成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 自主防災組織の規約 

自主防災組織を運営するにあたり基本的な事項については、規約を設けて明確にします。 

 

６ 自主防災組織の活動基準 

⑴ 平常時の活動 

ア 防災知識の普及 

災害への備えと災害時の的確な行動がとれるよう、集会等を利用して防災に対する正しい知識の普及

を図ります。 

イ 防災訓練の実施 

災害発生に備えて繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得します。 

訓練の種類は、情報収集伝達訓練、消火訓練、避難訓練、救出救護訓練、炊き出し訓練、総合訓練と

し、地域の特質を考慮した内容で実施します。 

ウ 防災点検の実施 

家庭及び地域において、期日を定めて一斉に防災点検を実施します。 

エ 一時避難場所、避難地、避難所、避難路の確認をします。⑵  災害時の活動 

ア 情報の収集伝達 

市及び他の公的機関からの情報を地域内住民に的確に伝達し、市民の不安感を取り除くとともに、地

域内に発生した被害の状況を市等に報告し、的確な応急活動を実施します。 

特に、避難行動要支援者には避難行動要支援者支援マニュアルに基づき的確に伝達できる体制の整備に

努めます。 

このため、あらかじめ以下の事項を定めておきます。 

(ｱ) 連絡をとる防災関係機関 

(ｲ)  防災関係機関との連絡手段 

(ｳ)  地域住民に連絡するルートと責任者 

イ 出火防止及び初期消火 

家庭に対しては、避難時にブレーカーを落とす、感震ブレーカーの導入を勧めるなど、災害発生時ま 

たは避難時における出火防止を呼び掛けるとともに、火災が発生した場合は相互に協力して初期消火

及び周囲への声掛けを行います。 

 

ウ 救出救護活動の実施 

編成 班長１名、班員２～５名 

任務 １ 防災隊長への報告、各班との総合調整 

   ２ 情報の収集・伝達 

   ３ 関係機関への連絡 

編成 １ 班長１名、班員若干名（実情に合った人員） 

   ２ 消防団経験者が望ましいが、いつも家にいる者をあてる。 

任務 １ 消火器・水バケツ等による初期消火 

   ２ 消火栓直結による放水 

編成 １ 班長１名、班員若干名（実情に合った人員） 

   ２ 男子、女子混成が必要 

任務 １ 避難行動要支援者及び区民を安全な場所に誘導する。 

編成 １ 班長１～２名、班員若干名（実情に合った人員） 

   ２ 男子、女子混成が必要 

任務 １ 負傷者の救出救護、医療機関への搬送 

２ 給食・給水活動 

指導・情報班 

初期消火班 

避難誘導班 

救護・給食班 

第 
 
 

分
隊
長 
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がけ崩れ、建物の倒壊等で負傷者が発生したときは、速やかに 119 番通報し、到着までの間には、

自らに危険の及ばない範囲において、救出活動を実施します。負傷者に対しては、応急手当を実施する

とともに医師の手当てを必要とする場合は、救護所へ搬送します。 

エ 避難の実施 

避難情報が発令されたときは、市民に対し周知徹底を図り、迅速に避難場所へ誘導します。避難の実

施に際しては、次のことに留意します。 

(ｱ) 誘導責任者は、火災、落下物、危険物、がけ崩れ等がないか確認しながら誘導します。避難路は、

あらかじめ検討しておいた避難路によるが、状況に応じ適切な判断により、より安全なルートを選

択します。 

(ｲ) 携帯品は、必要最小限の物とするよう指導します。 

(ｳ) 避難行動要支援者に対しては、他の市民の協力を要請し、円滑に実施されるように配慮します 

オ 給食、物資の配布 

避難所において又は援助を必要とする者がある時において、必要品目、必要数の把握、自主調達、市

民への配布を行い、市の実施する救援活動に協力します。 
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第 16節 災害救援ボランティア活動の充実強化 

 

[現状] 

○ 県内では、大規模災害の発生に備えて、「神奈川災害ボランティアネットワーク」をはじめ、多くのボ

ランティア団体が活動しています。 

 

[課題] 

○ 大規模災害時には、全国から多くのボランティアやＮＰＯ、ＮＧＯが被災地支援に駆けつけますが、迅

速な受入体制の整備、被災地の細かなニーズの把握、一般ボランティアと専門ボランティア・ＮＰＯ・

企業等との連携強化、育成したボランティアの活用、ボランティア団体の活動に必要な資機材・活動資

金の確保等が課題となります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、地域の実情に応じて、平常時から、災害救援ボランティア団体や地域住民等との連携の促進を図

ります。 

○ 市は、災害時における市民ボランティア活動及び他都市からの救援ボランティアの受入れ等を目的に、

三浦市社会福祉協議会と「災害時におけるボランティア活動等に関する協定」を締結し、各種災害ボラン

ティア団体の活動拠点となる、災害ボランティアセンターを、三浦市総合福祉センターに設置すること

を位置付けています。 

○ 県及び市は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修制度、災害時におけ

る防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安

全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や

訓練を通じて推進するものとします。 

○ 県及び市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂

の撤去等に係る連絡体制を構築し、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法

等に係る広報・周知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に努めます。 

 

[主な事業] 

１ 災害救援ボランティア受入体制の整備 

⑴  市は、三浦市社会福祉協議会の協力のもと、災害ボランティアセンターを開設し、災害救援ボランテ

ィアの受入体制及び活動環境の整備、ボランティアニーズの把握及び各ボランティア団体への情報提供

等について定めます。 

⑵  市は、県との協力のもと、災害時にボランティアの活動拠点となる場所や必要な資機材の確保に対する

便宜の提供に努めます。 

 

２ ネットワークづくりの推進 

市は、平常時から、災害救援ボランティア団体や地域住民等との協働による災害救援ボランティアセ 

ンターの設置・運営の訓練の実施等を通じて、発災時を想定した連携協力体制づくりに努めます。 

 

３ 人材の育成と活用 

市は、災害時にボランティアが円滑に活動できるよう、平常時における登録、研修、災害時における 

活動の受入窓口、その活動の調整方法等の体制整備を図ります。 

 

４ マニュアルの作成等 

⑴  市は、大規模な災害が発生した際に、県内外から駆けつける多くのボランティアを円滑に受入れ、効

果的な支援活動が展開できるよう、社会福祉協議会等と協働して、災害時におけるボランティアセンタ

ーの運営等に関するマニュアル等の作成に努めます。 
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第 17節 防災知識の普及 

[現状] 

○ 市は、防災講演会・総合防災訓練の開催、各地区の防災訓練等における防災講座の実施、各種普及啓発

資料の作成・配布等を通じて、市民に対する防災知識の普及を図っています。 

○ 市内事業者等に対しては、自衛消防組織等の整備など、企業防災についての啓発を行ってきました。 

 

[課題] 

○ 大規模災害発生時においては、公助による応急活動に限界があり、｢自助｣・「共助」による対応が重要

となることから、市は、様々な機会を通じて防災知識の普及に努め、市民の防災意識の向上を図ること

が必要です。 

○ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告など、避難に関する情報について、周知徹底を図る必要があり

ます。 

○ また、避難生活を行う上での健康管理に関する知識の普及も必要です。 

○ 市及び防災関係機関の職員に対して、防災教育を通じて、平常時から災害時における業務の習熟を図

ることが必要です。 

○ 事業所の自主防災の徹底を図るとともに、危険物を有する施設、福祉・医療施設など防災上重要な施設

の管理者に対する防災意識の高揚を図ることが必要です。 

 

[取組の方向] 

○ 避難情報の発令基準について、市民、職員及び防災関係機関に周知徹底します。 

○ 市及び防災関係機関は、職員に対して災害時における役割、行動についてより一層の周知徹底を図り

ます。 

○ 市は、事業所の自主防災体制整備についての周知徹底を図るとともに、危険物施設従事者や福祉・医療

施設職員等に対する防災研修を進め、防災対策の充実を図ります。 

○ 市は、避難情報の種類、発令基準、発令時に市民がとるべき行動等について、周知徹底を図ります。 

○ 県及び市は、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等

についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住

民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を図ります。 

○ 県及び市は、防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、５段階の警戒

レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるような取組を推進

します。 

 

[主な事業] 

１ 市民等への防災知識の普及 

⑴ 市民への防災知識の普及 

市は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関する調査

分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲覧できる

よう公開に努めます。 

⑵ 家庭における身近な防災対策等の普及 

ア 市は、県や防災関係機関と協力して、市民自らが実施する防災対策として、最低３日分、推奨１週間

分の食料・飲料水等の備蓄、非常持出し品（救急箱、常備薬、懐中電灯、ラジオ等）の準備、住宅用火

災警報器、消火器、風呂への水の確保等火災予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動についてのルー

ルづくり、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等家庭での予防・安全対策、災害時行動につい

ての周知徹底を図ります。 

イ 市及び県は、横浜地方気象台と連携して竜巻等の突風災害について、竜巻注意情報等の意味や内容、

被害の特徴、身の守り方などの普及・啓発を行います。 
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ウ 市は、地域防災的見地からの防災アセスメント※ を行い、地域住民の適切な避難や防災活動に資す

る防災マップ、災害時の行動マニュアル等をわかりやすく作成し、住民等に配布するとともに、研修を

実施する等防災知識の普及啓発に努めます。 

⑶ 帰宅困難者に関する普及啓発 

  市及び県は、大規模災害発生直後においては、救助・救急、消火及び緊急輸送などの応急活動を迅速に

行う必要があることから、帰宅困難者の発生を抑止するため「むやみに移動しない」という基本原則の市

民、事業所、学校、関係団体などへの周知を図り、対応の徹底を促します。 

⑷ 市は、水防、土砂災害防止、道路災害防止に関する総合的な知識の普及を図るため、「防災週間」（8

月 30日～9月 5日）、「水防月間」（5月 1日～5月 31日）、「土砂災害防止月間」（6月 1日～6月 30

日）等を通じ、県及び防災関係機関と協力して各種講演会、イベント等を実施します。 

⑸ 市は、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動の普及のため、「防災とボランティアの

日」（1 月 17 日）及び「防災とボランティア週間」（1月 15日～1月 21日）において、県及び防災関係機

関と協力して講演会、講習会、展示会等の行事を実施します。 

また、県は、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、自然災害によるリ

スク情報の基礎となる防災地理情報を整備するとともに、分かりやすく発信します。 

 ※  防災アセスメントとは、災害誘因（地震、台風、豪雨等）、災害素因（急傾斜地、軟弱基盤、危険物施

設の集中地域等）、災害履歴、土地利用の変遷などを考慮して総合的かつ科学的に地域の災害危険性を把

握する作業のことです。 

 

２  事業所等の防災体制の確立等 

⑴  事業所は、災害時の事業所の果たす役割(生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生)を十分に認識し、各事業所において災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）を策定・運用するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐浪

化、予測被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足

への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの防災活

動の推進に努めます。 

⑵ 社会福祉施設等の管理者等は、介護保険法等の事業法等に基づき、自然災害からの避難を含む非常災

害に関する具体的計画を作成するものとします。また、入所者のケアなど災害時でも業務を中断するこ

とができないことから、業務継続計画（ＢＣＰ）の作成に努めます。 

⑶  市は、災害時における来客、従業員に対する安全確保、地域防災活動への協力、さらには経済活動の維

持等を目標とした事業所ごとの防災マニュアルや業務継続計画（ＢＣＰ）の作成、施設及び設備の耐震化

や機能の分散化、防災資機材や食料等の備蓄など防災体制の確立、各種訓練の実施を地域の経済団体と

協力して周知・徹底します。 

 

３  学校、社会福祉施設等における防災教育の推進 

⑴  小・中学校は、防災教育指導資料や津波防災に関する指導資料等を活用し、防災教育を進めます。 

⑵  社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や利用者に対して、風水害等災害に関する基礎知識や災害 

時対応について、理解や関心を深めるため、防災教育を推進します。 

 

４  職員に対する研修 

⑴ 市は、職員に対して、災害時における参集、配備及び応急活動における役割等を周知するとともに、専

門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成を図るため、防災研修、防災講演会等により防災教育を

行います。 

⑵  市は、災害時に感染症が発生した場合の対応について、職員に対して様々な被災場面を想定した研修

等を実施します。 
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第 18節 防災訓練の実施 

 

[現状] 

○ 市は、大規模災害等の発生を想定して、毎年、防災関係機関及び市民その他関係団体の協力を得て、通

信、参集、本部運営、消防、災害警備、避難、救助、応急復旧等さまざまな形態の個別訓練を基礎とした

各種の訓練を総合的に実施しています。 

○ 市は、災害時応急活動を迅速かつ的確に行うため、大規模災害の発生等を想定した各種対策本部の運

営訓練や職員の緊急参集訓練、津波対策訓練、防災気象情報等の情報受伝達訓練及び図上訓練等を実施

しています。 

○ 市は、通年、自主防災組織や防災関係機関等と連携し、地域密着型の防災訓練を実施しています。 

 

[課題] 

○ 様々な災害や地域の特性を想定した多様で実践的な訓練を実施し、地域住民の主体的な参加を求める

とともに、市、県、防災関係機関、事業所、地域住民、ＮＰＯ・ボランティア等の連携により防災力の向

上を図る必要があります。 

○ 要配慮者に配慮した防災訓練を実施し、災害時における要配慮者の安全が確保される体制づくりが必

要です。 

○ 複合災害など、多様な場面を想定した職員の緊急参集訓練、図上訓練等を積み重ね、職員の防災業務に

対する習熟を図る必要があります。 

○ また、各種防災訓練の成果を着実に蓄積するには、訓練目的の明確化や目的達成に必要な具体的な訓

練実施項目の設定など適切な訓練の管理を行うとともに、市災害対策本部と県災害対策本部、県現地災

害対策本部との連携を図ることも大切になります。 

○ 国のプッシュ型支援や被災市区町村応援職員確保システムの定着化、災害救助法の改正を受けて策定

した資源配分計画に基づく配分調整など、新たな動向に対応できるよう、現地災害対策本部の新たな役割

を踏まえた訓練や、災害対策本部の運営訓練の充実により、対応力を強化する必要があります。 

 

[取組の方向] 

○ 市は、地域防災計画の習熟、防災関係機関との連携強化及び情報の共有化、さらには事業所、市民の防

災意識の向上等を図るため、大規模災害を想定した防災訓練を実施します。 

○ 市は、夜間等様々な条件を想定し、地域や職場、学校等と協調した、きめ細やかな訓練を定期的に実施

するとともに、関係機関との訓練とも協調し、災害発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方

法等の習熟を図ります。 

○ 市は、発災時における迅速、的確な災害対策本部活動を実施するため、その意思決定から現地での救

助、救援など一連の応急活動を対象とした総合防災訓練を実施します。 

また、各地域における発生の可能性の高い災害を想定した訓練、地域防災計画、各種マニュアル、応

援協定や地域の防災関係施設の有効性の検証を目的とした訓練など、実践的な訓練の実施により地域住

民や防災関係機関の対応能力の向上を図ります。 

○ 市は、明確な訓練目的と具体的な訓練実施項目の設定、訓練目的達成のための実践的、合理的な訓練実

施要領の作成、確実な訓練実施結果の分析と次期訓練への反映、訓練基盤の整備など、適切な訓練の管

理及び着実な成果の蓄積により防災力の向上を図ります。 

○ 市は、応援機関とともに訓練を実施し、広域応援体制の在り方の検証を図っていきます。 

 

[主な事業]   

１ 多様な訓練の実施 

⑴  市は、地域の実情を踏まえ、大規模災害を想定した広域防災訓練や市域、コミュニティレベルで多様な

場面を想定した防災訓練を実施します。 

⑵ 不特定多数が利用する施設、要配慮者、災害発生時や避難時の男女双方のニーズや視点等に十分配慮
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した訓練を実施します。⑶  市及び防災関係機関は、様々な場面を想定した災害対策本部の運営訓練、

情報受伝達訓練、職員の緊急参集訓練や図上訓練を重ね、非常時に臨機応変に対応できるよう努めます。 

 

２ 実践的な訓練の実施 

市及び防災関係機関は、積極的かつ継続的に防災訓練を実施します。実施に当たっては、訓練の目的を設

定した上で、その被害の想定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練効果が得られるように訓

練参加者、使用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自身の判断

も求められる内容を盛り込むなど実践的な訓練となるよう努めます。 

   また、訓練後には、訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うととも

に、次回の訓練に反映させるよう努めます。 

 

３  広域応援機関と連携した訓練の実施 

  市は、横須賀市消防局及び県と協調して緊急消防援助隊の対応訓練を実施します。 

 

４  地域特性に応じた訓練の実施 

⑴ 市及び県は、協調して参集訓練や広域応援活動訓練等を関係機関や地域の防災組織等と連携して実施

します。 

⑵ 市は、関係機関の協力を得て、帰宅困難者用の一時滞在施設の迅速な開設、開設状況の広報、運営管理

のための訓練を実施します。 

⑶  市は、特に災害発生時の初期対応の徹底を図るため、自主防災組織育成基本方針に定める情報収集・

伝達、避難、救出救護、消火訓練を重点的に実施します。 
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第 19節 災害救助実施体制の充実 

 

【現状】 

○ 避難所運営や救援物資の提供などの災害救助は、災害対策基本法に基づき、基本的には市町村が主体と

なって実施しますが、被害が複数市町村にまたがるような大規模災害が発生した場合は、県が災害救助法

を適用し、県が救助の実施主体となり、市町村は県の補助機関として、又は県が事務委任をして、市町村が

救助を実施する体制となります。 

○ 災害時に市町村と連携して円滑に災害救助が実施できるよう、平成 30 年 11 月に、市町村への事務委任  

に関する事前の取決めを策定し、県が行う事務、市町村に委任する事務を明確にしました。 

 

〔災害救助事務の委任に関する事前の取決め〕 

救助の内容 実施期間 

１ 避難所の設置 市町村 

２ 応急仮設住宅の供与 県・市町村 

３ 炊き出しその他による食品の供与 市町村 

４ 飲料水の供与 市町村 

５ 被服、寝具その生活必需品の供与、貸与 市町村 

６ 医療、助産 県・市町村 

７ 被災者の救出 市町村 

８ 被災した住宅の応急修理 市町村 

９ 学用品の供与 市町村 

10 埋葬 市町村 

11 死体の捜索 市町村 

12 障害物の除去 市町村 

※上記を基本に、災害の規模・態様及び地域の特性等により、委任する事務の範囲を調整する。 

 

 

○平成 30年６月、災害救助法が改正され、内閣総理大臣の指定により政令指定都市が、救助実施市として  

救助の実施主体となれることとなり、本県の３つの政令指定都市は、平成 31年４月、救助実施市に指定  

されました。 

○救助の実施主体が複数になることで、県内で公平な救助を実施することが課題となるため、同法改正で、  

適切で円滑な救助を実施するため、県が救助実施市や関係機関との広域調整を行うことが明記されまし  

た。県はこの法改正を受け、平成 30年 12月に県の広域調整の下で災害救助を実施するための資源配分  

計画を全国に先駆けて策定し、本計画に基づき災害救助を実施することに関して、３政令指定都市と覚 

書を締結しました。 

○資源配分計画では、県の地震被害想定に基づく資源配分の目安や災害対策本部に資源配分連絡調整チー   

ムを設置して配分調整を行うこと、災害救助に係る連絡会議を設置し、平時から関係機関の連携を確保  

することなどを定めています。 

○なお、医療や応急仮設住宅など、資源配分のための個別計画がある分野は、それぞれの計画に従い対応し  

ます。応急仮設住宅に関しては、平成 30年 12月に応急仮設住宅に関する資源配分計画を策定していま  

す。 

○応急仮設住宅に関する資源配分計画では、資源配分の対象、資源の事前配分、建設型応急仮設住宅の設置  

計画の事務オペレーション、特別基準の協議などについて定めています。 

○建設型応急仮設住宅の事前配分では、発災後速やかに建設に着手するため、関係団体において発災１ヵ  

月後までに供給可能な建設戸数について、人口割合に応じた配分戸数を設定しています。 
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【課題】 

○ 大規模災害時に円滑に災害救助を実施するためには、資源配分計画に基づき、県の広域調整権のもと

で、救助実施市や国、物資の供給や輸送、保管などを担う民間団体と連携して対処することが重要であ 

り、そのための連携体制を平時から確保しておく必要があります。 

○ 救助実施市以外の市町村に対しては、事務委任の事前の取決めに基づく救助の実施体制を確保す 

るほか、県と救助実施市が連携して市町村を支援する体制を整える必要があります。 

○ 市町村支援の体制強化として、市町村の被災状況や支援ニーズを迅速に把握し、県内外からの応 

援につなげるための県の体制を充実させる必要があります。 

○ 災害救助の実務について、県、市町村職員の対応力を強化する必要があります。 

 

【取組の方向】 

○ 市は、災害救助に係る連絡会議等を通じて、国や救助実施市、物資や応急仮設住宅の供給、輸送、保 

管を担う事業者、医療関係団体などとの顔の見える関係づくりに取り組みます。 

○ 災害対策本部に設置する資源配分連絡調整チームの運営や市町村への応援活動が円滑にいくよう、運

営マニュアルの整備・充実を図り、研修や訓練を充実させます。 

○ 県は、被災市町村に近い現地災害対策本部が災害対策本部を補完することで一元的に情報収集を行う

体制の充実を進めます。 

○ 県は、災害救助の実務や各救助内容の専門的な知識やノウハウの習得を図るための県・市町村職員向

けの研修の充実を図ります。 

 

【主な事業】 

１ 災害救助の実施体制の確保 

○ 県と救助実施市は、災害救助法の規定に従い、災害救助基金の整備と運用を図るほか、災害救助の実施 

体制の整備に努めます。  

 

２ 関係機関との連携確保 

○ 本市への支援を円滑に行うため、物資等の供給や輸送、保管等に関して、民間団体等との協定の充実を 

進めます。  

○ 災害救助に係る連絡会議や、国や救助実施市、協定事業者が連携した研究会を通じて関係機関の連携 

体制の一層の強化を図ります。 

 

３ 災害救助の運用体制の充実 

○ 市は、災害救助の事務手続きや、避難所や物資拠点の運営など、災害救助の実務に関する研修を実 

施し、県や市職員の対応力強化を図ります。 
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第３章 災害時の応急活動対策 
 

○ 風水害については、気象・水象情報の分析により災害の危険性をある程度予測することが可能なこと

から、被害を軽減するためには、気象庁等からの警報等の情報の伝達、適切な避難誘導、災害を未然に防

止するための水防等の活動など、災害発生直前の対策が重要です。 

○ また、災害が発生した場合、発災直後の応急活動対策を適切に実施するため、被害規模等の概括的な情

報をいち早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するために不可欠です。 

市は、様々な種類の通信手段を活用し、被害の規模や程度を推定し、その情報に基づき災害対策本部設

置の判断をはじめ、県、防災関係機関と協力して速やかに応急対策を進めます。 

○ 応急対策活動の実施に当たっては、生命・身体の安全を守ることを最優先に、災害の拡大や再発の防止

といった二次災害の防止や、救助・救急、消火及び医療救護活動を進めます。 

○ さらに、避難所の設置等の避難対策、食料、水等の確保対策等の生活支援対策を進めるとともに、その

ための条件としての交通確保対策を県と共同して進めます。 

被災後の時間経過に沿ったライフラインの応急復旧活動、さらに被災地の社会的混乱や心理的動揺の

防止に向けて、正確な情報の提供や災害相談の実施等、時間的経過に沿った対策を進めます。 
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第１節 災害発生直前の対策  

 

風水害については、気象・水象情報の分析により災害の危険性をある程度予測することが可能なことから、

被害を軽減するためには、関係機関、報道機関を通じての情報の伝達、適切な避難誘導、災害を未然に防止

するための活動等災害発生直前の対策が極めて重要です。その際、要配慮者及び市民にとって、わかりやす

い情報伝達に努めます。 

また、避難勧告等の発令基準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、５段階

の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促します。 

 

１ 警戒及び注意の喚起 

⑴ 横浜地方気象台は、県内及び沿岸の海域において気象、洪水、高潮による災害及び被害の発生するお

それのある場合に原則として、市町村単位で警報又は注意報を発表し、市民や防災関係機関の警戒や注

意を喚起します。また、防災課へは県くらし安全防災局から直ちに県防災行政通信網を通じて伝達され

ます。 

 

○ 警報及び注意報 

横浜地方気象台が発表する警報及び注意報の種類及び運用の概要は、次のとおりです。 

特別警報は、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合に発表します。 

警報は、気象等の現象により、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合に発表します。 

また、注意報は、気象等の現象により被害が予想される場合に発表します。 

特別警報の種類は、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報、大雪特別警報、波浪特別警報及び

高潮特別警報です。 

警報の種類は、暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、大雪警報、波浪警報、洪水警報及び高潮警報です。 

なお、大雨警報発表中において大雨による土砂災害の危険度が高まり、より厳重な警戒が必要な場合

には、横浜地方気象台と神奈川県が共同で土砂災害警戒情報を発表し、土砂災害の警戒を呼びかけてい

ます。 

注意報の種類は、強風注意報、風雪注意報、大雨注意報、大雪注意報、濃霧注意報、雷注意報、乾燥注

意報、着氷注意報、着雪注意報、霜注意報、低温注意報、波浪注意報、洪水注意報及び高潮注意報です。 

 

○ 特別警報 

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警 

報を発表して警戒を呼びかけていました。平成 25年 8月から、これに加えて、この警報の発表基準をは

るかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別

警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けることになりました。 

 特別警報が対象とした現象は、18,000 人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津

波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000 人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」

の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成 23年台風第 12

号」の豪雨等が該当しています。 

 特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。

周囲の状況や市から発令される避難情報に留意し、直ちに命を守るための行動をとってください。 
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〔気象・高潮・洪水・波浪に関する警報・注意報の伝達系統〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 水防活動の利用に適合する警報及び注意報 

暴風雨、大雨、洪水、高潮により、重大な水害及び被害の発生するおそれがある場合に行うことになって

いる水防活動用の気象警報及び注意報は、１の大雨警報及び注意報の発表をもって代え、水防活動用の洪

水及び高潮に関する警報及び注意報は、１の洪水及び高潮に関する警報及び注意報の発表をもって代えま

す。 

 

○ 土砂災害警戒情報  

横浜地方気象台及び神奈川県は、大雨警報（土砂災害）発表中において、大雨による土砂災害発生の危険

度が高まり、より厳重な警戒が必要な場合に、市町村の防災活動や住民の避難行動を支援するため、土砂災

害警戒情報を市町村単位で発表します。 

土砂災害警戒情報は、気象業務法（昭和 27年法律第 165号）、災害対策基本法に基づき、横浜地方気象

台と神奈川県が共同で作成･発表するもので、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、市町村

長が行う防災活動や住民等への避難情報発令等の応急対応を適切に行うことができるよう支援すること及

び住民が自主避難の判断等に役立てることを目的としています。 

土砂災害警戒情報の発表基準は、大雨警報（土砂災害）の発表中、横浜地方気象台が作成する降雨予測に

基づいた指標が、あらかじめ定めた監視基準を超えるときとします。 

土砂災害警戒情報の利用に当たっては、個別の災害発生箇所、時間、規模等を詳細に特定するものではな

いこと、また、対象とする土砂災害は、技術的に予知･予測が可能な表層崩壊等のうち、土石流や集中的に

発生する急傾斜地の崩壊とし、深層崩壊や山体崩壊、地すべり等は対象としないということに留意する必

要があります。 

横 

浜 

地 

方 

気 

象 

台 

第三管区海上保安本部  

横須賀海上保安部  

 

船舶等  

神奈川県水産技術センター 漁船等  

ＮＨＫ横浜放送局  

市 

民  

等 

気
象
庁
予
報
部 

ＮＨＫ報道局  

 

ＮＴＴ  
三浦市  

県関係機関  

 

県くらし安全防

災局災害対策課  

三崎警察署  

 

県警察  

本部  

県水防本部（県庁県土整備局河川課）・県水防支部 

（無線通報等） 

（警報のみ） 

（放送） 

（放送） 

気 
 
 
 
 

象 
 
 
 
 

庁 

東京電力パワーグリッド㈱・日本赤十字社神奈川県本部 



79 

 

 

 

○ 地方海上警報 

気象庁予報部は、船舶の安全に資するため、神奈川県の沿岸を含む関東海域に対し地方海上警報を発表

します。 

発表された地方海上警報は、第三管区海上保安本部から無線通信により関係船舶へ通報します。 

 

○ 気象情報 

横浜地方気象台は、台風や大雨、大雪等の災害をもたらす気象現象が発生したとき、又は発生が予想され

るときは、必要に応じて市民や防災関係者に当該現象の状況や今後の見通し、及び防災上の注意事項等を

まとめ、気象情報として発表します。 

また、県内で数年に１回程度出現する記録的な短時間の強雨が観測された場合（運用基準は、１時間当

たりの雨量が 100 ㎜以上となった場合）には、「記録的短時間大雨情報」を発表して市民や防災関係者に

警戒を呼びかけます。 

発表した情報は、気象台から警報や注意報に準じて関係機関に通報します。 
 

○ 火災気象通報及び火災警報 

⑴ 火災気象通報 

横浜地方気象台は、県内の気象状況が火災の予防上危険であると認めたときは、次の基準により防災

情報提供システムを用いて県に通報します。県は、火災気象通報を市長に伝達します。 

ア 実効湿度 55％以下で、最小湿度 35％以下になる見込みのとき。 

イ 毎秒 12ｍ以上の平均風速が予想されるとき（降雨、降雪時においては、通報を行わない場合があ

る。）。 

⑵ 火災警報 

市長は、火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、 

火災警報を発することができます。 

⑶ 市長は、大雨などにより土砂災害が発生する恐れがある土地の区域等について、関係住民等に対し周

知徹底を図り、降雨時等に混乱なく避難できるよう努めます。 

⑷ 市長は、風水害の発生のおそれがある場合には、河川管理者等と連携を図りながら、気象情報等に十分

注意し、土砂災害警戒区域等の警戒活動を行います。その結果、危険と認められる場合には、住民に対す

る避難のための準備情報の提供や勧告・指示等を行うとともに、適切な避難誘導を実施するよう努めま

す。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害

におそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めます。 

 

２ 避難情報の発令 

⑴ 市長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認めるときは、その地域の居住者に対し立

ち退きの指示又は勧告を行います。この場合、指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することがで

きます。また、災害の想定等により必要に応じ、近隣の市町の協力を得た上で、指定緊急避難場所を近隣

市町内に設けます。これらの措置をとったときは、その旨を県知事に報告します。 

⑵  水防管理者（市長）は、洪水又は高潮等により著しい危険が切迫していると認めるときは、必要と認め

る区域の居住者に対し、防災行政無線、広報車、ラジオ又はその他の方法により立ち退き又はその準備を

指示します。また、その旨を遅滞なく三崎警察署長に通知します。 

水防管理者は、関係者と協議のうえ、あらかじめ立ち退き計画を作成するとともにこれに伴う必要な

措置を講ずるものとします。その主な内容は、次の事項を具備するものとします。 

ア 避難場所及びその責任者並びに収容人員 

イ 避難の経路及び誘導方法 

ウ 避難場所への経路の標識及び照明設備 

エ 給水、食料配給、休養等の設備 

 ⑶ 市は、避難情報を発令するに当たり、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難情報を夜間に

発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における避難情報の発令に努めます。 
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 ⑷ 市は、災害の状況に応じて避難情報を発令した上で、避難時の周囲の状況等により、近隣のより安全な

建物へ「緊急的な退避」や、「屋内安全確保」といった適切な避難行動を住民がとれるように努めます。 

 ⑸ 市は、危険の切迫性に応じて避難情報の伝達文の内容を工夫すること、その対象者を明確にすること、

対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚

起に努めます。 

 ⑹ 住民への避難情報の伝達に当たっては、市町村防災行政通信網をはじめ、Ｌアラート（災害情報共有シ

ステム）、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）等のあらゆる伝達手段の複合的な

活用を図り、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めます。 

 ⑺ 県は、市がＬアラート（災害情報共有システム）への情報発信を行えないときは、市に代わってＬアラ

ート（災害情報共有システム）への情報発信を行います 

 

３ 指定避難所の開設 

市長は、災害の発生のおそれがある場合には、必要に応じ指定避難所を開設し、速やかに地域住民に周

知します。 

 

４ 災害未然防止活動 

⑴ 水防管理者は、随時、区域内の河川、海岸等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるとき

は、直ちに河川、海岸等の管理者に連絡して必要な措置を求めます。 

⑵ 水防管理者は、気象の悪化が予想されるときは、前記の監視及び警戒をさらに厳重にし、事態に即応し

た措置を講じます。 
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第２節 災害対策本部等の設置 

１ 災害対策本部等の設置基準 

市は、次の基準により必要な配備態勢をとります。 

 

設置体制 設置基準 配備動員職員の範囲 発令者 

災害情報センター ○大雨、洪水、暴風、

大雪、暴風雪及び高

潮警報のいずれか

が三浦市に発表さ

れたとき。 

○台風接近のおそれ

があるとき。 

○その他気象状況等

の変動が予想され

るとき。 

○防災課職員 

○その他状況により必要な職

員を増員 

○防災主幹部長 

○関係部長 

災害警戒本部 ○上記の状況かつ市

内で災害が発生す

るおそれのあると

き又は発生したと

き。 

○富士山に対する噴

火警報が発表され

たとき。 

○災害情報センター出勤職員 

○各部の部長 

○その他状況により必要な職

員を増員 

○副市長 

災害対策本部 ○災害が発生し、又は

発生するおそれが

ある場合において、

災害応急対策を実

施するため必要と

認めるとき。 

○災害対策本部要綱の定めの

とおり 

○市長 

 

２ 災害情報センターの設置 

⑴ 災害情報センターの設置基準 

市は、市内に大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪、高潮警報のいずれかが横浜地方気象台から発表され

た場合は、災害情報センターを設置し、災害に関する情報収集等を行います。 

⑵ 災害情報センターのの設置通知 

災害情報センターが設置された場合は、その旨を各部局及び関係機関へ連絡します。 

⑶ 災害情報センターの廃止 

   市内の気象警報の解除が横浜地方気象台から発表され、被害状況の把握が終了したと認める場合は、

災害情報センターを廃止します。 

   なお、災害情報センターを廃止した場合は、上記⑵に準じて各部局及び関係機関に連絡します。 

 

３ 災害警戒本部の設置 

⑴ 災害警戒本部の設置基準 

副市長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その災害の程度が災害対

策本部を設置するに至らないときは、必要に応じて災害警戒本部を設置します。 
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⑵ 災害警戒本部の設置通知 

  市は、災害警戒本部が設置された場合は、その旨を各部局、県等関係機関に連絡します。 

⑶ 災害警戒本部の廃止 

  副市長は、被害状況の把握が終了し、災害応急対策が概ね完了したと認める場合は、災害警戒本部を

縮小し、又は廃止します。 

   なお、災害警戒本部を廃止した場合は、上記⑵に準じて関係先に連絡します。 

 

４ 災害対策本部の設置 

⑴ 災害対策本部の設置 

ア 市長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するた

め必要と認めるときは、災害対策基本法第 23 条の２の規定に基づき、災害対策本部（本部長は市長）

を設置します。 

イ 市長は、災害対策本部を設置したときは、直ちに県知事及び関係機関に連絡するとともに報道機関

を通じて発表します。 

ウ 本部長に事故がある場合には、副市長がその職務を代行します。さらに、副市長に事故があるとき

は、防災主幹部長が順次その職務を代行することになります。 

エ 災害対策本部は、特別の場合を除き横須賀市三浦消防署会議室に設置します。 

⑵  関係職員の参集・配備 

災害対策本部の設置を決定した場合には、本部長は、直ちに各部長に通知し、各部長は「配備及び動員

計画」に基づき、職員を配備します。また、勤務時間外に災害対策本部の設置を決定した場合には、防災

所管課等から配信される防災情報メールを活用した職員参集及び各部長等からあらかじめ定めている連

絡体制により職員を招集します。 

なお、災害対策本部長は現地災害対策本部を設置した場合には、現地災害対策本部に関係職員を参集、

配備させます。 

⑶  各種被害情報の収集・分析、応急対策の方針を決定 

市災害対策本部及び防災関係機関は、各種の被害情報等を県災害対策本部に県防災行政通信網及び県

災害情報管理システムにより報告します。 

⑷  指定行政機関又は指定地方行政機関職員の派遣要請 

市長は、応急対策上必要と認めるときは、指定行政機関及び指定地方行政機関の長に対し、当該機関の

職員の派遣を要請し、又は県知事に対し、指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣について斡

旋を求めます。 

⑸  災害対策本部会議への防災関係機関職員の出席要請 

本部長は、応急対策上必要と認めるときには、災害対策本部会議に防災関係機関の職員の出席を求め

ます。 

  防災関係機関の災害対策組織 

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生した場合又は発生するおそれ

がある場合において、必要があると認めるときは、その所管に係る災害応急対策を円滑に行うため、あら

かじめ定めた災害対策組織を設置します。 

⑺  災害広報の実施 

災害時には、被災地住民をはじめとした市民等に対して、正確な情報を迅速に提供することにより混

乱の防止を図り、適切な判断による行動がとられるようにする必要があります。 

 ⑻ 災害対策本部の廃止 

  ア 市長は、災害の危険がなくなったとき又は災害発生後における措置が概ね完了したときは、市災

害対策本部を廃止します。 

イ  市長は、災害対策本部を廃止したときは、前記２⑵イに準じてその旨を連絡及び発表します。 
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第３節 災害時情報の収集・伝達 

 

災害発生後、市は速やかに災害情報を収集・伝達するとともに、市及び防災関係機関は、被害情報及

び関係機関が実施する応急対策の措置状況を迅速に収集・伝達し、災害対策本部の設置等必要となる体

制の整備を進めます。 

災害対策本部設置後、市及び防災関係機関は、被害規模等の情報の収集・伝達を行い、その情報に基

づき事態の推移に合わせた災害応急活動を行います。 

 

１ 災害発生直後の被害情報の収集・連絡 

⑴  市は、災害発生直後において、概括的被害情報、ライフライン被害の範囲等、被害の規模を推定するた

めの関連情報の収集に当たります。 

⑵  市は、人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を

含め、把握できた範囲から直ちに県災害情報管理システム等によって県へ報告します。その他の防災関

係機関においても各種の被害情報等を県防災行政通信網、県災害情報管理システム等によって県へ報告

します。ただし、通信の途絶等により県に報告できない場合は、消防庁へ連絡します。 

⑶ 特に行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、市は、住民登録の  

有無にかかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、県警察等関係機関として把握した者が、

他の市町村で住民登録を行っていることが判明した場合は、当該登録地の市町村（外国人旅行者等の住

民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）又は都道府県に連絡します。 

⑷市及び防災関係機関は、あらかじめ用意する通信設備等が使用できない場合は、通信可能な地域まで伝

令を派遣する等、あらゆる手段をつくして報告するよう努めます。 

⑸  市は、被害情報及び災害応急対策等を県に報告できない状況が生じた場合は、直接内閣総理大臣（消

防庁経由）に報告します。 

⑹ 市、県、指定地方行政機関、地方公共機関及び防災上重要な施設の管理者は、必要に応じ相互の被害 

状況等について情報の交換を行います。 

⑺ 全国的な統一基準が策定されるまでの間、県は、災害発生時に、安否不明者・死者については、氏名等

の最小限の個人情報を原則速やかに公表します。 

⑻ 市は、「火災・災害等即報要領」の規定に基づき、交通機関の火災等特に迅速に消防庁に報告すべき 

火災・災害等を覚知した場合は、直ちに消防庁に報告し、併せて県にも報告します。 

⑼ 市町村は、被害情報及び災害応急対策等を県に報告できない状況が生じた場合には、直接、内閣総理大

臣（消防庁経由）に報告します。 

 

○ 市の広報 

市は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、防災行政無線、防災情報メール等、広報車及び自主防災

組織との連携等により、住民等に対して、次の事項等について広報活動を行います。 

１ 災害の状況に関する情報 

２ 避難に関する情報 

⑴ 避難の準備、勧告又は指示に関する情報 

⑵ 避難施設に関する情報 

３ 応急対策活動の状況に関する情報 

⑴ 救護所の開設に関する情報 

⑵ 交通機関、道路の復旧に関する情報 

⑶ 電気、水道等の復旧に関する情報 

⑷ 電話の利用と復旧に関する情報 
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４ その他住民生活に必要な情報 

⑴ 給水、食料の配給に関する情報 

⑵ 電気、ガス、水道による二次災害防止に関する情報 

⑶ 防疫に関する情報 

⑷ 臨時災害相談所の開設に関する情報 

⑸ その他安心情報 

 

 

○ 防災関係機関の広報 

防災関係機関は、それぞれが定めた災害時の広報計画に基づき、市民、利用者に対して、交通に関する情

報やライフラインに関する情報について広報を実施するとともに、特に必要があるときは、県、市及び報道

機関に広報を要請します。 

 

２ 通信手段の確保 

市は、災害発生時において、災害情報連絡のための通信手段を確保するために、災害時優先電話、地上系

無線、衛星電話と有線系の情報通信手段の機能確認を行うとともに、障害が発生したときは、速やかに施設

の復旧を行うため、必要な職員を直ちに現場に配置します。 

⑴ 災害時の通信連絡 

ア 市及び防災関係機関が行う災害に関する予報、警報及び情報の伝達若しくは被害状況の収集報告、

その他応急対策に必要な指示、命令等は、原則として防災行政無線、加入電話機等により速やかに行い

ます。 

イ 県との情報受伝達は、原則として、有線通信（加入電話）県防災行政通信網及び県災害情報管理シス

テムを使用します。 

ウ 加入電話を使用する場合には、回線の状況により東日本電信電話(株)が指定した災害時優先電話を

利用します。 

また、通信の緊急度に応じ非常又は緊急通信として電気通信事業者や非常通信機関に通信を依頼し

ます。 

 

○ 県防災行政通信網の運用 

１ 災害時の通信連絡 

県は、気象予報、警報及び災害時における災害情報の伝達、被害状況の収集、その他応急対策に必要な

指示、命令、応援要請等、県主要機関、市及び防災関係機関に整備した県防災行政通信網を有効に活用し

て行います。 

２ 県防災行政通信網の運用 

県防災行政通信網の運用は「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要綱」及び「神奈川県防

災行政通信網の運用及び管理に関する要領」により行います。 

 

○ 県災害情報管理システムの運用 

１ 被害情報の収集・伝達 

県災害情報管理システムは、市町村や県の各機関と災害対策本部室をオンラインネットワ－クで結び、

災害発生時には、市町村等が把握した被害情報を災害発生当初の速報から、その後の詳細な被害内容まで

リアルタイムで県災害対策本部に提供するシステムです。 

これらの情報はコンピュータ処理により必要な形に加工でき、これらの情報に基づき、災害応急対策を

検討し、必要な措置を決定します。 
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２ 県災害情報管理システムの運用 

県災害情報管理システムの運用は「神奈川県災害情報管理システム運営要綱」により行われますが、利

用できる情報は次のとおりです。 

⑴ 防災基礎情報（病院等の施設、道路、河川等の基礎的な情報） 

⑵ 被害情報、被害復旧情報（道路被害・復旧、河川被害、学校被害等） 

⑶ 応援要請情報、応急措置情報（自衛隊派遣要請、緊急消防援助隊要請、各機関の応急措置） 

⑷ 災害状況資料（被害情報等を基に加工した災害状況資料） 

 

○ 東日本電信電話㈱の措置 

加入電話輻輳時の緊急通話の確保 

災害が発生した場合、又は通信の著しい輻輳が発生した場合等においては、通信不能地域をなくし、ま

たは重要通信を図るための措置を行います。 

 

⑶ 各種通信施設の利用 

ア 非常無線通信の利用 

市及び防災関係機関は、加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になったときは、関東地方非常

通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信施設を利用します。 

イ 通信施設所有者等の相互協力 

通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑迅速に実施するため、相互の連携を密にし、被

害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行います。 

⑷  既設無線局の活用 

災害時の通信連絡の確保のため、既設無線局の活用を図ります。 

①  市内通信系 

ア 三浦市防災行政無線 

市役所送信所から、市内 100 箇所の受信所を操作して、地域住民に対する広報通信を構成。平成

30年度から平成 32年度令和２年度までの３か年でデジタル化工事を実施しました。 

[固定系（防災行政無線）の無線設備の概要] 

種 別 
設置場所 

工事前 工事完了後（予定） 

親 
 

局 

送受信機 防災行政無線室 横須賀市三浦消防署 

統制卓 〃 〃 

遠隔制御装置 横須賀市三浦消防署 ‐ 

子 局 市内 99 箇所 市内 100 箇所 

イ 県防災行政通信網 

市役所と県水産技術センター、鎌倉保健福祉事務所三崎センターとの有線系及び衛星系回線を備え

た通信網 

ウ 警察無線 

無線中継所経由、三崎警察署無線局と移動局及び移動局相互間の通信系を構成 

エ 漁業無線 

県水産技術センターと在港漁船無線局との通信系 

オ 電力用 

東京電力パワーグリッド(株)藤沢支社横須賀制御所を基地局として、車両移動局との通信系 

② 市外通信系 

ア 県防災行政通信網 

市町村、県機関（県庁、地域県政総合センター、土木事務所等）、国機関、その他防災関係機関を結

ぶ有線系及び衛星系回線を備えた通信網を構成 

イ 非常用 

県水産技術センターと全国（他県漁業無線局）主要無線 
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ウ 警察無線 

各無線中継所経由、所属移動局と県警察本部、県下警察署、所属移動局との間の通信系 

エ 電力用 

東京電力（株）藤沢支社横須賀制御所を基地局として、車両移動局との通信系 
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第４節 水防対策 

市は、水防法第３条の規定に基づき、その区域における水防を十分に果たすべき責任を有していることか

ら、水防対策を定めています。 

 

１ 水防対策の目的 

市内の河川及び海岸の洪水等又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減す 

ることを目的としています。 

 

２ 水防責任（市） 

市は、管轄区域内の水防が十分行われるよう、水防組織の確立、消防団の整備、水防倉庫、資機材の 

整備、通信連絡系統の確立を行うとともに、平常時における河川、海岸等の巡視及び水防時における適正な

水防活動を実施する責任があります。 

 

３ 市の水防組織 

市の水防組織は、市長を水防本部長として、総務部班、都市環境部班、経済部班、応援班の４班を中心と

する班構成としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 監視警戒及び重要水防区域 

⑴  常時監視 

市長は、随時、区域内の河川、海岸等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直

ちに河川、海岸等の管理者に連絡して、必要な措置を求めなければなりません。 

⑵  非常警戒 

市長は、気象の悪化が予想されるときは、区域内の河川、海岸等の監視及び警戒をさらに厳重にし、事

態に即応した措置を講じなければなりません。 

⑶  水防が必要な区域及び箇所 

県内の河川の内、特に水防上警戒又は防御に重要性を有する区域及び箇所を重要水防区域として定め

ていますが、市内にはこれに該当する区域はありません。 

しかし、市内にも浸水の可能性のある地区や、沿岸部では相模湾側や東京湾側で津波や高潮等の可能

性があります。また、市内の中小河川でも沈砂による河床の上昇などで注意や対策が必要な箇所があり

ます。 

 

 

５ 通信連絡 

市は、水防情報が迅速かつ確実に水防実施機関に届くよう、「災害時における通信連絡系統」を水防 

時にも活用することとします。 

（市 長） 本部長 

指揮監 

総務部班 

都市環境部班 

 

経済部班 

 

応援班 

（総務・指令） 

 

（指導・対策） 

等） 

 

（指導・対策） 

（商工・農村等） 

 

 

 

（対策応援） 

副本部長 （副市長） 

（総務部長） 

三浦市消防団 

（横須賀市三浦消防署） 
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６ 気象予警報等 

⑴ 水防活動用の注意報、警報及び波浪警報 

水防本部長は、横浜地方気象台から水防活動用の注意報、警報及び波浪警報の通知を受けたときは、こ

れを「災害時における通信連絡系統」により通信連絡します。 

 

７ 水防警報 

⑴  水防警報の発表者 

県水防支部は、洪水又は高潮により水害を生ずるおそれのあると認定した河川等について、水防警報

を発します。 

ア 国土交通大臣が行うもの 

６河川（多摩川、鶴見川、矢上川、早淵川、鳥山川、相模川）で、市内にはありません。 

イ 知事が行うもの 

108河川、12海岸(18地区海岸)、４港湾で、市内では三浦海岸が該当します。 

・県水防本部長が行う河川 

相模川本川（国管理区間を除く。）、中津川、酒匂川本川、河内川（三保ダム上流部を除く。） 

・県水防支部長が行う河川 

上記以外の河川 

⑵  水防警報の種類、内容及び発表基準 

水防警報の種類、内容及び発表基準は次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防本部 

県横須賀土木事務所 

（県水防支部部長） 

市防災課 

横須賀市三浦消防署 市消防団 

関係各課 

県警察本部 

各警察署 
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〔水防警報の種類、内容及び発表基準〕 

種類 内  容 発表基準 

待 機 

・出水あるいは水位、潮位の再上昇が予想さ

れる場合に状況に応じて直ちに水防機関

が出動できるように待機する必要がある

旨を警告するもの 

・水防機関の出動機関が長引くような場合

に、出動人員を減らしても差し支えない

が、水防活動をやめることができない旨を

報告するもの 

気象予報、警報等及び河川、海岸等の状況に

より、特に必要と認めるとき。 

準 備 

・水防に関する情報連絡、水防資器材の整

備、閘門機能等の点検、通信及び輸送の確

保等に努めるとともに、水防機関の出動

の準備をさせる必要がある旨を警告する

もの 

雨量、水位、流量その他の河川、海岸等の状

況により必要と認めるとき。 

出 動 

・水防機関が出動する必要がある旨を警告

するもの 

洪水注意報等により、水位が上昇したとき、

又は水位流量等、その他河川、海岸等の状況

により必要と認めるとき。 

指 示 

・水位、滞水時間その他水防活動上必要な状

況を明示するとともに、越水、漏水、法崩、

亀裂その他河川、海岸等の状況により警

戒を必要とする事項を指摘して警告する

もの 

洪水警報等により、又は既に水位が危険な

状況に達し、災害のおこるおそれがあると

き。 

 

解 除 

・水防活動を必要とする出水状況が解消し

た旨及び一連の水防警報を解消する旨を

通知するもの 

水位が危険な状況から下降したとき、又は

水防作業を必要とする河川、海岸等の状況

が解消したと認めるとき。 

※市内には水位を観測している河川がないため、ここでは「警戒水位」等の観測用語は使用していません。 

 

８ 水防配備 

市の水防本部の配備基準は、第２編 第３章 第２節「災害対策本部等の設置」の配備基準に準じます。 
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第５節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

河川、砂防、海岸、道路、下水道その他の所管公共土木施設が被災した場合や土砂災害が発生した場合にお

いて、市民の安全、交通の確保、施設の増破、被害の拡大防止等を図るため必要があるときは、仮道、仮橋、

締切工、閉塞土砂等の除去、仮処理施設等の応急工事の迅速かつ重点的な施工又はその指導を行う等、施設の

被害状況に応じた適切な応急工事を早期に計画的に施工するものとします。 

二次災害による被害の拡大を防ぐための十分な応急対策を実施するために、災害発生時における十分な施

設の点検・現地調査を行い、被災状況等を十分に把握するものとします。 

 

１ 橋りょう被害対策活動 

被災橋りょうに係る仮橋の早期完成が必要な場合には、応急組立橋の活用により早期架橋を実施するも

のとします。 

 

２ 浸水被害対策活動 

河川や海岸等が被災し、流水や海水が浸水し大きな被害を与え、又はそのおそれがある場合には、仮締

切工事又は決壊防止工事等の緊急工事を実施するものとします。 

 

３ 土砂災害対策活動 

⑴  地盤の緩みにより二次的な土砂災害の危険性が高まっている箇所について、その危険性に関して調査

点検を実施するとともに、その結果に基づき計画的に土砂災害防止対策を行うものとします。 

⑵  地すべりなどの二次災害の危険性の有無について迅速・的確に判断を行い、土砂災害緊急情報等によ

り被害の拡大や避難対策を図ります。 
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第６節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

 

災害発生時、市民の一人ひとりが、「自らの身は、自ら守る」、「失火防止に努める」とともに、被災者の救

出・救護、消火活動を行い、災害の拡大の防止に努めるものとします。 

また、市、県及び防災関係機関は、発災後速やかに、一体となって被災者の救出・救護、消火及び医療救護

活動を行います。なお、救助・救急、消火活動等を行う際には、安全確保に留意して活動を行います。 

 

１ 救助・救急、消火活動 

⑴  市民及び自主防災組織の役割 

ア 市民は、まず自身及び家族の身を守ることに最大限努め、かつ、失火防止に努めます。 

イ 市民及び自主防災組織は、近隣において救出・救護を行うとともに、発災時の初期段階で消火活動を

行い、救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

  ⑵  自衛消防隊の役割 

事業所等の自衛消防隊は、発災時の初期活動として事業所等内での救助・救急、消火活動を行うととも

に、可能な限り救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

 ⑶  消防団の任務 

消防団は、地域防災の中核として、地域の自主防災組織等と連携し、発災直後の初期消火や被災者の救

出・救護を行うとともに、常備消防を補佐し、各種消防活動を行います。 

⑷  救助・救急、消火活動 

ア  市は、被害情報を把握しながら被害の拡大防止を主眼に、地域の防災組織等と連携して救助・救急

活動を行います。特に被災地域の医療機関等が被災した場合は、医師会など関係機関の協力のもと、

｢広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）｣を活用して、広域的な救急活動を実施します。 

イ  市及び横須賀市消防局は、消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に救助・救急、消火活動の応援

要請をするとともに、必要に応じ、神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急消防

援助隊派遣要請などを行います。さらに、応援部隊の配置を迅速かつ円滑に実施し、被害の軽減に努

めます。 

ウ 市は、大規模な災害のため自衛隊が派遣された場合、最重要防御地域等の優先順位を決め、迅速に連

絡します。 

 

２ 医療救護活動等 

⑴  医療機関による医療救護活動 

ア 市は、市立病院、市内医療機関及び三浦市医師会等の協力を得て医療救護活動を行います。 

イ 医療機関は、備蓄医療資材、医薬品等を活用し地域における医療救護活動に努めます。特に市立病院

は中核的役割を果たします。 

ウ 市は、医療救護活動の支援が必要な場合、横須賀・三浦地域災害医療対策会議に救護班の派遣を要請

します。 

エ 市は、水道施設が被災した場合、医療機関には優先的な給水活動を行います。 

オ 市は、重篤者の迅速な搬送に際し、県へ航空機等を活用した広域医療搬送を要請します。 

カ 被災医療機関は、医療施設、医療設備の応急復旧を実施し、必要に応じ、ライフライン事業者等に速

やかな応急復旧を要請します。 

キ 市及び県は、傷病者の輸送拠点におけるトリアージ及び救命措置等を行うために救護班及び神奈川

ＤＭＡＴを確保します。 

⑵  救護所等の設置 

 市は、迅速な医療救護活動を実施するため救護所等を設置できるよう、三浦市立病院・三浦市医師会等

と調整を行います。なお、状況に応じ横須賀・三浦地域災害医療対策会議に必要な支援を要請します。 

⑶ 保健活動班の編成 

 避難所が開設された場合避難所班と連携をとり保健活動班を編成し避難所の巡回を行い避難者の健康

状態の把握や健康管理、応急処置を行います。 
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医療救護活動体制 

１ 医療救護対策 

市の災害発生時における医療救護を実施するための活動体制は、次のとおりとします。 

             〔医療救護活動体系図〕 

 

 

 

 

 

 

 

              派遣要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療救護活動 

⑴  市 

ア 市は、自ら救護班を編成するとともに、必要に応じて三浦市医師会等の協力を得て救護班を編成 

し、災害の程度に即応した救護活動を行います。 

また、市は、災害の程度により必要と認めた時は、県及びその他の関係機関に協力を要請します。 

イ 救護班の業務内容 

(ｱ)  傷病者に対する応急措置 

(ｲ)  後方医療機関への転送の可否及び優先順位の決定(トリアージ) 

(ｳ)  転送困難な患者及び避難場所等における軽症患者に対する医療 

(ｴ)  助産 

(ｵ)  死亡の確認 

(ｶ)  遺体の検案 

ウ 市は、災害救助法が適用された後に医療救護の必要があると認めた時は、県に対して迅速・的確な医

療救護について要請を行います。 

⑵ 県 

県は、市から医療救護に関する協力要請があったとき、又は医療救護を必要と認めたときは、災害医

療拠点病院等から救護班を、特に災害発生直後においては、神奈川ＤＭＡＴ指定病院から神奈川ＤＭＡ

Ｔを派遣するとともに、必要に応じて関係機関に協力を要請します。 

⑶  重症者等の搬送方法 

ア 重症者等の後方医療機関への搬送は、原則として地元消防機関で実施します。ただし、消防機関の救

急車両が確保できない場合は、県、市及び救護班等で確保した車両により搬送します。 

イ 道路の破損等の場合又は遠隔地への搬送については、自衛隊等のヘリコプターやドクターヘリによ

り実施します。ただし、ドクターヘリについては、「神奈川県ドクターヘリ運用要綱」に基づき搬送し

ます。 

３ 医薬品等の確保 

市は、救護活動に必要な医薬品等については、備蓄医薬品等の活用及び調達計画に基づき調達しますが、

不足が生じる時は、県及び関係機関に応援を要請します。 

消防機関 自衛隊 県警察       自主防災組織 
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第７節 避難所の設置運営 

 

市は、災害発生後、人命の安全を第一に被災住民等の避難誘導を行うとともに、指定緊急避難場所、指定避

難所、洪水等により浸水が想定される区域、土砂災害警戒区域等の所在、その他避難に関する情報の提供に努

めます。 

市民は、指定緊急避難場所及び避難路を日頃から把握するとともに、避難の勧告又は指示が出された場合

には、直ちに避難します。また、自主的に避難する場合は、特に安全に十分配慮します。 

 

１ 避難準備 

気象予報・警報及び市内の状況等を考慮し、避難行動要支援者が早めの避難を行うために、避難準備・高

齢者等避難開始を発令します。 

⑴  市長の措置  

市長は、気象予報・警報及び市内の状況を考慮した上で、必要があると認めるときは、その地域の避難

行動要支援者に対して避難を促します。 

 

２ 避難準備・高齢者等避難開始の内容 

市長が避難準備・高齢者等避難開始を発令する場合は、原則として次の内容を明示して行います。 

⑴  避難を要する理由  

⑵  避難準備対象地域 

⑶  避難する人 

⑷  避難先とその場所 

⑸  避難経路 

⑹  注意事項 

 

３ 避難勧告又は避難指示（緊急） 

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあり、人命の保護その他災害の防止等を図るため特に必要

と認めるときは、危険地域の居住者等に対し、次に掲げる者の避難実施のため必要な勧告又は指示を行い

ます。 

⑴  市長の措置 

ア 市長は、管轄区域内において危険が切迫したことにより避難の必要があると認めるときは、その地

域の居住者等に対し避難勧告又は避難指示（緊急）を行います。この場合、指定緊急避難場所その他の

避難場所を指示することができます。これらの指示をとったときは、その旨を知事に報告します。 

イ 高齢者、障害者等の要配慮者に対しては、その避難行動支援対策を行うことを考慮し、早めの段階で

避難準備・高齢者等避難開始を発令することができます。 

ウ 人命の保護又は危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、応急対策

に従事する者以外に対して、当該地区への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該地域からの退去

を命ずることができます。 

エ 市長に事故があるとき又は不在のときは、副市長がその職務を代理します。 

  オ 災害対策本部の置かれる庁舎等において十分な状況把握が行えない場合は、勧告等を行うための 

判断を風水害の被災地近傍の支所等において行うなど、適時適切な避難誘導に努めます。 

 カ 市町村は、避難勧告等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努めてから行います。 

⑵  警察官等の措置 

警察官又は海上保安官は、災害現場において市長が避難のための立ち退きを指示することができない

と認められる事態（連絡等のいとまがなく、これを行わなければ時機を失するような場合）、又は市長か

ら要求があったときは、立ち退きの指示及び警戒区域の設定をすることができます。この場合、その旨を

市長に速やかに通知します。 

なお、警察官は、人命又は身体に危険を及ぼすおそれがある場合は、その場に居合わせた者に対して避

難の措置を講ずることができます。この場合、その旨を県公安委員会に報告します。 
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⑶  自衛官の措置 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警察官がその場

にいない場合に限り、避難等の措置を講じます。 

また、市長（又はその委任を受けた職員）又は市長からの要求により、市長の職権を行うことのできる

警察官、海上保安官がいない場合に限り、警戒区域を設定することができます。これらの避難措置をとっ

たときは、直ちにその旨を市長に通知します。 

⑷  知事の措置 

知事又はその命を受けた職員若しくは水防管理者は、著しい危険が切迫していると認められるときは、

必要と認める区域の居住者等に対し、避難のための立ち退きを指示することができます。この場合は、三

崎警察署長にその旨を通知します。 

また、市が事務の全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、避難準備・高齢者等避難

開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発令、警戒区域の設定を市長に代わって行います。 

 

４ 避難の勧告又は指示の内容  

市長等、避難勧告又は避難指示（緊急）を実施する者は、原則として次の内容を明示して行います。その 

際、危険の切迫性に応じて勧告等の伝達文の内容を工夫するなど、対象者ごとに警戒レベルに対応したと

るべき避難行動がわかるように伝達し、住民の積極的な避難行動の喚起に努めます。 

・ 警戒レベル 

・ 避難を要する理由 

・ 避難勧告又は指示の対象地域 

・ 避難先とその場所 

・ 避難経路 

・ 注意事項 

５ 避難措置の周知等 

⑴  関係機関への報告 

避難の勧告又は指示を行った者は、次により必要な事項を報告（通知・連絡）します。 

ア 市長の措置 

 

 

 

イ 警察官又は海上保安官の措置 

(ｱ)  災害対策基本法に基づく措置 

 

 

 

 

 

(ｲ)  警察官職務執行法（昭和 23年法律第 136号）に基づく措置 

 

 

 

 

 

 

 (ｳ)  海上保安庁法（昭和 23年法律第 28号）に基づく措置 

 

 

 

 

ウ 自衛官の措置（自衛隊法（昭和 29年法律第 165号）に基づく措置） 

市 長 県知事（災害対策課） 

警察官 

又は 

海上保安官 

警察署長 

又は 

 

市 長 
県 知 事 

（災害対策課） 

警察官 警察署長 県警察本部長 県公安委員会 

  

海 上 

保安官 

海上保安部・ 

署長

第三管区  

海上保安本部長 

県 知 事 

 

 

市 長 
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⑵  市民への周知  

ア 市長は、自ら避難情報を発令した場合又は他機関からその旨の通知を受けた場合は、防災行政無線

や広報車、防災情報メール等により市民への周知を実施します。なお、避難の必要がなくなったときも

同様とします。 

イ 市は、避難情報を発令したときは、アによる周知のほか、Ｌアラート（災害情報共有システム）に情

報を発信し、テレビ、ラジオ等を通じた市民への迅速な周知に努めます。 

ウ 県は、市がＬアラート（災害情報共有システム）への情報発信を行えないときは、市に代わってＬア

ラート（災害情報共有システム）への情報発信を行います。 

 

６ 警戒区域の設定 

⑴ 市長は、市民の生命又は身体に対する危険を防止するため、災害対策基本法第 63条の規定に基づく警

戒区域を設定し、応急対策に従事する者以外の者の立入禁止、退去を命じたときは、災害対策本部の広

報のほか、関係各部班を通じ直接地域住民に伝達を行います。 

⑵  この場合において、市長若しくはその委任を受けて市長の職権を行う市の職員が現場にいないとき、

又はこれらの者から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、市長の職権を行うことができます。

この場合において、市長の職権を行ったときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市長に通知

しなければなりません。 

 

７ 指定避難所の開設 

市は、被災者に対する救援措置を行うため、必要に応じて指定避難所を開設します。 

⑴ 指定避難所の開設場所 

市は、あらかじめ施設の安全性を確認するなど、災害の態様に応じて安全適切な場所を選定して指定

避難所を開設します。 

ただし、緊急の場合は、自主防災組織等の判断により、避難所を開設できるものとします。また、必要

があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認のうえ、管理者

の同意を得て避難所を開設します。 

さらに、災害が長期にわたることが見込まれる場合には、要配慮者の生活環境を考慮して、介護保険施

設や障害者支援施設等の福祉避難所としての指定や、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借上

げる等、多様な避難所の確保に努めます。 

⑵  避難所の周知 

市は、避難所を開設した場合においては、速やかに地域住民に周知するとともに、県をはじめ三崎警察

署、陸上自衛隊（東部方面混成団本部、第 31普通科連隊）、横須賀海上保安部等関係機関に連絡します。 

⑶  避難所の運営管理 

ア 市は、「三浦市避難所運営マニュアル」を参考に、自主防災組織等地域住民の代表、施設管理者及び

市職員で構成する避難所運営委員会を設置し、避難所の円滑な運営管理を行います。また、運営方針を

決定する段階から、男女のニーズの違い、要配慮者等の多様な視点が反映できるよう、十分配慮しま

す。避難所の運営管理に当たっては、被災者に対する給水、給食措置などが円滑に実施できるよう努め

るとともに、この際、避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等については、避難者、住

民、自主防災組織、災害救援ボランティア等の協力が得られるよう努めるものとします。 

イ 市は、被災者を一時入所避難させるため、あらかじめ指定した県有施設についても可能な範囲で提

供するよう県に協力要請します。当該施設管理者は、市長が行う避難所の設置運営に協力します。 

ウ 市は、各避難所の避難者に係る情報の早期把握に努め、国等に報告を行います。また、避難者の生活

環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努めます。そのため、食事供与の状況、トイレの設置

状況等の把握を行い、必要な対策を講じます。また、避難所の生活環境については、プライバシーの

確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等に

 

自 衛 官 

 

市 長 
県 知 事 
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よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生

状態の把握に努め、必要な措置を講ずるよう努めます。さらに、ペット同行避難のルールを定め、飼

い主が責任をもって飼育するための居場所確保やケージ等を用意するなどの具体的な対応がとれるよ

う努めます。 

エ 市は、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保を行うとともに、保健師等による保健活動を行い

ます。また、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資の配

布に努めます。 

オ 市は、避難所内における混乱の防止、秩序保持等、被災者の収容及び救援対策が安全適切に行われる

よう措置します。 

カ 市は、避難所において救援活動を行うボランティアの受入れについて、県災害救援ボランティア支

援センターやボランティア団体のネットワーク組織等と連携して対応します。 

キ 市は、避難所のライフラインの復旧に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が

続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討します。 

ク 市は、各避難所と連絡体制の確立に努めるとともに、個人情報に配慮しつつ、避難者のリスト作成等

を実施し、必要に応じ被災者の援護の基礎となる被災者台帳を作成します。なお、避難者の中に、配

偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐

れのある者等が含まれる場合は、その加害者等に居場所等が知られることのないよう、個人情報の管

理を徹底します。また、避難生活が長期にわたる場合に備えて、国、県の協力のもと、公営住宅や民間

賃貸住宅などの空室情報の把握や、応急仮設住宅の建設候補地のリストアップに努めます。 

ケ 市は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を踏まえ、必要に応じて、旅館やホ

テル等への移動を避難者に促します。 

コ 災害の規模等を鑑みて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅

速な建設と、公営住宅、民間賃貸住宅などの活用により、避難所の早期解消に努めることを基本とし

ます。 

サ 市は、避難所における避難者の避難生活が長期化に及ぶ場合には空きスペースの状況を勘案し、子

どもの遊戯・学習部屋や避難者の交流スペースの確保に努めます。 

シ 市は、あらかじめ想定した避難路の安全確認を行うとともに、被災者が迅速かつ安全に避難でき 

るよう、消防職員、警察官、その他の避難措置の実施者と相互に連携し、避難先への誘導に努めます。

なお、その際は、避難措置の実施者の安全確保に留意します。 

⑷ 避難所における感染症予防対策 

ライフラインの途絶や集団生活など厳しい条件が重なる避難所においては、新型コロナウイルス感染

症をはじめとする様々な感染症や食中毒等のリスクが高まるため、市は衛生管理の徹底を図り予防に努

めます。 

ア 避難所運営職員等の対応 

   (ｱ) 避難所運営職員等は、定期的に自己の状態確認に努め、感染症状・兆候が出現した場合は速やかに

上司等に報告します。 

(ｲ) 避難者の体液、排泄物等との接触が予想される場合又は発熱等の症状がある避難者と接触する際    

には、適切な個人用防護具を着用します。 

(ｳ) 避難者と接触又は感染予防上汚染されていると考えられる物品に触れた前後の手指消毒等を徹底    

します。 

イ 避難者受付時の対応 

(ｱ)  避難者に負担とならないように配慮しながら、発熱、咳、発疹、炎症、嘔吐、下痢などの避難者  

の状態確認に努めます。 

(ｲ) 健康状態に変化があった際等における積極的な申し出の周知啓発を行ないます。 

   ウ 対策の徹底 

    (ｱ) 頻繁な手洗い、マスクの着用、咳エチケット等の基本的な感染症対策を徹底します。 

     (ｲ)  定期的及び目に見える汚れがあるときは、家庭用洗剤を用いて清掃するなど、避難所の衛生環境

に十分配慮します。 

(ｳ)  食料の清潔な保管要領に留意するとともに、作業台や食器類の食事の前後に適切な洗浄・消毒を  

実施します。 

   エ 発熱等の症状がある避難者への対応 

(ｱ)  発熱、咳等の症状がある避難者に対して可能な限り専用の個室スペースを確保するとともに、専  
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用のトイレを確保するように努めます。 

(ｲ)  やむをえず同じ症状等がある避難者を同室とする場合には、パーテーション等で区切るなどの工  

夫をします。 

(ｳ)  症状がある避難者専用のスペースやトイレは、一般の避難者とゾーンや動線を分けるようにしま  

   す。 

オ 三密の回避 

(ｱ)  密集の回避として、可能な限り多くの避難所を開設するとともに、被害を受けていない親戚や友

人の家等への分散避難を促進します。 

(ｲ) 密接の回避としてパーテーション等を用いたゾーニングを行い、飛沫感染防止を図ります。 

  (ｳ)  密閉の回避として、定期的に窓を開けるなど、十分な換気を行ないます。 

 

８ 帰宅困難者への対応 

⑴ 市及び県の対応 

ア 市及び県は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の広報等により、一斉帰宅の抑止を図る

とともに、滞在場所の確保等の支援に努めます。滞在場所の運営に当たっては、男女のニーズの違い

や、要配慮者の多様なニーズに配慮した運営に努めます。 

イ 市は、事前に指定した帰宅困難者用の一時滞在施設を迅速に開設し、円滑な管理運営を行うととも

に、帰宅困難者への開設状況の広報、県・鉄道事業者への情報伝達を行います。 

また、帰宅困難者を施設へ誘導する際には、道路状況など安全の確保に特に留意します。 

⑵ 事業所等の対応 

ア 事業所は、発災時に災害関連の情報を収集し、適切な対応ができるよう組織内に的確に伝達するよ

う努めます。また、「むやみに移動を開始しない」という基本原則のもと、施設の安全が確保できた場

合は、公共交通機関の運行情報等から施設利用者が安全に帰宅できることが確認できるまでは、建物

内に留めるよう努めます。特に施設内の要配慮者に対しては、その対応を徹底します。 

イ 旅館、ホテル等の宿泊施設及び商業施設等の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、発災後の施

設利用者の混乱を防止するため、自らの施設機能を十分活用するとともに、必要に応じてあらかじめ

定められた地域の指定避難所に誘導するものとします。 

ウ 発災後において、駅の乗降客及び駅周辺帰宅困難者の混乱を防止するため、鉄道機関等の関係各機関

は、それぞれの機関の施設に加えて駅周辺の民間施設が有する機能を十分活用するとともに、必要に

応じてあらかじめ定められた地域の避難所を案内するものとします。なお、避難行動要支援者に対し

ては、十分な配慮を行い、対応するよう努めます。 

９ 広域的避難 

大規模な災害が発生し、市単独では避難場所の確保が困難となった場合に、県は、他の市町村の協力のも

とに市町村域を越えた避難場所の確保について広域的な調整を行います。さらに、県外への避難が必要で

あると判断した場合には、他都道府県への協力を求めるとともに、必要に応じて国の非常(緊急)災害対策

本部等を通じて、避難収容関係省庁(警察庁、防衛省、厚生労働省、国土交通省、消防庁)に広域的避難に関

する支援を要請します。 

 

10 応急仮設住宅等 

⑴  応急仮設住宅必要戸数の把握 

市は、応急仮設住宅として利用可能な公営住宅及び民間賃貸住宅などの戸数を調査します。 

⑵  応急仮設住宅の提供 

県は、災害救助法が適用され、応急仮設住宅（建設型及び民間賃貸住宅の借上げ型）を供給する必要が

あるときは、市と密接な連携をとり、同法及び関係団体との協定に基づき実施します。 

また、県は、改正災害救助法を踏まえ策定した「応急仮設住宅の供給に係る資源配分計画」に基づ

き、救助実施市と協議のうえ、建設型応急仮設住宅の事前配分の適用を決定します。また、設置計画を

策定して、救助実施市とその他の市町村に資源配分を行います。 

⑶  応急仮設住宅への入居者募集及び管理運営 

市は、応急仮設住宅への入居者の募集について、県と協力して行います。この際、要配慮者優先の観点

から入居者の優先順位を設定して選考します。 
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応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもり

などを防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女

性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映できるよう配慮します。また、必要に応じ

て、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮します。 

⑷  公営住宅等への一時入居 

市及び県並びに県住宅供給公社は、被災者の一時入居のため、それぞれ管理する公営住宅等の空家住

宅を積極的に活用します。 

⑸  民間賃貸住宅等の活用 

民間賃貸住宅、企業住宅、保養所等の民間所有施設についても、避難者の一時入居のため、その所有者

に建物の提供について協力を要請します。 

⑹  応急仮設住宅の建設 

ア  入居対象世帯 

災害により被災し、自らの資力では住家を確保できない者であって、次の全てに該当する者としま

す。 

(ｱ) 住家が全壊、全焼又は流失した者であること。 

(ｲ) 居住する住家がない者であること。 

イ 建設方法 

(ｱ) 建設地は、原則として飲料水が得やすく、かつ、保健衛生上好適な地で、交通の利便、教育の問

題等を考慮して、市長が選定します。なお、私有地については所有者と十分協議のうえ実施するこ

ととします。 

(ｲ) 応急仮設住宅の構造は、原則として軽量鉄骨組み立て方式とし、その仕様は「応急仮設住宅内訳」

のとおりとします。 

ウ 規模及び費用 

一戸当たりの建設面積及び費用は、災害救助法施行細則による救助の程度等（昭和 40年神奈川県 

告示第 561号）に定める基準によります。 

エ  建設用地 

応急仮設住宅の建設予定地は、災害時の状況により決定します。 

(ｱ)  公園、緑地、広場 

(ｲ) 市有施設及び県有施設敷地内空地 

(ｳ) 国有地、私有地 

(ｴ) その他 

オ 着工及び完成の時期 

(ｱ) 着工の時期 

災害発生の日から 20日以内に着工し、速やかに建設します。 

(ｲ) 着工時期の延期 

大災害等で 20 日以内に着工できない場合は、事前に内閣総理大臣の同意を得て必要最小限度の

期間を延長することがあります。 

(ｳ) 供与期間 

完成の日から建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 85条第 3項又は 4項の規定による期限内

（最高 2年以内）とします。 

 

11 住宅の応急修理 

  災害救助法が適用されたときは、市は県と密接な連携をとり、自らの資力では住宅の応急修理ができな

い者に対し、居室、炊事場、トイレ等の日常生活に必要最小限度の部分について応急修理を行います。 

⑴ 応急修理を受ける者 

ア 災害によって住家が半壊又は半焼し、当面の日常生活を営むことができない者 

イ 自らの資力では、応急修理ができない者 

⑵ 応急修理実施の方法 

応急修理は、応急仮設住宅の建設に準じて行います。 

⑶ 修理の範囲と費用 
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ア 居室、炊事場及び便所等の日常生活に欠くことのできない部分で最小限に限ります。 

イ 費用は、災害救助法及び関係法令の定めるところによります。 

⑷ 応急修理の期間 

原則として災害発生の日から１月以内に完了します。 

⑸  建築材料の調達方法 

応急仮設住宅及び応急修理に必要な建築資材の調達は、市長が県に要請するほか、建築業者及び 

建築材料業者に協力を要請して、速やかに行うものとします。 

 

12 要配慮者への配慮 

⑴ 市は、避難誘導、避難所での生活環境の確保、応急仮設住宅への入居に当たっては、要配慮者に十分

配慮します。特に福祉避難所の指定、要配慮者の避難所での健康状態の把握、応急仮設住宅への優先入

居、福祉仮設住宅の設置等に努めます。また、要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮します。 

⑵  市は、要配慮者に対して、必要に応じ社会福祉施設等の利用、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の手配

等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力のもとに実施します。また、在宅の要配慮者の所在情報を把

握し、迅速に避難ができるよう努めます。 

⑶  市は、避難所の運営に当たっては、要配慮者の健康に不安のある避難者に対する身体的ケアを実施す

るとともに、精神的、心理的な訴えにも的確に対応できるようメンタルケアの実施に努めます。 

⑷  市は、避難誘導、情報提供、相談、避難所の運営等に当たっては、市内に居住している留学生などの外

国人に十分配慮します。 

⑸  市及び施設管理者は、在宅又は施設利用の高齢者及び障害者の安否確認及び避難対策について、地域

の自主防災組織と協力して実施します。 

 

13 男女双方の視点に配慮した生活環境の確保 

⑴  市は、被災時の男女のニーズの違いを踏まえた男女双方の視点や参画に十分配慮し、避難所における

生活環境を常に良好なものとするよう努めます。 

⑵  市は、「三浦市避難所運営マニュアル」を参考に、女性用トイレや専用の物干し場、更衣室、授乳室の

設置及び設置場所の工夫、生理用品、女性用下着の女性による配布など、女性の生活環境を良好に保つと

ともに、安全性を確保し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めます。 

 

 

14 避難所における感染予防対策 

⑴ 可能な限り多くの避難所の開設 

発災した災害や被災者の状況等によっては、避難所の収容人数を考慮し、あらかじめ指定した指定避  

難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設をを図りま  

す。この際、状況により、ホテルや旅館等の活用等に努めます。 

⑵ 親戚や友人の家等への避難検討の周知 

災害時に避難生活が必要な方に対しては、避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合は親

戚や友人の家等への避難を検討していただくことを周知します。 

⑶ 自宅療養者等の避難 

自宅療養等を行っている新型コロナウイルス感染症の軽症者等への対応については、鎌倉保健福祉事

務所三崎センター等との十分な連携の上で適切な対応に努めます。 

⑷ 避難者の健康状態の確認 

避難者の健康状態の確認は、避難所到着時に実施するとともに、避難生活開始後においても定期的に

行います。 

⑸ 手洗い、咳エチケット等の基本的な対策の徹底 

避難者や避難所運営スタッフは、頻繁に手洗いするとともに、咳エチケット等の基本的な感染対策を

徹底します。 

⑹ 避難所の衛生環境の確保 

物品等は、定期的に、および目に見える汚れがあるときに、家庭用洗剤を用いて清掃するなど、避難

所の衛生環境をできる限り整えます。 
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⑺ 十分な換気の実施、スペースの確保等 

避難所内は、十分な換気に努めるとともに、避難者が十分なスペースを確保できるよう留意します。 

⑻ 発熱、咳等の症状が出た避難者のための専用スペースの確保 

  ア 発熱、咳等の症状が出た避難者のための専用スペースを確保します。また、その際は専用のトイレ

を確保します。 

イ 同じ兆候・症状のある人々を同室にすることについては、新型コロナウイルス感染症を想定  

 した場合には、望ましくないため、やむを得ず同室にする場合は、パーティションで区切るなどの工

夫に努めます。 

ウ 症状が出た避難者の専用スペースやトイレは、一般の避難者とはゾーン、動線を区分します。 

⑼ 避難者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合 

新型コロナウイルス感染症を発症した場合の対応については、鎌倉保健福祉事務所三崎センター等と

十分に連携し、適切に対応します。 
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第８節 保健衛生、防疫、遺体対策等に関する活動 

 

市は、被災者の健康保持のため、必要な活動を行うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮します。 

 

１ 保健衛生 

⑴  市は、被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不調を来す可能

性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めます。また、必要に応じて健康相談等を行い、エコ

ノミークラス症候群等への対応を周知するとともに、救護所等の設置やこころのケアを含めた対策を行

います。 

⑵  市は、避難所の生活環境を確保するため、必要に応じて仮設トイレを早期に設置するとともに、被災

地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講じます。

また、入浴可能な公衆浴場等について情報提供に努めます。 

⑶  市は、災害による被災者のこころのケアを行うために、かながわＤＰＡＴや医療、保健及び福祉関係

者等の協力を得て、時期や状況に応じた必要な措置を講じます。また、被災者のみならず災害救援非被災

地域からこころのケアの専門職からなるチームが派遣される場合は、派遣に係る調整や活動場所の確保

等を図ります。 

さらには、被災者のみならず災害救援スタッフのメンタルヘルスの維持に努めます。 

 

２ 防疫対策 

⑴  災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は各個人が行うことを原則とし、市長は、被災地の状況に応じて

的確な指導あるいは指示を行います。 

⑵  市は、感染症が発生した場合には、必要に応じ、発生場所及びその周辺の消毒を実施します。 

⑶  県は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号。以下｢感

染症法｣という。）第 6条に規定された感染症について、一類感染症(エボラ出血熱、ペスト等)、ニ類感

染症(中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）、急性灰白髄炎等)又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止

するため必要があるときは、当該患者を感染症指定医療機関等に入院させるべきことを勧告等するとと

もに患者を医療機関に移送します。また、三類感染症(コレラ、細菌性赤痢等)のまん延を防止するため必

要があるときは、当該患者及び無症状病原体保有者に対し就業制限を命じるほか、当該感染症にかかっ

ていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、医師の健康診断の受診について勧告等を実施します。 

⑷  市は、県の指示に基づき次の防疫対策を実施します。 

ア 感染症予防上必要と認めた場合の清掃及び消毒 

イ ねずみ族、昆虫の駆除 

ウ 予防接種の実施 

⑸  市は、災害に即応した防疫対策に基づき、鎌倉保健福祉事務所三崎センターと密接な連絡を取り、実

情に即した防疫活動の推進を図ります。 

鎌倉保健福祉事務所三崎センターは、被災地等において積極的疫学調査を行い、その結果必要があれば

健康診断又は必要な検査を行います。 

⑹ 県は、市に対し、必要に応じて薬品、器具等の調達をあっせんします。 

 

○防疫実施の方法 

１ 防疫体制の確立 

市は、被災地域又は被災状況等を迅速に把握するとともに、関係機関と密接に連携して対処方針を定め

て、防疫体制の具体的な確立を図ります。 

 

２ 治療勧告及び入院措置 

県は、感染症患者が発生した場合には、感染症法に基づき、当該患者に対して感染症指定医療機関にお

いて治療するよう勧告しするとともに、市は県からの指示により感染症発生場所及びその周辺地区等の消

毒を実施します。 
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３ 感染症発生状況及び防疫活動の周知 

感染症が発生した場合、市は、その発生状況及びその防疫活動等につき速やかに広報活動を実施します。 

この際、個人情報の保全に留意します。 

 

４ 清潔方法及び消毒方法の指示 

市は、感染症予防上必要と認めるときは、県から清潔方法及び消毒方法の指示を受けます。 

⑴  清潔方法 

ア 市は、清潔方法の実施に当たっては、管内における道路溝渠、公園等公共の場所を中心に行います。 

イ 災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は、各個人が行うことを原則とし、被災地の状況に応じ、市長は

的確な指導又は指示を行います。 

ウ 市は、収集したごみ、汚泥、その他の汚物を焼却埋没等、衛生的に適切な処分をします。この場合、

できる限りし尿浄化槽又は下水道終末処理場の処理施設を利用する等の方法により、不衛生にならな

いようにします。 

⑵  消毒方法 

ア 市は、消毒方法の実施に当たっては、法令の定めるところに従って行います。 

イ 消毒の実施に当たっては、速やかに消毒薬剤等の手持量を確認のうえ、不足分を補い便宜の場所に

配置します。 

 

５ ねずみ族、昆虫の駆除 

⑴  市は、県により必要と認められた場合には、法令の定めるところにより、ねずみ族、昆虫の駆除につい

て県の指示を受けます。 

⑵  市は、ねずみ族、昆虫の駆除の実施に当たっては、器材及び薬剤の現状確認を速やかに行うとともに、

不足器材等の調達に万全を図ります。 

 

６ 予防接種の実施 

⑴  市は、県の指示に従い予防接種法（昭和 23年法律第 68号）第６条の規定による臨時の予防接種を実

施します。 

⑵  市は、県の指示に従い臨時の予防接種を実施する場合は、ワクチンの確保などを迅速に行い、時機を

失しないように措置します。 

 

３ 遺体対策等 

市は、遺体対策については、適切な対応を取るため、神奈川県広域火葬計画に定める「遺体の取扱いに対

する心得及び遺体適正処理ガイドライン」に沿った棺の調達、遺体の搬送の手配、遺体の保存のために必要

な物資の調達等を実施するとともに、その衛生状態に配慮します。 

また、必要に応じて、神奈川県広域火葬計画に沿って県内及び県外の市町村の協力を得て、広域的な火葬

の実施に努めます。県は、これらが円滑に遂行できるよう協力します。 

 

○ 遺体の処理方法 

１ 広報 

市及び三崎警察署は、災害現場から遺体を発見した者が、直ちに三崎警察署又は直近の警察官にその

旨を通報するよう広報を徹底します。 

２ 通報 

市は、遺体を取扱った場合には三崎警察署に通報します。 

３ 検視・調査等 

三崎警察署は、遺体の検視・調査等を行います。 

４ 検案 

遺体の検案は、法医学専門医、警察協力医、医療救護班又は応援協力により出動した医師が行   

います。なお、検案後、市は必要に応じて遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を行います。 

５ 遺体の収容 

⑴  遺体安置所の開設 

市は、三崎警察署と協議し、あらかじめ適当と認められる公共施設のうち、遺体の検視、調査等及び
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遺族などへの引渡し等、実施のための施設を選定のうえ、遺体収容・安置施設として指定し、災害時に

は直ちに開設します。市は、捜索により収容された遺体を遺体収容・安置施設へ搬送します。なお、大

規模な災害による多数の遺体の収容施設として、三浦市勤労市民センターを指定しています。 

⑵  遺体の収容 

ア 収容された遺体及び所持品等を写真撮影するとともに、人相、所持品着衣、特徴等を記録し、遺留

品を保存します。 

イ 家族などから遺体の引取りの希望があった場合には、死体処理台帳（第６号様式）によって整理の  

うえ引き渡します。 

６ 身元確認、身元引受人の発見 

市は、三崎警察署、三浦市医師会、横須賀市歯科医師会及び区長会等の協力を得て、遺体の身元確認と  

身元引受人の発見に努めます。 

７ 遺体の引渡し 

三崎警察署は、検視・調査等及び医師による検案が終了し、身元が明らかになった遺体を遺族又は関係

者に引き渡し、身元が確認できない遺体を市に引き渡します。 

この際、市と三崎警察署は遺体の引渡し作業を協力して行います。 

８ 遺体の埋葬 

⑴ 遺体の引取人がいないとき、又は引取人があっても災害による混乱のため遺体の処理ができ得ない

ときは、市長が埋葬台帳(第 7号様式)を作成のうえ市営火葬場へ搬送し実施します。 

また、被災状況により火葬場能力を超えた場合は、広域応援体制に基づき他市町の火葬応援を要請

し、対応します。 

⑵ 遺骨及び遺留品については、所定の保管所へ一時保管します。 

⑶ 家族その他遺骨及び遺留品の引取りを希望するものがある場合、整理のうえ引渡します。 

９ 身元不明遺体の対応 

市は、身元の確認ができず警察から引き渡された遺体については、「墓地、埋葬等に関する法律（昭和

23年法律第 48号）」及び「行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明治 32年法律第 93号）」に基づき埋葬又は

火葬を行います。 
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第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

 

市民の非常用備蓄等にかかわらず、災害の規模により食料等（飲料水、生活用水、食料及び生活必需物資

等）の不足が生じた場合、市は備蓄物資の活用、各種協定等による物資の調達、支援物資の活用、さらには広

域的な支援を受け、被災者に早期に必要な食料等を供給します。 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意す

るものとします。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮する

ものとします。 

なお、被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の解消に努

めるとともに、食料、飲料水及び生活必需物資等の円滑な供給に十分配慮します。また、避難所以外で避難生

活を送る方や、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難者に対して

も、物資等が提供されるよう努めます。 

 

１ 飲料水及び生活用水の確保・供給 

⑴  給水方針 

市は、災害発生時に飲料水を得られない者に対して、１人１日３リットルの応急給水を行います。 

⑵  飲料水の確保 

ア 市は、飲料水の確保のため、100ｔ型飲料水兼用耐震性貯水槽を整備しています。 

イ 上下水道部は、応急給水用飲料水及び水道施設の確認に努めます。 

⑶  飲料水の供給活動 

ア 応急給水 

市は、給水班を組織し、上下水道部が確保した飲料水ほか 100ｔ型飲料水兼用耐震性貯水槽等から給

水用タンク等を積載したトラックにより、応急給水を実施します。特に医療機関への速やかな給水を

優先的に配慮します。また、市は、給水が困難な場合は、県に対して支援を要請します。 

イ 応急復旧 

(ｱ)  市は、被災者の生活に欠かすことのできない水道施設を復旧し、一日も早く給水装置を通じて給

水できるようにします。また、必要に応じて他の水道事業者等に応援要請を行います。 

(ｲ)  市は、市内関係事業者の全面協力のもと、災害時における応急給水及び復旧工事の協力に関する

協定等を活用し、応急復旧に当たります。 

⑷  応急飲料水以外の生活用水の供給 

市は、飲料水以外の生活用水等についても、防災指定井戸等の活用など、必要最小限の範囲で確保及び

供給に努めます。 

 

２ 食料の調達・供給 

⑴  供給方針 

市は、備蓄食料等を活用するとともに、主要食料及び副食・調味料等を調達し、被災者等に対して供給

します。 

⑵  食料の調達・供給活動 

ア 市の対策 

(ｱ)  備蓄食料等を活用した食料等の提供に努めるとともに、不足した場合には、調達計画に基づき、 

地区内小売業者等から調達した食料及び広域応援協定等により調達した食料や、全国からの支援物

資等を被災者に供給し、又は応急給食を実施します。 

(ｲ)  必要な食料等の調達が困難な場合は、県に対して支援要請します。 

ただし、政府所有米については、交通・通信の断絶により県の指示が得られない場合、直接農林

水産省（政策統括官付貿易業務課米穀業務班）に要請します。 

⑶  調達食料等の集配と配分 

市は、県から配分される主要食料等を受入れ、被災者等に対して応急給食を実施します。 

ア  食料を供給するときは、各避難所ごとにそれぞれ責任者を定めて受入れ、確認及び受給の適正を図

ります。 
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イ  住民への事前周知を徹底させ、公平な配分を図ります。 

   ウ  要配慮者への優先配分を図ります。 

 

３ 生活必需物資等の調達・供給 

⑴  供給方針 

市は、備蓄物資を活用するとともに、必要な生活必需物資等を調達し供給します。 

⑵  生活必需物資等の範囲 

生活必需物資等の範囲は次のとおりとします。 

寝具類、衣料、炊事用具、食器類、日用品雑貨、光熱材料、燃料等 

⑶  生活必需物資等の調達及び供給 

ア  備蓄生活必需物資の活用を図るとともに、調達計画に基づき地区内小売業者等から調達した生活必

需物資広域応援協定等により調達した生活必需物資及び応援物資を被災者に供給します。 

イ  必要な生活必需物資の調達が困難な場合は、県に対して支援要請します。 

⑷  調達した生活必需物資等の集積と配分 

市は、県から配分される生活必需物資等を受入れ、被災者に対して配分します。 

ア  生活必需品を配分するときは、各避難所等にそれぞれ責任者を定めて受入れの確認及び配分の適正

を図ります。 

イ  住民への事前周知を徹底させ、公平な配分を図ります。 

ウ  要配慮者への優先配分を図ります。 
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第 10節 文教及び保育対策 

 

災害時には、児童・生徒等の安全確保を図るとともに、学校教育の実施に万全を期すため、教育施設、教員

及び学用品等の早期確保に努め、応急教育の円滑な実施を図ります。 

風水害については、天気予報や気象情報など、事前の情報収集等が非常に重要となります。登校前に、教育

委員会で定める臨時休業に該当する警報などが発表されている場合には、児童・生徒等の安全確保のため、臨

時休業の措置を講じることを原則とします。また、児童・生徒等の在校時における下校の判断は、様々な情報

を踏まえ、早い段階で決定し、実施します。 

 

１ 児童・生徒等保護対策 

校長は、災害時においては、避難実施計画に基づき、児童・生徒等の保護に努めます。 

⑴  市立学校の対応 

ア 校長は、対策本部を設置し、情報等の把握に努め、的確な指揮に当たります。 

イ 児童・生徒等の生命・身体の安全確保を図るとともに、安全が確保されるまでは、学校で児童・生徒

等を保護し、安全が確認された後に保護者に引き渡します。 

ただし、公共交通機関の運行中止等により保護者が帰宅できないことも想定されることから、保護

者が来校するまでは、学校で児童・生徒等を保護します。 

ウ 校長は、市教育委員会に避難誘導等の状況を速やかに報告します。 

エ 初期消火及び救護・救出活動等の防災活動を行います。 

⑵  市立学校教職員の対処、指導基準 

ア 学級担任等は、学校防災計画等、あらかじめ決められた方法で、児童・生徒等の安全確保を図った後、

避難誘導を行います。その後、対策本部の指示により、さらなる児童・生徒等の安全確保に努めます。 

イ 障害のある児童・生徒等については、介助体制などの組織により対応する等、十分配慮します。 

ウ 児童・生徒等の保護者への引渡しについては、あらかじめ決められた方法で確実に行います。 

    エ 遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童・生徒等については、氏名、人員等

を確実に把握し、引き続き保護します。 

オ 児童・生徒等の安全を確保した後、対策本部の指示により防災活動に当たります。 

⑶  放課後児童クラブの対応 

放課後児童クラブの担当者は、各クラブの緊急時の対応マニュアルに基づき、近隣の学校等の決めら

れた場所に入所児童を引率し避難します。 

 

２ 学校等における避難場所の開設 

⑴  避難場所等に指定された市立学校等は、市と連携して避難場所を開設し、避難者の安全確保を図りま

す。 

⑵  避難場所に指定されていない県立学校等においても、地域住民等が避難してきた場合に避難者の安全

確保を図る等、市と連携して対応します。 

 

３ 応急教育対策 

⑴  応急教育の実施 

市教育委員会は、災害時において学校教育の実施に万全を期すため、教育施設、教員及び学用品等を早

期に確保し、応急教育の円滑な実施を図ります。 

⑵  被害状況の把握及び報告 

小・中学校は、応急教育の円滑な実施を図るため、速やかに児童・生徒等及び施設設備の被害状況を把

握し、市教育委員会に報告します。 

また、市教育委員会は、被災状況を取りまとめのうえ、湘南三浦教育事務所を通じて県教育委員会に報

告します。 

⑶  教育施設の確保 

市教育委員会は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるため、次によ
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り施設の効率的な利用を図ります。 

ア 被害箇所及び危険箇所の応急修理 

被害箇所及び危険箇所は早急に修理し、正常な教育活動の実施を図ります。 

イ 市立学校の相互利用 

授業の早期再開を図るため、被災を免れた市立学校施設を相互に利用します。 

ウ 仮校舎の設置 

校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設けて授業の早期再開を図ります。 

エ 公共施設の利用 

被災を免れた公民館等の社会教育施設、体育施設その他の公共施設を利用して、授業の早期再開を

図ります。 

この場合、市と県相互に協議して、利用についての総合調整を図ります。 

⑷  教員の確保 

市教育委員会は、災害により通常の教育を実施することが不可能となった場合の応急対策として、次

により教員を把握し、確保します。 

ア 臨時参集 

教員は原則として各所属に参集するものとします。ただし、交通途絶で参集不能な場合は、最寄りの

学校(小・中学校)に参集します。 

(ｱ)  参集教員の確認 

各学校において、責任者(学校付近居住者)を定め、参集した教員の学校名、職、氏名を確認し、

人員を掌握します。 

(ｲ)  参集教員の報告 

各学校で掌握した参集教員の人数等について、市教育委員会に報告します。また、市教育委員会

は、参集教員の人数等について取りまとめのうえ、湘南三浦教育事務所を通じて県教育委員会に報

告します。 

(ｳ)  県教育委員会からの指示 

県教育委員会においては、前項で報告された人数、その他の情報を総合判断し、市教育委員会等

(湘南三浦教育事務所を通じ)に対し教員の配置等を適宜指示連絡します。 

(ｴ)  臨時授業の実施 

通信の途絶又は交通機関の回復が著しく遅れた場合には、各学校において参集した教員をもって

授業が行える体制を整えます。 

イ 退職教員の活用 

災害により教員の死傷者等が多く、平常授業に支障を来す場合は、退職教員を臨時に雇用するなど

の対策を講じます。 

⑸  学用品の確保のための調査 

ア 市教育委員会は、応急教育に必要な教科書等の学用品について、その種類、数量を調査します。 

イ 調査の結果、教科書等の学用品の確保が困難な場合は、県教育委員会に対して協力要請をします。 

⑹  児童・生徒等の心的症状の対応 

校長は、被災後、児童・生徒等の心的症状に対応するため、学校医、スクールカウンセラー及び教 

育相談機関等との連携により校内相談を実施します。 

⑺  応急保育の実施方法 

ア 幼児等の安全措置 

保育所の長は、保育中に災害にあった場合、幼児等の安全を確保するため、保護者が来所するまでの

間、幼児等を保護するものとします。このため保育所においては幼児等のために最低 1 日分の食料を

備蓄しておきます。 

イ 幼児等の把握 

保育所の長は、被災した幼児等を把握し、災害対策本部に報告します。 

ウ 応急保育の実施 

市は、保育所の長からの報告をもとに応急保育の実施を検討するものとし、実施に当たっては、保育

する施設については適切な場所を選定するものとします。 

⑻  保育料減免等 

被災によって保育料の減免等が必要と認められる者については、関係条例及び規則の定めるところに
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より、保育料の全部又は一部を免除する等の特別措置を講じます。 

⑼  衛生管理 

応急教育、応急保育の実施における衛生管理は、次により行います。 

ア 幼児、児童、生徒等に対し、飲料水の使用上の注意を促します。 

イ 幼児、児童、生徒等の健康観察を強化し、必要に応じ健康診断を行います。 

ウ 保健所の指導を受けて、実施場所の清掃及び消毒を行います。 

エ その他必要なことについては、関係機関と協議し適切な処置を講じます。 

⑽  給食 

文教施設及び保育施設の被害状況、停電、断水、学校給食の稼働状況等を把握し、給食の実施の検討を

しますが、被災者等に対する食料供給に支障がない範囲内において実施します。 
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第 11節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

 

災害発生後、特に初期には、救助・救急、消火及び医療救護活動を迅速に行うために緊急通行車両の通行を

確保する必要があるため、一般車両の通行禁止などの交通規制を直ちに実施し、緊急交通路を確保します。 

また、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空のあらゆる必要な手段を利用し、緊急

輸送道路の確保に努めるなど、総合的な緊急輸送を実施します。 

 

１ 交通の確保 

⑴  被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施 

ア 県警察 

(ｱ)  危険防止及び混雑緩和の措置 

被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、必要な交通規制を実施して、

県及び道路管理者と協力し、危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集及び提供、車両使用

の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行います。 

(ｲ)  災害発生時の交通規制等 

災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必要があり、

被災地又は被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に次により対応します。 

ａ 緊急交通路確保のための交通規制 

災害発生後、特に初期段階では、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生することが予

想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等災害応急対策のための

緊急交通路の確保等が中心となるので、道路交通の実態を把握し、災害対策基本法第 76条第 1項

の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限します。 

ｂ 道路管理者等への通知及び要請 

緊急交通路を確保するための通行の禁止又は制限を行う場合、県公安委員会、道路管理者等へ

の通知を速やかに行います。 

また、緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることによ

り、災害応急対策の実施に著しい支障を生ずるおそれがある場合において必要と認める場合は、

道路管理者等に対し、その道路の区間において車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるな

どの措置命令を行うことを要請します。 

ｃ 警察官の措置 

緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、災

害応急対策の実施に著しい支障を生ずるおそれがあるときは、必要に応じて当該車両その他の物

件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行います。 

イ 自衛官及び消防職員 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官又は消防職員は、警察官がいない場合に限り、それぞれの緊急

通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有者に対して移動さ

せるなどの必要な措置を命令するほか、相手方が現場にいない場合に当該措置を行います。 

当該措置命令をし、又は措置を行った場合は、三崎警察署長にその旨を通知します。 

ウ その他 

道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急警戒等必要な対策の実

施について、県警察、交通機関等への連絡を行います。  

⑵  交通情報の収集等 

ア 交通情報の収集 

県警察は、被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施するため、

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ等を活用し、情報を収集します。 

イ 交通情報の広報 

県警察は、交通規制を実施した場合、規制標識板、立看板、携帯用拡声器等を利用して積極的な現場

広報に努めます。また、広報担当者は、テレビ、ラジオ、広報車等あらゆる広報媒体を使用して周知に

努めるほか、航空機による広報、あるいは必要に応じて市の協力を求めます。 
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⑶  道路の応急復旧等 

ア 市は、計画の定めるところにより、速やかに応急復旧作業体制を確保し、道路機能の確保を図りま

す。 

イ 道路管理者は、建設業者との応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、資機材

等の確保に努めます。 

ウ 路上の障害物の除去について、道路管理者、県警察、消防機関、自衛隊等は、状況に応じて協力して

必要な措置をとります。 

⑷  航路の障害物除去 

ア 漁港管理者は、その所管する漁港区域内の航路等について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険

と認められる場合には、市災害対策本部等に報告するとともに、障害物除去等に努めます。 

イ 横須賀海上保安部は、海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が生じ又は生ずるお

それがあるときは、その旨を県災害対策本部等に報告し、速やかに航行警報等必要な応急措置を講ず

るとともに、船舶所有者等に対し、これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ず

べきことを命じ、又は勧告します。 

⑸  漁港の応急復旧等 

ア 漁港管理者は、その管理する漁港施設について、早急に被害状況を把握し、市災害対策本部等に対し

て被害状況を報告するとともに、必要に応じ応急復旧を行います。 

イ 横須賀海上保安部は、航路標識が破損し、又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に

応じて応急標識の設置に努めます。 

⑹  海上交通安全の確保 

ア 横須賀海上保安部は、船舶の輻輳が予想される海域において、必要に応じて船舶交通の整理・指導を

行います。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努めます。 

イ 横須賀海上保安部は、海難の発生その他の事情により、船舶交通に危険が生ずるおそれがあるとき

は、必要に応じて船舶交通を禁止するなど航行制限を行います。 

ウ 横須賀海上保安部は、水路の水深に異状を生じたおそれがあるときは、必要に応じて調査を行うと

ともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保します。 

⑺  物資受入港の確保 

東部漁港事務所は、災害時の海上輸送を円滑に行うための物資受入港として、三崎漁港の機能を確保

します。 

⑻  ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

市は、あらかじめ指定した候補地の中からヘリコプター臨時離着陸場を開設するとともに、防災関係

機関への周知徹底を図ります。 

⑼  鉄道の応急復旧等 

鉄道事業者は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、市災害対策本部等に報告

するとともに応急復旧等を行います。 

 

２ 緊急輸送 

⑴  市の緊急輸送 

市は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を次のとおり確保します。 

ア 車両の確保 

(ｱ)  市が所有又は管理する車両の把握等 

災害時に使用できる市所有の車両を把握し、配車計画を立て、必要に応じ輸送に供するものとし

ます。 

(ｲ)  車両の調達 

市所有の車両をもって輸送に応じきれないときは、次の方法により車両を調達するものとします。

更に、不足がある場合には、県、他市町に対して応援要請を行うものとします。 

ａ 一般車両 

神奈川県トラック協会、タクシー会社その他の運送業者等への協力要請 

ｂ 特殊車両 

建設業者等への協力要請 
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(ｳ)  燃料の調達 

市有車両その他の災害応急対策実施のために使用する車両の燃料に不足を生じたときは、市内及

び近隣市町の業者等から調達します。 

ａ 一般車両 

神奈川県トラック協会、タクシー会社その他の運送業者等への協力要請 

ｂ 特殊車両 

建設業者等への協力要請 

イ 船舶の確保 

(ｱ)  各漁業協同組合に対する協力要請 

(ｲ)  海上自衛隊及び第三管区海上保安本部に対する県を通しての要請 

ウ 航空機(ヘリコプター)の確保 

(ｱ)  県警察及び他自治体保有ヘリコプターの利用 

(ｲ)  陸上自衛隊、海上自衛隊及び第三管区海上保安本部等に対する県を通しての要請 

⑵  防災関係機関の緊急輸送 

防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行います。 

 

３ 輸送対象の想定 

緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じて、概ね以下のとお

りとします。 

⑴  第１段階（発災直後から２日目までの間） 

ア 救助・救急活動、医療活動の従事者及び医薬品等、人命救助に要する人員及び物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等初動の

災害応急対策に必要な人員及び物資等 

エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 

⑵  第２段階（発災後３日目から概ね１週間の間） 

ア 上記第１段階の続行 

イ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ウ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

⑶  第３段階（発災後概ね１週間以降） 

ア 上記第２段階の続行 

イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ウ 生活必需品 

 

４ 応援要請 

市が所有又は管理する車両及び調達車両をもってしても、なお、必要な輸送力を確保できない場合又は

船舶、ヘリコプター、鉄道車両等による輸送を必要とする場合は、次のとおり応援等を要請します。 

⑴  船舶、ヘリコプター 

緊急輸送の必要があるときは、県を通じて自衛隊に対し応援を要請します。 

⑵  鉄道車両 

大量輸送の必要があるときは、鉄道事業者へ協力を要請します。 

⑶  応援等の要請手続 

応援を要請するときは、業務の目的、積載内容、台数、期間、場所等を明らかにして行うものとします。 

⑷  経費の負担 

調達車両、応援車両の費用については、原則として市が負担します。 

 

 

５ 緊急通行車両の確認手続 
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⑴  緊急通行車両（確認対象車両） 

緊急通行車両は、災害対策基本法第 50条第２項に規定する災害応急対策の実施責任者、又はその委託

を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とします。 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示 

イ 消防、水防その他の応急措置 

ウ 被災者の救難、救助その他の保護 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

オ 施設及び設備の応急復旧 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

キ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持 

ク 緊急輸送の確保 

ケ その他災害の防御、又は拡大の防止のための措置 

⑵  緊急通行車両の確認 

災害対策基本法第 76 条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認及び同法施行令（昭和 37 年

政令第 288号）第 33条に規定する標章並びに証明書の交付手続は、次によります。 

ア 県の保有車両及び調達車両については、県知事(災害対策課、各地域県政総合センター)が行い、確認

車両台数等を県公安委員会に通知します。 

イ 県知事が確認する車両を除いた他の車両については、県公安委員会(県警察本部交通規制課、第一交

通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、各警察署及び交通検問所)が行います。 

 

６ 障害物の除去 

⑴  実施機関 

ア 市は、各種応急措置を実施するため障害となる工作物及び山(がけ)崩れ、浸水等によって住家、又は

その周辺に運ばれた障害物の除去を行います。実施困難なときは、県に対し応援協力を要請します。 

道路、河川等の維持管理者は、道路、河川等にある障害物の除去を行います。 

また、道路管理者は、災害対策基本法第 76条の６第１項により、災害が発生した場合において、緊

急車両通行の妨げとなる車両等を、区間を指定して道路外の場所へ移動すること等の措置を命ずるこ

とになります。 

イ その他施設、敷地内の障害物の除去は、その施設、敷地の所有者又は管理者が行います。 

⑵  障害物除去の対象 

災害時における障害物（工作物を含む。）除去の対象は、概ね次の場合とします。 

ア 住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

イ 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場合 

ウ 緊急通行車両の通行、緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

エ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

⑶  障害物除去の方法 

ア 障害物の除去の実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い、又は建設業者等の協力を得て、 

速やかに行います。 

イ 除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、周囲の状況等を考慮し、事後に支

障の起こらないよう配慮して行います。 

⑷  除去した障害物の集積場所 

障害物の集積場所については、それぞれの実施者が考慮しますが、概ね次の揚所に集積廃棄又は保管

します。 

なお、この集積場所については、関係用地管理者等と協議し、あらかじめ選定した場所とします。 

ただし、災害の状況によっては、海岸、緑地帯等を一時使用します。 

ア 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空地その他廃棄に適当な場所 

イ 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

ウ 除去した障害物が二次災害の原因にならないような場所 

エ 避難地として指定された場所以外の場所 

⑸  除去に必要な機械、器具の整備等 
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障害物の規模並びに範囲により、それぞれ対策を立てます。 

⑹  障害物の除去に関する応援、協力要請 

市は、県に対し住民の生命、財産の保護のため、必要に応じ障害物の除去について、応援、協力を要請

します。 
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第 12節 消防対策 

 

火災、その他の災害が発生し、又は発生が予想される場合は、市民の生命、身体及び財産の保護に努めると

ともにその被害を防御し、又は軽減するため横須賀市消防局と綿密に連携し消防力の整備強化を図ります。 

 

１ 火災対策 

⑴  大規模な火災対策 

大規模な火災が発生し、横須賀市消防局及び消防団の現有能力で対応が困難な場合は、横須賀市消防

局長は県広域応援基本計画等に基づく広域応援を要請するものとします。また、市は所要の手続を経て

自衛隊等の派遣協力要請を行うものとします。 

⑵  延焼予防対策 

ア  消防力の整備強化 

(ｱ)  防災組織の拡充、強化に努め災害時の火災に備えます。 

(ｲ)  消防機械器具の近代化及び貯水槽等消防水利施設の充実に努めます。 

イ  災害時の消防警備計画の策定 

(ｱ)  横須賀市消防局との連携 

市は横須賀市消防局からの応援要員の活用等により横須賀市消防局との連絡体制を確立します。 

(ｲ)  消防水利の確立 

災害時における消火栓等の使用不能に備えて貯水槽、自然水利等水利体制を確立します。 

(ｳ)  救助体制の確立 

災害時における市民救出及び避難行動要支援者の救助体制を確立します。 

(ｴ)  初期消火の徹底 

市民に対する災害時の火気の取扱い、初期消火の重要性の事前啓発を徹底します。 

(ｵ)  火災の早期覚知 

災害時における火災の早期覚知体制を確立します。 

なお、消防法第９条の２により「住宅用火災警報器の設置」が義務付けられています。 

(ｶ)  危険区域の調査把握 

災害時に特に大きな被害が予想される区域を調査把握します。 
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第 13節 警備・救助対策 

 

災害発生時には、様々な社会的混乱及び交通の混乱が予想されます。このため、人命の安全確保、被災地に

おける社会秩序の維持に万全を期す必要があります。 

 

１ 陸上における警備・救助対策 

三崎警察署は、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合には、警備体制を早期に確立し、総力

を挙げて人命の安全を第一とした迅速、的確な災害応急対策を実施することにより、市民の生命、身体及び

財産の保護、交通秩序の維持、各種犯罪の予防検挙その他公共の安全と秩序を維持して、被災地における治

安の万全を期します。 

⑴ 警備体制の確立 

ア 三崎警察署は、台風・低気圧の接近に伴って、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合には、三崎警察署に警察署長を長とする三崎警察署災害警備本部を設置し、指揮体制を確立すると

ともに、三崎警察署と三浦市災害対策本部は、必要に応じて所要の要員を相互に派遣し、協力・連絡

体制を強化します。 

イ 三崎警察署は、警備部隊等の編成を行うほか事案の規模及び態様に応じて迅速・的確な部隊運用を

行います。 

⑵  陸上の災害応急対策 

三崎警察署は、市災害対策本部等関係機関と連携して次の対策を実施します。 

ア 警報等の伝達 

災害に関する警報等を認知した場合、その内容、情勢等を分析・検討し、必要がある場合は、地域住

民に対する広報を行います。 

また、当該警報等の緊急性、市の体制等を勘案し、要請のあった場合又は災害警備上必要がある場合

は、市の行う地域住民に対する警報等の伝達に協力します。 

イ 情報の収集・連絡 

災害警備上必要な情報収集を行い、収集した情報を、必要により関係機関に連絡します。 

ウ 救出救助活動 

把握した被災状況に基づき、迅速に機動隊等の部隊を被災現場に出動させ、県、市及び消防等の防災

関係機関と協力して、被災者の救出救助活動を実施します。 

また、三崎警察署長は、消防等防災関係機関の現場責任者と随時、捜索区割り等現場活動に関する

調整を行います。 

エ 避難指示等 

警察官は、災害対策基本法第 61条又は警察官職務執行法（昭和 23年法律第 136号）第４条により、

避難の指示又は避難の措置を講じます。 

オ 交通対策 

被災地域における交通の混乱の防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行われるように、被災規模・

状況に応じて、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する区域を設定し、緊急交通路の確保

など必要な交通規制を実施します。 

カ 危険物等対策 

大規模災害発生時に、火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設、ボイラー施設等の危険箇所

について、横須賀市消防局と綿密に連携し、速やかに、大規模な火災、有害物質の漏えい、爆発等の発

生の有無の調査を行い、状況に応じて施設内滞在者及び施設周辺住民の避難誘導や交通規制等災害の

拡大を防止するための的確な措置を行います。 

キ 防犯対策 

被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の輸送道路及び集積地における 

混乱、避難所におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺におけるパトロールの強化、避

難所等の定期的な巡回等を行います。また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、

窃盗犯、粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被災地の社会秩序の維持に努

めます。 
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 さらには、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに、災害に乗じ

たサイバー攻撃に関する情報収集及び国民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努

めます。 

ク ボランティア等との連携 

自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地における各種犯罪・事故の未

然防止と被災住民等の不安除去等を目的として行われるボランティア活動が円滑に行われるよう必要

な支援等を行います。 

 

２ 被災者等への情報伝達活動 

⑴  被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施 

三崎警察署は、被災者等のニーズを十分把握し、災害関連情報、避難の措置に関する情報、交通規制等

警察措置に関する情報等を、交番、駐在所、パトカー等の勤務員を活用するなどして、適切な伝達に努め

ます。 

⑵  相談活動の実施 

三崎警察署は、被災者の安否を気遣う肉親等の相談に応ずるため、行方不明者相談所等を設置し、親身

な相談活動の実施に努めます。 

 

３ 事前対策 

⑴  三崎警察署は、平素から市に対し、死体調査場所、遺体安置場所、部隊等の宿泊に要する拠点施設の確

保及び応急対策活動に必要な装備資機材、防災関係機関との情報通信ネットワークシステム等の通信資

機材の整備について、働き掛けを行うものとします。 

⑵ 三崎警察署は、防災訓練等を通じて、地域住民等に対し、災害に関する知識、避難場所、避難路、避難

方法、交通規制措置等について周知徹底を図るものとします。 

 

４ 消防団の運用 

⑴ 消防団員の招集及び警戒体制 

消防団長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、緊急に消防警備力を必要

とするときは、三浦市消防団出場基準の定めるところにより消防団員の非常招集を発令します。 

⑵  招集場所及び人員 

原則として、消防団員は所属する分団詰所に集結し、消防団長は非常招集発令から完了までの間、適

宜に状況を市長に報告します。 

⑶  被災地への動員 

消防団長は、災害対策本部長から災害の発生、消防部隊の出動の指令を受けた場合は、被災状況を勘

案し、必要な分団に出動を命令します。 

⑷  解散 

出動した分団は、活動の目的を達成したときは、消防団長の命令を受け解散します。この際、状況によ

り、分団長は残留警備を担当します。 

 

５ 海上における警備・救助対策 

横須賀海上保安部は、台風等の災害が発生した場合において、海上での人命の救助・救急活動、消火活動、

排出油等の防除活動、海上交通の安全確保、避難対策、救援物資の輸送活動、社会秩序の維持、船舶等への

情報提供、二次災害の防止等に当たります。 

⑴ 警報等の伝達 

 ア 気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報の通知を受けた場合、船舶交通の安

全に重大な影響を及ぼす事態の発生を知ったとき又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講

じたとき、並びに船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を知った

ときは、航行警報、安全通報、水路通報、標識の掲揚、船艇及び航空機による巡回等により速やかに周

知します。 

 イ 航路障害物の発生、航路標識の異状等船舶交通の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生を知ったと
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き、又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講じたときは、速やかに航行警報又は安全通報

を行うとともに、必要に応じて水路通報により周知します。 

 ウ 大量の油の流出等により船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発

生を知ったときは、航行警報、安全通報並びに船艇及び航空機における巡回等により速やかに周知し

ます。 

⑵  情報の収集及び情報連絡 

被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を活用し、積極

的に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交換等を行います。 

⑶  活動体制の確立 

必要な職員を直ちに参集させ、対策本部を設置する等、必要な体制を確立します。 

⑷  海難救助等 

船舶の海難、人身事故等が発生したときは、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊によりその捜索活動

を行い、船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機動防除隊により

その消火活動を行い、危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒、火災発生の予防、航泊禁止措置又

は避難勧告を行います。 

⑸  緊急輸送 

傷病者、医療関係者、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に基 

づき、迅速かつ積極的に実施します。 

⑹  物資の無償貸与又は譲与 

物資の無償貸与若しくは譲与について要請があったとき、又はその必要があると認めるときは、「国土

交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡に関する省令」（平成 18年 1月 31日国土交通省令第 4号）

に基づき、災害救助用物品を被災者に対して無償貸付けし、又は譲与します。 

⑺  関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における災

害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、救助・救急活動等についての支援をします。 

⑻  排出油等の防除等  

防除措置を講ずべき者への指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講ずる必要があると認めるときは、

指定海上防災機関に防除措置を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応急の防除措

置を講じさせ、危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の発生防

止、航泊禁止措置又は避難勧告を行います。 

また、特に必要があると認められるときは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45年

法律第 136号）第 41条の 2に基づき、関係行政機関の長等に対し、防除措置等を要請します。 

⑼  海上交通安全の確保 

船舶交通を整理、指導及び制限又は禁止し、漂流物等の応急措置及びその措置を命じ又は勧告し、船舶

への情報提供、水路の安全確保及び航路標識の復旧に努めます。 

⑽  警戒区域の設定 

人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要と認めるときは、災害対策基本法第 63条第

1項及び第 2項の定めるところにより警戒区域を設定し、船艇、航空機等により、船舶等に対して区域外

への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行います。 

⑾  治安の維持 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じて巡視船艇及び航空機により犯罪

の予防・取締り及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行います。 

⑿  危険物の保安措置 

危険物積載船舶に対する移動命令又は航行制限若しくは禁止を行い、危険物荷役中の船舶に対する荷

役の中止等必要な指導を行い、危険物施設に対して危険物流出等の事故を防止するため必要な指導を行

います。 
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第 14節 ライフラインの応急復旧活動 

 

発災後、直ちに専門技術をもつ人材等を活用して、それぞれの施設、設備の緊急点検を実施するとともに、

これらの被災状況等を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に、ライフラインの応急復旧を速

やかに行います。 

災害対策本部は、上下水道、電気、ガス等のライフラインを早期に回復するために、ライフライン各事業者

に対して応急対策活動を要請するとともに、各事業者の被害及び復旧状況を把握し、異なる施設間の復旧速

度の相違に起因する二次災害の発生を防ぐために、連携を図りながら復旧するよう調整します。 

各事業者は、あらかじめ相互の応援体制を整備し、必要に応じて電力等の融通等について検討するととも

に、被害状況、復旧（見込み）状況及び安全確認のための情報を市民等に広報・周知し、二次災害の防止、利

用者の不安解消に努めます。 

 

１ 上水道施設（上下水道部） 

⑴  災害が発生した場合、あらかじめ定められた計画により要員を確保し、直ちに被害状況の調査、施設

の点検を実施し、配水機能の支障及び二次災害のおそれがある場合については応急復旧を行います。 

⑵  水道施設の損壊等により断水するとき、又は減水の必要が生じたときは、市民及び県その他の関係機

関に対して､影響区域や復旧時期について速やかに周知します。 

また、復旧の時期についても随時、県その他の関係機関に情報の提供を行います。 

⑶  応急復旧工事に必要な資材の調達、工事の実施等については、協定等に基づき、他の水道事業者、工事

業者等へ協力を要請します。 

⑷  被災状況調査を速やかに実施し、給水支障の全容を把握するとともに、送配水系統を考慮した復旧計

画を定めます。 

⑸  送配水管等の復旧については、水源から配水池に至る幹線を優先し、次に主要な配水管等を順次復旧

します。 

⑹  応急復旧を迅速に行うため、状況によって、仮設配水管を設置するとともに、必要に応じて消火栓を

併設します。 
 

２ 下水道施設（上下水道部） 

⑴  災害が発生した場合、あらかじめ定められた計画に基づき要員を確保し、直ちに被害状況の調査、施

設の点検を実施し、排水機能の支障及び二次災害のおそれのある場合については応急復旧を行います。 

⑵  施設の実情に即した応急対策用資材の確保に努め、応急復旧の緊急度等を考慮し、関係機関と協力し

た応急復旧を実施します。 

⑶  施設の被災状況及び復旧見込み等について、市民等に対して広報し、利用者の生活排水に関する不安

解消に努めます。 

 

３ 電力施設（東京電力パワーグリッド(株)藤沢支社） 

⑴  災害により電力施設に被害があった場合は、被害状況を早期に把握し、通電火災等の二次災害の発生

を防止し、速やかに応急復旧を行い、電気供給施設としての機能を維持します。 

⑵  感電事故並びに漏電による出火の防止及び電力施設の被害状況、復旧予定等について各報道機関や広

報車並びに防災無線等を通じて広報します。 

⑶  災害時においては、原則として送電は維持しますが、円滑な防災活動を実施するため、警察、消防機関

等からの送電停止の要請があった場合には、適切な危険予防措置を講じます。 

⑷  災害時における復旧資材を次により確保します。 

ア 現業機関においては、予備品、貯蔵品等の在庫量を常に把握しておくとともに、調達を必要とする資

材は可及的速やかに確保します。 

イ 復旧資材の輸送は、あらかじめ契約している業者の車両、船艇等により行いますが、不足する場合

は、他業者及び他店の協力を得て輸送力の確保を図ります。 

ウ 災害時においては、復旧資材置場としての用地を確保します。 

⑸  災害復旧の実施に当たっては、原則として人命にかかわる箇所、官公署、報道機関、避難場所等を 
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優先します。 

 

４ 都市ガス施設等 

 ⑴  東京ガス（株）は、風水害等による非常事態が発生した場合には、自動的に非常事態対策本部を設置す

るとともに、各事業所に対策支部を設置し、全社的な応急活動組織を編成します。早期に被害状況を把握

し、引火等の二次災害の発生を防止するとともに、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、速やかに

応急復旧を行います。災害発生後、可能な限り迅速かつ適切に施設及び設備の緊急点検を実施するとと

もに、避難区域の設定、火気の使用禁止、ガス供給停止等の適切な危険予防措置を講じます。二次災害の

防止、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧活動を行います。 

ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合において、その状況に応じた広報活動を報道機関を通

じて行うほか、必要に応じ直接当該地域へ周知します。また、地方自治体等の関係機関とも必要に応じて

連携を図ります。 

⑵  ＬＰガス（液化石油ガス）事業者は、ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合において、その

状況に応じた広報活動について報道機関を通じて行うほか、地方自治体等の関係機関とも連携を図りま

す。 

 

５ 電気通信施設（東日本電信電話(株)） 

⑴  災害が発生した場合には、情報の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとり、早期に被災状況を

把握し、被災した通信回線、電気通信設備等の応急復旧工事、現状復旧までの間の維持に必要な補強、整

備工事などの応急復旧対策を行います。 

    また、通信施設に被害が生じた場合、又は異常輻輳等の発生により、通信の疎通が困難になったり、通

信が途絶するような場合においても、最小限の通信を確保するため、通信の利用制限、非常通話、緊急通

話の優先確保、無線設備、移動基地局車による措置、避難所への災害用公衆電話（特設公衆電話）の臨時

設置、災害用伝言ダイヤル「１７１」等及び携帯電話での災害伝言板の運用開始、回線の応急復旧、災害

対策用携帯電話の貸出しなど応急措置を実施します。 

⑵ 災害時用公衆電話（特設公衆電話）の臨時設置に当たっては、被災者の利用する避難所を優先します。 

⑶  災害復旧等の実施に当たっては、原則として、治安、救援等の最重要機関及び防災関係機関を優先しま  

す。 
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第 15節 災害廃棄物等の処理対策 

 

市及び県は、神奈川県災害廃棄物処理計画等に基づき、連携してごみ処理施設及びし尿処理施設の被災状

況を把握するとともに、災害廃棄物の処理体制の整備を図り、適切かつ円滑・迅速な処理を行います。 

 

  

１ 災害廃棄物対策に関する体制の整備と連絡体制の確立 

県及び市は、神奈川県災害廃棄物処理計画や市町村の災害廃棄物処理計画等に基づき、災害廃棄物対策

に関する体制の整備を図るとともに、相互間の連絡体制を確立します。 

 

 

２ ごみ処理施設、し尿処理施設の被災状況の把握 

  市は、発災後速やかにごみ処理施設及びし尿処理施設の被災状況を把握し、その状況を関係機関に報告

します。 

 

３ 仮設トイレの設置 

 ⑴ 市は、住民の避難状況や上下水道の被災状況と復旧の見通し等の情報に基づき、仮設トイレの必要性

や配置を考慮しながら、速やかに仮設トイレを設置します。また、仮設トイレの設置状況及びその使用方

法等について、住民に周知します。 

⑵  

市は、備蓄している仮設トイレ数が不足する場合や、し尿の収集・処理が困難な場合は、リース業者か

らの調達を検討するとともに、県への支援の要請を検討します。 

⑶ 県は、、把握した情報をもとに支援の必要性を検討するとともに、市町村から支援要請を受けた場合は、

支援可能な市町村や民間事業者団体、他都道府県等に支援を要請します。 

 

４ し尿及びごみ処理 

 ⑴ 市は、避難場所の収容人数及び断水地域の在宅住民の人数等から、し尿収集対象発生量やごみの発生

量を推計し、通常時のし尿やごみの収集・運搬、処理体制及びごみ処理施設並びにし尿処理施設の被災状

況をもとに、応急の収集体制の確保を図ります。 

⑵ 市は、し尿やごみ収集・運搬、処理業務の増大により、収集車両や人員、処理施設の能力が不足する場

合、処理施設が倒壊又は稼働不能な場合等は、県への支援を要請します。 

⑶ 県は、市からし尿又は処理に関する支援の要請があった場合は、県内の他市町村等と調整を行うなど、

必要な支援を行います。 

 

５ 生活ごみ処理 

⑴ 収集・処理体制の整備 

市は、民間事業者団体や他市町村からの応援を含めた収集運搬及び処理体制を速やかに確保し、処理

を行います。 

⑵ 避難所ごみへの対応 

市は、発災後、速やかに避難所ごみの収集運搬を開始するとともに、仮置場には搬入せずに可能な限り

既存処理施設で処理を行います。 

⑶ 支援要請 

市は、収集・処理が困難な場合には、県又は民間事業者団体等に支援を要請します。 

県は、市町村の処理状況等を把握し、支援の必要性を検討するとともに、支援要請を受けた場合は、支

援可能な市町村や他都道府県等に支援を要請します。 

 

６ 災害廃棄物処理 

⑴ 市は、発災後、速やかに災害廃棄物の発生量等を推計し、推計した発生量をもとに、仮置場の必要面
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積を算定し、仮置場を設置します。 

 ⑵ 損壊した建築物等の解体撤去及びそれに伴い発生するがれきの処理は、原則として建築物等の所有者

が行うものですが、被害状況によりそれが困難だと認められる場合や、がれきが道路等に散在し、緊急に

処理する必要がある場合は、市が収集し、運搬を行うものとします。 

なお、「災害廃棄物処理事業に係る特例措置」が講じられた場合は、国・県と協議し、対応を行うもの

とします。 

⑶ がれきについては、可能な限り分別・減量・再利用を目指し、市民や事業者に対して排出方法等の必要

な事項について協力を求めます。 

 ⑷ がれきの円滑な処理を推進するため、収集運搬機材、選別・保管のできる仮置き場及び処理、処分場を

確保するとともに、県及び周辺市町村等と連携し、処理体制の確保に努めます。 

⑸がれきの処理については民間事業者の協力も必要であることから、あらかじめ応援能力について調査す

るとともに、支援についての協定書の締結等の体制を整えます。 

⑹ アスベスト等の有害廃棄物を含むがれきの搬出については、中間処理段階で適正に分別するよう指導

し、安全確保に努めます。 

   なお、搬出等処理に当たっては国・県等の関係機関と綿密な連携を図り、柔軟に対応することとしま

す。 
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第 16節 被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関する活動 

 

市は、発災後速やかに広報担当を設置し、防災関係機関と連携して被災地住民をはじめとする市民に対し、

正確な情報を適切かつ迅速に提供することにより、混乱の防止を図り、適切な判断による行動がとれるよう

努めます。 

また、被災者の生活上の不安を解消するために、女性や外国人等に配慮した総合的な相談活動を実施する

とともに、被災者の生活再建へ向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図ります。 

 

１ 被災者等への情報提供 

⑴  市は、発災後速やかに広報担当を設置し、防災関係機関と連携して流言、飛語等による社会的混乱を

防止し、市民の心の安定を図るとともに、被災者等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保する

ため、正確な情報の速やかな公表と伝達、広報活動に努めます。 

また、避難所以外で避難生活を送る方や、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所在が

把握できる広域避難者に対しても物資などが提供されるよう努めます。 

⑵  市は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、市民に対して次の事項等について広報活動を行いま

す。 

    防災関係機関は、それぞれが定めた災害時の広報計画に基づき、市民・利用者への広報を実施すると

ともに、特に必要があるときは、県及び報道機関に広報を要請します。 

ア 市の広報内容 

(ｱ)  災害の状況に関すること 

災害の規模等の情報 

(ｲ)  避難に関すること 

避難情報及び避難所開設情報 

(ｳ)  応急対策活動の状況に関すること 

救護所開設状況及び交通、道路、電気、水道等の復旧状況 

(ｴ)  住民生活に関すること 

ａ 給水、食料の配給 

ｂ 水道、電気、ガス等の二次災害の防止 

ｃ 防疫 

ｄ 臨時災害相談所の開設状況 

ｅ 安心情報 

(ｵ)  出火防止・初期消火に関すること 

イ 集配郵便局等 

  市民等に対して、「災害時における相互協力に関する覚書」に基づいて、県や市から提供された情報

を必要に応じて広報します。 

ウ 防災関係機関の広報内容 

(ｱ) 電気、ガス等の二次災害の防止に関すること 

(ｲ) 所管業務の被害状況、復旧状況に関すること 

⑶  市及び防災関係機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について相互に通知し情報交換を行い

ます。 

⑷  広報の手段 

市が実施する広報の手段は、市防災行政無線、広報車及び市ホームページ等によることを原則としま

すが、必要に応じて職員による現場での指示、広報紙等を作成し現地で配布、掲示することとします。 

 ⑸ 被災者の安否情報について住民から照会があった場合は、被災者等の権利利益を不当に侵害すること

のないよう配慮しつつ、可能な限り安否情報を回答するよう努めます。なお、被災者の中に配偶者からの

暴力を受け、加害者から追跡されて危害を受ける恐れのある者等が含まれる場合は、その個人情報の管

理を徹底します。 
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２ 災害相談の実施 

⑴  災害相談の実施 

ア 市は、地域の被災住民から寄せられる生活上の不安などの解消を図るため、県と相互に連携して臨

時災害相談所を設け、発災直後からの時間経過に伴うニーズの変化に対応した相談活動を実施します。 

     また、相談等は、職員のみならず、関係機関、弁護士等専門家及び通訳ボランティアの協力のもと、

外国人への対応についても配慮しながら、広域的かつ総合的に行います。 

イ  市は、県と相互に協力して被災地及び避難所等に臨時災害相談所を設け、被災住民の相談に応ずる

とともに、苦情、要望等を聴取し、速やかに関係機関へ連絡して早期解決に努めます。 

ウ  相談所の規模及び構成員等は、災害の規模や現地の状況を検討して決めます。この臨時災害相談所

においては、被災者救護を実施する各部及び関係機関の職員が相談員として常駐し、各種相談に応じ

ます。 

⑵  相談業務の内容 

災害相談の内容は、発災時から避難救援期における行方不明者や避難所、救援食料・飲料水・衣類等の

問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活や心の悩み相談、仕事の再開相談、復興期の住宅や事業所

の再建相談等、幅広く対応して早期解決を図り、生活の安定を支援します。 

 

３ 応急金融対策の実施   

災害時において、郵便局長は、被災地の郵便局における被災者の緊急な資金需要その他の被災事情を考

慮し、次のとおり非常取扱いを行います。 

⑴  為替貯金業務関係 

郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び年金恩給等の為替貯金業務についての一定の金額の範囲内におけ

る非常払渡し及び非常貸付け並びに国債等の非常買取りを行います。 

⑵  簡易保険業務関係 

簡易保険の保険金及び貸付金の非常即時払、保険料払込猶予期間の延伸等を行います。 

 

４ 物価の安定、物資の安定供給 

市は、食料をはじめとする生活必需品等の物価が高騰しないよう、また、事業者による買い占め・売り惜

しみが生じないよう監視するとともに、必要に応じ指導等を行います。 

県は、県民が落ち着いた消費行動がとれるよう、生活必需品の供給状況等について、必要な情報提供に努

めます。 

また、市は、コンビニエンスストア等の小売店舗等と協定を結び、物資が安定的に供給されるよう努める

とともに、発災後速やかに営業が開始できるよう、物資搬入車両の通行の確保、必要な体制の整備に努めま

す。 
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第 17節 労働力供給対策 

 

市は、災害時における災害応急対策の実施に必要な労働力の確保を図ります。 

 

１ 実施方法 

災害時における災害応急対策は、市職員が当たりますが、特殊作業等で対応が困難である場合又は労働

力に不足を生ずる場合は、市内建設・建築業者の応援を求めるほか、災害の状況により県及び近隣市町に要

請します。 

 

２ 労働者の作業内容 

応急対策に使用し得る労務作業の範囲は、概ね次のとおりとします。 

⑴  道路、橋りょう等の応急措置及び障害物の除去作業 

⑵  学校等公共施設の応急措置及び障害物の除去作業 

⑶  被害者の救出及び救出に要する機械器具、その他資材の操作 

⑷  その他、応急対策に必要な特命事項に関すること 

 

３ 要請手続 

要請するときは、協定に基づき次の事項を明らかにするものとします。 

⑴  職種別求人数 

⑵  作業場所及び作業内容 

⑶  作業時間 

⑷  賃金の額 

⑸  作業日数 
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第 18節 広域的応援体制 

 

市は、被害の規模に応じて、迅速・的確に、県や他市町村及び関係機関に応援を求め、被害の軽減や被災者

の支援など広域的な応援体制をとります。 

 

１ 広域的な応援体制 

⑴  広域的な応援要請 

ア 市長は、応急措置を実施するために必要と認めるときは、他市町村長に対して応援要請を行い、又は

知事に対して応援要請若しくは応急措置の実施を要請します。 

    他市町村長へ応援要請を行うに当たり、県は、地域県政総合センター単位の地域ブロック内及び地

域ブロック相互間における市町村間の相互応援の調整を行います。 

イ 市長は、応急措置を実施するために必要と認めるときは、知事に対して、自衛隊の派遣要請をするよ

う要求します。 

この場合、必要に応じて、その旨及び市の地域に係る災害の状況を防衛大臣、地域担任部隊等（東部

方面混成団長等）の長に通知します。 

なお、市長は、この通知をしたときは、速やかにその旨を知事に通知します。 

ウ 市長は、知事の自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、地

域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長

は、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合は、部隊等を派遣します。 

なお、市長は、この通知をした時は速やかにその旨を知事に通知します。 

エ 知事は、特に必要と認めるときは、市長に対して応急措置について必要な指示をし、又は他の市町村

長に対して被災市町村を応援するよう指示します。 

オ 知事は、市長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し広域応援の要請を行いま

す。 

(ｱ)  県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請 [警察法（昭和 29年法律

第 162号）第 60条] 

(ｲ)  消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助隊の派

遣要請等）[消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 44条] 

(ｳ) 被災市町村応援職員確保システムに基づく要請 

 a 避難所運営や罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援 

 b 被災市町村が行う災害マネジメントの総括的支援 

(ｴ)  相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成する都

道府県に対する応援要請 

(ｵ)  厚生労働省、関係省庁及び他都道府県への広域医療搬送に係る要請 

カ 消防庁長官は、災害の規模等から緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがない場合や人命救助

等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の必要性を認めた場合は、

他の知事や市町村長へ消防の応援要請を行います。 

キ 市長は、必要があると認めたときは、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関（特定独立行政法

人に限る。）の長に対し、当該職員の派遣を要請します。 

その際には、次の事項を記載した文書をもって行います。 

(ｱ)  派遣を要請（あっせん）とする理由 

(ｲ)  派遣を要請（あっせん）とする職員の職種別人員数 

（ｳ） 派遣を必要とする期間 

(ｴ)  派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（ｵ） 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項 

 

ク 市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において応急措置を実施するため必

要と認めるときは、災害対策基本法第 68条の 2第 1 項に基づき、知事に対し、自衛隊法第 83条第１

項の規定による要請を求めます。 
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要請範囲は概ね次のとおりです。 

(ｱ)  被害状況の把握 

(ｲ)  避難の援助 

(ｳ)  遭難者等の捜索活動 

(ｴ)  水防活動 

(ｵ)  消防活動 

(ｶ)  道路又は水路の啓開 

(ｷ)  応急医療・救護・感染症対策 

(ｸ)  人員及び物資の緊急輸送 

(ｹ)  炊飯及び給水 

(ｺ)  救援物資の無償貸与又は譲与 

(ｻ)  危険物の保安及び除去 

(ｼ)  その他知事が必要と認めるもので自衛隊との協議の整ったもの 

ケ ライフライン事業者等は、必要に応じて、応急対策に関する広域的応援体制をとるように努めるも

のとします。 

 

○ 自衛隊への要請先及び救援活動に要した経費 

１ 要請先 

⑴ 陸上自衛隊の派遣を要請する場合 

⑵ 陸上自衛隊又は海上自衛隊の別を特定しない派遣要請の要求をする場合 

担当区域 要  請  先 担当窓口/所在地/ＮＴＴ電話/防災行政通信網 

県内全域 陸上自衛隊東部方面混成団長 

混成団本部訓練科 

横須賀市御幸浜 1-1 

046-856-1291   内線 448/402  

防災行政通信網  局番号 9-486-9201   fax 9220 

 

⑶ 海上自衛隊の派遣の要請を要求する場合 

担当区域 要  請  先 担当窓口/所在地/ＮＴＴ電話/防災行政通信網 

県内海岸地域 海上自衛隊構須賀地方総監部 

横須賀地方総監部防衛部オペレーション室 

横須賀市西逸見町 1 丁目無番地 

046-822-3500    内線 2222/2223   

防災行政通信網 局番号 9-637-9209  fax 9200 

 

２ 救援活動に要した経費 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、派遣を受けた市が負担するものとし、その内容は概ね

次のとおりです。 

⑴ 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材(自衛隊装備に係るものを除く。)等の購入費、借

上料及び修繕費 

⑵ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

⑶ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 

⑷ 派遣部隊の救援活動実施に際し生じた(自衛隊装備に係るものを除く)損害の補償 

⑸ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市町村が協議します。 

 

⑵  広域応援の受入れ 

市は、広域応援活動拠点として指定している、「県立三浦初声高等学校（入江キャンパス）」に受入れ

のための活動拠点を開設し、応援部隊（自衛隊、広域緊急援助隊、緊急消防援助隊）等の受入体制を整え

ます。 

市及び県は、それぞれ拠点相互の連携を図り、災害応急活動を実施します。 

実施する対策は次のとおりです。 
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ア  備蓄防災資機材・物資の配分、搬送調整 

イ  救援物資の受入れ、配分及び搬送調整 

ウ  協定物資の受入れ、配分及び搬送調整 

エ  輸送車両・ヘリコプターの誘導、物資の搬送調整 

オ  救援・復旧等対策に携わる災害応急活動要員等の集結、待機、出動調整 

カ  その他必要な災害応急活動 

 

２  海外からの支援の受入れ 

市及び県は、国の非常(緊急)災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合には、その受入れ

と円滑な活動の支援に努めます。 
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第 19節 災害救援ボランティアの支援活動 

 

大規模災害が発生し救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合においては、県は、関係団体などと連携して災

害救援ボランティア活動の支援を行う県災害救援ボランティア支援センターを設置・運営し、市は、三浦市社

会福祉協議会に市災害ボランティアセンターの設置を要請し、ボランティアニーズ情報の受発信、ボランテ

ィアの受入れ・コーディネート等により被災地におけるボランティア活動の効果的な支援に努めます。 

 

１ ボランティア活動支援拠点の設置 

⑴  県災害救援ボランティア支援センターの設置 

県は、県災害対策本部を設置したときは、災害救援ボランティア活動への支援を行うため、神奈川県社

会福祉協議会、災害救援ボランティア支援団体等と協働・連携し、かながわ県民活動サポートセンター

(災害等の状況により設置しがたい場合は、あらかじめ定めた別の場所)に県災害救援ボランティア支援

センターを設置します。 

⑵  市災害ボランティアセンターの設置 

三浦市社会福祉協議会は、市災害対策本部からの要請により三浦市社会福祉協議会安心館に災害ボラ

ンティアセンターを設置します。 

 

○ 県災害救援ボランティア支援センター及び市災害ボランティアセンターの主な役割 

 １ 県災害救援ボランティア支援センターの主な役割 

  ・災害救援ボランティアに関わる情報収集・発信 

  ・被災地域災害ボランティアセンターの設置及び運営支援 

  ・市災害ボランティアセンターと災害救援ボランティアとの連絡・調整 

  ・災害救援ボランティア活動への支援 

  ＊被害が甚大かつ広域に及ぶ場合、県は、被災地域の災害ボランティアセンターと協働又は連携して、 

県災害救援ボランティア支援センター現地事務所を設置します。 

２ 市災害ボランティアセンターの主な役割 

  ・被災地・被災者のボランティアニーズの情報の収集・発信 

  ・災害救援ボランティアの受入れとコーディネート 

  ・災害救援ボランティアへの資機材等の提供等の活動支援 

  ・市町村域内外の災害救援ボランティア団体・行政機関と、地域住民等との連絡調整 

 

２ 災害救援ボランティアの受入れ 

県は、災害救援ボランティアの受入れに際して、各種ボランティアの技能が効果的に活かされるように

配慮し、必要に応じて災害救援ボランティア支援団体に対して活動拠点を提供する等、その活動の円滑な

実施が図られるよう支援に努めます。 

  市においても、関係団体等と協力し、災害救援ボランティアに対する活動場所や、必要に応じ、資機材・

宿泊場所等の提供あるいはそれらの情報提供により、活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるもの

とします。また、消防機関においても、元消防団員等の経験や能力を有した災害救援ボランティア及び大規

模災害時の消防団ＯＢ支援隊との連携に努めるものとします。 

  県外からの支援の受入れについては、市災害ボランティアセンターは県災害救援ボランティアセンター

と連携し、迅速に受入体制を整えるとともに、最大限の便宜を図ることとします。 

 

３ 災害救援ボランティア支援団体の活動に対する支援 

  行政とボランティア団体の特性の違いを活かした効果的な支援活動を行うため、市及び県は、災害救援

ボランティア支援団体との協働・連携を進めるとともに、その活動に必要な場所・資金等の確保に対する便

宜の提供に努めるものとします。 
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第 20節 災害救助法関係 

 

○ 災害救助法が適用される災害が発生した場合、市長は、災害救助法の規定に基づき、被災者保護と社会秩

序の保全を目的として県知事が実施する救助を補助します。 

  また、市民生活の安定のため、義援物資・義援金の受入れ等を行います。 

○ 災害時に全国の多くの人々から寄せられる義援物資は、被災者の状況を慮った善意によるものです。し

かし、不規則かつ大量に届けられる小口の義援物資を適切に処理するには多くの人手や時間を要すること

や、刻々と変化する被災者のニーズに合わせて処理していくことが困難であることなど、多くの課題が指

摘されています。 

市及び県は、個人等から寄せられる小口の義援物資については原則として受け入れないこととするなど、

義援物資を効率的に活用する体制づくりに努めます。  

  

１ 災害救助法 

⑴  災害救助法の適用 

ア 市長は、その被災状況によって災害救助法に基づく応急措置を実施する必要があると認めるときは、

知事に対してその旨を要請します。 

イ 知事は、下記に示す適用基準に基づき、災害救助法を適用します。 

 

○ 災害救助法適用基準 

災害救助法の適用基準は、同法施行令第１条に定めるところによりますが、本市における具体的な適用

基準は次のとおりです。 

⑴  住家が滅失した世帯数が 60世帯以上であること。 

⑵  被害が広範囲にわたり、県内の滅失世帯数が 2,500世帯以上に達した場合で本市の滅失世帯数が 30世

帯以上に達したとき。 

⑶  被害が県内全域に及ぶ大災害で滅失世帯数が 12,000世帯以上に達した場合又は災害が隔絶した地域で

発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情※１がある場合で

あって、多数の住家が滅失したとき。 

⑷  多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める

基準※２に該当するとき。 

 

住家の滅失した世帯、すなわち全壊(焼)、流失等の世帯を標準としているので、半壊半焼等著しい損傷を

受けた世帯については、２世帯で１の世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により、一時的に居住不能とな

った世帯については、３世帯で１の世帯とみなします。 
※１ 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の

救出について特殊の技術を必要とすること。 
※２ 災害が発生し、又は災害が発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難して、継続的に救助

を必要とすること。被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要と

し、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

 

⑵  災害救助法の適用手続 

ア 災害に際し、市における災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当する見込みのある場合は、

市長は直ちにその旨を知事に報告します。 

イ 市長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、知事が行う救

助の補助として災害救助法の規定による救助に着手し、その状況を事後速やかに知事に情報提供しま

す。 

ウ 知事は、救助を迅速に行うために必要があると認めるときは、災害救助法による事務委任に係る事

前の取決めに基づき、下記に示す救助の実施に関する事務の一部を市長が行わせることができます。

この場合、救助の期間、内容を市長に通知します。 
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「災害救助法施行細則による救助の程度等」(県告示)における救助の種類は次のとおりです。 

・ 避難所、応急仮設住宅の供与 

・ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

・ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

・ 医療及び助産 

・ 被災者の救出 

・ 被災した住宅の応急修理 

・ 学用品の給与 

・ 埋葬 

・ 死体の捜索 

・ 死体の処理 

・ 障害物の除去 

 ・ 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 

 

⑶  資源分配の連絡調整の実施 

 ア 県が災害対策本部を設置し、災害救助法が適用され、物資等の配分に係る広域調整が必要と判断し

た場合、県は、資源配分連絡調整チームを設置し、救助実施市に参集を要請するほか、必要に応じて、物

資の供給、輸送、保管に係る民間団体に参集を要請します。 

 イ 資源分配連絡調整チームは、市町村の被災状況や支援ニーズに応じた市町村への資源分配のための

供給計画を定め、物資や輸送手段など、必要な手配を行います。 

 

２ 義援物資、義援金 

⑴  義援物資の受入れ及び配布 

ア  民間企業や自治体等からの義援物資 

    市は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、受入れ物資を抽

出します。市及び県は、その内容のリスト及び送り先を公表し、周知等を図るものとします。また、現

地の需給状況を勘案し、同リストは逐次改定するものとし、これを活用し、物資の配分及び配布を行い

ます。 

イ  個人等からの小口の義援物資 

市及び県は、個人等からの小口義援物資については、原則受入れないこととし、その方針を周知する

ものとします。 

 なお、周知に当たっては、記者発表や市及び県のホームページへの掲載のほか、県域報道機関及び全

国ネットの報道機関による放送や他の自治体等のホームページへの掲載依頼などを行います。 

⑵  義援金の受入れ及び配分 

市は、義援金の受入れ、配分に関して、県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募金会等と義援

金の募集、配分に関する委員会を必要に応じて組織し、適切な受入れ、配分を行います。その際、配分方

法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努めます。 

 

３ 災害弔慰金等 

⑴  市長は、一定規模以上の災害により死亡した住民の遺族に対しては災害弔慰金の支給を、一定規模以

上の災害により精神又は身体に著しい障害を受けた住民に対しては災害障害見舞金を支給します。 

⑵ 市長は、災害により家屋等に被害を受けた世帯等に対して、生活の立て直し、自立助長の資金として、

災害救助法が適用された災害では、「災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号）」に基

づき、条例に従って災害援護資金の貸付けを行います。また、県社会福祉協議会は、同法の適用に至らな

い小規模災害時に「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づく生活福祉資金を低所得世帯を対象に貸し付け

を行います。 

⑶  市長は、各種の支援措置を早期に実施するため、発災後早期に罹災証明の交付体制を確立し、被災者

に罹災証明を交付します。 

⑷ 市は、損害の程度に応じて市税や料金等の納期の延長、徴収猶予、減免を行います。 
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第４章 復旧・復興対策 
 

○  大規模な都市型災害は、市民の生活、財産、生活基盤等に直接の被害をもたらすだけではなく、その被災

規模が大きいため、その爪痕は社会・経済活動に長期間影響を及ぼし続けます。災害後の市民生活の再建、

都市の復興、さらには経済活動の復興を早期に実現するには、市民、地域コミュニティやＮＰＯ、市や県な

どの行政機関が協働して、復興対策に取り組むことが重要となります。 

○  そこで本章は、あらかじめ復興の考え方や復興対策の内容を整理し、災害後の迅速な復興対策が推進で

きるよう地域防災計画に位置づけたものです。 

なお、詳細な手順、手法等については、県により作成した「神奈川県震災復興対策マニュアル」に準じて

取り扱います。 

○  復興対策は、被災直後から量的・質的な変化を伴いつつ、連続的かつ段階的に進んでいくものであり、災

害対策本部が担う応急・復旧対策のうち、復興に関係する対策については、関係機関と連携して進めます。 

○  また、復興対策の実施に当たっては、男女共同参画等の視点から、女性及び障害者、高齢者等の要配慮者

の参画の推進について配慮し進めていきます。○  暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参

入・介入の実態把握に努めるとともに、関係行政機関、被災地方公共団体、業界団体等に必要な働きかけを

行うなど、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努めます。 
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第１節 復興体制の整備 

 

 大規模な災害の後、迅速かつ的確に震災復興対策を実施するため、震災復興体制を整備します。 

 

１ 復興計画策定に係る庁内組織の設置 

市は、復興に関わる総合的措置を講じ、速やかな復興を図るために、復興に関する事務等を行う組織(復

興本部)を庁内に設置します。 

また、当該本部内における復興計画の策定を進める担当部において、復興計画に係る庁内案を作成し、庁

内各部局の調整を行います。 

 

２ 人的資源の確保 

本格的な復旧作業及び震災復興事業の実施のためには、通常業務に加えて膨大な事務執行が長期間にわ

たり必要になります。したがって、被災職員による減員もある中、特定の分野や職種において人員不足が予

測されます。 

このため、特に人材を必要とする部門については、関係部と協議・調整し、弾力的かつ集中的に人員配置

を行うとともに、それでも不足を補いきれない場合には、臨時職員等の雇用も考慮します。 

 

⑴  派遣職員の受入れ 

不足する職員を補うため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、災害対策基本法、被災市区町村応

援職員確保システム、県内市町村の相互応援に関する協定等に基づき、職員の派遣又はあっ旋の要請を

行い、職員を受入れます。 

⑵  専門家の支援の受入れ 

災害後は、土地の測量、登記、建築、不動産評価などの土地に関する法律的な問題など、さまざまな問

題について、専門的なサービスの提供が求められることが予想されます。こうした問題については、県

に、弁護士、司法書士、建築士、不動産鑑定士、税理士などの専門家の支援を要請します。 

⑶ 生活支援に係る協力要請 

また、市は「災害時における家屋認定調査等への協力に関する協定」に基づき、生活再建に係る各種支   

援の前提となる住宅等の被害の程度を認定する調査等への協力を神奈川県土地家屋調査士会に要請しま

す。  

⑷  情報提供と市民相談の実施 

   市は、行政の行う施策のほか、復旧・復興期における輻輳する多種多様な情報を整理し、ホームページ

や広報誌等を利用して提供するとともに、臨時相談窓口や電話相談窓口等を設置し、生活再建や事業復

興の不安に対する相談に応じます。 
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第２節 復興対策の実施 

 

市街地及び都市基盤施設等の復旧・復興の基本方向の決定、住宅の復興対策、生活再建支援、地域経済復興

など多岐にわたる復興対策を迅速かつ的確に行うためには、被災状況に関する正確な情報の収集を行い、そ

れに基づいて各分野の対策を実施します。 

 

１ 復興に関する調査 

本計画第３章の「災害時の応急活動対策」において、災害発生時における防災関係機関の情報連絡体制、

被災状況及び人的被害の状況を速やかに把握するための体制等について定めていますが、詳細に被災状況

を把握し、市街地及び都市基盤施設の復旧、復興の基本方針の決定、住宅の復興対策、生活再建支援など、

復興対策及び復興対策に係わる応急対策を迅速・的確に行うため、復興に関する調査を行います。 

⑴  被害状況調査 

市は、建築物、都市基盤施設等の被害概要について、調査を実施し、結果を県に報告します。 

県は、災害情報管理システムなどを通じて、市から被害情報等を収集し、また、防災関係機関等からの

情報収集にも努め、被害状況等を取りまとめます。 

⑵  法制度の適用に関する調査 

 県は、市町村から収集した情報を内閣府に報告し、災害救助法の適用について検討の上、決定します。 

 また、公共土木施設、農林水産施設、公立学校施設などに関して、災害復旧事業に関する調査を実施し、

財政的な援助につなげます。⑶  住宅の復興対策に関する調査 

市は、応急復旧対策、復興対策を効果的に行うために、全壊、半壊といった被災地全体の建築物の被災

状況の調査をおこない、その結果を整理して県に報告します。また、個々の被災者の被害の状況や、各種

の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を、一元的に集約した被災者台帳を作成し、総合的かつ効果

的な支援の実施に努めます。 

県は、市町村の行う調査に対し職員の派遣を行うとともに、必要に応じて、国や他の自治体等の協力を

得ながら、派遣要請等を行います。 

市は、住宅の復興対策を効果的に行うために、応急仮設住宅の建設戸数調書を作成し、県に報告しま

す。 

県は、市町村でとりまとめた結果と被災者の実態をもとにして、応急仮設住宅必要戸数、恒久的な住宅

の必要量、その他必要となる住宅対策等について把握します。 

市は、全壊、半壊といった被災地全体の建築物の被災状況の調査を行い、その結果を整理して県に報告

します。県は、市町村の行う調査に対し職員の派遣を行うとともに、必要に応じて、国や他の自治体等の

協力を得ながら、派遣要請等を行います。 

なお、市は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するため、

災害による住宅等の被害の程度の認定や罹災証明書の交付の体制を確立し、速やかに、住宅等の被害の

程度を認定し、被災者に罹災証明書を交付します。 

⑷  生活再建支援に関する調査 

市は、要配慮者の被災状況や地域における医療需要、医療機関の再開状況の把握、社会福祉施設等

の被災・復旧状況、社会教育施設等の被災状況等、その他の生活再建に必要となる被災状況について

調査します。 

⑸  地域経済復興支援に関する調査 

市は、被災地全体の概要の把握に努めます。特に中小企業の工場や商店街の商店等の被災状況等は、生

活再建支援策と密接に関連するため、可能な限り綿密に調査を行います。 

ア 事業所等の被害調査 

市は、震災後の緊急対応及び復興に向けての施策を検討するために、業種別、規模別被害額や工場、

商店、農地・農林水産業等の被害について調査を行います。 

県は、市町村、商工団体が策定した事業継続力強化支援計画に基づき収集された県内被災企業の被

害額について、関東経済産業局に報告を行います。 

イ 地域経済影響調査 
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市は、産業基盤施設の被災状況や事業者の物的被害状況（事業停止期間の把握、取引状況）の調査

等を行い、地域経済への影響を把握します。 

⑹ 復興の進捗状況モニタリング 

復興対策は長期にわたりますが、住宅、都市基盤、地域経済などの復興状況や被災者の生活再建の度合

い、失業率、将来への意向等を復興状況等に応じて的確に調査し、必要に応じて復興対策や復興事業を修

正します。 

 

２ 復興計画の策定 

市は、大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合には、被災地の再建は高

度かつ複雑な事業になることから、これを速やかに実施し、多くの関係機関の諸事業を調整しつつ計画的

に復興を推進していくため、復興計画を策定します。 

復興計画を策定する際には、 

① 復興の基本方針の策定 

② 分野別復興計画の策定 

③ 復興計画の策定 

という３つのステップを経て行います。 

    なお、復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者のこころの健康に与える影響を含め、被

災地の物心両面にわたる役割を果たすことを踏まえ、配慮するものとします。 

⑴  復興の基本方針の策定 

復興の基本方針では、復興理念（スローガン）の設定、復興の基本目標等を設定します。 

平成 25年に制定された復興法（大規模災害からの復興に関する法律）により、都道府県が、政府の復

興基本方針に即して都道府県復興方針を作成できるとされ、県の基本方針が法定化されました。同法に

より、市の復興計画は、都道府県復興方針に則して策定されるものとされており、県はなるべく早期に基

本方針を定め、公表する必要があります。 

⑵  分野別復興計画の策定 

社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、被災地の再建に当たっては、市街地整備のみならず、産 

業振興、福祉、教育等広範な分野にわたる事業を展開していく必要があります。 

都市復興、住宅復興、産業復興、生活再建など、個別具体的な計画が必要な分野については、各計画の

整合を図りながら分野別復興計画を策定します。 

⑶  復興計画の策定 

復興の基本方針、分野別復興計画の検討結果を踏まえ、復興計画（案）を作成します。復興計画（案）

について、県、市民、関係機関、団体等の意見を聞き、復興計画を作成します。 

復興計画策定に当たっては、市の総合計画との整合のほか、次の点を踏まえる必要があります。 

・被災教訓の反映（再度被災しないための防災性向上の必要性） 

・復興施策の優先順位の明確化 

また、策定に当たっては、県や関係機関、市民等の意見の反映に努めます。その際、県外に避難してい

る被災者の意見把握にも留意する必要があります。 

具体的には、復興計画の項目例は次のとおりです。 

ア 復興に関する基本理念 

イ 復興の基本目標 

ウ 復興の方向性 

エ 復興の目標年 

オ 復興計画の対象地域 

カ 分野別の復興施策の体系キ 復興施策や復興事業の事業推進方策 

ク 復興施策や復興事業の優先順位 

 【参考：復興計画の位置づけ】 

復興計画は、各地方公共団体で作成されている総合計画、長期計画等の地域の将来ビジョンを踏まえ、

被災者の生活再建、産業・経済の再建、復興防災まちづくり等を進めるために必要な施策を取りまとめた

計画として位置づけられます。 

⑷  復興計画策定のプロセス 
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ア 復興計画の策定に当たっては、震災復興専門委員会（仮称）の意見聴取等を踏まえ、復興に関する事

務等を行う組織(復興本部)の長は、専門委員会(仮称)を招集し、復興計画の理念等を諮問します。その

後、専門委員会(仮称)の答申を踏まえ復興計画策定方針を作成し、関係部において案を作成します。 

イ 復興計画に市民の意見を反映するとともに、県や関係機関に対しても意見を求めます。その後、意見

を集約し、分野別復興計画、県の復興計画等との整合を図り、復興計画案を策定します。 

ウ 震災復興本部の長は、復興本部会議の審議を経て、復興計画及び分野別復興計画を決定し、公表しま

す。 

⑸  復興計画の公表 

   市民や市などが協働・連携して復興対策を推進するため、報道機関、ホームページ、市広報紙等によ

り復興施策を具体的に周知、公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 復興財源の確保 

⑴  財政方針の策定 

被害状況の把握と対応策の検討と同時に、応急・復旧事業、復興事業に係る財政需要見込を算定しま

す。また、財政需要見込に基づき、対策の優先度や重要度に応じて適切な対応が図れるよう、機動的かつ

柔軟な予算執行や編成に努めます。 

⑵  財源確保対策 

復旧・復興対策に係る財政需要に対応するため、財政基金(大規模災害対応分)の活用や他の事業の抑

制などにより財源の確保を図るほか、激甚災害の指定、災害復旧に係る補助や起債措置、交付税措置、復

興交付金など、十分な支援を国や県へ要望していきます。 

 

４ 市街地復興 

被災した市街地を迅速に復興するには、被災者が住んでいた地域にとどまって、自ら立ち上がっていく

２ 復興計画の検討 

(1) 復興計画策定に当たっての 

  基本方針についての検討 

(3) 復興計画の検討 

１ 復興計画策定に係る庁内組織の設置 

専門家の知見の反映 

市民等の意見、提案の反映 

国、県、他自治体との調整 

(2) 復興計画指針の検討 

復 興 計 画 の 策 定  
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ことが必要となります。 

市街地復興の決定に当たっては、まず、被災地区の被災状況、地域の従前の基盤施設の整備状況や関係者

の意向等をもとに迅速な復旧を目指し、かつ、どのようにして災害に強いまちづくりを行うかといった中・

長期的な計画的市街地復興方策を検討します。 

さらに、市街地復興を行う基本方向が決定された地区については、市街地復興の方針、目的、手法等を決

定し、災害に強いまちの形成やより快適な都市環境の形成を図ります。 

特に市街地の防災性の向上や都市機能の更新が必要とされる地区等では、単なる現状復旧ではなく、合

理的かつ健全な市街地の形成や都市機能の更新を図っていきます。 

なお、津波による被害を受けた被災地については、津波に強いまちづくりを図る観点から、住民等の参加

のもと、高台移転も含めた総合的な市街地の再整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

[市街地復興のフロー] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴  都市復興基本方針の策定 

市は、各地の被災状況、地域の従前の都市基盤施設の整備状況等を踏まえ、原状復旧を行う地区とする

か、計画的復興地区とするのかを検討して基本方針を策定し、公表します。 

⑵  復興整備条例の制定 

市は、市街地の無秩序な復興を防止し、都市復興の理念を公にするため必要に応じて復興整備条例を

制定します。条例には、市・住民・事業者の責務、復興対象地区の指定と整備手法等を明示します。 

⑶  復興対象地区の設定 

条例を制定した場合、市は、被災状況調査や既存の都市計画における位置づけ、都市基盤整備状況等に

基づき、復興対象地区の地区区分を設定します。 

⑷  建築制限の実施 

市及び県は、市街地の被災の程度や従前の状況によって、都市計画、区画整理等による本格的な復旧・

復興事業に着手するまでの間、復旧・復興の妨げになるような無秩序な建築行為を防ぐことを目的とし

て、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）等に基づき区域を指定し、建築制限を実施します。 

この場合、住宅等の復興に関して情報提供を行うため、建築相談所等を開設します。 

⑸  都市復興基本計画の策定、事業実施 

市は、住民の意見の集約を図りながら、復興の目標、土地利用方針、都市施設の整備方針、市街地復興

１ 被災状況の調査 

市街地に係る復興事業の推進、住宅対策の推進  

２ 都市復興基本方針の策定及び復興整備条例の制定 

３ 復興対象地区の設定・調整及び建築制限の実施 

 

４ 都市復興基本計画の策定 
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の基本方針など、具体的な復興都市計画を策定します。 

市は、復興対象地区ごとに、地区復興都市計画を策定します。 

⑹  仮設市街地対策 

市は、地域の本格復興が完了するまでの間、住宅の応急修理や仮設店舗等の建設、応急仮設住宅の建設

等により、住民の他地域への疎開を減らし、被災前のコミュニティをできる限り守るため、仮設市街地計

画を策定します。 

⑺  住宅対策 

生活の基盤である住宅の再建は、地域経済の復興にも大きく関わってくるため、市及び県は、持ち家、

マンション等の再建支援、災害公営住宅の供給及び公営住宅等への特定入居等を行います。 

また、公営住宅の入居対象外の住民に対して、民間賃貸住宅の供給促進及び入居支援を行うことによ

り、県及び市は恒久住宅への円滑な移行を進めます。 

 

５ 都市基盤施設等の復興対策 

都市基盤施設の復興は、災害応急対策として行われる機能の回復を目的とした応急復旧と施設自体を

被災前の状況に戻す復旧、あるいは、防災性を高めて計画的に整備するといった本格的な復興の３つの

段階に分けられ、それぞれの基本方向に沿って施策を実施します。 

なお、復興法において、被災地方公共団体等からの要請及び当該被災地方公共団体等における工事の

実施体制その他の地域の実情を勘案して必要な場合は、漁港、道路、海岸保全施設、河川等の災害復旧事

業等の工事について、国または県が代行できることが明記されました。 

⑴  被災施設の応急復旧等 

ア 市は、あらかじめ定めた応援協定等を活用しつつ、市管理の公共施設の復旧を進めます。 

イ ライフライン、交通関係施設の応急復旧については、関係事業者との連携のもと、施設の早期復旧に

努めます。 

⑵  応急復旧後の本格復旧・復興 

市は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、公園、河川、漁港などの骨格的

都市基盤整備、防災安全街区の整備、ライフラインの耐震性の強化、さらには建築物や公共施設の耐震、

不燃化などを基本として早期復旧に努めます。 

ア 道路施設 

市は、被災状況、地域特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復旧を目指すか耐

震性の強化、中・長期的な問題点の改良等も行う復興を行うのかを検討し、復旧・復興方針を作成し

ます。 

なお、計画道路については、被災状況や市街化の動向等を勘案し、幅員やルートについて復興計画

に沿った計画を進める場合、線形の変更も含めて再検討します。 

イ 公園・緑地 

市は、被災市街地・集落の復興における基盤整備の方針、計画、整備手法などと調整を図り、公園・

緑地の復旧・復興方針を作成します。また、都市計画決定されている公園・緑地の整備を進め、既存公

園に防災施設の整備・拡充を行うとともに、広域的な防災拠点となる公園については、県と連携して

整備を進めます。 

ウ 漁港施設 

市及び県は、漁港施設（市管理漁港・県管理漁港）については、漁港管理者と協力しながら被災状況

を把握し、必要に応じて復興への支援を行います。各漁港管理者は、迅速な原型復旧を目指すか、耐

震性の強化や中・長期的な観点から改良・再編等も考慮した復旧を行うのかを検討して基本方針を決

定し、復旧工事を実施します。 

エ ライフライン施設 

市は、被害状況や緊急性を考慮して、県及び各ライフライン事業者と調整を図り、施設の早期復旧・

復興を目指すとともに、耐震性の強化など防災性の向上に努めます。 

オ 河川・砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設・海岸保全施設・森林等 

市及び県は、管理する各施設について、被害状況や緊急性を考慮して、施設の早期復旧・復興を目

指すとともに、耐震性の強化など防災性の向上に努めます。 

カ 災害廃棄物等 
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がれきをはじめとする大量の災害廃棄物が発生することから、関係機関が緊密に連携し、必要に応

じて広域的な処理を検討するとともに、環境負荷のできるだけ少ない方法を検討し、円滑かつ迅速に

適切に処理を進める必要があります。 

    (ｱ)  災害廃棄物等処理計画等の策定 

市は、建設業協会等の関係機関と協力して、県が策定する災害廃棄物等処理基本方針等を基に災

害廃棄物等処理計画等を作成します。 

(ｲ)  災害廃棄物等の処理 

可能な限り分別・選別・再生利用等による減量化を図りながら、適切かつ円滑・迅速な処理を行い

ます。 

(ｳ) 支援要請 

市は、処理が困難な場合には、県又は民間事業者団体に支援を要請します。 

(ｴ) 損壊家屋等の解体・撤去 

市は、アスベスト調査を実施の上、分別を考慮しながら、倒壊の危険性のある損壊家屋等から優先

的に解体・撤去します。 

(ｵ) 仮設処理施設の設置 

市は、災害廃棄物の処理が円滑に進むよう、必要に応じて仮設処理施設を設置し、適切な運営・管

理を行うとともに、余震に備えた安全対策、関係法令を遵守した公害対策を行います。 

 

６ 生活再建支援 

被災者の生活復興は、震災前の状態に復元することが第一目標となりますが、心身や財産、就業場所の被

害が甚大な場合、元の生活に戻ることが困難な場合があります。新たな生活を再建するためには、市、市

民、民間機関が連携し、協働して進めることが大切です。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組み

の構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア等生

活全般にわたってきめ細かな支援を講ずる必要があります。 

さらに、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった地方公共団体及び避

難先の地方公共団体が協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供できるよう努める必要が

あります。 

市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一

元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める必要があります。 

⑴  被災者の経済的再建支援 

市は、被災者の生活再建が円滑に進むよう、福祉、保健、医療、教育、労働、金融等総合相談窓口を設

置し、さらに被災者生活再建支援金や災害弔慰金、災害障害見舞金等の支給、災害援護資金や生活福祉資

金等の貸付け及び罹災証明の交付をはじめとする各種事務執行体制を強化するとともに、必要に応じて

税や保険料の納期の延長、徴収猶予、減免をします。 

ア 被災者生活再建支援金の支給 

被災者の自立的生活再建が速やかに図られるよう、市は、被災者生活再建支援金の支給申請等に係

る窓口業務を行います。また、全都道府県から支援金の支給事務の委託を受けている被災者生活は、こ

れを受けて被災者生活再建支援金支給に関する事務を行います。 
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○被災者生活再建支援制度 

１ 目的 

自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出し

た基金を活用して、最高 300万円の被災者生活再建支援金(全都道府県からの被災者生活再建支援法人への

拠出金及び基金の運用益と国からの補助金を原資とする)を支給することにより、その生活の再建を支援し、

もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を目的とするものです。 

 

２ 適用の要件 

⑴  対象となる自然災害 

ア 災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号）第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生

した市区町村における自然災害 

イ 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

ウ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

エ ア又はイの市区町村を含む都道府県区域内で、５世帯以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した

市区町村(人口 10万人未満に限る)における自然災害 

オ ア～ウの区域に隣接する市区町村で、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村（人口

10万人未満に限る）における自然災害 

カ ア若しくはイの市区町村を含む都道府県又はウの都道府県が２以上ある場合に、５世帯以上の住宅

全壊被害が発生した市区町村（人口 10万人未満に限る）における自然災害及び２世帯以上の住宅全壊

被害が発生した市区町村（人口５万人未満に限る）における自然災害 

⑵  対象となる世帯 

ア 住宅が全壊した世帯 

イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ 災害が継続し、長期にわたり居住不能な状態が継続することが見込まれる世帯 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) 

 

３ 支給金額 

次の⑴及び⑵の支援金の額（世帯人数が 1 人の場合は、3/4 の額）の合計額になります。 

⑴  住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 
全 壊 

（2⑵アに該当） 

解 体 

（2⑵イに該当） 

長期避難 

（2⑵ウに該当） 

大規模半壊 

2⑵エに該当 

支 給 額 100万円 100万円 100万円 50万円 

⑵ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補 修 
賃 貸 

（公営住宅以外） 

支 給 額 200万円 100万円 50万円 

 

４ 支援金の支給申請 

⑴  申請窓口：市区町村 

⑵  申請時の添付書類 

ア  基礎支援金：罹災証明書、住民票等 

   イ  加算支援金：契約書（住宅の購入、賃貸等）等 

⑶  申請期間 

ア  基礎支援金：災害発生日から 13月以内 

イ  加算支援金：災害発生日から 37月以内 
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５ 支援金の支給に係る事務手続 

⑴  市は、被害認定、支援金の支給申請に係る窓口業務等を行い、県はこれらを取りまとめ、被災者生活再

建支援法人へ送付します。 

⑵  県は、発生した災害が災害救助法施行令第１条各号に定める自然災害となることが明白であるか、又

はその可能性があると認められる場合には、必要な事項について市からの報告を取りまとめのうえ、速

やかに国及び同法人あてに報告を行います。 

⑶  県は、市からの報告を精査した結果、発生した災害が同施行令第１条各号に定めるいずれかの自然災

害に該当するものと認めた場合には、必要な事項について速やかに国及び同法人あて報告するとともに、

公示を行います。 

 

イ 災害援護資金、生活福祉資金の貸付 

市は、災害により家屋等に被害を受けた世帯に対し、生活の立て直し、自立助長の資金として、災害

救助法が適用された災害では、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、条例に従って災害援護

資金の貸付けを行います。また、社会福祉協議会は、同法の適用に至らない小規模災害時には、「生活

福祉資金貸付制度要綱」に基づく生活福祉資金を、低所得者世帯を対象に貸し付けます。 

ウ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 

市は、災害により死亡された方の遺族に対し「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、条例に

従い災害弔慰金を支給します。 

また、災害により精神的又は身体に著しい障害を受けた方に対しては、同法に基づき、条例に従って

災害障害見舞金を支給します。 

エ 義援物資の受入れ及び配分 

(ｱ)  民間企業や自治体等からの義援物資 

市は、関係機関等の協力を得ながら、民間企業や自治体等からの義援物資について、受入れ物資

を抽出します。市は、その内容のリスト及び送り先を公表し、周知等を図るものとします。 

また、現地の需要状況を勘案し、同リストを逐次改訂するものとし、これを活用して物資の配 

分を行います。 

(ｲ)  個人等からの小口義援物資 

市及び県は、個人等からの小口の義援物資については、原則受け入れないこととし、その方針に

ついて周知するものとします。 

なお、周知に当たっては、記者発表や市のホームページへの掲載のほか、県域報道機関及び全国

ネットの報道機関による放送や他の自治体等のホームページへの掲載要請などを行います。 

オ 義援金の受入れ及び配分 

市は、義援金の受入れ、配分に関して、県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募金会等と義

援金の募集、配分に関する委員会を、必要に応じて組織し、適切な受入れ、配分を行います。その際、

配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配分に努めます。 

カ 生活保護 

市は、被災による生活環境の変化から、新たな要保護者の発生が想定されるので、申請漏れが発生し

ないよう相談窓口の設置等により生活保護制度の周知を行います。また、被災の状況によっては申請

が困難な場合も考えられ、積極的な情報収集により要保護者の把握に努めます。 

キ 税などの減免等 

県及び市町村は、被災者の生活再建を支援するため、個人住民税、個人事業税、自動車税、固定資産税、

不動産取得税などの地方税等について、申告等の期限延長、徴収猶予及び減免などの納税緩和措置等に

ついて検討します。ク 社会保険関連 

市は、国の通知等に基づき、国民健康保険、介護保険など社会保険関連の特例措置を実施します。 

⑷  雇用対策 

ア 雇用状況の把握 

市は、事業施設や地域経済の被害により、事業継続の困難による倒産や従業員の解雇等が予想され

ることから、県と連携を図り、雇用状況の把握に努めます。 

イ 雇用の維持 

市は、離職者の発生を抑制するため、雇用維持の要請、各種助成金制度等の活用促進、労働保険料の
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徴収の延期について県に対して要請します。 

ウ  離職者の再就職等の支援 

離職者が早期に再就職できるよう、雇用保険制度の適切な活用促進に向けた対応のほか、国の機関や

経済・労働関係団体等の協力を得ながら、地域における求人情報の収集・提供、各種公的支援制度の活

用を図ります。また、ハローワーク横須賀等関係機関と協力して、復興過程で創出される求人の開拓に

努めます。 

⑸  精神的支援 

ア 相談窓口の設置及び保健医療活動の実施 

市は、被災を体験したことにより精神的に不安定になっている被災者に対し、保健師、精神保健福祉

士等が電話等で対応する相談窓口等を設けます。また、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の支援

により、必要に応じて訪問相談、巡回相談を実施します。 

イ 被災者の精神保健支援のための拠点の設置 

市は、被災者のこころのケアに長期的に対応するための拠点を設置して地域に根ざした精神保健活

動を行います。 

ウ 災害時のこころのケア啓発冊子の作成・配布 

被災に関わるこころの変化について、被災者、行政関係者、ボランティア等に周知を図るため、既存

の冊子や新たに作成した冊子を配布します。 

エ 被災児童・生徒のこころのケア事業 

市は、災害時に特に影響を受けやすい児童・生徒等に対して、相談窓口の設置や電話相談の開設、ス

クールカウンセラー等による巡回相談等を実施します。 

⑹  要配慮者等対策 

ア 要配慮者等への支援の実施 

市は、高齢者、障害者、児童等の要配慮者の被災状況を把握し、介護保険サービスや障害福祉サー

ビスなど、必要な支援が受けられるよう体制を整備します。 

また、障害等の種類、程度によっては、情報の入手に支障が生じ、必要な手続ができない方への支

援も実施します。 

イ 外国人被災者への支援の実施 

   市は、言葉の壁がある外国人被災者が情報を入手できるよう、仮設住宅、義援金など各種交付金の手

続といった被災後の生活情報を、多言語又は振り仮名をつけた日本語で発信するとともに、災害時に

開設される臨時災害相談所において、災害時通訳ボランティア等の協力を得て、可能な限り多言語で、

帰国手続、罹災手続、罹災証明、義援金等の金銭給付、就労、労働、住宅等に関する相談に応じます。 

また、各種公的サービスを提供する行政機関などにおいて、通訳ボランティア等による支援を行い

ます。 

⑺  医療機関 

市は、地域の医療需要に対応するため、民間医療機関の再建に係る補助や融資、利子補給等の検討を県

に要望するとともに、市の仮設診療所への支援を要請します。 

また、市は市立病院の機能回復を早期に行います。 

⑻  社会福祉施設、社会復帰施設等 

ア 地域の福祉需要の把握 

市は、要配慮者、介助者、住宅、施設等の被災による新たな福祉需要の発生や、既存の福祉サービス

の供給能力の低下など、増大する福祉需要に対応するため、地域の福祉需要の把握に努めます。 

イ 社会福祉施設の再建 

市は、社会福祉施設等の被災による既存の福祉サービスの供給能力低下や、被災後の生活環境の変

化等により新たな福祉需要の発生に対応するため、再建支援が必要な社会福祉施設等や新たな福祉需

要を把握します。 

また、社会福祉施設等の再建に係る復旧事業費に対応した財政的支援について、必要に応じて国に

要請します。 

ウ 福祉サービス体制の整備 

市は、被災後の生活環境の変化等による社会福祉施設等への入所・通所者の増加に対応するため、

新たな人員、設備の確保や施設の新設、既存施設の増設等を検討します。 

⑼  生活環境の確保 
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ア 食品・飲料水の安全確保 

市は、水道施設の復旧が完了するまでは、非常用飲料水や貯水槽等の水を飲料水として利用するこ

とから、感染症の発生等を防止するため、煮沸して飲用に供する等の飲料水の安全確保のための指導

を行うとともに、水道施設の復旧を行います。 

また、食料品についても、炊き出し等による健康被害が発生しないよう、食品衛生確保のための指

導を行います。 

イ 公衆浴場等の情報提供 

市は、公衆浴場や理容所・美容所の営業状況を把握し、情報提供を行います。 

⑽  教育の再建 

ア 学校施設の再建、授業の再開 

市は、被災地での授業の早期再開を図るため、校舎等の補修箇所等を確認し、修繕や建替等の復旧

方策を検討するとともに、学校周辺の被災状況等を把握し、再建復興計画を作成します。 

また、仮設校舎の設置や公共施設の利用等により授業実施の場を確保します。 

イ 児童・生徒等への支援 

市は、児童・生徒等の心的影響、経済的影響、学用品の不足等に対して支援を行います。また、転

入・転出手続についても弾力的に取り扱います。 

⑾  社会教育施設、文化財等 

市は、被災施設の再建支援を行うとともに、収蔵品の保管場所の確保、破損した収蔵品の補修計画を策

定します。 

また、文化財についても、破損、劣化、散逸を防止し、復旧対策を推進します。 

⑿  ボランティアの活動支援 

ア  要配慮者に対するボランティア活動 

被災者が、避難所から仮設住宅に移り、さらに被災者の自立による仮設住宅からの退去が進む復興

期においては、高齢者や障害者、親を失った子ども達など要配慮者の個別化が進み、個々の要配慮者を

サポートするには、行政のみの対応では限界があります。 

このため、市は、県や社会福祉協議会、民間企業等と協働で、個別ケアなどに取り組むボランティア

やＮＰＯが円滑かつ効果的に活動を行うことができるよう、必要な情報の提供などの支援に努めます。 

イ 被災地のボランティア団体に対する支援 

 被災地の復興に向けては、地域の住民や団体が主体となって長期的に取り組んでいくことが必要で

す。  

   こうしたことから、市は県等と連携して、要配慮者に対する支援や、まちづくり、産業振興など、

様々な課題に関わる地元のボランティアやＮＰＯのネットワーク化や組織強化などに対する支援に取

組ます。 

 ⒀  情報提供、市民相談 

市は、行政の行う施策のほか、被災地域の生活関連情報等を整理し、市ホームページや広報紙等を利

用して提供します。また、臨時相談窓口や電話相談窓口等を設置し、生活再建や事業復興の不安に対す

る相談に応じます。 

７ 地域経済復興支援 

地域経済の状況は、そこに住む市民にとって、雇用、収入、生活環境の確保の面において密接に係わって

くるもので、被災した市民の生活再建にも影響を与えます。また、財政面から見ると、地域経済が復興し、

税収を涵養できれば、自治体の復興財源の確保にもつながります。地域経済を復興するには、居住していた

地域に人々がとどまり、また一時的に市外へ避難していた人々が戻ってくる中で経済活動が行われること

が重要であり、住民の生活、住宅、市街地の復興などとの関係に留意した地域経済の復興を進めることが求

められます。 

特に行政が担うべき地域経済の復興支援の柱としては、経済基盤が脆弱な中小企業の自立支援、地域経

済全体の活性化のための支援等があげられます。 

⑴  地域全体に波及効果を及ぼす施策の実施 

ア 産業復興方針の策定 

市は、県や関係団体等と協力して、被災状況に応じ、市内産業が進むべき方向を中・長期的な視点か

ら示した新たな産業復興方針を策定します。 
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イ 相談・指導体制の整備 

市は、雇用の確保、事業継続、事業の再建に向けて不安を抱えている事業者が、安心して復興を図ること

ができるよう、あらかじめ商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害発生時に中小企業等の被害状

況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めるとともに、情報提供や様々な問題の解決を助ける相

談・指導体制を整備します。相談に当たっては、商工会議所など各種関係団体と協力するとともに、経

営の専門家を活用するなど、総合的な支援を行います。ウ  イベント等の活用 

市は、各種団体との協力体制を確立し、情報発信に取り組むとともに、観光フェア、イベントの活用

等により、観光や地場産業のＰＲを行い、観光客やコンベンションの誘致を目指します。 

エ 新分野進出、事業転換等への支援 

市は、成長分野の起業を促すとともに、既存産業の高度化を促進するため、事業者の新分野進出、事

業転換等の動きを県と連携して積極的に支援します。また、地域ニーズにあった起業に関する情報提

供や相談・指導を行います。 

⑵  金融・税制面での支援 

ア 資金融資の簡易迅速化、条件等の緩和 

既存の貸付制度により融資を受けている事業者は、被災により返済資金の調達が困難になり、償還

が困難になることが予想されますので、市は、国等の関係機関に対して償還条件の緩和など特例措置

を要請します。 

また、被災地を管轄する金融機関に対して、被害の状況に応じて貸付手続の簡易迅速化、償還期限の

延長など特別な取扱いを行うよう要請します。 

イ 既存融資制度等の活用の促進 

市は、事業者が速やかに事業を再建できるよう、既存融資制度等について周知し、活用促進を図りま

す。 

ウ 新たな融資制度の検討 

市は、本格的な復興資金需要に対応するために、被害状況調査、資金需要の把握、事業者や業界 

団体等の意見を踏まえ、低利での融資など新たな融資制度の創設について検討します。 

エ 金融制度、金融特別措置の周知 

市は、速やかに事業所の再建を図るため、国や県等の既存融資制度を含む各種の融資制度について

の情報提供を行うとともに、リーフレット等を作成します。 

オ 税の減免等 

市は、災害の状況に応じて、市税について、申告等の期限延長、徴収猶予及び減免などの納税緩和措

置について、検討します。 

⑶  事業の場の確保 

ア 仮設賃貸店舗の建設 

市は、被害状況調査や事業者、業界団体等の意見をもとに、店舗の被災（倒壊、焼失など）により事

業再開が困難となっている事業者に対し、事業者が自ら事業の場を確保するまでの間、暫定的な仮設

賃貸店舗を建設し、低廉な賃料等での提供を検討します。 

イ 共同仮設工場・店舗の建設支援 

市は、倒壊又は焼失等の被害を受けた事業組合等が、自ら共同仮設工場・店舗を建設する場合には、

工業集団化事業の一環として、(公財)神奈川産業振興センターと連携を図りながら、相談・指導を行い

ます。 

ウ 工場・店舗の再建支援 

市は、自ら工場・店舗等を再建しようとする事業主・組合等に対して、(公財)神奈川産業振興センタ

ーと連携を図りながら相談・指導を行うとともに、資金面に関する支援を検討します。 

エ 民間賃貸工場・店舗の情報提供 

市は、業界団体等に対して賃貸が可能な工場・店舗の物件情報の提供を依頼して情報収集を行い、リ

ストを相談窓口や業界団体等に配布するとともに、県ホームページ等を活用して情報提供を行います。 

オ 発注の開拓 

市は、取引企業の被災、交通事情の悪化等により被災していない事業所(特に中小企業)の経営状況

が悪化することが予想されるため、被害状況や団体の意見を踏まえ、受注拡大に向けた発注の開拓を

図ります。 

カ 物流ルートに関する情報提供 
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市及び県は、長期にわたる道路等の利用制約により、原材料等の仕入れ、商品等の出荷が滞ることを

防ぎ、経営の安定化を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルートなどの物流ルートに関

する情報提供に努めます。 

⑷  農林水産業者に対する支援 

ア 災害復旧事業等の実施 

市は、被災した農林水産業の再建に加え、生鮮食料品の安定供給を図るため、国等が行う各種の農林

水産業施設の再建費用への助成制度を活用し、災害復旧事業等を行います。 

なお、津波災害は沿岸部の農林漁業者に対して、壊滅的な被害をもたらす場合があることから、農地

の塩害対策、漁場及び水産業の一体的復旧等に十分留意するものとします。 

イ 既存制度活用の促進 

市は、被災した農林水産業者が速やかに生産等を再開できるよう、農林水産団体等を通じて各種の

融資制度の趣旨や内容を周知し、活用を促進します。 

ウ 物流ルートに関する情報提供 

市及び県は、長期にわたる道路利用等の制約により、生産物等の出荷が滞ることを防ぎ、経営の安定   

化を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルートなどの物流ルートに関する情報提供に努  

めます。 
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第３編 火山災害対策編 
 

 本市に被害を及ぼすおそれのある火山としては、箱根山と富士山があります。 

 火山災害については、その活動状況から、災害発生の危険性をある程度は予想することが可能であり、被害

を軽減するために、箱根山及び富士山の火山情報の伝達、迅速な避難誘導等の必要な事項を定めます。 

 

１ 箱根山の概要 

  箱根山は、いくつかの成層火山と単成火山からなる複成火山です。火山体の中心には南北 11 ㎞、東西８

㎞の大きな鍋状凹地（カルデラ）があり、その西側を占める芦ノ湖はカルデラ湖です。箱根の名称は、四方

を峰々で囲まれた箱形の山塊という意味でつけられたとも言われています。 

  箱根火山の活動が始まったのは、今から 65 万年前と推定されており、その後火山活動を繰り返して、外

輪山とカルデラ、カルデラの中に発達する２つの中央火口丘群を形成しました。 

  外輪山は今から 25 万年前までに形成された、玄武岩から安山岩を主体とする成層火山の集合体で明神ヶ

岳、明星ヶ岳、金時山、三国山、大観山などカルデラの縁をなしています。カルデラの中には新旧 2 種類の

中央火口丘群があります。古い方に当たる前期中央火口丘群は、地形的には頂上が平なのが特徴で、安山岩

からデイサイトを主体とする複数の成層火山や溶岩ドームからなります。浅間山、鷹巣山、屏風山などがこ

れに当たり、８万年前頃までに形成されたと考えられています。新しい方に当たる後期中央火口丘群は地

形的には釣鐘状をしているのが特徴で、安山岩の成層火山や溶岩ドームからなり、神山、駒ケ岳、二子山な

どがこれにあたります。外輪山及び前期中央火口丘群は既に活動を停止しており、最近の噴火は後期中央

火口丘群で発生しており、将来の活動も後期中央火口丘群で行われるものと考えられます。 

  箱根火山の噴火スタイルは長い歴史の間で様々に変化してきましたが、箱根火山では 4 万年前以降、溶

岩ドームの形成とそれに伴って発生する火砕流や山体崩壊を繰り返していることが知られています。箱根

火山でもっとも新しい山体は、大涌谷の南にある冠ヶ岳で、3,000 年前に形成されました。 

冠ヶ岳も溶岩ドームですが、この溶岩ドームが地表近くに達した際、神山が崩壊して仙石原方面に岩屑

なだれが押し寄せたほか、火砕流が仙石原を覆い、一部は湖尻峠に達したことが知られています。 

なお、このとき岩屑なだれが早川を堰き止めたため芦ノ湖が形成されました。同様な噴火は過去 1 万年

間に限ってみると、神山（7,000 年前）二子山（5,000 年前）に発生しています。 

  箱根火山は噴火の歴史記録はありませんが、地質調査により 12～13 世紀頃に３回ほど小規模な水蒸気爆

発があったことが最近の研究で明らかになりました。これは、マグマの関与があまり明確ではなく、規模も

大きいものではありませんが、観光地化がきわめて進んでいる箱根においては重要視すべきものです。な

お、同様の噴火は、3,000 年前頃と 2,000 年前頃にもあったことが知られています。 

  その他、火山災害としては大涌谷、早雲山、湯の花沢、硫黄山の４つの噴気地帯では噴気活動が継続して

います。大涌谷と湯ノ花沢では過去に火山ガスによる事故で死者が出ています。 

  箱根山は、火山噴火予知連絡会により「火山防災のために監視・観測体制の充実が必要な火山」に選定さ

れており、気象庁、県温泉地学研究所等による監視・観測が行われています。 

平成 27 年の４月下旬から始まった火山活動の活発化は、11 月下旬までのおよそ７ヶ月間続き、６月に

はごく小規模な水蒸気噴火が発生しました。この間、観測された火山性の地震は、体に感じないごく小規模

のものまで含めると約 12,500 回でした。また、平成 31 年４月下旬頃から火山性地震がやや増加し、５月

中旬に急増したことを受け、５月 19 日に噴火警戒レベルが１（活火山であることに留意）から２（火口周

辺規制）に引き上げられました。その後火山性地震は減少し、９月以降、５月の地震活発化前の状態にな

り、10 月７日にレベル１に引き下げられました。 

 

２ 富士山の概要 

  富士山は、山梨県と静岡県にまたがり、小御岳（こみたけ）・古富士の両火山に生成した成層火山で日本

の最高峰であり、体積は約 400k ㎥、基底は直径 50 ㎞の大きさです。主に玄武岩からなりますが、1707年

にはデイサイト・安山岩の軽石・スコリアも噴出しました。側火山が約 100個あります。 

標高 2,450m以上は露岩地帯で、風食作用が著しく、特に西斜面は崩落が激しくなっており、「大沢崩れ」

として知られております。 

  富士山は、古い時代から順で、小御岳、小富士火山、狭義の富士火山（新富士火山）の３火山からなりま

すが、このうち最新の火山である新富士山についての活動史は以下のようにまとめられます。 
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    1万 1,000～8,000年前：山頂火口及び側火口から極めて多量な溶岩が流失 

    8,000～4,500年前：山頂火口から小規模なテラフが間欠的に噴出 

    4,500～3,000年前：山頂火口及び側火山群から大規模な溶岩と小規模なテラフが噴出 

    3,000～2,000 年前：主として山頂火口から大規模なプリニー式噴火のテラフが頻繁に噴出し、少量

の火砕流と溶岩がこれに伴った。 

    2,000年前～1707年：側火山群から小規模～大規模なストロンボリ式噴火のテラフと溶岩が噴出 

          1707年：山頂近傍の側火口から大規模なプリニー式噴火のテラフが噴出 

このうち側火山の顕著な活動期は、1万 1,000～8,000年前、4,500～3,000年前、2,000年前～1707年の

３時期であるとされています。 
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第１章 災害予防 
 

第１節 想定する火山噴火 

 

１ 噴火による影響範囲 

気象庁では、富士山の噴火警戒レベルを「１（平常）」としており（平成 26年 1月現在）、気象庁等において、

監視・観測が行われているほか、関係市町から成る富士山火山防災対策協議会が設置され、富士山噴火時の円

滑な住民対策などの検討が進められています。 

また、富士山火山広域防災検討会において、神奈川県内は最大噴火の場合でも流下物による危険はありませ

んが、降下物の影響が及ぶ可能性がある第 5次ゾーンの範囲に該当します。 

 

ゾーン 範囲の考え方 

第 1 次ゾーン 
天候等にかかわらず、瞬時に降下物・流下物による危険の及ぶ可能性がありま

す。 

第 2 次ゾーン 
天候・風向等にかかわらず、短時間（３ 時間以内）で降下物・流下物による

危険の及ぶ可能性があります。 

第 3 次ゾーン 
天候・風向等にかかわらず、やや時間をおいて（3 時間以上）流下物による危

険の及ぶ可能性があります。 

第 4 次ゾーン 
現状で想定される最大規模の噴火であれば、最終的に流下物による危険の及

ぶ可能性があります。 

第 5 次ゾーン 

現状で想定される最大規模の噴火でも、流下物による危険のおそれはないが、

降下物による影響の及ぶ可能性があります。 

 
降下物危険 

ゾーン 

大量の火山灰等の堆積により、堅固でない建物が崩壊する可

能性がある範囲（30 ㎝以上の火山灰、火山れき等が降下する

領域） 

 降下物注意 

ゾーン 

火山れき等により屋外の人に危険が及ぶ可能性がある範囲

（火山灰とともに直径数㎝の火山れき等が降下する領域） 

 

２ 被害想定 

 神奈川県内は、富士山噴火時における避難対策の第５次ゾーンに位置付けられており、風向きによっては

２㎝以上の降灰が予想されています。 
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第２節 火山情報の伝達 

 

○ 活動火山対策特別措置法（昭和 48年法律第 61号）第三章（円滑な警戒避難の確保）の規定に基づき、火

山情報伝達体制等について、必要な事項を定めます。 

○ 市は、噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報等の火山情報を住民、観光客等に伝達する体制を整備しま

す。 

 

１ 異常現象発見の通報義務 

  活動火山に関して、下記⑴に記す通報を要する異常現象を発見した者は、直ちに最寄りの市町村又は警

察官に通報し、通報を受けた警察官はその旨を最寄りの市町村長に、市町村長は関係機関に速やかに伝達

します。 

⑴ 通報を要する異常現象 

  ア 噴火（爆発、溶岩流、泥流、軽石流、火砕流（熱雲）及びそれに伴う降灰砂等 

  イ 火山地帯での火映、鳴動の発生 

  ウ 火山地帯での地震又は地殻変動の発生 

  エ 火山地帯での山くずれ、地割れ、土地の上昇、沈下、陥没等の地形変化 

  オ 火口、噴気孔の新生拡大、移動、噴気、噴煙の量、色、温度又は昇華物等の顕著な異常変化 

  カ 火山地帯での通泉の新生又は潤渇、量、味、臭、色、濁度、温度の異常等顕著な変化 

キ 火山地帯での顕著な地温の上昇、地熱地帯の新生、拡大若しくは移動及びそれらに伴う草木の立枯

れ等 

  ク 火山付近の湖沼、河川の水の顕著な異常変化、量、臭、色、濁度等の変化、発砲、温度の上昇、軽石、

魚類等の浮上等 

⑵ 異常現象の通報系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 噴火警報等の発表と伝達 

⑴ 噴火警報・予報の種類 

ア  噴火警報 

気象業務法第 13条の規定により、気象庁火山監視・情報センターが居住地域や火口周辺に重大な影

響を及ぼす噴火の発生が予想される場合に、予想される影響範囲を付した名称※１で発表します。 

    噴火警報のうち「噴火警報（居住地域）」は、警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する特別警報

に位置づけられています。 
※１ 警戒が必要な範囲に居住地域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴

火警報（火口周辺）」となります。 

  イ 噴火予報 

気象業務法第 13条の規定により、気象庁火山監視・情報センターが、火山活動が静穏（活火山であ

ることに留意）な状況が予想される場合に発表します。また、噴火警報の解除は、噴火予報で発表しま

す。 

⑵ 噴火警戒レベル 

噴火レベルとは、火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や住民、登山者、観光客等がとるべき防災行動

を踏まえて 5 段階に区分したものです。噴火警戒レベルを導入した火山では、噴火警報及び噴火予報で

発 
見 

者 

横
浜
地
方
気
象
台 

 市 町 村 

 市 町 村 

県温泉地学研究所 

 警 察 官 

警 察 官 

 警 察 署 

警 察 署 

 警察本部 

警察本部 

県災害対策課 
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噴火警戒レベルを発表します。住民、登山者、観光客等に必要な防災対応が分かりやすいように、各区分

にそれぞれ「避難」「避難準備」「入山規制」「火口周辺規制」「活火山であることに留意」のキーワードを

つけて警戒を呼びかけます。 

 

[噴火警戒レベル表] 

種別 名称 対象範囲 噴火警戒レベル 

（キーワード） 

火山活動の状況 

特別警報 噴火警報 

（居住地域） 

 

居住地域及び

それより火口

側 

 

レベル５ 

(避難) 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生、あるいは切迫して

いる状態にある。 

レベル４ 

（避難準備） 

居住地域に重大な被害を及ぼす

噴火が発生すると予想される

（可能性が高まってきている）。 

警報 噴火警報 

（火口周辺） 

 

火口から居住

地域近くまで 

レベル３ 

（入山規制） 

居住地域の近くまで重大な影響

を及ぼす（この範囲に入った場

合には生命に危険が及ぶ）噴火

が発生、あるいは発生すると予

想される。 

火口周辺 

 

レベル２ 

（火口周辺規制） 

火口周辺に影響を及ぼす（この

範囲に入った場合には生命に危

険が及ぶ）噴火が発生、あるいは

発生すると予想される。 

予報 噴火予報 火口内等 レベル１ 

（活火山である

ことに留意） 

火山活動は静穏 

火山活動の状態によって、火口

内で火山灰の噴出等が見られる

（この範囲に入った場合には生

命に危険が及ぶ）。 
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第４編 雪害対策編 
   

大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による孤立などの雪害対策について、必要な事項を定めます。 

 

 

第１章 災害予防 
 

第１節  災害応急対策への備え 

 

１ ライフライン施設等の機能の確保 

市、県及びライフライン事業者は、上下水道、電気、ガス、電話等のライフライン関連施設や廃棄物処理  

施設について、雪害に対する安全性の確保を図ります。 

 

２ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

⑴  市は、関係機関との情報収集・連絡体制の整備に努めます。 

⑵ 市は、通信システムの現状及び災害情報通信に必要な情報の検討等を行い、災害情報受伝達体制を 

強化します。 

⑶ 市は、災害時の情報通信手段について、平常時からその確保に努め、無線設備の点検等を定期的に実

施                                                 

するとともに、非常通信の取扱、機器操作の習熟等に向け、他の防災関係機関等との連携による通信訓練等

に積極的に参加します。 

⑷ 市は、平常時から、要配慮者の住居その他関連施設について状況の把握に努め、除雪が困難であった

り、危険な場合においては、必要に応じて、消防機関・自主防災組織・近隣居住者等との連携協力により

除雪支援や避難誘導を行う体制の整備・再点検を行うよう努めます。 

⑸ 市及び県は、様々な環境下にある住民等に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得

つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有システム）、

テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図

るよう努めます。 

 

３ 救助・救急活動 

市は、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めます。 
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第２章 災害時の応急活動対策 
 

第１節 災害発生直前の対策 

１ 雪害に関する警報等の伝達 

⑴ 横浜地方気象台は、本市が大雪の現象に伴う災害及び被害の発生するおそれのある場合は、警報又は

注意報を発表し、市民や防災関係機関に警戒又は注意を喚起します。また、防災課へは県くらし安全防災

局から直ちに県防災行政通信網を通じて伝達されます。 

⑵ 市は、伝達を受けた警報等を市防災行政無線等により、住民等へ伝達するよう努めます。なお、大雪、

暴風雪特別警報の伝達を受けた場合は、これを直ちに住民等に伝達します。 

 

２ 警報の発表に伴う事前配備体制 

市は、大雪に関する警報が発表された場合、事前配備体制に基づき情報の収集活動等を行い、その情 

報により災害応急対策を検討し、必要な措置を決定します。 

 

第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

災害が発生した場合、発災直後の応急活動対策を適切に実施するため、被害規模等の概括的な情報をいち

早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するためには不可欠です。 

市では、様々な種類の通信手段を用いて被害の規模や程度を推定し、その情報に基づき災害対策本部の設

置等を判断し、県、近隣市町及び防災関係機関と協力して速やかに応急対策を進めます。 

 

１ 災害情報の収集・連絡 

⑴ 被害規模の早期把握のための活動 

市、県及び防災関係機関は、災害発生直後において、概括的被害情報、ライフライン被害の範囲等、被

害の規模を推定するための関連情報の収集に当たります。 

⑵ 災害発生による被害情報の収集・連絡 

  市は、人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含

め把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

⑶ 応急対策活動情報の連絡 

ア 市は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

イ 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市へ連絡します。 

 

  、 

 

 

 

 

 

 

２ 通信手段の確保 

⑴ 市は、災害発生時において、災害情報の連絡通信手段を確保するために、各種の情報通信手段の機能確

認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直ちに現場に配置して、速やかな通信の復旧

を図ります。また、通信手段の確保について必要な措置を総務省に要請します。 

 

 

○ 情報連絡の方法 

 市、県及び防災関係機関が行う、情報の伝達若しくは被害状況の収集報告その他の応急対策に

必要な指示、命令等については、次により速やかに行います。 

⑴ 市は、防災行政無線、広報車及び防災情報メール等により情報の伝達等を行います。 

⑵ 県との情報受伝達は、県が整備した「県防災行政通信網」、「県災害情報管理システム」及び

衛星電話を利用します。 

 

 

    

 

け 
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⑵ 各種通信施設の利用 

ア  非常通信の利用 

市、県及び防災関係機関は、加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になったときは、関東地方非

常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信施設を利用します。 

イ  通信施設所有者等の相互協力  

通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑・迅速に実施するため、相互の連携を密にし、

被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行います。 

⑶ 加入電話を使用する場合には、回線の状況により東日本電信電話（株）が指定した災害時優先電話 

を利用します。 

 

第３節 活動体制の確立 

１ 市の活動体制 

⑴ 職員の配備体制 

市は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制を整え、被害状況等の収集活動を行い、その情報によ

り災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

⑵ 災害対策本部の設置 

市長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害応急対策を実施するた

め必要と認めるときは、災害対策基本法第 23条の２に基づき、市災害対策本部を設置します。 

また、災害対策本部の設置状況等を県へ報告します。 

⑶ 災害対策本部の設置を決定した場合の参集・配備 

災害対策本部の設置に伴う職員の参集及び配備等については第２編第３章第２節｢災害情報の収集・伝

達と災害対策本部等の設置｣に準じます。 

 

２ 広域的な応援体制 

市長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急対策を実施

しますが、その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときには、他市町村

長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の実施を要請します。 

 

３ 自衛隊の災害派遣 

市長は、応急措置を実施するため必要と認めるときは、県知事に対し、自衛隊の派遣要請をするよう求め

ることができます。また、市長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直

接防衛大臣、地域担任部隊等の長（東部方面混成団長等）に被害の状況などを通知します。 

この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長（東部方面混成団長等）は、直ちに救援の措置をとる必

要があると認められる場合には、自主派遣をします。 

なお、市長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 

 

第４節 除雪の実施 

１ 除雪の実施 

市は、道路管理者等と協力して災害を防止するため、除雪を実施するものとします。 

 

２ 災害の拡大防止 

市は，災害発生中にその拡大を防止することが可能な災害については，その拡大を防止するため，必要な

対策を講じるものとします。 

 

３ 二次災害の防止活動 

市は，専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ，必要に応じ，住民の避難，応急対策を行
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うものとします。 

 

第５節 救助・救急活動 

１ 市民及び自主防災組織の役割 

市民及び自主防災組織は、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施 

する各機関に協力するよう努めます。 

 

２ 市が行う救助・救急活動 

横須賀市消防局は、救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努め、必要に応じ、県又は他の市

町村に応援を要請します。 

 

３ 要請に基づく応援の実施 

横須賀市消防局は、県又は被災地市町村からの要請に基づき、救助・救急活動等の応援を迅速かつ円滑に

実施します。 

 

４ 資機材等の調達等 

救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行します。 

 

第６節 避難活動 

１ 避難誘導の実施⑴ 市長は、災害の状況に応じて、人命の安全を第一に、必要に応じて避難情報の発令

を行うとともに、積雪、融雪等の状況を勘案した適切な避難誘導を実施します。 

⑵ 市は、避難誘導に当たっては、避難所及び避難路や災害危険箇所等の所在、災害の概要その他の避難に

資する情報の提供に努めます。 

⑶ 市は、情報の伝達、避難誘導の実施に当たって、要配慮者に十分配慮するよう努めます。 

⑷ 市は、被災者に対する救援措置を行うため、必要に応じて指定避難所を開設します。 

⑸ 市は、避難情報を発令したときは、防災行政無線等を通じて住民等に伝達するとともに、Ｌアラート

（災害情報共有システム）に情報を発信し、テレビ、ラジオ等を通じた住民への迅速な周知に努めます。 

県は、市町村がＬアラート（災害情報共有システム）への情報発信を行えないときは、市町村に代わっ

てＬアラート（災害情報共有システム）への情報発信を行います。 

 

２ 帰宅困難者への対応 

 ⑴ 市は、必要に応じて帰宅困難者用の一時滞在施設を開設し、円滑な管理運営を行うとともに、帰宅困難   

者への開設状況の広報、鉄道事業者への情報伝達等を行います。 

⑵ 企業・事業所は、災害関連の情報を収集し、組織内に的確に伝達するとともに、施設利用者等が安全に  

帰宅できることが確認できるまでは、建物内に留めるよう努めます。 

⑶ 旅館、ホテル等の宿泊施設等の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、発災後の施設利用者の混 

乱を防止するため、自らの施設機能を十分活用するとともに、必要に応じあらかじめ定められた地域の

避難所に誘導するものとします。 

⑷ 鉄道機関等の関係各機関は、それぞれの機関の施設に加えて駅周辺の民間施設が有する機能を十分活

用するとともに、必要に応じて県及び市の情報伝達等に基づき地域の避難所等を案内するものとします。 
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第７節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

三崎警察署は、危険防止や混雑緩和の措置をとるとともに、緊急交通路を確保するため道路交通の状況

等に対応した交通規制を行います。 

⑴ 被災地域等の交通規制の実施 

ア 三崎警察署 

(ｱ) 危険防止及び混雑緩和の措置 

災害発生時には、被害の状況を把握し、被災地域への流入抑制を行うとともに、必要な交通規

制を実施して、県及び道路管理者と協力し、危険箇所の表示、迂回路の指示、交通情報の収集及

び提供、車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行います。 

(ｲ) 災害発生時の交通規制等 

災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必要があ

ります。 

ａ 緊急交通路確保のための交通規制 

災害発生後、特に初期には、負傷者の救出救助等災害応急対策のための緊急交通路の確保 

等が中心となるので、道路交通の実態を把握し、災害対策基本法第 76 条第１項の規定に基づ 

き緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限します。 

ｂ 道路管理者等への通知及び要請 

緊急交通路を確保するための通行の禁止又は制限を行う場合、関係公安委員会、道路管理者 

等への通知を速やかに行います。 

また、緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることに 

より、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときに必要と認める場合は、 

道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者に対し、その道路の区間において車両その他の物件 

を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行うことを要請します。 

ｃ 警察官の措置 

緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、 

災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときは、必要に応じ当該車両その他の  

物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行います。 

イ 自衛官及び消防吏員 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官及び消防吏員は、警察官がいない場合に限り、それぞれの緊急

通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有者に対して移動さ

せるなど必要な措置を命令するほか、相手方が現場にいない場合は、当該措置を行います。 

当該措置命令をし、又は措置を行った場合は、管轄する警察署長にその旨を通知します。 

 

２ 道路の応急復旧等 

市は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握し、国土交通省関東整備局及び県災害対策本部

等に報告するほか、障害物の除去、除雪の実施、応急復旧等を行い道路機能の確保に努めます。 

道路、河川等の維持管理者は、道路、河川等にある障害物の除去を行います。道路管理者は、災害対策基

本法第76条の６第１項により、災害が発生した場合において、緊急通行車両の通行の妨げになる車両等を、

区間を指定して、道路外の場所へ移動すること等の措置を命ずることになります。 

 

３ 緊急輸送 

市は、自動車輸送の協定等に基づき車両の調達を行い、必要な車両等の確保が困難なときは、県に対して

要請及び調達・あっ旋を依頼します。 
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第８節 被災者への的確な情報伝達活動 

１ 被災者への情報伝達活動 

⑴ 市は、被災者ニーズを十分把握し、気象、被害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、ラ

イフラインや交通施設等公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関が講じ

ている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確、かつ、きめ細かな情報を適切に提供しま

す。なお、その際、高齢者、障害者等の要配慮者、観光客、在日外国人、訪日外国人等に配慮した伝達を

行います。 

⑵ 情報伝達に当たっては、防災行政無線、広報車及び防災情報メール等によるほか、放送事業者、通信  

社、新聞社等の報道機関の協力を得ます。  
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第５編 船舶災害対策編 
 

 船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の遭難者、行方不明者、

死傷者等の発生といった海上災害に対する対策について、必要な事項を定めています。 

 

第１章 災害予防 
 

第１節 船舶の安全確保 

１ 船舶の安全な運行の確保 

横須賀海上保安部は、港内、狭水道等船舶の輻輳する海域における航行管制、海上交通情報の提供等に努

めます。 

 

第２節 災害応急対策への備え 

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

市は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に関するシステムや資機材を適切に

管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継続的に実施するなど、機器操作の

習熟に努めます。 

 

２ 救急・救助、消火及び医療救護活動 

⑴ 救助・救急、消火活動 

市は、平常時から横須賀市消防局、横須賀海上保安部及び三崎警察署と密接な情報交換等連携を図り、

消防体制の整備に努めます。 

⑵ 医療救護活動 

ア 市は、関係機関と協議の上、神奈川県医療救護計画に基づき、船舶事故も含めた医療救護活動体制の

確立に努めます。 

イ 市は、救護活動に必要な医療品等の備蓄に努めます。 
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第２章 災害時の応急活動対策 
 

第１節 災害情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・連絡 

⑴ 船舶事故情報の連絡 

ア 関係事業者等は、大規模な船舶事故が発生した場合は、速やかに第３管区海上保安本部（横須賀海上  

保安部）に連絡します。 

イ 横須賀海上保安部は、大規模な船舶事故が発生した場合は、事故情報を関係機関及び県に連絡しま

す。 

ウ 県は、第３管区海上保安本部（横須賀海上保安部）から受けた情報を、市及び関係機関等に連絡しま  

す。 

⑵ 大規模な船舶事故発生による被害情報の収集・連絡 

ア  関係事業者等は、大規模な船舶事故が発生した場合、その被害状況を第３管区海上保安本部（横須

賀海上保安部）に連絡します。 

イ  市は、被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた

範囲から直ちに県へ報告します。 

⑶ 応急対策活動情報の連絡 

ア  関係事業者等は、第３管区海上保安本部（横須賀海上保安部）に応急対策等の活動状況を連絡しま

す。 

イ  市は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

ウ  県は、第３管区海上保安本部（横須賀海上保安部）の応急対策等の活動状況を把握し、自ら実施する  

応急対策を市に連絡します。 

 

船舶等の事故発生時の連絡系統図 
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第２節 活動体制の確立 

１ 横須賀海上保安部の活動体制 

横須賀海上保安部は、災害の状況に応じて速やかに、必要な職員を参集させ、対策本部を設置する等、 

必要な体制を確立します。 

 

２ 市の活動体制 

⑴ 事前配備体制 

市は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、災害応急対策

を検討し、必要な措置を講じます。 

⑵ 災害対策本部の設置 

市長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するた

め必要と認めるときは、災害対策基本法 23条の２に基づき、災害対策本部を設置します。 

⑶ 市は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

３  三崎警察署の活動体制 

三崎警察署は、大規模な船舶災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに警察署に警 

察署災害警備本部を設置するとともに、必要に応じ、発災地に現地指揮所を設置するなど指揮体制を確立

し、関係機関と連携して応急対策を行います。 

 

４ 関係事業者の活動体制 

⑴ 関係事業者は発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じます。 

⑵ 関係事業者は発災後、速やかに対策要員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部等必要な

体制をとります。 

 

５ 広域的な応援体制    

⑴ 市長は、市地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急対策を実施しますが、

その被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときには、他市町村長に対

し応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の実施を要請します。 

⑵ 東京湾内における港湾及びそれに関連する沿岸施設等に大規模災害が発生した場合、東京湾消防相互

応援協定に基づき、関係各都市の消防機関は、相互に応援協力をします。 

 

６ 自衛隊の災害派遣 

⑴ 市長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県知事に対し、自衛隊の派遣要請をする

よう求めます。 

⑵ 市長は、知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、地域担任

部隊等の長に被害の状況などを通知します。この通知を受けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに

救援の措置をとる必要があると認められる場合には、自主派遣をします。 

なお、市長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 
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第３節 捜索、救助・救急、消火及び医療救護活動 

１ 捜索活動 

横須賀市消防局及び横須賀海上保安部、県警察は、船舶及び航空機など多様な手段を活用し相互に連携

して捜索を開始します。 

 

２ 救助・救急活動 

⑴ 事故を発生させた関係事業者は、救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めるとともに、

救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう努めます。 

⑵ 横須賀海上保安部は、被災者の救助・救急活動を行います。 

⑶ 市及び県警察は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 

３ 消火活動 

⑴ 事故船舶又は関係事業者は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う。 

⑵ 横須賀市消防局は、船舶の火災を覚知した場合は、直ちにその旨を横須賀海上保安部に通報するとと

もに、応援要請に基づき消火活動を実施します。 

 

４ 医療救護活動 

県、医師会及び歯科医師会は、横須賀海上保安部及び市の要請に基づき、救護班を現地に派遣し、負傷者

の応急措置を行います。 

 

 

第４節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

横須賀海上保安部は、緊急輸送を円滑に行うため、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 

三崎警察署は、危険防止及び応急対策等のため、必要に応じて交通規制を実施します。 

 

 

第５節 災害広報の実施 

市は、横須賀海上保安部、県、防災関係機関及び関係事業者と連携して適切かつ迅速な広報活動を実施しま

す。 

 

 

第６節 二次災害の防止 

横須賀海上保安部は、船舶災害により船舶交通に危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速やかに航

行警報等必要な措置を講ずるとともに、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行います。 

また、災害の原因者である船舶の所有者等に対し、船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するための措

置を講ずべきことを命じ、又は勧告します。 

 

 

第７節 その他の横須賀海上保安部の措置 

１ 情報の収集 

関係機関等との密接な連絡を取り情報交換に努めるとともに巡視船艇等により港湾施設等の被災状況、
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水路の異常、港内在泊船等の状況について情報を収集し、必要に応じ関係機関に対して通報します。 

 

２ 海上交通安全の確保 

横須賀海上保安部は、海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとします。 

 

⑴ 船舶交通の整理指導 

所属巡視船艇を運用し、船舶交通が輻輳する海域の船舶交通の整理及び指導を行います。 

⑵ 船舶交通の制限等 

次に掲げる場合等で船舶交通に危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要に応じて船舶交通

を制限し、又は禁止します。 

・船舶海難の発生 

・岸壁等の係留施設及びその他の海上構築物の損壊 

・大量の危険物の海上への流出 

・いかだ、材木、漁具及びその他の航路障害物の海上への流出 

⑶ 航路障害物の除去 

海難船舶、漂流物、沈没物等により、船舶交通に危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、所有者

に対し、これらの除去、その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずることを命じ又は勧告しま

す。 

なお、特に緊急を要する場合は、所属巡視船艇により応急の措置を講ずる。また、特に必要な航路につ

いて、航路障害物を除去する必要があると認められる場合で、原因者が不明な場合等は、関係機 

関と協議して計画的にその除去を行います。 

⑷ 危険物積載船の保安措置 

危険物積載船の保安について関係機関と密接な連絡をとり、次に掲げる措置を講じます。 

・危険物積載船舶については、必要に応じて移動命令、航行制限、航行禁止及び荷役の中止等の措置を講

じます。 

・危険物荷役を再開する船舶及び荷役中の船舶については、状況に応じて事故防止のために必要な指導 

を行います。 

⑸ 工事作業等の再開 

工事作業等の再開するものについては、状況に応じて事故防止のために必要な指導を行います。 

 

 

第８節 特定非営利活動法人 神奈川県水難救済会の措置 

特定非営利活動法人 神奈川県水難救済会は、第三管区海上保安本部（横須賀海上保安部）をはじめ、関係

機関からの協力を求められた場合、必要な応急措置の実施に協力するよう努めます。 
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第６編 航空災害対策編 
 

航空運送事業者の運航する航空機、米軍機及び自衛隊機の墜落等の大規模な航空事故による多数の死傷者

等の発生といった航空災害に対する対策について、必要な事項を定めます。 

 

 

第１章 災害予防 
 

第１節 災害応急対策への備え 

 

１ 情報の収集・連絡 

⑴ 災害情報の収集・伝達体制の拡充 

市は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に関するシステムや資機材を適切

に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継続的に実施するなど、機器操

作の習熟に努めます。 

⑵ 通信手段の確保 

市は、災害時の情報通信手段について、平常時からその確保に努め、無線設備の点検を定期的に実施

するとともに、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け、防災関係機関との連携による通信訓練

に積極的に参加します。 

 

２ 消防活動 

⑴ 救助・救急活動 

市は、平常時から横須賀市消防局その他関係機関との連携を強化し、救助・救急体制の整備に努めま

す。 

⑵ 消火活動 

市は、平常時から横須賀市消防局その他関係機関との連携を強化し、火災に備えた消火活動体制の整

備に努めます。 

 

３ 医療救護活動 

市は、県及び防災関係機関と協議の上、神奈川県医療救護計画に基づき、神奈川県医療救護計画に基づき

医療救護活動体制の確立に努めるとともに、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 
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第２章 災害時の応急活動対策 
 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

 

１ 航空事故情報の連絡 

⑴ 民間航空機 

【民間航空機の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 米軍機又は自衛隊機 

【米軍機又は自衛隊機の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

２ 航空事故の発生による被害情報の収集・連絡 

市は、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握でき 

た範囲から直ちに県へ報告します。 

 

市防災主管課 

横須賀市消防局 

県警察 

東京空港 

事務所 

第三管区 

海上保安本部 

県 

航空運送 

事業者 

 

国土交通省 運輸安全委員会 

目 
 

撃 
 

者 
 

等 



163 

 

 

３ 応急対策活動情報の連絡 

市は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

 

４ 県への報告 

市は、有線通信（加入電話）、防災行政通信網、災害情報管理システム等を利用し、県に対して情報の

伝達及び被害状況の収集報告を速やかに行います。 
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第２節 災害対策本部の設置及び広域応援体制 

１ 配備体制 

市は、航空災害の状況に応じて速やかに準備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報によ

り動員体制の見直しや災害応急対策等を検討し、必要な措置を講じます。 

 

２ 災害対策本部の設置 

市長は、大規模な航空災害が発生し、災害応急対策を実施するため必要と認めるときは、災害対策基本

法第23条の２に基づき、災害対策本部を設置します。 

また、市は、県に市災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

３ 応援体制 

市は、市域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害応急対策を実施しますが、そ

の被害状況に応じて他市町村長に対し応援要請を行い、若しくは県知事に対し、応援要請又は災害応急対

策の実施を要請します。  

 

４ 自衛隊の災害派遣 

市は、応急措置を実施するため必要と認めるときは、県知事に対して自衛隊の派遣要請を行うよう求め

ます。 

この場合において市は、必要に応じてその旨及び市域の災害状況等を防衛大臣又は地域担任部隊の長に

通知します。 

また、市は、県知事への自衛隊派遣要請の要求が、連絡不能で出来ない場合には、直接防衛大臣又は地

域担任部隊の長に災害状況等を通知します。なお、この通知をしたときは、速やかにその旨を県知事に通

知します。 

 

 

第３節 消防活動 

１ 捜索、救助・救急活動 

⑴ 警察及び市は、相互に連携してヘリコプター等の多様な手段を活用し、捜索及び救助・救急活動を行

います。 

⑵ 横須賀市消防局及び警察は、早急に被災者及び被害状況の把握に努め、関係機関と協力し救出・救助

活動を行い、救出された被災者を医療機関へ搬送します。 

⑶ 県警察は、航空機が人家密集地域へ墜落した場合、その他被害が拡大するおそれがある場合には、立

入禁止区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難誘導活動を迅速に行います。 

 

２ 消火活動 

⑴ 横須賀市消防局は、速やかに航空事故に伴う火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を

行います。 

⑵ 横須賀市消防局は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他自治体に消火活動の応援要請を行

います。 

⑶ 発災現場が市外の場合は、発災現場の自治体からの要請又は消防相互応援協定等に基づき、消防機関

による応援の実施に努めます。 
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第４節 医療救護活動 

市は、県、医師会及び歯科医師会に救護班等の現地派遣による負傷者の応急措置を要請します。 

 

 

第５節 災害広報の実施 

市は、県、防災関係機関及び関係事業者と連携し、適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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第７編 放射性物質等災害対策編 
 

 原子力の利用、開発及び研究における指導及び監督は、防災対策を含めて原子力規制委員会等の国の所管

になっており、原子力基本法（昭和 30年法律第 186号）をはじめとする原子力関係法令により、国、関係事

業所等において対策が講じられていますが、核原料物質・核燃料物質・放射性同位元素等（以下「放射性物質」

という。）による災害の特殊性を考慮し、不測の事態に備えて、円滑な対策活動の実施が図られるよう災害予

防対策上及び災害応急対策上必要な事項を定めます。 

なお、この計画の専門的・技術的事項については、『原子力規制委員会が定める｢原子力災害対策指針｣』 

を十分に尊重するものとします。 

 

第１章 災害予防 
 

第１節 安全確保 

 

１ 放射性物質取扱事業所等に対する指導 

⑴ 市の指導 

市は、放射性物質に係る安全管理の確保を図るため、放射性物質取扱事業所・運搬事業所（以下「放射

性物質取扱事業者等」という。）に対し、次の事項について指導します。 

ア 、施設・機械類の自主点検整備等、自主保安体制の整備 

イ 従業員に対する防災教育及び操作員の教育訓練の実施 

ウ 自主防災体制の強化 

エ 事故発生時の応急措置訓練の実施 

オ その他必要な事項 

⑵ 県警察の指示 

県警察は、放射性物質取扱事業者等から放射性物質の運搬の届出を受けた場合において、災害の防止

及び公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路、その他必要な事項を指示しま

す。 

 

２ 安全確保に関する協定等の締結 

  市は、放射性物質の取扱事業者と次の事項を盛込んだ安全確保に関する協定等を締結し、災害対策の万

全を期すよう努めます。 

 ⑴ 放射性物質に係る安全確保の計画に関する事項 

 ⑵ 事故発生時等の連絡通報体制に関する事項 

 ⑶ 事故発生時等の応急措置に関する事項 

 ⑷ その他必要な事項 

 

３ 放射性物質に関する教育及び知識の普及 

⑴ 防災担当職員の教育 

市は、応急対策の円滑な実施を図るため、必要に応じて関係職員に対し次の事項について教育を実施

します。 

ア 放射線及び放射性物質の特性に関すること 

イ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

ウ 緊急時に市民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 

エ その他必要と認めること 

⑵ 市民に対する知識の普及・啓発 

市は、応急対策の円滑な実施を図るため、必要に応じ、国その他関係機関と協力して、市民に対し放射
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性物質に関する知識の普及・啓発に努めます。 

なお、普及に際しては、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人等要配慮者に十分配慮し、地域にお

いて要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めます。 

 

 

第２節 災害応急対策への備え 

 

１ 放射性物質災害に対する防災体制の整備 

⑴ 放射性物質取扱事業者等の防災体制の整備 

ア 災害予防措置等の実施 

放射性物質取扱事業者等は、原子力関係法令を遵守し、放射性物資に係る安全管理に最大限の努力

を払い、災害防止のために必要な措置をとるものとします。 

また、放射性物質取扱事業者等は、その職員に対して、防災に対する教育・訓練を積極的に行うとと

もに、市、県との連携体制の確立を図り、放射性物質防災体制の整備に万全を期します。 

イ 緊急時体制の整備 

放射性物質取扱事業者等は、火災等により、周辺環境に影響を及ぼす放射性物質の漏洩等の緊急時

に円滑・迅速な対応、措置がとれるようあらかじめ次の事項を含む体制の整備に努めます。 

(ｱ) 消防機関、警察等への通報連絡体制 

(ｲ) 消火・延焼防止の措置 

(ｳ) 現場周辺への関係者以外の立入禁止措置 

(ｴ) 放射性物質の汚染拡大の防止及び除染の体制 

(ｵ) 放射性防護資機材の整備 

(ｶ) その他放射線障害の防止のための必要な事項 

⑵ 市の防災体制の整備 

ア 防災体制の整備 

(ｱ) 市は、放射性物質災害対策の迅速・的確な実施を図るため、平常時から県と相互の連携を図ると

ともに、放射性物質に係る防災体制の整備に努めます。 

(ｲ) 消防機関は放射性物質取扱事業所等（放射性物質の事業所外の輸送中を含む。以下同じ。）の火

災等緊急時における円滑な消防活動の確保、消防隊の被爆防止及び放射能汚染の防止等のため、消

防活動体制の整備に努めます。 

イ 放射性物質取扱事業所等の把握 

市は、放射性物質に係る防災対策を迅速・的確に行うため、放射性物質取扱事業所等の把握に努 

めます。 

 

 

２ 情報伝達体制の充実強化 

市は、放射性物質災害発生時等、緊急時に必要な情報を迅速に受伝達できるよう、平常時から防災関係機

関を含めた相互の情報伝達体制の充実強化に努めるとともに、災害発生時に備え、通信設備等の充実確保

に努めます。 

 

３ 広報体制の整備 

⑴ 広報手段の整備 

市は、放射性物質災害発生後の経過に応じ、周辺住民に提供すべき情報の項目について整理するとと

もに、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人等要配慮者に対し、災害情報が迅速、かつ円滑に行え

るよう、平常時から広報手段の整備に努めます。主な広報方法・手段は、次のとおりです。 

ア  放送機関への放送要請による広報 

イ  報道機関を通じての広報 

ウ  防災行政無線による広報 
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エ  ヘリコプター等による広報 

オ  広報車等による広報 

⑵ 広報の内容 

市が放射性物質災害発生時に行う広報の内容は、次のとおりです。 

ア  災害時の状況及び今後の予測 

イ  被害状況と応急対策の実施状況 

ウ  避難場所、避難方法 

エ  市民のとるべき措置及び注意事項 

オ  その他必要な広報 

 

４ 救助・救急、医療活動 

市、県警察は救助・救急、医療活動に必要な資機材等の把握・整備に努めます。 

 

５ 避難誘導 

市は避難場所、避難路を指定し市民への周知に努めます。 

 

６ 訓練の実施 

    市、三崎警察署及び関係機関は、連携しながら訓練の実施に向けて検討します。 
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第２章 災害時の応急活動対策 
 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

【放射性物質取扱事業所等の事故発生時の連絡系統図】

 

⑴ 事故情報等の連絡 

放射性物質取扱事業者等は、事故が発生した場合、速やかに原子力規制委員会、消防機関、県警察、第

３管区海上保安本部（横須賀海上保安部）に連絡します。  

なお、海上において事故が発生した場合は、、第３管区海上保安本部（横須賀海上保安部）に連絡  

します。 

⑵ 放射性物質取扱事業所等の事故発生による被害情報の収集・連絡 

ア  放射性物質取扱事業所等は被害状況を消防機関、県警察、原子力規制委員会、第３管区海上保安本部

（横須賀海上保安部）に連絡します。 

イ 市は、被害状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲

から直ちに県へ報告します。 

ウ 市は、県に応急対策等の活動状況等を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

エ 情報連絡の方法 

市、県及び防災関係機関が行う、情報の伝達若しくは被害状況の収集報告その他の応急対策に必要

な指示、命令等については、有線通信（加入電話）、県防災行政通信網、県災害情報管理システム等を

利用して速やかに行います。 
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第２節 活動体制の確立 

 

１ 三崎警察署の活動体制 

三崎警察署は、放射性物質の漏洩の災害が発生したとき、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察

署に警察署災害警備本部を設置するなど県及び関係機関と連携して、次の応急対策を実施します。 

 

⑴ 周辺住民等への情報伝達 

⑵ 避難の誘導及び屋内退避の呼び掛け 

⑶ 交通の規制及び緊急輸送の支援 

⑷ 犯罪の予防等被災地における社会秩序の維持 

⑸ その他必要な措置 

 

２ 市の活動体制 

⑴ 災害の状況に応じて速やかに事前配備に入り、被害状況等の収集活動を行い、災害応急対策を検討 

し、必要な措置を講じます。 

⑵ 放射性物質の漏洩等による事故の影響が周辺に及ぶおそれがある場合、事故の規模、予想される被 

害等により、必要と認めるときは、被害の発生する前の警戒段階から警戒本部等を設置して、県及び関係

機関と連携して迅速・的確な対応ができる体制をとります。 

⑶ 大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあると認められるときは、災害対策本部を設置

して、県、関係機関と連携して災害応急対策を円滑に行う体制をとります。 

⑷ 災害応急対策上必要と認めるときは、次の応急対策を実施します。 

ア 救出救助・救急活動 

イ 消火活動 

ウ 医療救護活動 

エ 周辺住民等に対する災害広報 

オ 警戒区域の設定 

カ 周辺住民等に対する屋内退避、避難の勧告又は指示、避難誘導 

キ 避難所の開設、運営管理 

ク その他必要な措置 

⑸ 市は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

３ 県、日赤、医師会及び歯科医師会の活動 

県、医師会及び歯科医師会は、救護班等を現地に派遣し、負傷者の応急処置を行います。 

また、県及び日本赤十字社神奈川支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

４ 自衛隊の災害派遣 

市長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に対し自衛隊の派遣要請を求めま 

す。 

 

 

第３節 災害時の市民等への指示広報 

１ 市の措置 

市は、緊急時に防災行政無線、広報車及び防災情報メール等のあらゆる広報手段を用いて、次の事項につ

いて迅速に広報及び必要な指示を行います。 

⑴ 事故等の状況及び今後の予測 
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⑵ 被害状況と応急対策の実施事項 

⑶ 市民のとるべき措置及び注意事項 

⑷ その他の応急対策の状況 

⑸ その他必要な事項 

 

 

第４節 放射線測定体制の強化 

市及び県は、関係機関と連携して、緊急時に備え、モニタリングのための要員及び機器の確保に努めます。 
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第３章 災害復旧 
 

第１節 汚染物の除去 

事故の原因者は、放射性物質による汚染を除去します。 

 

第２節 各種制限措置の解除 

市及びその他関係機関は、環境モニタリング等による地域の調査等の措置が行われたのち、国の専門家の

助言を踏まえ、各種制限措置の解除を行います。 

 

第３節 安全の確認 

市及び県は、国の専門家の安全確認を待って事故対策を終息します。 
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第４章 原子力艦対策 
 

本章は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）に基づき実施する原子力艦の原子力災害の事前対策等

を示すものです。 

 

第１節 災害応急対策への備え 

１ 情報伝達体制の充実・強化 

市は、原子力艦の原子力災害に対し万全を期すため、県、関係市町村、国その他関係機関との間において、

情報収集・連絡体制の充実強化に努めます。 

 

第２節 防災体制の整備 

１ 警戒体制をとるために必要な体制の整備 

市は、原子力艦の原子力災害の発生のおそれがある場合又は発生の通報を受けた場合等に、速やかに職

員の参集、情報の収集伝達等が行われるよう、必要な体制を整備します。 

 

２ 災害対策本部の整備 

市長は、次のいずれかの場合、直ちに市長を本部長とする災害対策本部を設置し、関係機関と連携して災

害応急対策を円滑に実施する体制をとります。 

ア 内閣総理大臣が非常災害対策本部等を設置したとき。 

イ 原子力による大規模な災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、市長が必要と

認めるとき。 

 

第３節 避難誘導体制等の整備 

１ 避難誘導体制等の整備 

市民等の屋内退避及び避難誘導に必要な体制等をあらかじめ整備します。 

 

２ 市民等の避難状況の確認体制の整備 

避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合における市民等の避難状況を確認するための体制

をあらかじめ整備します。 

 

第４節 市民等への的確な情報伝達の整備 

１ 提供すべき情報内容の整理 

  事故等発生の経過に応じ、市民等に提供すべき情報の項目について整理します。 

 

第５節 救助・救急及び医療救護体制の整備 

１ 救助・救急活動体制の整備 

関係消防機関は、国から整備すべき資機材に関する情報提供等を受け、応急措置の実施に必要な救急 

救助用資機材等の整備に努めます。 

また、市は、服用対象の避難者等に迅速、的確に安定ヨウ素剤を配布できるよう、体制の整備に努めます。 
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第６節 関係機関相互の連携強化 

緊急時に必要な装備、資機材、人員等に関する広域的な応援について、県、関係市町村及び関係機関との応

援体制の整備を図ります。 
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第８編 大規模な火事災害対策編 
 

大規模な火事による多数の死傷者等の発生といった火事災害に対する対策について、必要な事項を定めま

す。 

 

第１章 災害予防 
 

第１節 安全確保 

１ 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

⑴ 市は、火事による被害を防止・軽減するため、土地利用の規制・誘導、避難地、避難路の整備、建築物

の不燃化等の施策を総合的に推進します。 

⑵ 市は、防火地域・準防火地域の指定、市街地開発事業、土地区画整理事業、住環境整備事業、地区計画

制度の活用等により、安全で快適な市街地の形成を促進します。 

⑶ 市は、大規模な火事災害の発生時に延焼を防ぐ延焼遮断帯としての緑地、広幅員道路などのオープン

スペースの確保を図るとともに、街区内に公園等の整備を図ります。 

 

２ 火災に対する建築物の安全化 

⑴ 消防用設備等の整備、維持管理 

市、県及び事業者等は、多数の人が出入りする建築物に設置された消防用設備については、災害時にそ

の機能を有効に発揮することができるよう定期的に点検を行うなど適正な維持管理を行います。 

⑵ 建築物の防火管理体制 

市及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所の建築物等について、防火管理者を適正に選任する

とともに、防火管理者が当該建築物についての消防計画の作成、同計画に基づく消火、通報及び避難訓練

の実施等防火管理上必要な業務を適正に行うなど、防火管理体制の充実を図ります。 

 

 

第２節 災害応急対策への備え 

１ 情報の収集、伝達体制の拡充 

⑴ 災害情報の収集・伝達体制の拡充 

市は、県及び事業者との情報の収集・連絡体制の整備を図ります。 

⑵ 通信手段の確保 

市は、災害時の情報通信手段について、平常時からその確保に努め、無線設備の総点検を定期的に実施

するとともに、非常通信の取扱、機器の操作の習熟等に向け他の防災関係機関等との連携による通信訓

練に積極的に参加します。 

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

⑴ 救助・救急活動 

市は、応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めます。 

⑵ 消火活動 

市は、横須賀市消防局と綿密に連携し、消防力の整備強化を図ります。 

⑶ 医療救護活動 

ア 市は、関係機関と調整のうえ、医療救護活動体制の確立に努めます。 

イ 市は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 
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３ 避難誘導 

⑴ 市は、避難場所・避難路を指定し、住民への周知徹底に努めます。 

⑵ 市は、要配慮者を適切に避難誘導するため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から

これらの者に係る避難誘導体制の整備に努めます。 

 

４ 建築同意制度の活用 

市及び横須賀市消防局は、消防法の規定による建築同意制度を効果的に運用し、建築面からの火災予防

の徹底を図ります。 

 

第３節 防災知識の普及 

１ 一般家庭に対する指導 

⑴ 市は、一般家庭に対する火災防止に係る知識の普及に努めます。 

⑵ 市及び横須賀市消防局は、広報活動及び各種会合等において消火方法等の実地指導を行い、火災の防

止及び初期消火の徹底を図ります。 

 

２ 防火管理者等の指導・教育 

⑴ 横須賀市消防局は、学校・病院・工場等、消防法に規定する防火対象物には、防火管理者等を選任する

よう指導します。 

⑵ 横須賀市消防局は、防火管理者に対し、消防計画の作成、消防用設備等の整備・点検及び火気の使用等

について、指導します。 

 

３ 予防査察による指導 

⑴ 横須賀市消防局は、不特定多数の者を収容する施設を対象として予防査察時に防火安全対策について、

適切な指導をします。 

⑵ 横須賀市消防局は、防火対象物の状況を把握し、火災の発生のおそれのある物件等の発見に努め、関係

者に対し、万全を期すよう指導します。 

 

第４節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

１ 災害の拡大防止 

市は，災害発生中にその拡大を防止することが可能な災害については，その拡大を防止するため，必要な

対策を講じるものとします。 

 

２ 二次災害の防止活動 

市は，専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ，必要に応じ，住民の避難，応急対策を行

うものとします。 
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第２章 災害時の応急活動対策 
 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・連絡 

⑴ 大規模な火事発生による被害情報の収集・連絡 

市は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を

含め把握できた範囲から直ちに県に報告します。 

⑵ 応急対策活動情報の連絡 

ア 市は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

イ 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市に連絡します。 

⑶ 情報連絡の方法 

市、県及び防災関係機関が行う、情報の伝達若しくは被害状況の収集報告その他の応急対策に必要 

な指示命令等については、有線通信（加入電話）、県防災行政通信網、県災害情報管理システム等を利用

して速やかに行います。 

 

第２節 活動体制の確立 

１ 市の活動体制 

⑴ 市は、災害の発生状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、その情報

により災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

⑵ 市長は、大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため

必要と認めるときは、災害対策基本法第 23条の２に基づき、市災害対策本部を設置します。 

⑶ 市は、県に災害対策本部の設置等を報告します。 

 

２ 三崎警察署の活動体制 

三崎警察署は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに警察署に警察署災害

警備本部を設置するとともに、必要に応じ、発災地に現地指揮所を設置するなど、指揮体制を確立し、関係

機関と連携して応急対策を行います。 

 

３ 広域的な応援体制 

⑴ 横須賀市消防局は、大規模火災が発生した場合は、消防相互応援協定等に基づき応援を要請します。 

⑵ 市長は、大規模火災が発生した場合において応急措置を実施するため必要と認めるときは、県知事に

応援を要請します。 

 

４ 自衛隊の災害派遣 

市長は、応急措置を実施するため必要と認めるときは、県知事に対し自衛隊の派遣を要請します。 

 

第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

１ 救助・救急活動 

市、横須賀市消防局及び三崎警察署は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 

２ 消火活動 

⑴ 横須賀市消防局及び消防団は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行います。 

⑵ 市は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、横須賀市消防局を通じて他の市町村に消火活動の
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応援要請を行います。 

⑶ 

 

３ 医療救護活動 

県、医師会及び歯科医師会は、市の要請に基づき、医療救護班を現地に派遣し、負傷者の応急処置を 

行います。 

 

 

第４節 避難活動 

発災時には、市及び三崎警察署は、人命の安全を第一に、必要に応じて避難の勧告、指示等を行います。 

また、三崎警察署は、大規模な火災が発生した場合においては、消防機関と連携し迅速に立入禁止区域を設

定するとともに、地域住民等に対する避難誘導を行います。 

 

 

第５節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

三崎警察署は、危険防止及び応急対策等のため、必要に応じて交通規制を行います。 

 

 

第６節 災害広報の実施 

市は、県、防災関係機関及び関係事業者と連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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第９編 油流出等海上災害対策編 
 

船舶からの大規模な油・危険物流出による著しい海洋汚染・大規模な火災等の発生といった海上災害に

対する対策について、必要な事項を定めます。 

 

 

第１章 災害予防 
 

第１節 船舶の安全確保 

１ 船舶の安全な運行の確保 

横須賀海上保安部は、港内、狭水道等船舶の輻輳する海域における航行管制、海上交通情報の提供等に努

めます。 

 

２ 船舶の安全確保 

⑴ 関東運輸局は、危険物の運送条件、取扱方法、船舶の構造・設備等の規定の徹底を図ります。 

⑵ 関東運輸局は、危険物運搬船の技術基準の遵守の徹底を図るため、船舶検査の厳格な実施及び危険物

運搬船等の立入検査を実施します。 

⑶ 関東運輸局は、船舶の構造設備等に係る海難事故防止の観点から、条約等の国際基準に適合していな

い船舶（サブスタンダード船）の排除のため、外国船舶の監督（ポートステートコントロール：PSC）の

実施を積極的に推進します。 

 

３ 海上防災思想の普及 

横須賀海上保安部は、関係者及び国民に対する海難防止、海上災害防止に係る講習会を開催し、また、訪

船指導等を行うことにより、海上災害防止思想の普及に努めます。 

 

４ 海上規制及び指導の強化 

横須賀海上保安部は、被害の発生を未然に防止するため、次の規制及び指導を行います。 

⑴ 海上交通の輻輳する海域における、巡視船艇等による交通整理及び航法指導等 

⑵ 港湾における航行制限 

⑶ 港内における工事・作業等についての規制 

⑷ 危険物積載船舶等に対する規制 

 

 

第２節 災害応急対策への備え 

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

⑴ 通信の手段の確保 

市は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に関するシステムや資機材を適切に

管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継続的に実施するなど、機器操作の

習熟に努めます。 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

⑴ 救助・救急、消火活動 

市、横須賀市消防局、横須賀海上保安部及び三崎警察署は、平常時から緊密な情報交換等連携を図り、

救急・救助・消防体制の整備に努めます。 
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⑵ 医療救護活動 

ア 市は、県及び関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき、船舶事故も含めた医療救護活

動体制の確立に努めます。 

イ 市は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

 

３ 防除資機材の整備 

⑴ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 39条の３に定める船舶所有者及び船舶の係留施設の管

理者等は、油等が大量に流出した場合に備えて、防除資機材を整備します。 

⑵ 市は、油等が大量に流出した場合に備えて、防除資機材を整備します。 

 

４ 三浦半島・相模湾排出油等防除協議会等の措置 

三浦半島・相模湾排出油等防除協議会は、三浦半島及び相模湾周辺海域において大規模な排出油等事故

が発生した場合の排出油等の防除活動について、必要な事項を協議し、その実施の推進を図り、次の業務を

行います。 

⑴ 排出油等防除に関する自主基準（防除活動マニュアル）の作成 

⑵ 三浦半島及び相模湾周辺海域における排出油等防除計画の協議 

⑶ 排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

⑷ 排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施 

⑸ その他排出油等の防除に関する重要事項の協議 

市は、関係市町及び県と共に、協議会に参画し、防除活動に協力します。 
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第２章 災害時の応急活動対策 
 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・連絡 

⑴ 油流出等海上事故情報等の連絡 

ア 関係事業者等は、大規模な油流出等海上事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、速

やかに第三管区海上保安本部又は横須賀海上保安部に連絡します。 

イ 横須賀海上保安部は、大規模な油流出等海上事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、

事故情報を、関係機関及び県へ連絡します。 

ウ 県は、「神奈川県油流出事故対策初動マニュアル」に基づき、第三管区海上保安本部等から受けた情

報を海岸管理者、漁港管理者、漁業関係者、市及び関係機関へ連絡します。 

⑵ 大規模な油流出等海上事故の発生による被害情報の収集・連絡 

ア 関係事業者等は、大規模な油流出等海上事故により被害が発生した場合は、その被害状況を横須賀

海上保安部へ連絡します。 

イ 市は、流出及び被害の状況等の情報を収集するとともに、流出及び被害規模に関する概括的情報を含

め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

⑶ 応急対策活動情報の連絡 

ア 関係事業者は、横須賀海上保安部に応急対策等の活動状況を連絡します。 

イ 市は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

ウ 県は、横須賀海上保安部の応急対策等の活動状況を把握し、自ら実施する応急対策の活動状況を市

に連絡します。 

 

第２節 活動体制の確立 

１ 横須賀海上保安部の活動体制 

横須賀海上保安部は、災害の状況に応じて速やかに、必要な職員を参集させ、対策本部を設置する等、必

要な体制を確立します。 

 

２ 市の活動体制 

⑴ 職員の事前配備体制 

市は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報によ

り災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

⑵ 事故対策本部の設置 

市は、油等が大量流出し、又は大量流出のおそれがある場合、事故の規模、予想される被害等により、

必要と認めるときは、被害が発生する前の警戒段階から、警戒本部等を設置して、県及び関係機関と連携

して迅速・的確な対応ができる体制をとります。 

⑶ 市災害対策本部の設置 

市は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市災害応急対策を実施するため必要と

認めるときは、災害対策基本法第 23条の２の規定に基づき、市災害対策本部を設置し、設置状況等を速

やかに県に報告します。 

⑷ 市災害対策本部の設置を決定した場合の参集・配備 

市災害対策本部長は、市災害対策本部の設置を決定した場合、直ちに本部員に通知し、本部員は配備計

画に基づき、職員を配備します。勤務時間外に市災害対策本部の設置を決定した場合には、本部員は、あ

らかじめ定めてある連絡体制により職員を参集させます。 

 

３ 三崎警察署の活動体制 



182 

 

 

三崎警察署は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに警察署に警察署災害

警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地指揮所を設置するなど指揮体制を確立し、関係機

関と連携して応急対策を行います。 

 

４ 関係事業者の活動体制 

⑴ 関係事業者は、発災後、速やかに災害の拡大防止のための必要な措置を講じます。 

⑵ 関係事業者は、発災後、速やかに対策要員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部設置等

の必要な体制をとります。 

 

５ 広域的な応援体制 

⑴ 三浦半島における漁港等及びそれに関連する沿岸施設等に大規模災害が発生した場合、災害時におけ

る消防相互応援協定等に基づき、関係市町の消防機関は、相互に応援協力をします。 

⑵ 市長は、地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急対策を実施しますが、そ

の被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときには、他市町村長に対し

応援要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の実施を要請します。 

 

６ 自衛隊の災害派遣 

市長は、応急措置を実施するため、必要があると認めるときは、知事に対し、自衛隊の派遣要請をするよ

う求めます。知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、地域担任

部隊等の長に被害の状況などを通知します。 
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【災害発生時の連絡体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 油等の大量流出に対する応急対策 

１ 防除措置 

⑴ 海上事故により大量の油等が流出した場合、事故の原因者は、防除措置を講じます。 

⑵ 横須賀海上保安部は、海上事故により油等が流出した場合、応急的な防除活動を行い、航行船舶の避難

誘導活動等必要な措置を講ずるとともに、流出の原因者等が必要な措置を講じていない場合は、措置を

講ずるよう命じます。 

⑶ 横須賀海上保安部は、大量の油流出等があった場合、原因者側の対応が不十分なときは、自ら防除を行

う等被害を最小限度にくい止めるための措置を講じます。 

⑷ 流出油等の処理に当たっては、海洋環境の保全に配慮して行います。 

 

２ 市の措置 

⑴ 沿岸住民に対する災害状況の周知徹底及び警戒 

ア 被害の及ぶおそれのある沿岸住民に対する災害状況の周知 

イ 火気使用の制限又は禁止等発災危険防止措置の広報及び警戒 

⑵ 沿岸住民に対する避難勧告及び指示 

⑶ 沿岸地先、地面の警戒 

⑷ 油流出及び被害状況の情報の収集並びに県への報告 

⑸ 職員の非常参集、災害対策本部の設置等体制の確立 

⑹ 応急対策及び災害対策本部の設置状況などの県への報告 

⑺ 油等防除活動及び被害者の救助、救出活動等 

⑻ 原因者のみの対応では不十分な場合の漂着油の回収 

 

関係事業者  

県 

 

市災害対策本部  

 

総務部防災課  

三浦半島・相模湾 

排出油等防除協議会  

防災関係機関 関係部課  みうら漁協 

三和漁協 
 

漁港施設 

観光施設 

第三管区海上保安本部  

 

横須賀海上保安部  

沿岸住民  

警察本部  

 

三崎警察署  横須賀市消防局  
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３ 応援体制 

⑴ 横須賀海上保安部は、県及び沿岸市町に対し、必要に応じて排出された油等の除去その他海洋の汚染

の防止を講ずることを要請し、油等防除体制の整備に必要な情報を提供します。 

⑵ 市は、協力要請を受け、油等防除活動を行います。 

⑶ 市は、油等防除活動を行うために必要な油等防除資機材の調達を県へ要請し、県はこれを受けて、他の

市町村及び都道府県等に資機材の提供を求め、調整を行います。 

 

第４節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

１ 救助・救急活動 

⑴ 事故を発生させた関係事業者は、救助・救急活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めるとともに、

救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう努めます。 

⑵ 横須賀海上保安部は、被災者の救助・救急活動を行います。 

⑶ 横須賀市消防局及び三崎警察署は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 

２ 消火活動 

⑴ 関係事業者等は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行います。 

⑵ 横須賀海上保安部又は市は、海上の火災を覚知した場合は、直ちにその旨を横須賀海上保安部に通報

するとともに、応援要請に基づき消火活動を実施します。 

沿岸部等の火災においては、協力してその機能を発揮し、消火活動を最も効果的に行います。 

 

３ 医療救護活動 

三浦市医師会及び横須賀市歯科医師会は、横須賀海上保安部及び市の要請に基づき、医療救護班を現地

に派遣し、負傷者の応急処置を行います。 

 

第５節 避難活動 

発災時には、市、横須賀海上保安部及び三崎警察署は、人命の安全を第一に、必要に応じて避難の勧告及

び指示を行います。 

 

第６節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

横須賀海上保安部は、船舶交通の輻輳が予想される海域においては、緊急輸送を円滑に行うため、必要 

に応じて船舶交通の整理・指導を行います。 

三崎警察署は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて、交通規制を実施します。 

 

第７節 災害広報の実施 

市は、県、防災関係機関及び関係事業者等と連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 

 

第８節 二次災害の防止活動 

横須賀海上保安部は、油流出等事故により船舶交通に危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速 

やかに航行警報等必要な措置を講ずるとともに、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行います。また、事故

を発生させた船舶の所有者等に対し、船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきこ

とを命じ、又は勧告します。 
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第９節 その他横須賀海上保安部の措置 

１ 警報等の伝達 

気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報を受けた場合において、船舶交通の安全に

重大な影響を及ぼす事態の発生を知ったとき、又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講じたと

き、並びに船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を知ったときは、航

行警報、安全通報、水路通報、標識の掲揚及び船艇及び航空機による巡回等により速やかに周知します。 
 

２ 情報の収集及び情報連絡 

被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を活用し、積極的

に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交換等を行います。 
 

３ 活動体制の確立 

必要な職員を直ちに参集させ、対策本部を設置する等、必要な体制を確立します。 
 

４ 海難救助等 

船舶の海難、人身事故等が発生したときは速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊によりその捜索活動を

行い、船舶火災又は海上火災が発生したときは速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機動防除隊によりその

消火活動を行い、危険物が流出したときはその周辺海域の警戒、火災発生の予防、航泊禁止措置又は避難勧

告を行います。 

 

５ 緊急輸送 

傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に基づき、迅速か

つ積極的に実施します。 
 

６ 物資の無償貸与又は譲与 

物資の無償貸与若しくは譲与について要請があったとき、又はその必要があると認めるときは、「国土交

通省所管に属する物品の無償貸付け及び譲与に関する省令」(平成 18年国土交通省令第 4号)に基づき、寝

具その他の生活必需品を災害による被害者等に対して無償貸付けし、又は譲与します。 

 

７ 関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における災害

応急対策の実施に支障を来さない範囲において、救助・救急活動等について支援をします。 

８ 排出油等の防除等 

防除措置を講ずべき者への指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講ずる必要があると認めるときは、

指定海上防災機関に防除措置を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応急の防除措置

を講じさせ、危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の発生予防、航

泊禁止措置又は避難勧告を行います。 
 

９ 海上交通安全の確保 

船舶交通の整理、指導及び制限又は禁止し、漂流物等の応急措置及びその措置を命じ又は勧告し、船舶へ

の情報提供、水路の安全確保及び航路標識の復旧に努めます。 
 

10 警戒区域の設定 

人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要と認めるときは、災害対策基本法第 63条第１項

及び第２項の規定に定めるところにより、警戒区域を設定し、船艇、航空機等により船舶等に対し、区域外

への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行います。 
 

11 治安の維持 
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海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇等及び航空機により犯罪の

予防・取締及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行います。 
 

12 危険物の保安措置 

危険物積載船舶に対する移動命令又は航行制限若しくは禁止を行い、危険物荷役中の船舶に対する荷役

の中止等必要な指導を行います。 

 

 

第 10節 神奈川県水難救済会三浦救難所及び南下浦救難所の措置 

神奈川県水難救済会三浦救難所及び南下浦救難所は、市及び横須賀海上保安部をはじめ、関係機関から 

の協力を求められた場合、必要な応急措置の実施に協力するよう努めます。 
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第 10編 危険物等応急対策編 
 

危険物、高圧ガス及び都市ガスの火災、爆発、漏洩・流出による多数の死傷者等の発生、毒物・劇物の飛散、

漏洩、流出等による多数の死傷者等の発生、火薬類の火災、爆発による多数の死傷者等の発生といった危険物

等災害に対する対策について必要な事項を定めます。 

 

 

第１章 災害予防 
 

危険物等は、小事故であっても初期の対応を誤ると大災害になる危険性が大きく、事故が発生した場合に、

その周辺の影響や危険物等の流出場所によっては、市民生活に大きな影響を及ぼすことにもなります。 

これらの安全対策については、関係法令により規制・指導等を行っていますが、一層の安全対策が必要で

す。 

市は、横須賀市消防局、県、国、防災関係機関等と相互に連携を図り、危険物等の爆発漏洩等による災害の

発生を防止するための予防対策を推進します。 

また、法令に規制されない未規制化学物質による災害防止対策も推進します。 

 

[関係法令] 

危険物  … 消防法 

高圧ガス … 高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号） 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号） 

都市ガス … ガス事業法（昭和 29年法律第 51号） 

火薬類  … 火薬類取締法（昭和 25年法律第 149号） 

毒劇物  … 毒物及び劇物取締法（昭和 25年法律第 303号） 

 

第１節 安全確保 

１ 施設等の安全確保 

危険物等の貯蔵・取扱いを行う事業者は、法令で定める技術基準を遵守し、横須賀市消防局は、製造施

設、貯蔵所等に対する保安検査、立入検査及び移動タンク貯蔵所に対する路上立入検査を充実し、施設等

の安全性の確保に努めます。 

 

２ 自主保安体制の整備 

⑴ 市、横須賀市消防局、県及び事業者は協力して、次のとおり事業所の自主保安体制を整備します。 

ア 危険物等事業所の容器（ボンベ等）の流出防止並びに流出した容器 

の回収、禁水性物質の浸水対策措置及び係留船舶の安全対策措置など、防災対策の充実 

イ 科学消火薬剤等の資機材の整備充実 

ウ 緊急停止のための措置の策定など、危険物等事業所の保安管理体制の充実 

エ 保安用設備等の機能確保等の緊急時の応急体制の充実 

オ 高圧ガス等特殊災害に対する相互応援体制の充実 

カ 危険物、高圧ガス、火薬類及び毒劇物関係団体の組織の育成 

 

３ 保安意識の向上、訓練 

⑴ 市、横須賀市消防局、県及び事業者は、協力して教育及び訓練等の充実を図ります。 

ア 各種講習会、研修会の充実 

イ 危険物安全週間等、各種安全週間の充実 

ウ 事業所における危険物等の火災、漏洩等を想定した防災訓練の徹底 
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エ 移動途上での災害を想定した訓練の充実 

オ 都市ガス事業者は、消防機関と協力して合同防災訓練等を充実 

 

４ 消費者の安全対策 

ＬＰガス（液化石油ガス）及び都市ガス事業者は、関係機関と協力して、消費者の事故防止対策として、

安全設備の普及を推進し、保安教育を充実します。 

 

第２節 災害応急対策への備え 

１ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

⑴ 通信手段の確保 

市は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシステムや資機材を適切に管理す

るとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に

努めます。  

 

２ 救助・救急、消火及び医療救護活動 

⑴ 救助・救急活動 

市は、横須賀市消防局と協同して救急救命体制の強化を図ります。 

⑵ 消火活動 

 市は、消防水利施設の整備を図るとともに、横須賀市消防局と協同し、消防力の整備強化を図ります。 

⑶ 医療救護活動 

ア 市は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めます。 

イ 市は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

 

３ 危険物等の大量流出時における防除活動 

市及び関係事業所は、危険物等が大量に流出した場合に備えて、防除資機材を整備し、災害発生時には

必要に応じて応援を求めることができる体制を整備します。 
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第２章 災害時の応急活動対策 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 

１ 災害情報の収集・連絡 

⑴ 危険物等事故情報等の連絡 

ア 危険物、高圧ガス、火薬類及び毒劇物の事故発生時の連絡については、それぞれの管轄官庁により定

められていますが、原則は次のとおりです。 

〔危険物、高圧ガス、火薬類及び毒劇物の事故発生時の連絡系統図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔都市ガスの事故発生時の連絡系統図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 危険物等による事故が発生した場合、関係事業者等は速やかに県、三崎警察署、横須賀市消防局及び

市に連絡します。なお、都市ガスの場合は、経済産業省（関東東北産業保安監督部）、三崎警察署、横

須賀市消防局及び市に連絡します。 

⑵ 危険物等の大規模な事故発生による被害の情報の収集・連絡 

ア 関係事業者は、被害状況を県、三崎警察署、横須賀市消防局及び市に連絡します。なお、都市ガスの

場合は、経済産業省（関東東北産業保安監督部）、三崎警察署、横須賀市消防局及び市に連絡します。 

イ 市は、人的被害状況、火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を

含め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

⑶ 応急対策活動情報の連絡 

ア 関係事業者は、市又は消防機関に応急対策等の活動状況を連絡します。 

イ 市は、県に応急対策の活動状況等を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

ウ 県は、自ら実施する応急対策の活動状況を市に連絡します。 
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第２節 活動体制の確立 

１ 市の活動体制 

⑴ 市は、災害の状況に応じて速やかに被害情報等の収集活動を行い、その情報により災害応急対策を検

討し、必要な措置を講じます。 

⑵ 市は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため

必要と認めるときは、災害対策基本法第 23条の２の規定に基づき、災害対策本部を設置します。 

⑶ 市長は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

⑷ 現地災害対策本部の設置 

市災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため必要と認めるときは、現地災

害対策本部を設置します。 

⑸ 市災害対策本部の設置を決定した場合の参集・配備 

市災害対策本部の設置を決定した場合には、市災害対策本部長は、直ちに本部員に通知し、本部員は配

備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外に市災害対策本部の設置を決定した場合には、本部

員は、あらかじめ定めた連絡体制により職員を参集させます。 

 

２ 三崎警察署の活動体制 

三崎警察署は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに警察署に警察署災害

警備本部を設置するとともに、必要に応じ発災地に現地指揮所を設置するなど指揮体制を確立し、関係機

関と連携して応急対策を実施します。 

 

３ 関係事業者の活動体制 

⑴ 関係事業者は、発災後、速やかに災害の拡大の防止のための必要な措置を講じます。 

⑵ 関係事業者は、発災後、速やかに職員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部設置等の必

要な体制をとります。 

 

４ 広域的な応援体制 

市長は、地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは災害応急措置を実施しますが、その

被害状況によって、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときには、他市町村長に対し応援

要請を行い、若しくは知事に対し、応援要請又は災害応急対策の実施を要請します。 

 

５ 自衛隊の災害派遣 

市長は、応急措置を実施するため必要と認めるときは、知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求めま

す。知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛大臣、地域担任部隊等の

長に被害の状況などを通知します。 

 

第３節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

１ 救助・救急活動 

市、横須賀市消防局及び三崎警察署は、救出救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努めます。 

 

２ 消火活動 

⑴ 横須賀市消防局及び市消防団は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行いま

す。 

⑵ 横須賀市消防局は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町などに消火活動の応援要請

を行います。 

⑶ 横須賀海上保安部は、海上における消火活動を行います。 
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３ 医療救護活動 

三浦市医師会及び横須賀市歯科医師会は、市の要請に基づき、医療救護班等を現地に派遣し、負傷者の応

急処置を行います。 

 

第４節 避難活動 

発災時には、市は、人命の安全を第一に必要に応じて、避難準備・高齢者等避難開始の発令又は避難勧告等

を行います。 

 

第５節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

三崎警察署は、危険防止及び応急対策のため、必要に応じて交通規制を行います。 

 

第６節 危険物等の流出に対する応急対策 

市及び横須賀市消防局は、危険物等が大量流出した場合、直ちに防除活動を行います。また、横須賀市消防

局は、火災警戒区域の設定を実施します。 

三崎警察署は、危険物等が漏洩又は飛散した場合には、直ちに立入禁止区域を設定するとともに、関係機関

と緊密に連携して地域住民の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を行います。 

市は、危険物等が河川等に大量流出した場合、直ちに国、県及び関係機関と協力の上、環境モニタリング、

危険物等の処理等必要な措置を講じます。 

 

第７節 災害広報の実施 

市、県、防災関係機関及び関係事業者は、連携して適切かつ迅速な広報活動を実施します。 
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第 11編 その他の災害に共通する対策編 
 

その他の災害（鉄道災害、道路災害等）に共通する対策として、多くの災害対策に比較的共通する事項を

定めることとします。 

 

第１章 災害予防 
 

第１節 災害応急対策への備え 

１  災害情報の収集・伝達体制の充実 

⑴ 通信手段の確保 

市は、災害時の情報通信手段について、平常時からその確保に努め、無線設備の総点検を定期的に実施

するとともに、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け、他の防災関係機関等との連携による通信

訓練に積極的に参加します。 

また、市は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報受伝達に関するシステムや資機材を

適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継続的に実施するなど、機

器操作の習熟に努めます。 

 

２ 災害応急体制の拡充 

⑴ 職員の体制 

市は、様々な事態を想定した災害対策本部の運営訓練、職員の参集訓練等を重ね、非常時の業務が円滑

に実施できるよう努めます。 
 

３ 救助・救急、消火及び医療活動 

⑴ 救助・救急活動関係 

市は、応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めます。 

⑵ 消火活動関係 

ア 市は、平常時から横須賀市消防局、消防団及び自主防災組織等の連携強化を図り、消防水利の確保、

消防体制の整備に努めます。 

イ 市は、防火水槽、消火栓、自然水利利用施設、火災用工作機器、可搬式消火器材等の整備強化を図り

ます。 

⑶ 医療救護活動 

ア 市は、関係機関と調整のうえ、神奈川県医療救護計画に基づき医療救護活動体制の確立に努めます。 

イ 市は、救護活動に必要な医薬品等の備蓄に努めます。 

  ウ 三浦市立病院は、負傷者型人数に上る場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資機材等の整備を計画

的に行います。 

 

４ 避難誘導 

⑴ 市は、避難場所・避難路をあらかじめ指定し、日頃から市民への周知徹底に努めます。 

⑵ 市は、避難行動要支援者の避難誘導、搬送について、自主防災組織、近隣居住者等の協力を得て、迅速

かつ安全に避難が行えるよう努めます。 
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第２章 災害時の応急活動対策 
 

第１節 災害発生直前の対策 

１ 警報等の伝達 

横浜地方気象台は、県内の気象の現象に伴う災害及び被害の発生するおそれがある場合、必要な警報又

は注意報を発表し、市民及び防災関係機関に警戒や注意を喚起します。また、本市に影響し、又はそのおそ

れがある場合は、県防災担当課から直ちに県防災行政通信網を通じて、市に伝達されることになっていま

す。 

 

２ 警報の発令に伴う事前配備体制 

市及び防災関係機関は、横浜地方気象台から警報が発令された場合､それぞれが定めている配備計画に基

づき事前配備体制に入り、被害状況等の収集活動を行い、その情報により災害応急対策を検討し、必要な措

置を決定します。 

 

 

第２節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

災害が発生した場合、発災直後の応急活動体制を適切に実施するため、被害規模等の概括的な情報をいち

早く把握することが、その後の応急対策を効果的に実施するために不可欠です。 

市は、様々な種類の通信手段を活用し、その情報に基づき災害対策本部の設置の判断をはじめ、県、防災関

係機関と協力して速やかに応急対策を進めます。 

 

１ 災害情報の収集・連絡 

⑴ 大規模な災害発生による被害情報の収集・連絡 

市は、人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含

め、把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

⑵ 一般被害状況の収集・連絡 

市は、各種の被害状況等を県災害対策本部に県防災行政通信網、県災害情報管理システムを通じて報告

します。 

⑶ 応急対策活動情報の連絡 

市は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

 

２ 通信手段の確保 

⑴ 市は、通信手段を確保するため、災害発生後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに支障を生じ

た施設の復旧を行うこととし、そのための要員を直ちに現場に配置します。また、通信手段の確保につい

て必要な措置を県に要請します。 

⑵ 各種通信施設の利用 

ア 非常無線通信の利用 

市及び防災関係機関は、加入電話、県防災行政通信網が使用不能になったときは、関東地方非常通

信協議会の構成員の協力を得て、その所有する通信施設を利用します。 

イ 通信施設所有者等の相互協力 

通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑・迅速に実施するため、相互の連携を密にし、

被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行います。 

第３節 活動体制の確立 

１ 市の活動体制 



194 

 

 

⑴ 市は、災害の状況に応じて速やかに事前配備体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、その情報によ

り災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 
⑵ 市は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため

必要と認めるときは、災害対策基本法第 23条の２に基づき、災害対策本部を設置します。 

⑶ 市は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

⑷ 市は、休日、夜間等に、災害発生時の初動体制がとれるよう、携帯電話等を活用し速やかに伝達しま

す。 

 

２ 災害対策本部の設置を決定した場合の参集・配備 

災害対策本部の設置を決定した場合には、災害対策本部長は、直ちに本部員に通知し、本部員は、配備動

員計画に基づき、職員を配備します。勤務時間外、休日等に災害対策本部の設置を決定した場合には、本部

員は、あらかじめ定めた連絡体制により職員を参集・配備させます。 

 

３ 三崎警察署の活動体制 

三崎警察署は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察署に警察署災害警

備本部を設置するとともに、必要に応じ発災地に現地指揮所を設置するなど指揮体制を確立し、関係機関

と連携して応急対策を実施します。 

 

４ 関係事業者の活動体制 

⑴ 関係事業者は、発災後、速やかに災害拡大の防止のための必要な措置を講じます。 

⑵ 関係事業者は、発災後、速やかに職員の非常参集、情報収集、連絡体制を確立し、対策本部設置等必要

な体制をとります。 

 

５ 自衛隊の災害派遣 

⑴ 市長は、応急措置を実施するため必要と認めるときは、知事に対し自衛隊の派遣要請をするよう求め

ます。 

⑵ 市は、知事の自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、地域担任部隊等の長に

被害状況等を通知します。 

   なお、この通知を受けて地域担任部隊の長は、自主派遣すべき事態に該当する場合には、自主派遣をし

ます。市長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に通知します。 

 

第４節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

１ 救助・救急活動 

⑴ 市民及び自主防災組織の役割 

市民及び自主防災組織は、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施

する各機関に協力するよう努めます。 

⑵ 救助・救急活動 

横須賀市消防局は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じて、県及

び他の市町村に応援要請を行います。 

⑶ 被災地以外の市町村、県及び関係機関等の役割 

ア 被災地以外の市町村は、県又は被災市町村からの要請に基づき、救助・救急活動の応援を迅速かつ円

滑にします。 

イ 県は、被災市町村の要請に基づき、国等の各機関に応援要請を行います。 

ウ 事故の発生した関係事業者は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努めるととも

に、救助・救急活動を実施する各機関に可能な限り協力するよう努めます。 

エ 横須賀海上保安部は、被災者の救助・救急活動を行います。 

オ 三崎警察署は、救出救助活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努めます。 

⑷ 資機材等の調達等 
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救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関が携行します。 

 

２ 消火活動 

⑴ 発災後初期段階において、市民及び自主防災組織等は、自発的に初期消火活動を行うとともに、消防機

関に協力するよう努めます。 

⑵ 横須賀市消防局は、速やかに火災の全体状況を把握するとともに、迅速に重点的な部隊の配置を行い

ます。 

⑶ 横須賀海上保安部は、海上における消火活動を行うほか、必要に応じ、県に対して応援を要請します。 

⑷ 横須賀市消防局は、必要に応じて消防相互応援協定等に基づき、他の市町村に消火活動の応援要請を

するとともに、必要に応じ、神奈川県内消防広域応援実施計画に基づく応援要請及び緊急消防援助隊派

遣要請などを行います。 

⑸ 横須賀市消防局は、被災市町村からの要請又は消防相互応援協定等に基づき、消防機関による応援の

迅速かつ円滑な実施に努めます。 

 

３ 医療救護活動 

⑴  医療機関による医療救護活動 

ア 市は、市立病院、市内医療機関及び三浦市医師会等の協力を得て医療救護活動を行います。 

イ 医療機関は、備蓄医療資材、医薬品等を活用し地域における医療救護活動に努めます。特に市立病院

は中核的役割を果たします。 

ウ 市は、医療救護活動の支援が必要な場合、横須賀・三浦地域災害医療対策会議に救護班の派遣を要請

します。 

エ 市は、水道施設が被災した場合、医療機関には優先的な給水活動を行います。 

オ 消防機関は、救急患者の搬送に際し、必要に応じて被災地域以外の医療機関等に協力を求めます。 

カ 市は、重篤者の迅速な搬送に際し、県へ航空機等を活用した広域医療搬送を要請します。 

キ 被災医療機関は、医療施設、医療設備の応急復旧を実施するとともに、必要に応じライフライン事業

者等に速やかな応急復旧を要請します。 

ク 市及び県は、傷病者の輸送拠点におけるトリアージ及び救命措置等を行うために救護班及び神奈川

ＤＭＡＴを確保します。 

⑵  救護所等の設置 

     市は、迅速な医療救護活動を実施するため救護所等を設置し、自ら救護班を編成します。なお、状況に

応じ鎌倉保健福祉事務所三崎センターに必要な支援を要請します。 

 

第５節 避難所の設置運営 

１ 避難誘導の実施 

⑴ 発災時には、市は、人命の安全を第一に必要に応じ避難勧告等を発令します。 

⑵ 市は、避難誘導にあたっては、指定緊急避難場所及び避難路や災害危険箇所等の所在、災害の概要その

他の避難に資する情報の提供に努めます。 

 

 

２ 指定避難所 

⑴ 指定避難所の開設 

市は、発災時に必要に応じ指定避難所を開設し、市民等に対し周知徹底を図ります。 

⑵ 指定避難所の運営管理 

ア 市は、各避難所の適切な運営管理を行います。この際、避難所における情報の伝達、食料、水等の配

布、清掃等については、避難者、市民、自主防災組織等の協力が得られるよう努めます。 

イ 市は、避難所ごとの避難者に係る情報の早期把握に努めます。 

ウ 市は、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に配慮し、避難所における生活環境を常に良

好なものとするよう努めます。また、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保等に配慮しま
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す。 

エ 市は、関係省庁等の支援と連携し、県避難所マニュアル策定指針などを参考に、在宅での避難や車中

泊など、様々な事情から避難所以外で避難生活を送る被災者の把握方法や、物資等の供給、健康確保な

どの方策について、地域の実情に応じて、検討に努めます。 

 

３ 帰宅困難者への対応 

⑴ ホテル等の宿泊施設及びスーパーマーケット等の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、発災後

の施設利用者の混乱を防止するため、自らの施設機能を十分活用するとともに、必要に応じあらかじめ

定められた地域の避難所に誘導します。 

⑵ 発災後において、ターミナル駅の乗降客及び駅周辺帰宅困難者の混乱を防止するため、鉄道事業者等

の各機関は、それぞれの機関の施設に加えて駅周辺の民間施設が有する機能を十分活用するとともに、

必要に応じて、あらかじめ定められた地域の避難所に案内するものとします。 

 

４ 要配慮者への配慮 

市は、避難誘導、避難場所での生活環境、応急仮設住宅への入居に当たって、要配慮者に十分配慮します。

特に福祉避難所の指定、要配慮者の避難所での健康状態の把握、応急仮設住宅への優先的入居、要配慮者向

け福祉仮設住宅の設置等に努めます。また、要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮します。 

 

第６節 保健衛生、防疫、遺体の処理等に関する活動 

１ 保健衛生 

⑴ 市は、被災地、特に避難場所において、生活環境の激変に伴い被災者が心身双方の健康に不調をきたす

可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めます。また、必要に応じて健康相談等を行い、

エコノミークラス症候群等への対応を周知するとともに、救護所等の設置やこころのケアを含めた対策

を行います。 

⑵ 特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等への入所、ホーム

ヘルパーの派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施し

ます。 

⑶ 市は、指定避難所の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレを早期に設置するとともに、被

災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講じま

す。 

⑷ 市は、災害による被災者のこころのケアを行うために、かながわＤＰＡＴや医療、保健及び福祉関係者

等の協力を得て、時期や状況に応じた必要な措置を講じます。また、被災者のみならず災害救援スタッフ

のメンタルヘルスの維持に努めます。 

 

２ 防疫対策 

⑴ 災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は各個人が行うことを原則とし、市長は、被災地の状況に応じて

的確な指導あるいは指示を行います。また、具体的な活動は第２編第３章第７節の保健衛生、防疫、遺体

の処理等に関する活動のとおりです。 

⑵ 市は、県の指示に基づき防疫対策を実施します。 

ア 感染症予防上必要と認めた場合の清潔方法及び消毒方法 

イ ねずみ族、昆虫の駆除 

ウ 予防接種の実施 

エ 厚生労働省の承認を得た上での予防内服薬の投与 

 

３ 遺体の処理等対策 

市は、遺体の処理については、適切な対応をとるため神奈川県広域火葬計画に定める「遺体の取扱に対す

る心得及び遺体適正処理ガイドライン」に沿った棺の調達、遺体の搬送の手配、遺体の保存のために必要な

物資の調達等を実施するとともに、その衛生状態に配慮します。 
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また、必要に応じ、神奈川県広域火葬計画に沿って県内及び県外の市町村の協力を得て、広域的な火葬の

実施に努めます。県は、これらが円滑に遂行できるよう協力します。 

 

第７節 飲料水・食料及び生活必需品等の調達、供給活動 

１ 市は、備蓄物資、自ら調達した物資及び国、他の地方公共団体等によって調達され引き渡された物資の

被災者に対する供給を行います。 

２ 市は、供給すべき物資が不足し、調達の必要がある場合には、物資関係省庁（総務省、厚生労働省、農林

水産省、経済産業省）又は国の非常（緊急）災害対策本部等に物資の調達を要請します。 

 

第８節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

⑴ 被災地域等の交通規制の実施 

ア 三崎警察署 

(ｱ) 被害の状況を把握し、被災地域への流入抑制を行うとともに、必要な交通規制を実施し、県及び

道路管理者と協力し危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集及び提供、車両使用の自粛の

広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行います。 

(ｲ) 災害発生時の交通規制等 

災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必要があり

ます。 

ａ 緊急交通路確保のための交通規制 

災害発生後、特に初期には、負傷者の救出救助等災害応急対策のための緊急交通路の確保等が中

心となるので、道路交通の実態を掌握し、災害対策基本法第 76条第１項の規定に基づき緊急通行

車両以外の車両の通行を禁止又は制限します。 

ｂ 道路管理者等への通知 

緊急交通路確保のための通行の禁止や制限を行う場合は、道路管理者及び関係都道府県公安委

員会への通知を速やかに行います。 

ｃ 警察官の措置 

緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより、災

害応急対策の実施に著しい支障を生ずるおそれがあるときに必要と認める場合は道路管理者に対

し、その道路の区間において車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行

うことを要請します。 

イ 自衛官災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、警察官がいない場合に限り、それぞれの緊急通行車

両の円な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有者に対して移動させるなど

必要な措置を命令するほか、相手方がその場にいない場合は、当該措置を行います。当該措置命令を

し、又は措置を行った場合は、三崎警察署長にその旨を通知します。 

ウ その他 

道路管理者は、通行規制や応急啓開等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡を行

います。 

⑵ 道路の応急復旧等 

ア 道路管理者は、その管理する道路について、早急に被害状況を把握し、県などに報告するほか、障

害物の除去、応急復旧等を行い道路機能の確保に努めます。 

イ 路上の障害物の除去について、道路管理者、三崎警察署、横須賀市三浦消防署及び自衛隊等は、状

況に応じて協力して必要な措置をとります。 

⑶ 漁港の応急復旧等 

ア 漁港管理者は、管理する漁港施設について、早急に被害状況を把握し、災害対策本部に対して被害

状況を報告するとともに、必要に応じ応急復旧等を行います。 

イ 横須賀海上保安部は、航路標識が破損し、又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要
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に応じて応急標識の設置に努めます。 

⑷ 海上交通安全の確保 

ア 横須賀海上保安部は、船舶の輻輳が予想される海域において、必要に応じて、船舶交通の整理・指

導を行います。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努めます。 

イ 横須賀海上保安部は、海難の発生その他の事情により、船舶交通に危険が生ずるおそれがあるとき

は、必要に応じて船舶交通を禁止するなど航行制限を行います。 

ウ 横須賀海上保安部は、水路の水深に異常を生じたおそれがあるときは、必要に応じて調査を行うと

ともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保します。 

⑸ 鉄道交通の確保 

京浜急行電鉄(株)は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、国土交通省に報告

するとともに、応急復旧等を行います。 

２ 緊急輸送 

市は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両の確保が困難なときは、県に対して要請及び

調達、あっ旋を依頼します。 

 

第９節 社会秩序の維持、物価の安定等に関する活動 

１ 社会秩序の維持 

三崎警察署は、自主防犯組織等と連携して、被災地及びその周辺におけるパトロールや生活安全に関す

る情報の提供等を行い、社会秩序の維持に当たります。 

 

２ 物価の安定、物資の安定供給 

市及び県は、食料をはじめとする生活必需品等の物価が高騰しないよう、また、事業者による買い占め・

売り惜しみが生じないよう監視するとともに、必要に応じ指導等を行います。 

 

第 10節 被災者への的確な情報伝達活動 

１ 被災者への情報伝達活動 

⑴ 市は、被災者のニーズを十分把握し、災害の状況に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等

公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、

交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供します。なお、その際、高齢者、障

害者等の要配慮者に配慮した伝達を行います。 

⑵ 情報伝達に当たっては、掲示板、広報紙、広報車等によるほか、放送事業者、通信社、新聞社等の報道

機関の協力を求めます。 

 

２ 市民等からの問い合わせに対する対応 

市及び事業者は、必要に応じ、発災後速やかに市民等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓

口の設置、人員の配置等を行い、情報のニーズを見極め収集・整理を行います。 

 

第 11節 自発的支援の受入れ 

１ 災害ボランティアの受入れ 

⑴ 市は、三浦市社会福祉協議会等の関係団体と相互に協力し、ボランティア活動の円滑な実施が図られ

るように支援に努めるものとします。また、消防機関においても、災害救援ボランティアと十分連携のと

れた効率的な活動を行うものとします。 

⑵ 三浦市総合福祉センターが災害ボランティア拠点施設となります。 
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２ 義援物資、義援金の受入れ 

⑴ 受入れ及び配分 

ア 義援物資 

(ｱ) 協定を締結している民間企業や自治体等からの義援物資 

         市は、協定を締結している民間企業や自治体等からの義援物資について、受入れを希望する 

もの及び希望しないものを把握します。市は、その内容リスト及び送り先を公表し、周知等を図る

ものとします。 

       また、現地の需要状況を勘案し、同リストを逐次改訂するものとし、これを活用して物資の配分

を行います。 

(ｲ) 個人等からの小口の義援物資  

市は、個人等からの小口の義援物資については、原則受け入れないこととし、その方針について

周知するものとします。 

なお、周知に当たっては、記者発表や市のホームページへの掲載のほか、全国ネットの報道機関

による放送や他の自治体等のホームページへの掲載要請など、周知の機会を増やすように努めます。 

イ 義援金 

市は、義援金の受入れ、配分に関して、県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県共同募金会等と義

援金の募集、配分に関する委員会を組織し、適切な受入れ、配分を行います。 

⑵ 海外からの支援受入れ 

市及び県は、国の非常（緊急）災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合には、その受   

入れと円滑な活動の支援に努めます。 


